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第 １ 日 

 



平成27年第3回小国町議会定例会会議録 

（ 第 1 日 ） 

 

1．招集年月日  平成27年 9月10日(木) 

1．招集の場所  小国町山村開発センター 

1．開   会  平成27年 9月10日 午前10時04分 

1．閉   会  平成27年 9月10日 午後 3時50分 

1．応 招 議 員 

         1番 穴 井 帝 史 君   2番 大 塚 英 博 君 

 3番 北 里 勝 義 君   4番 髙 村 祝 次 君 

        5番 児 玉 智 博 君   6番 時 松 唯 一 君  

  7番 穴 見 まち子 君   8番 松 﨑 俊 一 君 

  9番 熊 谷 博 行 君   10番 時 松 昭 弘 君 

  11番 松 本 明 雄 君   12番 渡 邉 誠 次 君 

1．不応招議員 

        なし 

1．出 席 議 員 

        1番 穴 井 帝 史 君   2番 大 塚 英 博 君 

 3番 北 里 勝 義 君   4番 髙 村 祝 次 君 

        5番 児 玉 智 博 君   6番 時 松 唯 一 君  

  7番 穴 見 まち子 君   8番 松 﨑 俊 一 君 

  9番 熊 谷 博 行 君   10番 時 松 昭 弘 君 

  11番 松 本 明 雄 君   12番 渡 邉 誠 次 君 

1．欠 席 議 員        

        なし 

 

1．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長  小 田 宣 義 君     書 記 穴 井 桂 子 君 

 

1．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町    長 北 里 耕 亮 君   教 育 長 北 里 武 一 君 

総 務 課 長 松 岡 勝 也 君   教委事務局長  横 井   誠 君 

政 策 課 長 清 高 泰 広 君   産 業 課 長  澁 谷 洋 典 君 

情 報 課 長 藍 澤 誠 也 君   税 務 課 長 北 里 康 二 君 

建 設 課 長 佐 藤 彰 治 君   住 民 課 長 河 野 孝 一 君 

福 祉 課 長 穴 井 幸 子 君     保 育 園 長  梶 原 良 子  君 

 会計管理室長 佐 藤 登喜子 君 



会議録署名議員の氏名 

 

議長は今期定例会の会議録署名議員に次の2名を指名した。 

      5番 児 玉 智 博 君 

        7番 穴 見 まち子 君 

 

1．会期の決定 

    

今期定例会の会期を 9月10日から 9月24日までの15日間とする。 

 

1．町長提出議案の題目 

    

別紙議事日程のとおり 

 

1．議員提出議案の題目 

    

別紙議事日程のとおり 

 

1. 開議議事日程 

2.  

午前10時04分、議長は本日の議事日程について次のとおり報告した。 

   別紙議事日程のとおり  
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議事の経過（h.27.９.1０） 

 

議長（渡邉誠次君） 皆さま、おはようございます。 

  本日から９月の定例会でございます。開会に先立ちまして一言御挨拶を申し上げます。 

今年の夏は、各地で観測史上最も猛暑日が続いた夏でございまして、また降雨量も最高値を上

回る地域が多数ございました。農作物に対しても当町のみならず、全国に影響も出ております。

担当の課長からも先だっての大雨、台風等での小国町の被災等の御報告もございました。注意報、

警報発令後の自主避難、予防的避難による避難所も開設されまして、各所において数名が避難を

されたというふうに聞いております。まだ今後も風水害、台風含めて災害の恐れはございますの

で、早めの避難また注意喚起等を皆さまそれぞれにおかれましても御尽力、御協力をいただきた

いというふうに思っております。またその暑さも一転、急に朝晩が冷え込んで、秋の訪れ等も感

じる季節となってまいりました。皆さまにおかれましても気候の変化等々にお体をくずされませ

ぬよう、ぜひともお体を御自愛いただきたいというふうに思っております。 

それでは平成２７年第３回小国町議会９月定例会を開催する旨、御案内を申し上げましたとこ

ろ、議員各位におかれましても何かと御多用の中、御出席をいただきましてありがとうございま

す。本定例会は決算議会ということもございまして、十分なる御審議方よろしくお願い申し上げ

る次第でございます。 

  それでは北里町長から御挨拶をいただきたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 皆さんおはようございます。平成２７年の第３回の小国町議会定例会、皆さ

ま方におかれましては大変お忙しいときにお集まりをいただき本当にありがとうございます。 

  ただいま議長のほうからもお話がありましたとおりに、長雨が続いております。農作物が大変

心配されるところであります。つい先ほどの話でございますけれども、大変喜ばしいことは、小

国町に関係する方で、先日柔道の話でございますけれども、梅木真美選手が先ほど役場に来られ

て、金メダルの報告をいただきました。その後すぐ県庁のほうに行かれるということで、梅木真

美選手は九重の出身ではありますけれども、小国中学校に通ってきて、そこでまた柔道の技を磨

かれたということでございます。先だっての世界柔道のカザフスタンの大会で金メダルというこ

とで、町に関係する方が世界で活躍することは大変よろしいことではないかなあというふうに思

っております。 

さて、決算議会ということであります。本日の議案の上程ということで、承認案件が１件、そ

れから条例関係が３件、一般会計の補正予算並びに各特別会計の補正予算。そして、それぞれの

決算認定の部分が上程をされております。議会運営委員会では全員協議会方式でそれぞれの款、

項、目すべてに渡り、皆さま方に慎重審議をしていただくという旨を伺っております。決算は予

算の鏡というふうに言われておりますので、執行部といたしましても議会の方々から様々な御意



 2 

見を伺い、そして今後につなげていきたいというふうに思っております。期間といたしましては、

２４日が予備日でございますけれども、少し長くなるかと思いますがよろしくお願い申し上げて

挨拶に代えます。よろしくお願いいたします。 

議長（渡邉誠次君） ありがとうございました。 

ただいま出席議員は１２人です。定足数に達していますので、平成２７年第３回小国町議会定

例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時０４分） 

議長（渡邉誠次君） 本日の議事日程については、お手元に配付してありますとおりでございます。 

議長（渡邉誠次君） 日程第１、「会議録署名議員」を指名いたします。 

５番 児玉智博君 

７番 穴見まち子君 

にお願いをいたします。 

議長（渡邉誠次君） 日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

お諮りします。 

今定例会の会期については、さる９月３日に議会運営委員会が開かれ、小国町議会会議規則第

７７条の委員会報告書のとおり、本日９月１０日から９月２４日までの１５日間といたしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 御異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から９月１０日から９月２４日までの１５日間と決定しました。 

本会議は、本日と１７日、１８日に開くこととし、もし会期末を待たずに議了したときは、そ

のときに閉会したいと思います。 

議長（渡邉誠次君） 日程第３、「承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決第

５号 平成２７年度小国町一般会計補正予算(第４号)について)」を議題といたします。 

執行部より、提案理由の説明を求めます。 

総務課長（松岡勝也君）おはようございます。それでは議案集をお開き願いたいと思います。 

  承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙専決処分書のとおり処分したので、同条第３

項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

でございます。引き続き朗読させていただきます。 

専決第５号 平成２７年度小国町一般会計補正予算（第４号）について 
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地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度小国町一般会計補正予算を別紙のと

おり専決処分する。 

           平成２７年８月１２日専決 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

でございます。 

それでは別とじの議案集をお開き願いたいと思います。補正予算書をお開き願いたいと思いま

す。表に専決第５号と書いてある分でございます。１ページでございます。 

平成２７年度小国町一般会計補正予算（第４号） 

平成２７年度小国町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４８億５千１８６万５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

           平成２７年８月１２日専決 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。２ページのほうでございます。 

 歳入歳出の補正ということで第１表でございますが、歳入が繰越金を５１万円ということで補

正に充てさせていただいております。歳出としまして、教育費の保健体育費が５１万円というこ

とで補正をしたものでございます。 

 それでは歳出のほうを説明させていただきます。４ページでございます。４ページのほうでは

歳入歳出ございますけれども、先ほど申しましたように歳入のほうが繰越金を財源に充てさせて

いただいております５１万円です。歳出のほうでは教育費の保健体育費、保健体育総務費という

ことで負担金補助及び交付金ということで５１万円。中学校部活動全国大会出場の補助金という

ことでございます。バドミントンの選手として、全国大会、北海道の試合に参加した分の助成金

ということで専決させていただいた分でございます。 

 以上で、専決につきましての説明を終わらせていただきます。 

議長（渡邉誠次君） これより承認第５号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

承認第５号、専決処分事項の承認を求めることについて 

専決第５号、平成２７年度小国町一般会計補正予算（第４号）について、原案のとおり承認す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（渡邉誠次君） 全員挙手でございます。 

よって、承認第５号は原案のとおり承認されました。 

議長（渡邉誠次君） 日程第４、「議案第４７号 小国町個人情報保護条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

総務課長（松岡勝也君） それでは議案を朗読させていただきます。２ページでございます。 

議案第４７号 小国町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

  地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町個人情報保護条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり提出する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

でございます。それでは別の小国町定例議会議案の条例ということで、全員協議会のほうでも

説明させていただいたのですが、再度そこの分を説明させていただきまして、その後新旧対照表

の説明をしたいというふうに思っております。 

今回の個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましては、行政の手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律、番号法によりまして、今回特定個人情報に関す

る条例を改正するというものでございます。今回の主な改正の内容としましては、前回全員協議

会の中でも説明いたしましたけれども、大きくは１から７項目ございます。 

１点といたしましては、現在規定されております個人情報の内容に、個人情報に該当しない特

定個人情報を含むということでございます。２番目の改正点としましては、特定個人情報に関す

る評価書を住民に公表して、これに対する意見書を反映するための機関に、小国町個人情報保護

審査会を設置するということでございます。これは現在の小国町個人情報保護条例の中にもうた

われておりますけれども、改めて特定個人情報が設置されるということで、今回改正の中に盛り

込むということでございます。３点目としましては、実施機関が保有しております特定個人情報

について個人情報ファイル簿を作成して、公表する旨を規定に追加するというものでございます。

４点目としましては、特定個人情報を取り扱う事務の目的外に使用してはならないという旨を規
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定し追加するということと、例外として、個人の生命・身体・財産を保護するため必要であると

いう場合に設けるということを追加するものでございます。５点目としましては、特定個人情報

の開示請求に関して、未成年又は被後見人に係る規定を追加すると。また開示請求に対する決定

の期間、開示の方法の実施についてを改正するというものでございます。６番目としましては、

特定個人情報の訂正の請求期間、訂正を行った場合の情報提供者等への通知、その他の内容を規

定に追加するというものでございます。７点目は、特定個人情報の利用停止について、特定個人

情報が適法に取得されたものでない場合によるときは、利用の停止を請求することができ、この

停止の手続に関する決定の期間等の規定を追加するという、大きく７点の追加及び改正をするも

のでございます。 

それでは、新旧対照表のほうで説明させていただきたいと思います。右肩に総務課（１）とい

うことで資料１というふうに書いてあります新旧対照表でございます。左側のほうが現行、右側

のほうが改正後というふうに書かれております。まず目的としましては、第１条で新しく追加さ

れたのが番号法に規定するということで、横棒で書かれております個人情報に該当しない特定個

人情報を含むということを追加したものでございます。定義として第２条でございます。これに

つきましては各号に出てきます用語の意義について、１号から全部で７号まで文言についての定

義をうたっているということでございます。めくっていただきまして２ページでございます。第

６条の２として、新しく追加されるもので、特定個人情報保護評価というのが第６条の２として

うたわれております。中ほどに、小国町個人情報保護審査会での意見を聴くものとするというこ

とが加えられております。３ページのほうでは、今度は第７条の２としまして、実施機関は、特

定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ審査会に対し次に掲げる事項を通知

しなければならないということで、通知しなければならない項目を１号から次のページの１０号

まで明記をしております。４ページでございます。前項の規定でありましたように、次の号では

次に掲げる特定個人情報ファイルについては適用しないということで、先ほどの通知をしなけれ

ばならないに対して該当しない項目を２としまして、１号から９号までうたっております。５ペ

ージでございます。５ページの第７条の３としまして、特定個人情報ファイル簿の作成及び公表

ということがうたわれております。この中では末尾のほうにありますように、特定個人情報のフ

ァイル簿を作成し、公表しなければならないというふうにうたわれております。６ページでござ

います。第８条で特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限ということがここでうたわ

れております。第８条の２としまして特定個人情報の利用の制限ということで、利用の目的外に

使用してはならないというところがうたわれております。７ページでございます。第９条オンラ

イン結合による提供ということで、この中で個人情報を実施機関以外のものに提供してはならな

いというところでオンラインの提供に対する制限内容がうたわれております。８ページでござい

ます。８ページの第１１条では提供先に対する措置要求、第１３条では開示請求できる者という



 6 

ことで請求できる者がうたわれています。また２号では、次の各号に掲げる者は本人に代わって

開示請求することができるということで、本人に代わって請求する者のことがここでうたわれて

おります。９ページでございます。開示請求の手続ということで、新旧対照表では代理人という

ことに今度変わっております。第１４条の３では、開示請求に対する決定がうたわれています。

その中では第１８条として４号、５号では、開示決定にあっての日にちが３０日以内、もう１つ

の分につきましては６０日以内というところで日にちの明示がされております。１１ページでご

ざいます。１１ページでは第２４条の２としまして、情報提供等の記録の提出先への通知という

ことで、実施機関は訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合においては、遅滞

なく、その旨を書面により通知するものとするということでございます。そのほか１３ページ。

第２６条利用停止請求の手続がうたわれております。そのほか１４ページでございます。第３７

条個人情報保護審査会というのがここでうたわれております。ここでは小国町個人情報保護審査

会を設置するということでございます。１５ページでございます。第４３条では罰則が規定され

ております。以上で新旧対照表のほうはこういうふうに改正をされております。 

今回の条例改正に伴いましては、平成２８年の１月１日から施行するということで、ただし各

号に関する規定は当該各号に定める日から施行するということで、実質来年の１月から施行する

というふうにはされております。また、第６条の１に１条加えるということで規定されておりま

す。また第７条の次に２条を加える改正規定ということで、この中では特定個人情報の評価につ

いては公布の日というふうに表されております。第２４条の次に１項を加える改正ということで

ございますが、これについては規定の施行日からというふうにしております。また経過措置とし

ましては、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、従前の例ということで

うたわれております。 

以上で、小国町個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして、説明を終わらせていた

だきます。 

議長（渡邉誠次君） これより議案第４７号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 今提案理由の説明にもありましたように、これはマイナンバー制度ですね、

これを開始させるための提案です。このマイナンバー制度というのがどういうものかというと、

赤ちゃんからお年寄りまで住民登録している全員に、生涯変わらない番号を割り振り、社会保障

や税の情報を国が一括管理するものです。１つの番号で容易に国民一人ひとりの個人情報を結び

つけて活用する番号制度は、それを活用する側にとっては極めて効率的なツールであるというこ

とは確かですが、それは一人ひとりの個人情報が容易に名寄せ、集積されるということであり、

ひとたび流出したり、悪用されたりすれば、甚大なプライバシー侵害やなりすましなどの犯罪等

の危険性を飛躍的に高めるものとなります。政府は盛んに行政手続が便利になるなどと言ってい
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ますが、多くの国民はそもそもその制度を知らないうえ、膨大な個人情報を国が一手に握ること

への懸念、情報漏れの不安の声が広がっています。こうした番号制度を既に導入している韓国や

アメリカでは共通番号と個人情報がセットで大量流出し、プライバシー侵害、犯罪利用、なりす

まし被害が横行して社会問題になっています。日本でも今年６月初めには、日本年金機構から１

２５万件に及ぶ個人情報が流出するという重大な事件が明らかとなりました。個人情報が流出し

た不安に付け込んだ詐欺事件も発生してしまいました。年金機構は、マイナンバーを付番する個

人情報を大量に保有する機関です。今回の個人情報流出事件は、年金機構のような公的な機関が

マイナンバーを保有するから安全だという、こうした安全神話を根底から突き崩しました。今回

の年金情報漏れは、政府が個人情報をきちんと保護、管理できるのかという国民の疑念を深める

ものとなったのではないでしょうか。また同じ月に、東京商工会議所の事務局職員のパソコンが

やはりメールを介してウイルス感染し、最大で１万２千件を超える会員企業などの個人情報が流

出したことも判明しました。生涯変わらない１つの番号で様々な分野に渡る個人情報を管理し、

名寄せ突合しやすくなる仕組みであるマイナンバー制度を実施することは、あまりに危険と言わ

なければなりません。こうした国民の不安が払拭されない中で、今年の１０月に住民票を持つ人

たちへの番号通知がスタートし、来年１月には希望者に対して顔写真つきの個人番号カードが無

料で発行され、運用を開始する予定となっております。マイナンバー制度に対し、プライバシー

侵害やなりすまし犯罪を招く恐れが指摘されていることに対し、町としてどう考えているのでし

ょうか。そもそもこうした安全対策ですね、町が万全にできているのか、できていない中でもし

仮にこういう条例改正をするのであれば、極めて無責任であると指摘しなければならないと思う

わけですが、見解を求めます。 

総務課長（松岡勝也君） 先だって全員協議会の中での一番の個人情報の流出、プライバシーの流

出問題が心配されるということであります。これにつきまして、今現在町の中でも職員の中でも

一番に心配されますのが、インターネットからのサイバー攻撃、そういうのが一番心配でありま

す。それに対しては、職員間また個人情報流出をしないためにもインターネットの接続に対する

職員間の危機管理対策、仮にそういった非常事態が生じた場合は、一応マニュアルとしましては

担当課長に報告、また最終的には総務課長報告、緊急対策としてはＬＡＮケーブルの切断という

ことを第一に考えております。そのほか、行政の専用回線を使った個人情報等の実際の作業を心

がけていくということが、一番のインターネットとの接続に対する流出防止であろうというふう

に考えております。何しろ個人個人がきちっとしたインターネットとの接続、個人情報の事務作

業をきちっと分離して進めていくことがまず第一であると考えておりますので、そこについては

各部署、個人個人、日頃のチェック体制、その辺のいろんなあらゆる職員のペーパー上の流出も

心配されます。そういったところもすべて職員間、またいろんな先ほどありましたように審査会

等もございます。そういったところにも、どういった形で個人情報のファイルを整理するかとい
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うところも考慮しなければならない部分もございますので、いろんな分野で安全対策を図ってい

きながら、この制度を進めていかねばならないというふうに考えているところです。 

５番（児玉智博君） そういうウイルスに感染したらＬＡＮケーブルを抜くとかですね、ペーパー

上の問題とか、そういう職員の何かあったときの対策というのも非常に重要なことではあるので

すが、私はさらにシステム面や運用面における安全対策の強化が必要だと考えます。１つは住民

基本台帳などの個人情報を管理している基幹系ネットワークとインターネットにつながっている

情報系ネットワークが分離されているかどうかという点です。基幹系ネットワークと情報系ネッ

トワークが遮断されていなければ、基幹系ネットワークも情報系ネットワークを通じてインター

ネットでつながっていることになってしまいます。それは不正プログラムによる攻撃で、基幹系

ネットワークが保有している個人情報が流出する危険があります。これは基本中の基本ですが、

総務省は年金流出事件を受けて、この基幹系ネットワークと情報系ネットワークの接続について

物理的に遮断されて通信不可能な状態にするか、若しくは基幹系ネットワークと情報系ネットワ

ークを共有端末で使用する場合でも論理的切断と言われますが、一方のネットワークのみの設定

とするなどの対策を講じることを求めています。小国町として、このネットワークの接続状況の

安全対策はどのように考えているでしょうか。私は物理的に切断され、通信不可能な状態にする

べきであると考えますがどうでしょうか。 

また、年金機構の今回の事件が起きたのは、基幹系ネットワークの個人情報をコピーして移動

し、情報系ネットワークの端末で作業していたことが原因です。基幹系ネットワークの個人情報

は基幹系ネットワークのみで使用する、あるいは基幹系ネットワークの個人情報は、情報系ネッ

トワークから遮断された環境で使用するなどの対策が今後求められると思いますが、小国町では

対策が講じられているのでしょうか。さらに総務省は、地方公共団体における情報セキュリティ

ポリシーに関するガイドラインを今年３月に改定しました。この改正で、年金機構の個人情報流

出事件の原因となった不正アクセスの標的型攻撃が、対策を取るべき攻撃として例示されていま

す。具体的な対策例として、人的対策例、電磁的記録媒体に対する対策例、そしてネットワーク

に対する対策例が挙げられています。ネットワークに対する対策例では、ネットワーク機器のロ

グ監視を強化する対策が例示されていますが、小国町の対応はどうなっているでしょうか。安全

対策を徹底的に進めることが大切です。私が聞いたことは最低限のものだと思いますが、小国町

のネットワークの現状はどうなっているか、どういった安全対策をとっているか伺います。 

総務課長（松岡勝也君） 今御質問がありましたように、今回の年金機構によります個人情報流出

というのが、結局インターネットを経由してサイバー攻撃にあったということで、基幹作業を行

いますネットと分離した作業に際して、置き換えて作業したということが基本的な情報の原因だ

ったということでございます。本町におきましては、これは行政機関と連携しておりますＬＧＷ

ＡＮという回線がございます。そういう専用の回線を今使って個人的な情報作業を行っていると
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ころでございますけれども、それとまた実際作業を行いますシステムがＴＲＹ－Ⅹということで

これは町村会のシステムでございます。ＬＧＷＡＮとは国との連結した全国の行政機関が使って

いる専用の回線でございます。それを使って作業をしておりますので、内容的には分離している

という状況でございます。先ほど言いましたように年金機構のような形で置き換えて作業をする、

そういった形によるインターネットとの接続による流出というのは防いでいかないと非常にサイ

バー攻撃に遭う可能性があるということでございますので、要は現場の窓口の事務作業につきま

しては、個人情報を取り扱う作業については、その辺のネットとの接続をしないような作業を心

がけていく、絶対しないというところが一番の個人情報の流出防止であろうというふうに思って

おりますので、この辺のところをシステム上の徹底、また個人の事務作業の徹底をしていくよう、

これからさらに強化していきたいというふうに考えております。 

５番（児玉智博君） 今答弁されたようなことをやはり職員一人ひとりに徹底していく、このこと

が極めて大事だというふうに思います。そこで伺いますが、やはりそういう基幹系ネットワーク、

そして情報系のネットワーク、この端末の間での年金機構が行っていたような作業は、絶対にも

うこれが原因で、こういうことをすれば流出する危険が発生するということですから、やっぱり

こういった問題であったりとか、またそういうペーパー上のプリントアウトした紙の取扱いなん

かですね、これをやはりこの番号制度が始まったらどういう危険があるのかというのを一つひと

つ洗い出して、リスクを想定して、それを発生させないためには、職員はどう動かなければなら

ないか。だからもう自己流で作業をするようなことがあってはならないと思うのです。職員一人

ひとりが金太郎あめのように、同じ手順で作業をしていくということを徹底することが大事だと

思います。そうした中でのそういう内部統制ですね、今きちんと確立されているのか。それがき

ちんとそういう一覧というか、そういうのがあって職員全員が認識を共有できる環境が今小国町

で整えられているのか伺います。 

総務課長（松岡勝也君） 先ほど御質問の中にございましたように、国から提出されておりますセ

キュリティポリシーに関することにつきましては、町内の中でもそれは一応国からの支持を受け

まして規定を位置づけしております。そういった中でも、職員間にこれをいかに浸透させていく

かというところがペーパー上じゃなくて、それが一番大事であるというふうに思っております。

これに関してはあらゆるいろんな個人情報流出が想定されております。ペーパー上もしくは職員

間の結局サーバー室に対する侵入の問題、また委託業者のいろんな外部からの侵入の出入りの制

限、確認、チェック、その辺とかいろんなシステム上の問題とか、あらゆる問題で情報流出の可

能性が明確にいろいろ提示されております。それに対して、職員それぞれがその流出防止のため

の確認、本当にその確認をしながら特に中枢であります町のサーバー室、電算室に関してのいろ

んな管理と、また個人個人のパソコン上の作業の確認、そういうのを今一度、役場の中でもマイ

ナンバーのことを今職員間で何回か勉強会を開いておりますので、平行しながらセキュリティの
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問題、個人情報流出のそれぞれ個人の毎日の事務作業の中の流出防止対策を、来年の１月からカ

ードが交付されて動き始めるものですから、ここあと何箇月しかございませんけれども、その間

にいろんな流出問題そういった心配されることにつきまして、勉強会を重ねていきたいというふ

うに今考えております。 

５番（児玉智博君） そういう内部統制がきちんと確立しているかと伺ったのですが、今の答弁を

聞く限りでは、今職員間での研修なんかは進められているというふうに言われましたが、私は要

は安全対策、その内部統制の問題で言えばやはり各課ごと、さらに言えばやはり一つひとつの業

務ごとに、２０１６年からは健診なんかでもこの番号と結び付けていくというふうになっている

わけですから、やはりそういう一つひとつの業務ごとに担当者が代わっても同じような作業をす

るようなマニュアル、そういうのを作っていかなければならないというふうに思います。非常に

今の答弁を聞いていると、小国町だけじゃないのかもしれないけれども、小国町もこの後手後手

に回っているのではないかというような気がしてなりません。最後に伺いますが、今まさに研修

が全職員を対象に行われていると思いますが、職員の中でどういう声がこのマイナンバー制度が

始まることに受け止めがなされているか、不安の声は出ていないか伺います。 

総務課長（松岡勝也君）今現在これまでにも個人情報を取り扱っている各課の担当者を集めまして、

いろんな項目の全部洗い出しをしまして、その中で実際今度国がマイナンバー等を連結させる税

と社会保障また災害と大きく３つ上げております。その中で実際窓口業務で直接すぐ動く課は税

務課、福祉課、住民課というふうな窓口になってきます。その中で実際このナンバーカードがど

ういった形で窓口で使われるのかというのが、実際カードの中で今国からいろんなパンフレット

の中には、いろんな申請、給付申請、届出の中ではナンバーカードを記入する欄を設けるという

ところが出されております。しかしどういった様式で出てくるのかとか、こういった形の様式に

しなさいとか、そういった具体的な窓口業務のところがまだ並行作業で改正、書式の見直しとい

うところが、今実際の窓口でどうすればいいかというところが問題点であろうと思います。通知

カードが出されまして、各家庭に送られまして、その中でも現在住民票のあるところにしか通知

カードを送れませんので、それ以外の方に対する対応、またそういった高齢者、ひとり暮らし、

子どもさんとか、そういった方が窓口に来られてナンバーカード番号を記入してくださいとか具

体的になった場合どうするかといった、具体的な対策がいろいろ心配されているというのが現状

ですので、その辺の一つひとつのことをマニュアルとして窓口業務の職員が勉強していく必要が

あるというふうに思っております。 

５番（児玉智博君） やはりこの提案、次の議案もそうですけれども、国の制度が変わる中でやは

り町が、別にもう恐らく本音を言えば、もう町としてはこういうのはないほうがいいときっと思

われているのだろうと思いますけれども、やはり非常に今職員の方たちの受け止めとしてもやは

り不安が多い中で、こういうマイナンバー制度をスタートさせる、こういう条例を改正するとい
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うことについて、やはり私は今の答弁を聞いても全然安心できないと思います。やはりこういう

ことについて、とにかくさっき言いましたような内部統制の確立というのは、もうこの１カ月前

になっていれば、ある程度できていないといけないのにそれができていないということが明らか

になったのではないかなというふうに思います。 

  以上で終わります。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑はございませんか。 

６番（時松唯一君） 先ほど同僚議員がおっしゃったことは当然だと思いますが、今日の新聞でも

民間では約６割の会社があまり歓迎していないと、そういう中にあって行政としてやっていく以

上はやはりセキュリティ関連ですね、この件に関してはしっかりやっていただきたい。高森町で

すか、数百万の既にセキュリティに関して走っているというようなことが今日の新聞にも出てい

ますので、執行部の方ももう今日からしっかりやっていただきたい。セキュリティに関しては個

人情報もありますので、しっかりと今日から、今からやっていただきたいと思います。予算も上

がってくるかと思いますので、そこら辺もしっかりやっていただきたい。 

  以上です。 

総務課長（松岡勝也君） 今御意見がありましたように職員間の勉強会をしっかりと重ねながら、

来年に向けて取り組んでいきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。質疑がなければこれをもって質疑を終結いたし

ます。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） 日本共産党、児玉智博です。私は議案第４７号、小国町個人情報保護条例の

一部を改正する条例に反対の立場から討論を行います。 

 社会保障税番号制度いわゆるマイナンバー制度は、これまで制度ごとに管理されてきた年金、

医療、介護、雇用の情報や納税、給与の情報が１つに結ばれるだけでなく、政府は２０１８年度

からは、金融機関の預貯金口座番号との結び付けを目指しているほか、消費税の１０％への増税

に伴う還付金制度へのマイナンバーカードの利用を想定しているなど、このマイナンバーが大量

の情報の塊になるのは明白であります。一旦マイナンバーが流出すれば、財産から趣味、嗜好に

及ぶ様々な個人情報が芋づる式に引き出されるこんな危険が現実のものになってしまいます。内

閣府が今月３日に公表した世論調査でも、制度の内容を知らないとの回答は５割を超え、個人番

号の通知が１カ月後に迫ってもなお国民の理解が深まっていないことが明白になりました。さら

に制度に対し、特に期待することはないという回答は２３％から３１.２％に増加しています。本

町でも特にお年寄りからは、ニュースでは詐欺にだまされたということを聞かない日はないよう

な世の中なのに、こんな制度が始まったら年寄りはますます不安になるという声が聞かれていま
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す。この制度は、国民の不安を無視して進められていることは明白です。私は、マイナンバー制

度に断固反対である立場から、同議案にも反対するものであります。 

議長（渡邉誠次君） ほかに討論はございませんか。なければ、これをもって討論を終結いたしま

す。 

これより採決に入ります。 

議案第４７号、小国町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、原案のとおり可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（渡邉誠次君） 挙手多数でございます。 

よって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 

議長（渡邉誠次君） 日程第５、「議案第４８号 小国町手数料条例の一部を改正する条例について」

を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

総務課長（松岡勝也君） それでは、議案集２ページをお開き願いたいと思います。 

議案第４８号 小国町手数料条例の一部を改正する条例について 

  地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町手数料条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり提出する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

でございます。これにつきましては先だっての全員協議会の中でも説明させていただきました

が、先ほどの小国町個人情報保護条例の一部を改正するマイナンバーカードに関連するものでご

ざいます。主な概要といたしましては、番号法の施行に伴って配付されます通知カード、また申

請よって発行される個人番号カードの再交付の手続を国の基準により規定するものでございます。

番号法の施行に伴い、住民基本台帳カード交付手数料は廃止となります。またこの手数料の中に

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の法律名が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律というふうに名称が改正されましたので併せて改正するものでございます。 

それでは一部改正に伴います条例の総務課資料の新旧対照表（２）と書いてあるのがございま

す。これで説明させていただきます。左が現行、右が改正後ということで、第２条、手数料の種

類及び金額は次のとおりとするということで、１９号としまして通知カードの再交付手数料を１

枚につき５００円ということでございます。２８号としまして先ほど申しましたように、鳥獣の

保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第１９条第３項の規定により登録の交付手数料１

件につき、これについては前と変わっておりません、２千５００円です。第５条としまして、次

の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。７号としまして、通知カードの再交付
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で追記欄の余白がなくなったとき、その他の再交付がやむを得ないとしたときは、町長が認める

ということで、そういった項目も改正されております。２ページの中では、今度は個人番号のカ

ードでございます。先ほどは通知カードでございます。個人番号カードの再交付の手数料は１枚

８００円ということでございます。第５条の（７）としまして、通知カードの再交付及び個人番

号カードの再交付で追記欄の余白がなくなったとき、その他の交付がやむを得ないものとして町

長が認めるときということで、これは免除ということの欄で新しく改正をされているところでご

ざいます。これにつきまして附則といたしましては、平成２８年１月１日から施行するというこ

とでございます。また第１条の規定につきましては施行日から施行するというふうになっていま

す。これは平成２７年の１０月５日ということでございます。 

以上で、小国町手数料条例の一部を改正する条例につきましての説明を終わらせていただきま

す。 

議長（渡邉誠次君） これより議案第４８号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） 日本共産党、児玉智博です。私は、議案第４８号小国町手数料条例の一部を

改正する条例について、反対の立場から討論を行います。この議案につきましても、マイナンバ

ー制度をスタートさせるために改正される条例でありますので、先ほどの議案第４７条と同じ理

由で反対するものであります。 

議長（渡邉誠次君） ほかに討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第４８号、小国町手数料条例の一部を改正する条例ついて、原案のとおり可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（渡邉誠次君） 挙手多数でございます。 

よって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩いたします。１１時５分から再開します。 

（午前１０時５４分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午前１１時０５分） 

議長（渡邉誠次君） 日程第６、議案第４９号、小国町商工業振興対策設備資金利子補給に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

情報課長（藍澤誠也君） 議案集３ページを御覧いただきたいと思います。議案を朗読させていた

だきます。 

議案第４９号 小国町商工業振興対策設備資金利子補給に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

  地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町商工業振興対策設備資金利子補給に関

する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

でございます。この条例改正の中身につきましては、先の全員協議会で説明しましたとおり、利

子補給の対象者に町からのほかの補助金あるいはほかの利子補給を受けているものを除くという

規定の追加、それと利子補給の期間を３年から５年に延長するというものでございます。情報課

資料１新旧対照表を御覧いただきたいと思います。こちらのほう御覧いただきますと、左側が現

行でございます。右側が改正後の案でございます。アンダーラインのところが追加の規定でござ

います、読ませていただきます。ただし、町で実施している同様の補助金又は利子補給を受けて

いるものには利子補給を行わない。一番下でございますが、利子補給の期間は５年間を限度とす

るというような改正でございます。よろしくお願いいたします。 

議長（渡邉誠次君） これより議案第４９号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第４９号、小国町商工業振興対策設備資金利子補給に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（渡邉誠次君） 全員挙手でございます。 
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よって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 

議長（渡邉誠次君） 日程第７、議案第５０号から、日程第９、議案第５２号までは、平成２７年

度小国町一般会計補正予算（第５号）及び平成２７年度小国町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）及び平成２７年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号）ですので、一括して議題と

いたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

総務課長（松岡勝也君） それでは、議案集を朗読させていただきます。 

議案第５０号 平成２７年度小国町一般会計補正予算（第５号）について 

  地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度小国町一般会計補正予算（第５号）

を別紙のとおり提出する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

でございます。それでは補正予算書のほうをお開き願いたいと思います。先だって全員協議会の

ほうでは縦版のＡ３の補正予算を説明さていただきましたけれども、今回補正予算書のほうで主

な点を説明させていただきたいというふうに思っております。１ページでございます。 

平成２７年度小国町一般会計補正予算（第５号） 

平成２７年度小国町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９千９０７万２千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億５千９３万７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。 

それでは第１表のほうでございます。歳入の総額が１億９千９０７万２千円で、補正前の４.

２％増ということで、今回補正をさせていただくものでございます。主な補正の歳入としまして

は、地方交付税４千８５６万６千円、使用料１千万円、国庫支出金３千８３６万５千円、県支出

金１千８１１万９千円、寄附金１５０万円、繰越金が８千５９万６千円、諸収入５８６万２千円、
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町債につきましてはマイナス４８９万６千円というふうになっております。 

それでは３ページのほうでございます。主な歳出のほうでございます。総務費が７千９４７万

円、民生費２千７９２万１千円、衛生費９６万円、農林水産業費１千６２０万８千円、商工費２

千１６０万８千円、土木費マイナスの６６９万３千円、消防費はありません。教育費１千３０１

万３千円、災害復旧費４千６７０万円、諸支出金といたしましてマイナス１１万５千円の歳出の

合計が１億９千９０７万２千円ということでございます。 

続きまして５ページでございます。債務負担行為の補正ということで、これは追加でございま

す。今回社会保障・税番号制度用の電算機器リースということで、これはマイナンバーカードに

関連するものでございます。電算機器のリースを債務負担補正によりましてリースするものでご

ざいまして、総額が２２７万円。平成２７年度から平成３２年度までということで平成２７年度

が１１万円、平成２８年度から平成３１年度までが毎年４６万円、最後の平成３２年度が３２万

円というものでございます。債務負担行為補正の変更ということで、上のほうから、交流無停電

の電源装置のリース料ということでございます。これにつきましては、変更前が総額８６５万円

ということでございました。変更が９１２万円ということで実質の見積り等をとった結果並びに

無停電のバッテリー機能の耐寿命化ということで、見積り等をとった関係で金額が上がっており

ます。年度ごとの支払につきましても、平成２７年度は４５万６千円ということで下がっており

ますが、それ以降の支払につきましては平成２８年度から平成３１年度までが１８２万４千円、

平成３２年度が１３６万８千円ということで全体も上がっておりますけれども、平成２７年度減

額した分が平成３２年度に繰り延ばされたというふうな変更でございます。その下、公用車リー

ス料ということでございます。実質見積り等をとった結果で変更が１２０万円になったというこ

とで、平成２７年度が１４万円、平成２８年度から平成３１年度が２４万円、平成３２年度が１

０万円というふうにリースの変更をするものでございます。 

６ページのほうが地方債の補正ということで、あとで説明いたしますけれども、災害復旧に関

する地方債の追加補正で１５０万円するものでございます。その下の段の変更ということで、臨

時財政対策債、これは補正後が実質の生産額ということで変更後が１億６千３６０万４千円とい

うふうに地方債の補正をするものでございます。 

それでは今回の補正に伴います歳出のほうから、主な点を説明させていただきます。１２ペー

ジをお開き願いたいと思います。一番左の欄から目で一般管理費ということでございます。これ

につきましては、総務費の一般管理費の中で人件費関係が主なものでございます。これにつきま

しては、新規採用の職員並びに４月の異動ということで各課に職員の異動があっております。そ

の関係で給与、職員手当、共済費、その他かかっております。その次、中ほど財産管理費としま

して積立金７千万円、これは財政調整基金に積立をするものでございます。次の諸費といたしま

して、８４４万６千円。これは公立病院に交付いたします分でございます。交付税措置に関係す



 17 

る分が４０２万９千円と病院の改良事業負担金ということで４４１万７千円、これにつきまして

は後で関連で出てきますけれども、二酸化炭素の排出抑制対策事業補助金に関連する負担金でご

ざいます。その次の下でございます。１３の地域情報基盤管理運営費ということで、３００万円。

これは小国チャンネルの運営費ということで委託費、需要費合わせて３００万円補正するもので

ございます。１５の環境モデル都市推進費ということでございます。ここで１３の委託料という

ことで２千万円。これは委託料で分散型エネルギーインフラプロジェクトのマスタープラン策定

の業務委託料でございます。これはバイオマス地熱エネルギー等の構築に対するマスタープラン

の作成委託料ということでございます。現在申請中ということで、予算化させていただくもので

ございます。１６の社会保障税番号制度費ということで２３５万７千円、これはマイナンバーカ

ードに伴います賃金としまして、通知カードが１１月頃から配布されるということで、職員対応

とまた臨時職員１名でマイナンバーカードの窓口業務を対応したいというふうに考えております。  

１３ページでございます。これに関連しまして委託料ということで、ＶＰＮ装置導入サポート

業務ということで、これは町のインターネットと分離した回線等をつなぐサポート業務でござい

ます。そのほか負担金補助及び交付金ということで２７２万３千円、個人番号カードの事務交付

金ということで、これは国から補助金がきますけれども、その分を国の機構のほうに負担金とい

うことで国から頂いた補助金を交付するというものでございます。そのほか諸々でございます。

税務関係、社会福祉関係は人件費関係でございます。国民年金事務費も人件費関係が主でござい

ます。１４ページの保育園費も人件費が主なものでございます。 

１５ページをお開き願います。農林水産業費でございます。この中で主なものとしまして、林

業費でございます、１６ページでございます。林業費は今回集中豪雨関係で林道関係の賃金並び

に使用料及び原材料ということで５７７万円を補正させていただくものでございます。商工費の

ほうは人件費でございます。３番の観光費でございます、中ほど委託料８５０万円、観光資源等

活用調査委託料ということで５５０万円。実施設計委託料３００万円ということで、これは鍋ヶ

滝の第３駐車場を検討するための委託料でございます。１５の工事請負費２００万円、観光案内

看板設置工事ということで国道２１２号沿線に鍋ヶ滝関係ほか観光地の看板を設置するというも

のでございます。４番の地域エネルギー費でございます。委託料２００万円のマイナスというの

は今回補助金のほうで出てきますけれども、当初計上しておりましたけれども、公立病院のほう

に二酸化炭素排出抑制対策事業でとり行うためで、実際公立病院のほうが事業主体という形にな

りますので、委託料、工事請負費は減額となりまして、１９のほうで２千９４７万円を補助金と

して計上しているというものでございます。これは公立病院、老健、役場等の二酸化炭素を抑制

する対策事業としてバイオマスボイラー、太陽光、ＬＥＤの工事を行うものでございます。それ

に対する補助金でございます。 

１７ページにつきましては、土木総務費は人件費でございます。道路橋りょう費からは町道維
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持関係、これは集中豪雨に対する道路維持費３５０万円でございます。 

そのほか１８ページ教育費、小学校費、工事請負費としまして５５０万円、これは学校給食セ

ンター並びにプール建設に伴います遊具設置の移設をしたり、防球ネットを撤去しております。

そういう関係で最後の移設していた分の遊具の設置並びに建物への防球をするためのネット設置

工事でございます。中学校費でございます。この５０万円につきましては備品購入で図書関係で

ございます。 

続きまして１９ページでございます。保健体育費でございます。この１５の工事請負費、小国

小学校のナイター施設の工事ということで、これもプール建設、給食センターの工事に伴いまし

て、ナイターを移設しておりました。その分の設置工事５００万円でございます。続きまして災

害復旧費でございます。農林水産業施設災害復旧費ということで、今年の集中豪雨に対する補正

でございます。農地災害が２５０万円、それと農業用施設災害復旧費が５１４万円、２０ページ

のほうでは林業用施設災害復旧費、林道の災害でございます７８０万円ということでございます。

２０ページの公共土木施設災害復旧費ということで１千１６０万円。これは町道関係の災害復旧

が主でございます。今回の補正の主なところを概要説明させていただきました。 

それでは、歳入のほうの主なところを説明させていただきます。予算書の９ページでございま

す。歳入の主なものとしましては、地方交付税４千８５６万６千円、普通交付税の補正でござい

ます。そのほか１２の使用料及び手数料ということで１千万円、これは鍋ヶ滝公園の入園料とい

うことで、鍋ヶ滝の入園料が当初計画より大幅に入園者が多いということで、その分を使用料と

いうことで予算の歳入に計上させていただくものでございます。国庫支出金としまして２５２万

３千円、これは社会保障税番号制度の補助金、これはマイナンバー制度に伴います国からの補助

金でございます。その下の地域住民生活等緊急支援交付金１千万円、これは地方創生先行型に対

する交付金でございます。その下国庫委託金ということで２千２００万円、分散型エネルギーイ

ンフラプロジェクト委託金ということで、先ほど歳出のほうでもあっておりましたが、低炭素型

の抑制対策事業に対する委託金、今現在申請中ということでそれに伴います委託費でございます。 

そのほか１０ページでございます。中ほど県補助金、これは災害復旧の補助金でございます。

農林水産業費の災害復旧費１千４３０万円、その上の農業費補助金としまして３３４万８千円、

これは機構集積支援事業の補助金ということでございます。これは農業委員会関係ですね。その

下の寄附金としまして１５０万円、これはふるさと寄附金ということで頂いた分を教育関係に使

わせていただくものでございます。繰越金８千５９万６千円、これは前年度からの繰越金でござ

います。雑入５８６万２千円ということで、主なものとしましては、中ほどの二酸化炭素排出抑

制対策事業補助金１千６５万１千円がございます。その下の小国郷地域公共交通会議精算金とい

うことで、当初小国郷公共交通要望上げておりましたが、採択できなかったということで精算で

マイナスになっております。町債が臨時財政対策債マイナスの６３９万６千円、これも実績によ
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る減でございます。 

最後１１ページが町債ということで、災害復旧費の起債の１５０万円でございます。 

以上、今回の一般会計補正予算に対する概略説明を終わらせていただきます。 

福祉課長（穴井幸子君） それでは、小国町国民健康保険特別会計補正予算について説明をさせて

いただきます。議案集の４ページをお開きください。上段の部分です。朗読させていただきます。 

議案第５１号 平成２７年度小国町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

  地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度小国町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）を別紙のとおり提出する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。それでは別紙の補正予算書のほうをお開きください。１ページでございます。朗

読させていただきます。 

平成２７年度小国町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

平成２７年度小国町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５６万４千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１３億３千６０５万１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。それでは、３ページ、４ページで説明をさせていただきます。今回の補正では歳

入はすべて繰越金を充てさせていただいております。歳出でございます、４ページです。総務費、

総務管理費、一般管理費で３９万円の補正をお願いいたします。これは本年度の共同電算処理手数

料でございます。国保連合会へレセプトの登録、資格確認等の事務をお願いしているところでござ

いますが、１件の単価が変更になったために増額をお願いしております。続きまして、諸支出金の

償還金です。退職者医療交付金返還金で１８３万２千円、療養給付費等負担金等返還金で１３４万

２千円をお願いしております。これはどちらも平成２６年度分として交付金をいただいていたもの

で、実績確定により余った分を返還するものでございます。合計の３１７万４千円の補正でござい

ます。 

以上で、国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わらせていただきます。 

続きまして、小国町介護保険特別会計補正予算に移りますが、昨日は、大変急な差し替えをお

願いいたしまして申し訳ございませんでした。今後このようなことがないように十分注意をいた
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します。それでは小国町介護保険特別会計補正予算の説明をさせていただきます。議案集は４ペ

ージでございます。４ページの下段です。 

議案第５２号 平成２７年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

  地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度小国町介護保険特別会計補正予算を

別紙のとおり提出する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。それでは別紙の資料でございます。緑の丸の付いた補正予算書でございます。１

ページをお開きください。 

平成２７年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

平成２７年度小国町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９０２万２千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９億７千７万円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

でございます。これにつきましては、３ページから５ページで説明をさせていただきます。 

まず歳出から説明させていただきます。５ページを御覧ください。地域支援事業で任意事業費

で介護者手当４００万円の減額補正をお願いしております。この介護者手当につきましては、今

まで介護保険の方から地域支援事業の任意事業で介護者手当は支給されていたのですけれども、

今年度から要介護４と５の方でも介護サービスを受けておられない方以外の方には、介護保険の

任意事業での介護者手当は認められないということになりましたものですから、介護保険特別会

計からの支給ができなくなりましたということでの減額補正となっています。これは減額になっ

ておりますけれども、一般会計のほうでこの在宅介護を支援するためには、この介護者手当は必

要と判断いたしまして、継続して行うために一般会計の老人福祉費のほうから支出させていただ

くということで、後で説明が出るかと思いますけれども、そちらのほうで一般事業として町の単

独事業として、介護者手当のほうは上げさせていただいております。続きまして諸支出金です。

還付金で介護給付費、国の返還金９８４万４千円、地域支援事業交付金返還金として３１４万１

千円を上げております。こちらに対しても平成２６年度に行った事業に対して給付金等をいただ

いておりましたが、見込みでいただいておりますものですから、返還金が生じました。それの分

です。また第一号被保険者保険料還付金、第一号被保険者還付加算金が上がっておりますけれど
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も、こちらについては個人の所得の構成がございましたので、個人の保険料が見直されました。

それに対しての還付が発生したものになります。加算金はそれに付随するものでございます。合

わせて１千３０２万２千円の補正をお願いするものです。 

 続きまして、歳入です。４ページを御覧ください。４、支払基金交付金より介護給付費交付金、

地域支援事業交付金あわせて５４０万３千円、それから下の段、県支出金１３３万円につきまし

ては平成２６年度の事業で交付金県支出金をいただいておりましたが、実績確定により両方から

の追加交付がございましたので補正をさせていただくものです。その下の繰入金です。繰入金、

一般会計繰入金のほうです。介護者給付費繰入金として低所得者保険料軽減負担金としまして１

８８万５千円を計上しております。また介護者手当の歳入の減額分一般会計繰入金で２００万円

の減額と基金繰入金で２００万円の減額補正をお願いしております。残りは繰越金で補正をお願

いしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

議長（渡邉誠次君） これより議案第５０号から議案第５２号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） マイナンバー制度が始まることに合わせて、相談業務にあたるということで

臨時雇用賃金が計上されているわけですが、全員協議会の時も聞きましたが、改めてどういう業

務にあたるのか説明を求めます。 

総務課長（松岡勝也君） 通知カードにつきましては、国の今の報道によりますと１０月からとい

うことでございますが、実際郵便局を経由して簡易書留で個人の家に配達されるということでご

ざいます。それに伴いまして通知カードが届いた家庭の方が、地方公共団体情報システム機構Ｊ

－ＬＩＳのほうに結局写真を貼って届けるという作業でございます。それについてどういった写

真のどのような形とかそれに書いて申請書にいろんな明記する部分がございます。一応説明等は

書いてあるということではございますけれども、やはりどうしても初めてのことですのでわから

ない方が必ずいらっしゃると思います。それを役場に入って窓口の右側のほうにちょっと部屋が

ございます。そこを相談窓口として開設をしたいと思っています。そこで一応総務課の職員も交

代しながら１人付いて、もう１人臨時の職員を今回１人雇用したいというような形でございます。

どのくらいの人数が来られるか想定できておりませんけれども、かなりの人数がもし窓口に来ら

れた場合は、税務課、住民課、福祉課のほうでも応援をしながらしていきたいというふうな話を

しているところでございまして、作業としましたら、そういった申請の仕方をお手伝いするとい

うことが主でございます。また相談としましては、住民票にないけれども息子さんとかおじいち

ゃんおばあちゃんがですね、どこか病院に行かれているとか、そういったふうでうちに届いてい

ないけれどもどうしたらよかろうかとか、いろんなケースが今回想定されますので、そういった

ときの相談に対応するための臨時雇用ということでございます。 
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５番（児玉智博君） 総務課職員を１人配置するけれども、臨時雇用も１人するという答弁でした。

もう１つ確認したいのが、その役割分担ですね。総務課職員とこの臨時雇用される方の役割分担

というのはあるのですか。 

総務課長（松岡勝也君） 役割分担といたしましては、やはり役場職員が主となっていかないとい

けないというふうに思っております。ですから必ず臨時の方もいらっしゃいますけれども、隣は

必ず役場の職員がいるということで、その前にはきちんと臨時の方も内容を一応教えながらいく

部分はございますけれども、主は役場の職員が隣におりますので、臨時の方も並行しなら学んで

いただくというような作業になると思います。ですから主は役場の職員が指導しますけれども、

隣に臨時としてサポートしていただくということでございます。 

５番（児玉智博君） もうちょっと、そのサポートというのはどういうことを言ってらっしゃるの

か。やはりマイナンバーというのは、これから様々な情報と結び付けられるわけで非常に高度な

番号だと思うのですよね。年金機構の流出問題でも、最初はその年金番号だけが流出したという

ふうに言われていましたが、結局それだけにとどまらず、住所とかそのほかの情報も流出したと

いうわけで、やはりこの番号だけがその漏れるという、まあ番号が漏れればほかの情報も流出し

てしまうことになるのではないかと思います。そこでですね、臨時雇用の人がサポートとおっし

ゃるけれども、その番号を知ることにはなるのですか。 

総務課長（松岡勝也君） 番号についてはですね、結局通知カードがございますので申請の手法と

いいますか、それをサポートしていただくということでございますので、番号についてはこちら

の窓口としては知る必要はありませんので、申請する仕方をどういうふうにするかというのが主

な業務というふうに考えております。そのほか申請することがまず一番のお客さんの相談であろ

うと今想定しております。その後、事務の流れ、申請して写真を貼って送りその後また機構のほ

うから役場のほうに出来上がったカードが届きます。そのカードを再度受け取るという作業がま

だ続くというわけですけれども、そういった流れをきちっと説明してあげるというところですの

で、結局臨時の方が何の仕事をするかということになりますと、その流れの説明また申請の仕方

ということで、役場職員と一緒になってやりながら何人か来られたときですね、１人で対応がで

きない場合等想定して、雇用の方も一緒に作業、お手伝いしていただくということを考えており

ます。 

５番（児玉智博君） やはりですね、この制度そのものが今国民の中に周知されていない中で、か

なりの数の相談者が来ることは予想されると思うのです。そこで今番号を知る必要はないとおっ

しゃったけれども、やはりこういう恐らく親展や重要、そういう文言が書かれた郵便物が届いて、

開けてみたけれども何のことやらさっぱりわからないという人はそういうものを持ってきて、こ

れが届いたのですけれども、どうしたらいいのですかということで見せると思うのです。そうす

れば個人番号ということを知るつもりはなくても、目にするというそういう知ってしまうという
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ことがあるのではないかと思うのですけれども、それは否定されるのですか。 

総務課長（松岡勝也君） これにつきましては行政の窓口に関わらず、一般の企業いろんな従業員

を雇用されているところも、そういった番号制度を使った給与とかいろんな源泉徴収とかいうこ

とが出てきます。ですので、今回の個人情報保護条例の中におきましても罰則規定ということで、

結局用途は給与の支払いや源泉徴収とか限られた業務以外には使ってはならないというところで、

結局目に触れるのは触れる機会が多いと思います。ですからそれを他の目的に使用してはならな

いとうたわれて抑制をしておりますけれども、要はそれ以外に使ってはならないというところで

法的に歯止めはかけておりますけれども、その流れを防ぐためにはそういった個人個人が目にし

た番号を控えていたりとか、ほかに使うとかいうことは絶対してはならないと。仮にもしした場

合は、罰せられるというようなところがございますので、その辺は法的に処罰ですかそういった

形になるというふうに思っておりますので、絶対に目に触れないということはあり得ないと思い

ますので、それは十分その目的以外に使用してはならないということを心がけていくということ

ではないかと思っています。 

５番（児玉智博君） 制度上で罰則なんかも設けているというふうにおっしゃるけれども、私が問

題にしているのは、それ以前の問題だというふうに思うのです。では聞きますが、一般的に正規

職員と臨時職員とかの非正規の職員がいらっしゃいますけれども、この人たちがそれぞれ担って

いる役割であるとか、果たしている役割というのはどういうふうに違うのですか。 

総務課長（松岡勝也君） 臨時職員につきましても、同じ個人情報または公務員としての位置づけ

は同じでございますので、やはり守秘義務ですか、役場の情報というのは絶対持ち出してはなら

ないというのは、臨時職員であろうと同じであるということですので、それはルールにのっとっ

て対応していただくものと、していただかなければならないというふうに思っております。 

５番（児玉智博君） 聞いたことに答えていないと思うのです。だからその違いがあるわけですよ

ね。だから今守秘義務があるからというふうにはおっしゃったけれども、それはそうだと思いま

すよ。そうじゃなくて、それぞれやっぱり担う任務、果たしている役割、今現状の話です。に違

いはあるはずですよ。同じ任務、同じ役割を果たしているのであれば、待遇が明らかに違うわけ

じゃないですか。不公平な話になると思います。同じ任務、同じ役割を果たしているのなら小国

町の職員は全員臨時職員でいいという話になってしまいますよ。きちんと答えてください。 

総務課長（松岡勝也君） あくまでも短期間の作業をしていただくということで臨時的に雇用する

ものですので、役場職員と仕事的には同じに見えるかもしれませんが、一時的な作業を手伝って

いただくというところですので、そこは一線ですね、職員として作業が同じながら同じ職員並み

の待遇でということにはあたらないというふうに思っておりますので、今回臨時ということで短

期的に雇用するということでございます。 

  以上です。 
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５番（児玉智博君） いや、だから一般的な話をしているのです。今の現状で一般的に臨時職員の

方、正規職員の方それぞれが担っている役割はどう違うのですかということを伺っているのです

が。 

総務課長（松岡勝也君） 臨時職員ですね、それぞれの課でございます。そこでやはり職員として、

職員がやっている仕事で結局ある程度数的にこなしていかなければいけないとか、それは持ち場

持ち場で違います。ですからすべて１から１０までをきちっとやっていくのがやはり職員であろ

うと思います。その一分野を担っていただくのが臨時職員であろうというふうに思いますので、

そこは全く雇用の体系と仕事の内容の重さは違ってくると思います。 

５番（児玉智博君） まさにそうだと思うのです。あくまで私が思うのは、この番号を知る機会が

ある業務ですよね。今から先本当に国民が理解していなくて、不安に思っている方も大勢いらっ

しゃると。そういう中でやっぱりそういう番号に触れる機会がある仕事ですよね。しかもこれは、

今まで正職員ですらやったことがない、扱ったことがない情報ですよね。それを触れる可能性が

ある業務を臨時雇用で代用というか、それで対応していいのかと思うのです。やはりそういう高

度な情報に触れる可能性が、しかも今まで役場としても経験のない業務であればやはり今研修も

受けている、ある程度の経験もある正規職員で責任を持ってあたっていくべきではないかと思い

ますがどうでしょうか。 

総務課長（松岡勝也君） 今回のナンバーカードにつきましては１２桁の番号が全国に振られると

いうことでパンフレット等には書いてありますが、カードの中には住所、名前、性別、生年月日

の４つが組み込まれているということで、その中に個人情報が打ち込まれていないわけですね。

ですからその番号が仮に１人歩きしても、結局その中に組み込まれている情報をきちっとしたル

ートを国のほうに出して検索しなければ、その人が誰かというのはわからないわけですので、そ

のカードが出たからすべての財産とかいろんな個人情報が流れるというわけではございませんの

で。一番心配されるのはそのカードの番号を実際その方が生存されているとか、その方が本当の

カードを受け取る時になり代わって違う人がそのカードの人になりきるとか、そういったところ

が一番心配されるというふうに言われております。ですからカードを役場の窓口で本人確認する

ときに間違いなく渡すというところが、一番の大事なところになってくると思いますので、その

辺の時になると、またもうちょっと来年先になりますけれども、非常に大事な作業になりますの

でそれに対しては、やはり役場の職員が本人確認時にはきちっとしていかなければならないとい

うふうに思っています。臨時職員の方でも個人情報に全く触れないかというと、いろんな部署に

よっては個人の部署に触れた臨時職員の方もおります。しかし守秘義務ということを原則とした

臨時職員であろうと、公務員ですのでそこはもう守っていただくと。もし守っていただけないこ

とがあればそれなりの対応になるというところで、今回特別個人情報保護条例におくナンバーカ

ードが配布されるということで、特別個人情報がレベルが高いというところにありますけれども、
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今の現状でもそういった作業をされている臨時職員の方もいらっしゃいますので、今回特別にそ

れはそれとして、十分職員の位置づけを主において雇用はしていきたいというふうに思っており

ます。 

５番（児玉智博君） やはりですね、これがこのマイナンバー制度に対しての今本当に小国町の姿

勢、これが問われていることだと思います。やはり今までに国民はもちろんこの役場も対応した

ことがないような業務で、その番号がわかっただけでは何も漏れませんというふうにおっしゃる

けれども、まあ後で言われたようにそれを利用されれば、いかようにでも使いようがあるのです。

名前は出しませんけれども、国内の企業で顧客情報が大量に流れてしまったというような教材関

係の企業ですけれども、それは何だったかといえばやはりその悪意のある派遣だったか非正規の

人が、要は情報を売ったとそれが原因だったということがわかっているのですやはりですね、と

にかく疑うわけじゃないですけれども、やはりそういう機会を与えてしまうということに問題が

あると思います。だからそういう機会を役場が与えないという体勢をしっかりと取るべきだとい

うふうに思いますので、この点についてはいかがでしょうか。 

総務課長（松岡勝也君） 今言われましたように、臨時雇用にかかわらず第三者的な方がその番号

を知り得て、ほかに流出するというところはさっき言われた一番心配することでございます。ペ

ーパー上も含めてでございますけれども。ですからそのためにやはり先ほど申しましたように、

罰則規定で処分していくと。仮にそういった目的外使用が発覚した場合は、そういう対応をして

いくしか今現在のところはできないのではないかなと思っておりますので、基本的には目的外使

用してはならないということを、きちっとそういった該当する職員に対しては現職員ももちろん

ですけれども、徹底して言っていただくように指導はしていくというふうに思っております。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩をいたします。１時から再開します。 

（午後０時０１分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

議長（渡邉誠次君） 質疑を続けます。 

４番（髙村祝次君） １２ページの企画費の中に、小国郷地域公共交通整備等事業補助金３５０万

円とありますけれども、これは減額になっておりますけれども、６７８万９千円。これについて

は以前、交通会議の時に提案したのが予算化されて、大体２カ月くらい実証実験をやるというよ

うなことでしたけれども、この前の説明では１カ月ということで。そういう中において、この減

額の理由は今南小国町が温泉巡りバスを回しております。ですから、そういうことからこの減額

になったのか、そうでないのかの説明をお願いしたいと思います。 

政策課長（清高泰広君） はい、お答えいたします。当初は地域公共交通会議としましては、国土

交通省の補助事業、約１千３００万円ほどを使いまして、実証実験あるいは調査そういったこと



 26 

を考えておりました。その中には例えば乗合タクシーの予約をもうちょっと手軽にとか、あるい

は乗合タクシーの配車あたりをもうちょっと機能的になるようにということで、そういったいわ

ゆるＩＣを使ったシステムのモデルとかも一応考えておりました。しかし今回そういうことに国

土交通省のほうの補助金が付かないということで、地方創生のほうでやろうという話になりまし

た。それともう１つは、国土交通省の補助金が付けば６月ぐらいから準備ができる予定でしたが、

地方創生の先行型ということになりまして、３カ月４カ月時間の遅れが出てきておりますもので

すから、実証実験につきましては春と秋の２回ということで考えておりましたが、その春の部分

がちょっと時期的に難しいということでございます。全体的な調査事業につきましても、当初考

えていたものに比べて時間的な制約が出てきたものですから、とりあえず本年度は全体で７００

万円程度で調査や実証実験を行いまして、引き続き翌年度も追加の事業を行っていきたいと考え

ております。それと南小国町のほうが観光地巡りのバスを出しておりますが、これにつきまして

は、当初の国土交通省の補助事業の中でもその分につきましては具体的には詰めていませんでし

たものですから、その分がなくなったから全体的な事業が下がったわけではございません。 

  以上です。 

４番（髙村祝次君） それから、この前の説明会では途中１５分ぐらいどこかで休憩をとるという

ようなことでございましたけれども、やはり小国から大津まで向かうのは直行で行かないと、大

津から逆にお客さんが小国に入る場合は途中で観光案内をしながらでも構いませんけれども、小

国から大津まで行くのは直行で行くように計画をやり直してもらいたいと思います。 

政策課長（清高泰広君） この直行便につきましては、公共交通会議の中にも産交バスがいらっし

ゃいますものですから、このタイムスケジュールあたりは産交バスと相談した上ですが、その中

で産交のほうから、１０分間の休憩があるということで出てきておりましたものですから、その

分につきましてはもう一度話合いをするか、あるいは実証実験で１０分間の休憩を取ることが利

用者にとってプラスになるかマイナスになるかを調査することによって行いたいなと思っており

ます。 

４番（髙村祝次君） それから、その下の環境モデル都市推進費の中に分散型エネルギーインフラ

プロジェクトマスタープラン策定業務委託料２千万円とあります。これは国から予算が来るとい

うことですけれども、この前の資料を見ますと木質バイオマスあるいはいろいろと図が書いてあ

りますけれども、最終的にどのようなことをやるのか。木質バイオマスはチップを使ってやる方

法だと思いますけれども、この３月だったですかね、配られた資料を見ますと大体小国公立病院

と小国老人保健施設、事業費が両方で４千４２０万円と書いてあります。またその裏に木質バイ

オマスボイラー導入による削減というかその数字が書いてありますけれども、これを合計すると

費用の削減が年間５１０万円ぐらいですけれども、一方では事業全体が４千何百万円、１０年か

９年ぐらいの分が事業費に相当します。でも実際この削減するというような数字が書いてありま
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すけれども、これは恐らく人件費もかかってくるし、チップを買わなければなりませんのでチッ

プもいります。そこあたりの計算はこのプロジェクトの中で考えていくのか、どういうふうなこ

とをプロジェクトで考えていくのか説明をお願いしたいと思います。 

政策課長（清高泰広君） 分散型エネルギーインフラプロジェクト、これは総務省の委託事業とい

うことで出ておりますが、総務省がこの募集をした時の分散型エネルギーインフラプロジェクト

のコンセプトというところをちょっと読ませていただきます。関係省庁との連携のもと、自治体

を核として需要化、地域エネルギー会社及び金融機関等地域の総力を挙げてプロジェクトを推進

し、地域ごとに最適化しながらバイオマスや風力や廃棄物等の地域資源を活用した地域エネルギ

ー事業を次々と立ち上げ広域的な地域経済循環を創造する。併せて災害時も含めた地域エネルギ

ーの自立を実現するとともに里山の保全、温室効果ガスの大型削減も目指すということで、いわ

ゆる今までは特に電力あたりがそうなのですが、エネルギーが１カ所に集まってそしてまた広が

っていくという形になっております。それをできるだけ地域ごとに地域の持つエネルギーを作り

出して、それを地域の中で活用していくことを考えてくださいということで、そういう考えを今

後検討するための経費として今回委託料として国が出しますよということで、これから地域のエ

ネルギーの地産地消の問題を検討する場所として考えていきたいと思っています。具体的には小

国町の場合は今回のプロジェクトの中では２つ主にありまして、１つは木質のバイオマスの利用

と地熱ですね、特にうちの地熱熱水の利用をメインに考えていきたいということで提案をしてい

るところでございます。総務省の考え方としましては、どちらかというとエネルギーよりも、こ

の熱の利用を重点的に考えてくれということで注文が来ておりますので、この前お示ししました

資料では、ある程度地域の熱エネルギーの利用を中心とした考え方で考えております。それと先

ほどの小国公立病院と役場の省エネルギー低炭素化につきましては、これはこのインフラプロジ

ェクトの考え方としては一緒なのですけれども、環境省の別の事業でやっていこうと思っており

まして、特に削減効率の部分ですがチップの購入や機械の損料とかそういったものを全部含めて

計算した中でそういったものを差し引いてもお示しした金額的な削減ができるということでお示

ししているものでございます。 

４番（髙村祝次君） しかしですね、この量とかを考えますと年間４００トンですから、大体今バ

イオマスにやっている木材が１立米１トンというような森林組合は計算をしております。４００

トンですから４０台ぐらいの量しか結局は使わないのではないかなというようになりますけれど

も、それで経済効果が果たして生まれるのかなというふうに思いますけれども、ここあたりはで

すね、課長や町長はちゃんとわかってその先を考えているのではないかというふうに思います。

だからそういうような考えがあれば、どういうことを考えているのかはっきり述べていただきた

い。また、熱源利用してハウス栽培とかありますけれども、以前に小国もみかん栽培をやって失

敗した経験がございます。なかなか熊本県も低いところ高いところあって、非常にこの温泉熱を
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利用した栽培はなかなかどこもうまい具合いっていないというふうに私は思っております。そこ

あたりもこういう施設を町でやるのか、企業が来てやるのか、どういうような考えの方向に進ん

でいくのか、そこあたりの考えを伝えてもらいたいというふうに思います。 

政策課長（清高泰広君） この地域分散型のエネルギーインフラプロジェクトというのはやはりこ

ういった地域エネルギーを地域で作り、地域で消費することによって地域外に出ていったお金を

地域に循環させる。あるいは、それに伴い雇用が生まれるということで、地域の経済の浮揚を目

的としているものでございます。先ほどの環境省の補助事業で行います役場や公立病院や老健施

設というのはそのさきがけという感じで、その先には先ほど言いましたように、分散型エネルギ

ーインフラプロジェクトマスタープランの中で、そういった地域の経済を回すようなエネルギー

システムがうまくできないかということを考えているところでございます。それと御指摘のよう

に熱水のハウス栽培につきましては、確かにこれまでにいろいろとやられております。そこあた

りにつきましては新しいいろんな技術とかも開発されてきておりますし、いろんなところを勉強

しながらその可能性を探っていきたいなと思っております。 

町長（北里耕亮君） 原材料の部分でありまして、木質バイオマスのチップボイラーのチップの話

でございます。今現在小国の話でございますけれども、民間のチップを製作する会社があります

が、その会社だけではこれから予定しているチップを賄うには、厳しい部分があるというふうに

想定をされるのではないかなと思います。そこは地元の小国町の森林組合あたりとも今後の協議

をしながら、これだけの林業地域でありましてチップをどのようにこの製造していくか、やはり

これからは民間企業だけでなくてチップを製作するようなそういう組織体というか、当然場所と

かどういう形であるかとかいうのも検討しなければならないのですが、そうしないとこれから展

開をしていこうというボイラーも、当面はその環境省の補助事業の老健施設に設置するボイラー1

つでありますけれども、このマスタープラン等において学校施設やほかの福祉施設とかにもボイ

ラーを設置するというような話になれば、やっぱり原材料が足りなくなってくる。これだけの林

業地域ですからそのチップをもっと製造するような組織体であったり、仕組づくりをしなければ

ならないというふうに思っております。この分については老健施設は小国町外一ヶ町公立病院組

合組織で運営されているものでありますので、南小国町あたりとも何か原材料については協議が

できればというふうには思ってはおります。御指摘のとおり、その素材の原材料を今後どうする

かという部分についてはこのプロジェクトだけにとどまらず、関係団体としっかり計画をしてい

くことが必要ではないかなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

４番（髙村祝次君） いろいろ考えてどれが一番いいかということは非常に難しいかもしれません

けれども、やはりやる以上は小国の経済がよくなるような事業展開をしていかなければ、せっか

く国からもらったお金が結局は無駄銭を使ったと、国の税金を無駄銭をしたというようなことが
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起こるのではないかなというふうに思っております。やはり今まで焚物を取ってそれを燃やして

いたというのがだんだん人間は便利なほうがいいということで油を使うようになった。また最近

では電気というようなことで人間がまず汚れない、汚れることをまずしないようになったと。だ

から果たして今からチップを作って、それを各家庭に配ったとしてもそこに人手がいります。そ

ういう人手が果たして出てくるのかと。そして材料を集めるのにしてもですよ、今は木魂館で薪

ストーブを作って今薪を集めておりますけれども、そういう高齢者の方が出てくるのか、これが

一、二年で終わったら何もなりませんので、末永く５０年でも続くような、やはり続くというこ

とはやっぱりそこでちゃんとした経済が生まれないと続かないわけです。ですからそういうよう

な環境省、総務省から補助金がきたからやるということでなくて、本当に私も思います、それは

小国の８割のこの山林の中で、この山をどうして生かしていかなければならないかと。やはりも

う家はどんどん人口が減っていけば建たないと思いますので、もう燃やすほかないかなと。では

燃やすにしても売電するのがいいのか、こういうストーブに燃料として使うのがいいのかという

ことがもうある程度数字がバイオマス発電も計算ができると思います。１キロワット出力するの

にどのくらいの材料がいるということはでると思いますので、じっくりその辺を練って小国の経

済に長く貢献するような補助金を使っていただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

町長（北里耕亮君） 御意見のとおりに自治体、行政としての狙いというか理念というかそういう

部分については環境にいいことという部分もありますが、やっぱり小国町が町の中で潤うという

部分が大事であろうというふうに思います。林業の御意見にもありました、これだけの林業地域

の中で、林地残材という建築用材に使われていない部分のその用途の部分もあります、余りの部

分ですね。そういう部分を有効に利用しながらやっていきたいと。ただこれについては既存の工

場だけでは先ほども言ったように足りませんので、そういう仕組づくりをしっかり考えていきな

がらやっていきたいというふうに思っております。それと、エネルギーの地産地消ということで、

この町の中でその木材を使ったり、地熱を使ったりという部分で、自立したエネルギーの推進と

いう部分も念頭において町としてはやっていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

６番（時松唯一君）ただいまの環境モデル都市推進費の中で、国県支出金が２千２００万円という

ことで、説明の欄を見ますとその委託料が２千万円、このちょっと３点だけお聞きします。報酬

が１０万円で、検討委員がどういう方なのか、旅費が７０万円ですよね、この１点、２点、それ

からもう１点は、２千万円の委託料は環境モデル都市に小国が認定されたときのその会社なのか、

別会社なのか、そこらをお尋ねします。 

政策課長（清高泰広君） 委託料が国から２千２００万円で、歳出の予算としては２千８０万円と

いうことで１２０万円ほど少なくなっていますが、実は環境モデル都市の本年度の予算の中に、
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環境にいいこと推進会議ということで、いろいろとこの環境モデル都市の関係を考えていただけ

る会が昨年から動いております。そこの委員たちの報酬あたりも、このエネルギープランの中に

位置づけて一般財源で組んでいた分をこちらのほうで使わせてもらいたいなと思っております。

それ以外にある程度今回のマスタープランを作るにはちょっと専門的な知識助言も必要ですので、

何人か外部から専門家、地熱の専門家やバイオマスの専門家の方で現在今の環境にいいこと推進

会議以外にもう１つ研究会を作ろうと思っておりますので、その人たちの報酬と旅費ということ

で組ませてもらっているものでございます。それと今度の委託につきましては一般公募して一般

的なコンサル会社から公募して行おうと思っていますので、これまで環境モデル都市を作ったコ

ンサルタントが応募してくればその方にもあれはありますが、別にその間環境モデル都市のアク

ションプランを作ったコンサルタントを想定しているわけではございません。 

３番（北里勝義君） 一般会計補正予算について、お尋ねをいたしたいと思います。予算書の１４

ページに５の老人福祉費の中で扶助費、介護者手当３６０万円ということで上がっております。

これは先ほどの説明によりますと、介護保険制度の改正に伴って介護保険特別会計から一般会計

のほうに移行させて、町の単独事業ということでやっていくということでございます。これはそ

れはそれでいいのですけれども、今後こういった制度が改正されていく中で、今後こういった一

般会計、町の単独事業に移行されていくことがあるのかどうかお尋ねいたしたいと思います。 

福祉課長（穴井幸子君） お答えいたします。介護保険制度の改正で大きく変わりましたのが地域

支援事業です。それが今度新総合事業に移行するということで、予防的な対策ということでいろ

んな事業の展開を図っていくところなのですけれども、今地域支援事業の予防費のほうは介護保

険の保険料のほうから全体で３％というふうに位置づけられておりましたけれども、それが今度

幅が広くなってくることになります。ですので、今回この事業について一般会計のほうからの移

行になりましたけれども、この次それがどんどん進んでいくかということはまだ考えられてはお

りません。新総合事業でどのようなメニューをするかという形になっております。というふうに

していきたいと思っております。 

３番（北里勝義君） 今回介護保険特別会計においては、財源が繰入金あたりで当初は組んであっ

たのですけれども、今回一般会計になってくると一般財源というような財源になってくるかと思

いますけれども、こういった移行をする中で今年から介護保険料も上がってきておりますけれど

も、介護保険料等に関わってくる部分というのはあるのですか。介護保険料が例えばその分安く

なるんだという形ではないのですかね。 

福祉課長（穴井幸子君） 今回の介護者手当のほうにつきましては、介護保険特別会計のほうで一

応４００万円を落としております。財源のほうも４００万円落としまして、一般会計のほうに戻

しております。それでこの費用につきましては、もともとある費用という形でお願いしていると

ころでございます。それから、この介護者手当につきましては、昨年までは要介護４、５の方を
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介護している方に支給しておりましたけれども、今年度から在宅介護が広がっていくというとこ

ろから、要介護３の方を在宅介護されている方に介護者手当を支給するということでしておりま

す。それから保険料が下がるということにつきましては、平成２６年度の介護保険特別会計の決

算を見ましても、やはり単年度収支とかもちょっと厳しいものがありますので、それについては

まだ考えてはおりません。 

  以上です。 

１１番（松本明雄君） 一般会計補正予算の１２ページの同僚議員がちょっと質問していたのに付

随しますけれども、大津から小国まで来るバスの実証実験の件ですけれども、その件で何％ぐら

い乗れば将来的に運行できるのか、それとそのいろんな予算が付かなければやらないのか、それ

とも南小国と小国と単独でもやる予定なのか、その辺までお聞かせ願いたいと思います。その質

問をしたのはですね、今、福岡・黒川線が１日４便ぐらい走っていますけれども、またお客さん

が多いから増便しようというような話も出ています。福岡からそれだけのお客さんが来るのであ

れば、熊本のほうからも相当なお客さんが見込めると思いますので、その辺の数字を見なければ

わからないとは思いますけれども、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

町長（北里耕亮君） この公共交通の話題でいつも私が思うことは、小国町の中の生活をされてい

る方のニーズといいましょうか、意見といいましょうかそういう部分をできるだけ組み入れてい

きたいと。もう１つは町外の方で小国はいいところですから行きたい、ただレンタカーやその交

通手段を持っていない方で、バスとかあれば行くのですけれどもねというようなそういう思いが

ある方、その２つの部分を考えなければいけないというふうに思っております。そして、なおか

つ小国郷の公共交通会議を今催しておりますので、南小国町も観光地域であります。集落的には

生活の部分も同じような中山間地域であって、小国町と南小国町で検討しながらやっているとそ

ういう状況でありますが、思いといたしましては、この杖立温泉ないし以前、かじか号というの

があったのを皆さん御記憶あるかと思いますが、ぜひそれを復活させたいという部分は私の思い

でありまして、この実証実験後もいろんなニーズであったり、御意見であったり、金額だったり

様々な調査をしますけれども、調査があまりに数字が届かないというようであれば、そこはちょ

っと再検討もあるかと思いますが、できるだけ行っていく方向で、調査をやっていきたいという

ふうに思っております。やるかやらないかをこの調査で判断するというのもあるのですが、私の

思いとしては、やる方向でじゃあどういうニーズがあるか、どういう希望があるかそういう部分

を調査していきたいというふうに思っております。ですから私としては、今後の国の補助事業や

実証実験を終了後の通行する、実際やる、実行するという部分においても国の補助金や様々な部

分はあたりますが、それがない場合でもどうにかそこはやっていきたいという思いはしておりま

す。補足があればお願いします。 

政策課長（清高泰広君） 今回の実証実験では、今のところ約２０人乗りぐらいのバスを週に２回
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２往復を予定しております。経費のほうとしましては、これは基本産交バスにお願いして、臨時

の乗合バスとして１カ月間走っていただくという形になっておりますものですから、それに見合

ったバス代も産交バスが設定しておりまして、本人負担がございます。そういう意味では現在町

内を走っています乗合バスと同じで、運行して足りない分を今町が出していますが、今回の実証

実験でも、運行して足りない分を両町から出すという形になっております。多分片道、１０人ず

つぐらい乗れば大体採算が合うのではないかなというところで考えております。 

５番（児玉智博君） 先ほど、４番議員も質問されたことなのですけれども、公立病院のボイラー

を木質でするという計画についてなのですが、やはり要するに、もう何でもかんでもそういうチ

ップ化して燃やすということじゃないと思うのです。天ヶ瀬に木質の発電所があって、町長も議

会と一緒に前期でしたけれども視察に行きました。そこはどうしてそういうのを作ったかという

と、林地残材ですね、未利用材を今までは山に放置されてしまっていたのをこれを何とか活かそ

うじゃないかということから出発して、林地残材をチップ化して発電に役立てているということ

だったのですよね。だから私も小国町内のですね、その林地残材をチップ化して今までは捨てら

れていたものをこういう熱利用していますよというふうになれば、やはり町外からも注目されて、

さすが環境モデル都市の小国町だということでたくさんのそういう研修なんかも来るかと思うの

ですけれども、実際は町外から持ち込んだのをチップ化して燃やしているんだというふうになる

と、またそれはちょっと運ぶのに化石エネルギーを使って、またそれを細かく砕くのにも電力が

必要になるわけですから、そうじゃ駄目だと思うのです。例えば小国町の林地残材は、天ヶ瀬の

発電所のほうにも実は持ち込まれていますというような話もあって、なかなかそれだけの量を安

定して確保するのは難しいのではないかというふうに思うのです。そこでまず１点目ちょっと確

認したいのですが、黒渕のほうに日本製紙の子会社になるところのそういうチップ化する工場が

ありますけれども、私がちょっと感じたところではかなりここも町外から原材料となる丸太がだ

いぶ持ち込まれてチップ化されているかと思うのですが、この中で小国町で出た木材がどれだけ

チップ化されているか把握されていらっしゃれば、御報告いただきたいと思います。 

政策課長（清高泰広君） 申し訳ございませんが、今のところどのくらいが小国材かというのをデ

ータとして持ち合わせておりませんので、今後調べさせていただきたいと思います。 

町長（北里耕亮君） それから先ほどの私の発言で少し誤解があるといけませんが、老健施設の電

力というかエネルギーは今重油を使って暖房等を使っておりますが、それは２４時間で入所者の

方、それから病院については入院患者がいらっしゃいますので、２４時間使うということで一番

重油を使っている化石燃料を使っているというデータから、そこに配置しようというふうに決め

ました。そこでチップボイラーを設置しようという来年度の計画ですが、できるだけ町外からは

最初からは入れようなんては思っておりません。もちろん小国町を中心として、その原材料を考

えていきたいというふうに思っております。ただ、老健施設は南小国と小国町と両方で組織され
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た組織でありますので、一部分の原材料については南小国町からも入れてもよろしいのではない

かなというふうに思います。ですから小国町、南小国町以外の部分は最初から計算に入れていな

いというか、そういう考えはございません。 

  以上です。 

５番（児玉智博君） 町外から入れないと言うのであれば、やはりなおさら両町だけの山から出て

くるそういう木材だけで賄えるのかどうなのかという、そういうきちんとした研究をしていただ

いてからじゃないと、先ほど４番議員も言われましたけれども、なかなか造りはしたけれどもと

いうことになってしまえば、もうどうしようもないと思いますので。あくまでその林地残材を活

用するという考え方で間違いないですよね。せっかくまっすぐなものまでチップにしてしまえば、

ちょっとそれこそ本末転倒だと思うのですが。 

町長（北里耕亮君） 今既に民間の会社もＣ材という二曲がりぐらいして、建築用材には使えない

部分を主に取り扱っています。その老健施設のバイオマスチップボイラーについてもその原材料

については、未利用材、御意見にあるようなそういう材をやっていきたいと。山の部分にはその

放置されていたり、市場に出てもそれが一部焼却されていたりという部分もありますものですか

ら、後は仕組づくりだろうと思います。それを山の作業者の方がかなり労力を使って山から引き

出してくる、そこの部分の金額と購入金額と見合うかどうかという部分もありますので、ここは

しっかり関係するところの例えば森林組合であったり、山の作業者の方であったり、そういう部

分と検討していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

９番（熊谷博行君） 農林水産事業の中で、１６ページに作業員賃金というのがあるのですが、も

ちろんこれは緊急で災害に行った分の業者の労賃かなと思いますが、いつも崩壊、崩土、倒木す

るところはある程度決まっているのではないかなと思いますが、そういうところには重点的にお

金をかけて何回も崩れないようにするというのが一番適当かと思いますが、もちろん賃金の高い

安いは作業員の力量にもよりますので、各社で変わってくると思いますが、そのあたりはどう考

えていますか。 

建設課長（佐藤彰治君） お答えいたします。作業員賃金は今県の統一単価というのがございまし

て、一律に毎年改訂される単価でございまして、この単価を基本使わせていただいております。

ただし一律ではございませんで、特殊作業員であるとか、普通作業員であるとかいろんな区分の

中でそれぞれ単価が変わってきております。その県の単価を使って町の単価、若干単価も調整が

必要な部分もございますけれども、基本はそういった統一の熊本県の単価を使用しております。

また、いわゆる常習地というのがございます、先ほど御質問にありましたけれども。今回常習地

というようなところはございませんで、毎年いろんなところが災害に遭ったりしておりますけれ

ども、その災害に対しては例えば維持であるとか、災害復旧事業であるとかそういったところで
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対応し、対策を復旧工事として行ってきております。ですので、その前後が壊れるであるとか、

あるいは倒木に伴いまして山側が崩土が出るとか、そういった箇所は様々でございまして、その

都度現場に見合う対応をしてきているところでございます。 

  以上でございます。 

９番（熊谷博行君） わかりました。それと先日からの台風でこの間も言ったのですが、２番議員

の部落は区役で道路清掃をやっておりました。あの道路は区役でもできると思います。そういう

ところが多々あると思います。行政部長会を通すなりいろいろして町民の協力も得たほうがより

早くきれいな道になると思います。どうしてもできないところは建設業者に頼むというふうにも

っていったらいいのではないのですか。 

建設課長（佐藤彰治君） 確かに今回の台風災の御報告は、先般全員協議会の中でさせていただき

ました。特に道路や側溝の詰まり、これは御指摘もいただきましたけれども、町といたしまして

は、地元の方でやっていただく分は非常にありがたいことでございます。感謝しておるところで

ございますけれども、そのほかで例えば機械がいるであるとかいう状況も場所場所であろうかと

思います。そのような場所は職員がパトロールで気づいたところは当然処理はしていきたいとい

うふうに思っておりますし、また地元からそういった箇所があるようであれば、御報告いただけ

れば対応を考えていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） それではですね、１５ページに書いてありますけれども、インフルエンザ予

防接種委託料について伺います。このインフルエンザですね、これがワクチンの種類が変わった

ために、その分の１本あたりの高くなる値段の補正が組まれてあるというふうに思いますが、そ

の法定接種の場合、お年寄りなんかが予防接種を受けられた場合の現物給付のやり方ですね、結

構黒渕なんかになりますと津江あたりの診療所に行って受ける方がたくさんいるということで要

望も結構あるのですが、公立病院なんかで受けた場合と同じようにできないだろうかという声が

あります。以前も質問したことがありますが、そういった検討は今後なさる予定はありませんで

しょうか。 

福祉課長（穴井幸子君） お答えいたします。そうですね、医療費の現物給付という形で、何回も

御質問等いただいているというふうに思っております。どれぐらいの小国町民の方々が町外の病

院を利用されているかというのをきちんと把握して、検討を進めていきたいと思います。 

５番（児玉智博君） 大変今前向きな答弁でしたので必ずですね、まずはレセプトなんかでそれは

もう簡単に把握できることだろうというふうに思いますので、ぜひ進めていただきたいと思いま

す。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑はございませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） ５番です。私は、議案第５０号、平成２７年度小国町一般会計補正予算（第

５号）について、反対の立場からの討論をいたします。後の特別会計については賛成であります。

以下反対の理由を述べたいと思います。本補正予算については、介護保険で国が要介護４及び５

の方たちで、介護給付を受けていない方に対しての介護手当を削減するというそういう無慈悲な

やり方をする中で、それが小国町が一般会計で独自事業としてその分を負担するという非常に前

向きな予算措置であったり、あるいは大変町民の方からも要望があります熊本大津方面への直行

バス運行の実証運転など非常に評価すべき予算措置も数多くあります。しかしながら、大変国民

の多くが不安に思うマイナンバー制度の機器のリース料などの債務負担行為であったりとか、ま

た先ほど質疑でも述べました、本来正職員で対応すべきところを臨時雇用という形で対応するな

どのなかなか賛成しがたい、納得できない予算も含まれておりますので反対させていただきます。

ぜひ役場におかれましてはこういったマイナンバー制度、大変町民の方たちからも不安の声が出

ておりますので、そういった今指摘したような部分ですね、しっかりそういう責任ある対応をと

っていただくことを強く求めまして討論といたします。 

議長（渡邉誠次君） ほかに討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。なお、採決においては執行部は最後にお立ちいただきたいと思いま

す。 

議案第５０号、平成２７年度小国町一般会計補正予算（第５号）について、原案のとおり可決

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（渡邉誠次君） 挙手多数でございます。 

よって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。 

議長（渡邉誠次君） 議案第５１号、平成２７年度小国町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（渡邉誠次君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。 

議長（渡邉誠次君） 議案第５２号、平成２７年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号）に



 36 

ついて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（渡邉誠次君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第５２号は原案のとおり可決されました。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩いたします。２時から再開します。 

（午後１時５０分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時００分） 

議長（渡邉誠次君） 日程第１０、認定第１号 平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて及び日程第１１から日程第１８、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号、認

定第６号、認定第７号、認定第８号、認定第９号までの８件は各会計の決算認定になっています

ので一括して議題といたします。 

なお本日は、小国町代表監査委員であります室原代表監査委員の御出席をいただいております。

後ほど意見書の説明をお願いいたします。初めに執行部より一般会計歳入歳出決算認定及び各特

別会計歳入歳出決算認定の説明をお願いします。 

総務課長（松岡勝也君） それでは議案集を朗読させていただきます。５ページをお開き願いたい

と思います。 

認定第１号 平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算を、別

紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。それでは一般会計につきまして全体の決算の主なところを報告したいと思います。

それでは決算書をお開き願いたいと思います。まず２ページ３ページでございます。総括表で左

側が歳入、右側が歳出ということでございます。 

決算の歳入につきましては、決算額歳入５９億５千７１９万２千１５７円の歳入でございます。

歳出につきましては、総額５７億４千３５７万５千１８７円という総括の最終結果になっており

ます。それでは歳入歳出のまとめのところでございます。まず歳入のほうです。８ページ９ペー

ジをお開き願いたいと思います。歳入の入総額ということで、５９億５千７１９万２千１５７円、

不納欠損額９４９万８６２円、収入未済額３千９６７万１千２５６円、予算現額と収入済額との

比較が９億８千３７３万１千８４３円ということになっております。歳出のほうで１３ページを

お開き願いたいと思います。歳出の支出済額５７億４千３５７万５千１８７円、翌年度繰越額９

億６千５０１万３千円、不用額２億３千２３３万５千８１３円、予算現額と支出済額との比較１
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１億９千７３４万８千８１３円ということでございます。１４ページをお開き願いたいと思いま

す。歳入歳出差引残額２億１千３６１万６千９７０円、翌年度への繰越額２億１千３６１万６千

９７０円ということで、平成２７年９月１０日提出、小国町長北里耕亮でございます。こういっ

た歳入歳出の決算でございます。 

  それではこれに基づきまして、後日それぞれの各課に詳細についてまた全員協議会のほうで審

議していただきますけれども、全体的な決算の流れということで別資料の総務課資料ということ

で平成２６年度の決算に係る財政資料という別綴じがございます。そちらのほうで平成２６年の

決算の全体を説明させていただきたいというふうに思います。右肩に資料（３）総務課というふ

うに書かれております。よろしゅうございますかね。１ページのほうで決算の状況ということで

一般会計というふうに書かれております。右のほうにグラフが書いてある資料でございます。こ

の表を御覧なっていただきますと、平成２１年度から平成２６年度までの決算の状況が書かれて

おります。一番上のほうで標準財政規模ということで小国町が平成２６年度は３１億５千８７０

万８千円というのが標準財政規模ということになっております。対前年度としますと３千３００

万円ほど標準財政規模が増えたような形になっております。財政力指数としますと、平成２５年

度に比べまして０.１ポイント上がって、財政力指数０.２１というふうになってございます。こ

の数字は１に近いほど財政力があるということでいいわけですが、まだ０.２１ということで財政

力が弱いというような数字でございます。次、上のほうが歳入の主な内容と、中ほどが歳出の主

な内容というふうに書かれています。歳入総額が、５９億５千７１９万２千円ということで、前

年度に比べますと６億１千４００万円ほど増えております。これは歳入の主な要因としましては、

学校建設費あとは屋外放送施設関係の改修費による歳入の増でございます。またこの内訳の中で

歳入の主なものとしましては、県支出金の４億５千７１８万２千円。これも同じく先ほどの学校

建設及び屋外放送施設関係の県支出金の増です。町債が８億７６３万８千円ということで前年度

より４億２千万円ほど増えております。これにつきましても、先ほどの学校建設並び屋外放送関

係に伴う町債の増ということでございます。 

下の段の歳出総額ということです。平成２６年度が５７億４千３５７万５千円ということで歳

出のほうも対前年度６億５千７００万円ほど増えております。やはりこれも主な要因は先ほどの

学校建設費、屋外放送関係施設の改修費でございます。その主な内容としましても、下のほうの

普通建設事業費が増えております。全体で１３億７千４０７万６千円ということで対前年度６億

２千１００万円程度増えております。ということで前年度と比べて公共工事が大きかった原因で、

歳入歳出とも増えているというところでございます。 

形式収支が２億１千３６１万７千円ということでございます。繰り越すべき財源が７千８２１

万円と実質収支が１億３千５４０万７千円、率にしまして４.３％ということでございます。その

下、単年度収支はマイナスの６千４９１万２千円ということで、最終的に一番下の実質単年度の
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収支もマイナスの１億６千８５万７千円ということで、結局、単年度収支及び実質単年度収支も

平成２３年度から全体的にマイナスが続いているということで、財政上厳しい状況ではないかな

とマイナスが続いているという厳しさをマイナスで表わせられているというところでございます。 

次の２ページのほうでございます。これは財政状況を折れ線グラフで示したものです。上の表

が歳入歳出の標準財政規模に対する折れ線グラフです。平成２２年度が大きく跳び抜けておりま

すけれども、このとき平成２２年度が７５億ぐらい予算規模がございました。これは社会資本整

備関係で光ファイバーを整備したという関係で予算規模が大きくなっているということで、その

後は全体的に４８億から７５億、低いときで４８億ぐらいの財政規模で推移しているということ

です。中ほどの折れ線グラフは、一般会計の財政状況の推移ということで歳入の主なものという

ことでございます。これにつきましては、先ほどの上のグラフと一緒ですが、平成２２年度が大

きくちょうど三角マークの折れ線グラフですが、国県の支出金が大きく増えております。これは

先ほどの光ファイバー関係の歳入の増でございます。そのほか一番上が地方交付税の推移でござ

います。交付税につきましては、大きく変動はしておりませんけれども、２５億から２７億をず

っと推移している状況でございますけれども、今後はまだちょっと未定というところでございま

す。一番下の表が一般会計の財政状況の推移ということで、これは歳出でございます。歳入と同

じような関係で平成２２年度が大きく出ているのは先ほどの光関係の整備の状況です。そのほか

推移につきましては、平均的に大体財政的には５０億ぐらいの推移、歳出の主なものとしまして

は、２０億から２５億程度の推移をしているというところでございます。全体からしますと歳入

歳出２５億から２７億の交付税に対して、４８億から７５億の平均を推移しているというふうな

状況のグラフでございます。 

３ページでございます。３ページは平成２６年度の町債借入状況ということでございます。中

ほど平成２６年度の借入ということで大きなものとしましては、上のほうで先ほどありました屋

外放送施設の改修事業で借入１億８千万円と。中ほど少し下のほうです、小国町の学校施設整備

事業２億８千７８０万円ということでございます。平成２６年度の借入額が総額で８億７６３万

８千円と。下のほうで農業集落排水事業特別会計が４千２９０万円、水道事業会計が４千万円と

いう状況の町債の借入状況というふうになっております。それと右の欄に借入先が明示されてお

ります。 

４ページが町債ということで、今現在の状況でございます。平成２６年度末が一般会計で４３

億１千４１８万２千円と。特別会計が小計で１１億３千８４４万３千円と。合計の平成２５年度

末で５４億５千２６２万５千円の残高ですと。平成２６年度中の増減ということで借入額等が平

成２６年度は８億５千万円程度借入をいたしております。ということで平成２６年度末の現在高

で今の借入残高が一番右の一番下の欄でございます。５７億３千万円の平成２６年度末の町債の

残高ということでございます。 
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次の５ページでございます。町債につきましての借入先別ということで、これを明示しており

ます。上半分が一般会計、中から下が特別会計ということで、主な借入先ということで財政融資

資金が主でございます。そのほか地方公共団体や郵便貯金関係からの借入が主でございます。 

６ページでございます。基金の年度末の状況ということで、一番左側が財政調整基金というこ

とで平成２６年度末が６億１９万円となっております。そのほか目的基金が明示されております。

合計の１０億２千６７４万円が平成２６年度末の基金の状況でございます。 

７ページが小国町のネットワーク事業基金の使途状況ということで、これは小国町のネットワ

ーク基金事業ということで平成１８年から開始した基金でございます。これについては平成２０

年の４月からふるさと寄附金制度がスタートいたしておりまして、そういった基金、一般寄附等

をこのネットワーク基金のほうに基金を積み上げまして、目的に下のほうに活用額ということで

平成１９年度から平成２６年度までネットワーク基金の使用の内容が書かれております。平成２

６年度は地域づくり環境学習の事業ということで教育文化のほうで１５０万円、北里柴三郎の顕

彰事業で１８５万円をこのネットワーク基金から使用しております。 

以上で平成２６年度の一般会計伴います決算状況の概要説明を終わらせていただきます。 

福祉課長（穴井幸子君） それでは小国町国民健康保険特別会計決算について御説明させていただ

きます。議案集の５ページでございます。５ページの下の段です。朗読させていただきます。 

認定第２号 平成２６年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。それでは別添の特別会計決算書をお開きいただきたいと思います。２ページ、３

ページの総括表で御説明申し上げます。 

小国町の国民健康保険特別会計は、平成２６年度末で被保険者が２千７８３人、世帯数１千５

１１戸ということで、昨年度末に比べまして人数で１０１人、世帯数で２５戸減少となっており

ます。２ページのほうです。歳入につきまして主なものとしましては、国民健康保険税２億２千

７７７万４千９６３円、国庫支出金３億７千３８６万８千７８３円、共同事業交付金１億２千５

５６万８千１２９円、それと繰入金これは一般会計からの繰入れですが１億１千４２９万１千３

０８円、繰越金が１千７６０万４千９９４円、もろもろで１１億５千５２５万６千６８４円でご

ざいました。 

続きまして、歳出でございます。歳出の主なものは３ページでございます。保険給付費６億６

千６９２万４千３０３円、これは昨年度より７.６％ほど減となっております。介護納付金７千７

３８万５千５８７円、共同事業拠出金１億６千３１５万８千９６９円、保険事業費１千１１３万
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９千２２６円、諸支出金としまして６千６８万１千２３４円で歳出の合計が１１億３千６３５万

９千１５９円で昨年より０.４％の減となっております。 

続いて、１２ページを御覧ください。歳入歳出差引残額が１千８８９万７千５２５円になって

おります。ですので、この額につきましては全額２７年度へ繰越をお願いしたいと思っておりま

す。それから１３ページ以降に事項別の明細書がございますので、こちらのほうで御確認をいた

だきたいと思います。また福祉課がお配りいたしました決算資料の中に委託料関係を記載してお

りますので、併せて御参照いただきたいと思います。これで簡単ですが、国民健康保険特別会計

の説明を終わらせていただきます。 

続きまして、介護保険特別会計の説明をさせていただきます。議案集の６ページをお願いいた

します。上段です。 

認定第３号 平成２６年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決

算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。こちらは同じ特別会計歳入歳出決算書の４２ページ、４３ページをお開きくださ

い。こちらで説明させていただきます。 

介護保険のほうは、平成２６年度末で被保険者が２千８６９人ということで、前年度に比べて

４７人の増になっております。歳入の主なものは、保険料が１億３千５３４万２千６７９円、国

庫支出金２億６千９８５万４千３４３円、支払基金交付金２億５千９８２万２千円もろもろござ

いまして、それから繰入金としまして、一般会計から１億１千９７５万６千８７８円、繰越金が

３千６５７万４千３４円、そのほかで歳入の合計が９億６千１１１万２千９４２円となっており

ます。これは前年より１.４％の減となっております。歳出の主なものとしましては保険給付費９

億３８３万３千７４４円、これは前年に比べて０.４％の伸びでございます。それから介護予防費、

一般予防費になります地域支援事業が２千９万５千６０６円で、３.７％伸びております。歳出の

総計といたしましては、９億４千４８４万７千１３円となり前年より０.７％の伸びとなっており

ます。 

続きまして、５０ページをお願いいたします。歳入歳出差引残額が１千６２５万５千９２９円

になっております。この額は全額平成２７年度への繰越とさせていただきたいと思っております。

また５１ページ以降に事項別の明細書がございますので、こちらを御覧いただきたいと思います。

また同じく先ほど御紹介しましたけれども、福祉課の決算資料の中に介護保険関係の委託料等を

記載しておりますので、併せて御参照いただきたいと思います。 

これで介護保険特別会計の説明を終わらせていただきます。 
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続きまして、小国町後期高齢者医療特別会計の説明をさせていただきます。議案集の６ページ

下の段をお願いいたします。 

認定第４号 平成２６年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。こちらも決算資料の７６ページ、７７ページをお願いいたします。 

後期高齢者医療は、熊本県の広域連合が保険者となっております。平成２６年度末で小国町の

被保険者は１千６４１人です。前年度に比べては１人の増ということで、今のところ年度末につ

いては大きな変わりはございません。歳入の主なものは、保険料が５千８４６万５００円、一般

会計からの繰入金が３千５３０万１千１６０円でございまして、歳入の合計が１億１４９万６千

４３２円となっています。これは前年より微増の０.２％増となっております。歳出のほうとしま

して主なものは、後期高齢者医療広域連合の納付金ということで保険料の納付そのほかで９千２

６１万２千２６０円で、こちらも前年に比べてほとんど変化はございません。あと広域連合から

の委託事業としての保険事業が３４１万５千４４９円ということで歳出合計が９千６９５万７千

１７１円、前年と比べまして０.１６％微増ですけれども伸びております。 

続きまして、８２ページを御覧ください。歳入歳出差引残額が４５３万９千２６１円となって

おります。この額はそのまま平成２７年度への繰越をお願いしたいと思っております。８３ペー

ジ以降にまた事項別の明細書がございますので、こちらを御覧いただきたいと思いますし、福祉

課の決算資料の中にも委託料関係を記載しておりますので併せて御確認いただきたいと思います。

これで後期高齢者医療特別会計の説明を終わらせていただきます。 

住民課長（河野孝一君） 日程第１４、認定第５号を説明させていただきます。議案集７ページ上

段をお願いいたします。 

認定第５号 平成２６年度小国町地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算認

定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度小国町地方改善施設住宅新築資金等

貸付金特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。特別会計決算書で説明させていただきます。９４ページ、９５ページをお願いい

たします。歳入歳出総括表で説明させていただきます。９４ページのほうに歳入として款の１諸

収入６１万８千８７５円ですが、これは住宅新築資金等貸付金収入として資金貸付者から資金貸
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付金の元利償還金を諸収入として受け入れるものでございます。貸付者は１名です。 

続きまして、９５ページ歳出でございます。歳出総額が６１万８千８７５円です。内訳といた

しまして款１公債費４９万３千４１０円ですが、これは住宅資金を貸し付けた際に町が財源とし

て起債を借入していますので、その起債の元利償還金をそれぞれ歳出するものでございます。款

２の諸収入の１２万５千４６５円ですが、これは歳入諸収入６１万８千８７５円から、歳出公債

費４９万３千４１０円を差し引いた額、１２万５千４６５円を一般会計のほうへ繰り出すもので

ございます。 

続きまして、１００ページをお願いいたします。歳入歳出差引残額は０円でありまして、翌年

度への繰越額も０円でございます。 

  以上簡単でございますけれども説明を終わらせていただきます。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） それでは、認定第６号について説明させていただきます。議

案集の７ページをお願いします。 

認定第６号 平成２６年度小国町坂本善三美術館特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度小国町坂本善三美術館特別会計歳入

歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。別冊の特別会計歳入歳出決算書の１０８ページをお願いします。歳入としまして

使用料及び手数料が２６１万２千２８０円、繰入金が９３９万８千９４４円、諸収入が９２万４

千４８０円。歳入の合計としまして、１千２９３万５千７０４円でございます。次の１０９ペー

ジが歳出でございます。総務費としまして１千２９３万５千７０４円でございます。次に１１４

ページをお願いします。先ほどの歳入から歳出を差し引きました金額は０円でございます。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

建設課長（佐藤彰治君） それでは、認定第７号について概略を御説明いたします。議案集の８ペ

ージ上段でございます。 

認定第７号 平成２６年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決

算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。それでは予算書のほうで説明させていただきます。特別会計の１２８ページをお

開きいただきたいと思います。簡易水道特別会計につきましては、杖立水道それから小薮水道、

市井野水道それから上滴水水道この４地区につきましての事務委託を町のほうで委託された会計
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でございます。まず歳出のほうが杖立水道費５７５万９千９３６円の支出でございます。それか

ら小薮水道費が４１万６千３３０円の支出でございます。同じく市井野水道費１３万１千９３０

円、それから上滴水水道費１９万９千７３０円そのほか公債費等もございまして、支出合計が７

２８万８千９３０円となっております。 

ページ戻っていただきまして、１２６ページになります。歳入でございます。使用料、手数料

それぞれ７２８万８千９３０円の決算でございます。合計、前年度繰越金が２３万円ございます

ので収入合計としましては、決算額７５１万８千９３０円となっておるところでございます。歳

入歳出差引残額につきましては２３万円ございますが、これにつきましては翌年度への繰越とさ

せていただくところでございます。 

  以上簡単でございますけれども小国町簡易水道特別会計歳入歳出について御説明をいたしまし

た。 

  引き続きまして、議案集をお開きください。８ページ下段でございます。 

認定第８号 平成２６年度小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度小国町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

 でございます。それでは同じく特別会計の決算書１４２ページをお開きください。これは集落排

水事業御存じのとおり西里地区それから田原地区、黒渕地区の３地区についての特別会計でござ

いまして、歳入合計が左側１億４千４９１万３千２３１円となっているところでございます。右

の総括表の歳出でございます。１億４千１５３万８千９０６円の歳出となっております。明細に

つきましては、次項１４４ページ、１４５ページ等につきましてその金額の内訳を示しておると

ころでございます。歳入歳出合計の集落排水事業につきましても、差引残額３３７万４千３２５

円につきましては翌年度へ繰越をさせていただきたいと思います。 

  以上簡単でございますけれども特別会計の御説明を概略させていただきました。 

  それでは引き続きまして、議案集９ページをお開きください。 

認定第９号 平成２６年度小国町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２６年度小国町水道事業会計利益の処分及

び決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           平成２７年９月１０日提出 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

でございます。それでは別紙小国町水道事業会計決算書をお開きください。昨年度より有収率等

の改善が見られた工事につきまして漏水調査を行いました結果、いろいろ漏水関係が簡易水道、
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上水道並びにございまして、有収率を上げるために職員調査等を行いましてその調査によります

改善が多少見られてきたかなというような有収率になっております。上水道が有収率６８％、簡

易水道が５８.８％、合計で６５.８％の有収率の結果となっておるところでございます。平成２

５年度が合算６４％でございましたので１.８％の有収率の伸びを示したというところでござい

ます。経理につきまして、経営状況は、公営企業法の改正が昨年度ありまして今年度初めて決算

を迎えるということでございます。公営企業の独立採算の趣旨に沿った運営を行い、水道事業収

益１億３千１９８万１千２３１円に対し、水道事業費用１億２千３６９万９千１０８円で８２８

万２千１２３円の利益を上げることができたというようなことになっております。先ほど申しま

した工事につきましては、上水道につきましては４工区の工事を実施しております。簡易水道に

つきましては北里地区について布設替工事を実施しております。逐次今年度もまた配水管の布設

替等を 田地区あるいは福坂地区におきまして実施するようにいたしております。 

  以上簡単でございますけれども、企業会計の概略説明をさせていただきました。以上でござ

います。 

議長（渡邉誠次君） はい、ありがとうございました。 

  ここでお諮りいたします。 

  さる９月３日に議会運営委員会を開催し、平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算認定及び

各特別会計歳入歳出決算認定については、全員協議会で審議することに決定いたしました。これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 異議なしと認めます。 

よって、全員協議会で審議することに決定いたしました。 

それではここで暫時休憩をいたします。３時から再開いたします。 

（午後２時４７分） 

議長（渡邉誠次君） 開会前ですけれども、教育長から本日急を要する臨時の会議の申し出がござ

いまして、許可いたしたため退席をしております。御報告を一応しておきます。 

それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時００分） 

議長（渡邉誠次君） ここで室原代表監査委員より、平成２６年度各会計決算審査意見書及び基金

運用状況審査意見書並びに財政健全化等審査意見書の説明をお願いいたしたいと思います。着座

のままで結構です。御説明をお願いいたします。 

代表監査委員（室原知邦君） 御紹介をいただきました監査委員の室原でございます。決算審査の

意見書の御報告をさせていただきます。失礼して座らせていただきます。 

  まず一般会計、特別会計、水道事業会計のこの一番厚い冊子から御説明申し上げます。 
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ページを開いていただきます。まずこの意見書につきましては、先に町長より提出されました

平成２６年度の各会計について議選の児玉委員とともに審査合議を終えまして、先般９月１日付

で町長に提出をいたしております。これはその公文の写しでございます。 

ページ移りまして、１ページでございます。平成２６年度の小国町一般会計・特別会計歳入歳

出決算審査意見書というようなことで、審査の対象につきましては、ここに掲げてある一般会計

から各特別会計でございます。審査の期間が６月の２２日から８月の３１日まで。方法といたし

ましては、一般会計それから各特別会計の調書等につきまして、関係法令に準拠しているかどう

か、関係諸帳簿及び証拠書類と照合したほか、職員の説明を受けて聴取を実施いたしております。

さらに予算が適正かつ効率的に執行されているかを主眼として審査をいたしました。審査の結果

につきましては、各特別会計、一般会計含めまして関係法令に準拠し調整され、計数は関係諸帳

簿、証拠書類と符合し、正確であることを認めたということでございます。なお審査にあたりま

しては、限られた期間で幅広い行政活動全般に微細にわたり確認するということは難しく、審査

が完全なものとは言いがたいかもしれませんが、その点は御了承いただきたいと思います。 

次めくっていただきます、２ページでございます。決算の概要というようなことで、ここから

１３ページまでが一般会計と特別会計について決算の状況を各項目ごとに示してあります。総括

といたしまして、（１）決算規模で、一般会計と特別会計の総決算額は、歳入決算額８３億４千１

０４万４千９５５円、歳出決算額８０億８千４１２万９４５円で予算減額に対する執行率は歳入

で８８.７％、歳出で８５.９％であったと。前年度と比較しますと歳入において５億９千８８９

万３１７円の増。それから歳出において６億６千９２万９千５７１円の増となっております。な

お以下千円以下については省略をさせていただきます。 

ページをめくっていただきます、７ページでございます。町債の発行状況でございます。一般

会計と特別会計を合わせました年度末の未償還元金の合計は５７億３千７０万２千円と。前年よ

り２億７千８０７万７千円増加をしているということでございます。 

次に１０ページでございます。なお意見書の内容については、先ほど来より執行部から詳しく

説明がありましたので、簡潔に済ませたいと思います。（５）の財務分析でございます。財政力等

の主要項目について分析した結果でございますが、いずれの財政指標におきましても前年と大き

な動きはありませんけれども、経常収支率において悪化傾向にあるということで、財政硬直化の

域にあると感じられております。 

次に１４ページでございます。ここから４７ページまでが一般会計の決算の状況でございます。

中段からですが予算額に対する決算額は歳入で５９億５千７１９万２千円、それから歳出で５７

億４千３５７万５千円ということで、差引額の２億１千３６１万６千円を翌年度に繰り越してお

りますが、翌年度に繰り越す財源のうち一般財源これは明許費ですが、７千８２１万円が含まれ

ておりますので、それを差し引いた実質収支は１億３千５４０万６千円の黒字となっておると。



 46 

それから前年実質収支を除いた単年度収支においては、６千４９１万１千円の赤字となっており

ます。さらに財政調整基金の額を差し引いた実質の単年度収支においては１億６千８５万６千円

のマイナスというようなことで、実質収支においては４年間赤字が連続しているというような状

況でございます。このことは依存財源に頼った財政事情を示しており、引き続き厳しい財政状況

にあるということでございます。 

次、１５ページでございます。（２）歳入の款別決算の状況でございます。中段のほうで構成比

率で最も高いものは地方交付税の４２.９％、以下町債の１３.６％、それから町税の９.９％、そ

れから県支出金の７.７％となっております。町債や繰入金が増加し、地方交付税等の国からの資

金が減少していることは、財政上厳しい状況にあると言わざるを得ないと感じております。 

それから１７ページでございます。②の財源別決算の状況でございます。歳入決算額を自主財

源と依存財源別で見てみますと、自主財源は１５億８千９６９万９千円で、前年比較しますと２

億４千１４５万６千円増加をいたしております。ただ主要な増加要因といたしましては、繰入金

が１億８千４００万円ほど増加しているということで、単に自主財源が増加したという見方では

ないというふうに感じております。 

次に、２０ページでございます。町税についてですが、町税の収入済額は５億９千２３０万４

千円ということで、前年比較しますと９２４万円ほど増加をいたしております。これは主に町民

税が前年と比較しまして７９５万円ほど増加したものによるということです。 

それから２６ページでございます。不納欠損額というようなことで、不納欠損額は９４９万１

千円、前年比較しますと７６９万６千円増加をいたしております。不納欠損にあたりましては地

方税法の規定に基づき処理をなされておりますけれども、今後も徹底した調査と粘り強い徴収努

力を継続されるよう要望いたします。 

それから次のページの収入未済額でございます。年度末における過年度と現年度分を合計した

もので、収入未済額が３千９６７万２千円と未集金でございますけれども、額に及んでいると、

前年度と比較しますと８４１万９千円減少をいたしておりますけれども、これは過年度の滞納繰

越分において一部不納欠損処理をしておりますので、徴収率が増加したというようなことではな

いために、今後とも公平負担の原則に沿って徴収管理に努めていただきたいと感じております。 

次、飛びまして３７ページでございます。ここから歳出でございますが、款別の決算状況とい

うようなことで、歳出総額が５７億４千３５７万５千円ということで、前年度と比較しまして６

億５千７５２万５千円増加をいたしております。前年度と比較して増額の大きいものにつきまし

てはここに書いてありますとおり、小中学校の建設関係の教育費が３億７千６８１万６千円の増。

それから屋外情報システム整備事業ですが、総務費の２億７千８３２万５千円の増があげられま

す。 

次に４０ページでございます。性質別の決算状況でございます。人件費、扶助費、公債費であ
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る義務的経費においては、２０億６千８２３万３千円ということで、前年度と比較いたしまして、

７千万円ほど増加をいたしております。これは扶助費における臨時福祉給付金あるいは子育て給

付金の増が主な要因だろうと思っております。それから投資的経費でございますが１３億９千７

３７万６千円ということで、前年度と比較しまして５億３千９９４万６千円の増と、これは先ほ

どから何回も出てまいりますが、学校施設整備事業あるいはまた屋外情報システム整備事業の増

加によるものでございます。 

それから４５ページでございます。翌年度の繰越額というようなことで明許費で９億６千５０

１万３千円ということで、前年度と比較しますと６億４千１６３万１千円の増加となっておりま

す。これにおいても、主に教育費の学校施設整備事業によるものが大きいということでございま

す。  

次に４６ページ、不用額でございます。この件に関しましては昨年も御質問があり、綿密な予

算策定及び計画的な事業の執行等により幾分かは解消できるのではないかなというようなお答え

をさせていただいております。不用額は２億３千２３３万６千円ということで、前年度と比較し

ますと２千万円ほど増加をしているという状況でございます。 

それから４７ページの予算の流用でございます。流用件数は昨年に比べまして１３件増えまし

て、金額で６３０万１千円ということで２８１万９千円増加いたしております。流用につきまし

ては、議会の議決を要しない執行であるために、今後とも十分に慎重を期されるよう要望すると

いうようなことで、先の町長への意見書提出分にもこの件は触れさせていただいております。特

段の注意を払う旨の指摘をさせていただいたところでございます。予算の組替えや補正なりいろ

んな方法があろうと思いますので、その点に注意していただきたいというようなことで、報告を

させていただいております。 

次に４８ページでございます。ここから９０ページまでが国保から農業集落排水事業までの７

つの特別会計の事業報告並び収支決算の状況でございます。概略を御説明申し上げますと、特別

会計といいますと一般会計と区別しまして医療や介護など特別な事業を行う会計で、基本的には

保険料や使用料で事業の収支を行うという、原則独立採算の形を取るのが通例でありますが、見

てみますと一般会計から３億円を超える多額の繰入れがあります。必ずしも独立しているとは言

いがたいというなふうに感じております。平成２６年度の決算状況を見ましても、実質収支は後

に出てまいりますけれども、いずれの事業においても黒字となっておりますが、これは先ほど申

し上げました一般財源からの繰入れやまた基金の取り崩しによるものが大きく、以前厳しい財政

状況にあるということは認識しておく必要があると思います。また基本的な収入財源である保険

料及び使用料におきましては、過年度の滞納繰越分において、一部不納欠損処理を実施したこと

から減少はしているものの、依然２千７００万円程度の残があるということで、現年度分におい

てもその未済額が増加傾向にあるというふうなことで、このことも各特別会計の収支に影響を及
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ぼす１つの原因であると考えております。各会計ごとの収支については後ほど御覧をいただきた

いと思います。 

次に９１ページでございます。財産に関する調書というようなことで、（１）公有財産といたし

まして、以下土地建物から出資金まで各項目ごとに移動状況が示してあります。 

９４ページでございます。（３）で基金ということで財政調整基金をはじめとする２０の基金が

設置されております。平成２６年度末時点で総額１０億７千２００万円というようなことで、前

年度と比較しますと３億４千万円ほど減少しているという状況でございます。 

以上一般会計及び特別会計の決算について説明を申し上げました。 

最後に、この項のむすびといたしまして、簡単に御説明、御報告を申し上げます。まず前段は

現下の経済条件について触れてあります。抜粋して読み上げさせていただきます。現下の日本経

済は、株価の上昇と円安の効果により、消費の拡大と輸出産業を中心とした経済の底上げにより、

景況感が見受けられるようになった。ただ先般内閣府が発表しました４月から６月期のＧＤＰ国

内総生産の数値においては前期比０.４％の減、年率換算におきまして１.６％の減となり、個人

消費の落ち込みや、さらには地方経済の減速、８月末から株価が乱降下をしておりますけれども、

それによって企業の業績が悪化し、景気後退の恐れもあるというような状況でございます。その

ような中、ここに決算の状況が書いてありますが、先ほど御説明を申し上げたとおりでございま

す。依然財政状況は厳しい状況にあるということ、それを踏まえまして投資的支出を伴う中段以

下でございますが、インフラ整備等の高度行政活動は避けては通れない部分であります。財政状

況が厳しい中では基金の減少も含めて充当可能財源が減少している現状では、将来負担が重くな

るなど今後の行政活動にも少なからず影響があると考えております。 

本年、総理をトップとするまち・ひと・しごと創生本部を設置し、人口減少の克服と地域活性

化による地方創生に向けて本格的に稼動し、各自治体は本年度中に国の長期ビジョンを踏まえた

地域版の人口ビジョンと総合戦略を策定することとされ、現在その作業が進められていると思い

ます。いずれ内容が明らかになってくると思われますが、いよいよ地方自治体としては、将来の

人口動態調査である人口ビジョンや地域が抱える課題を洗い出し、その課題に対する効果的な施

策をＰＤＣＡサイクルの手法をもって、地方版総合戦略を策定し実践していくことになり、地域

の独自性の真価が問われる時代に入ってきた感がすると。 

昨年の決算審査意見書のむすびでも触れさせていただきましたが、今後地方自治体が人口減少

の中で生産年齢が減少することによるキャッシュフローに該当する大切な歳入項目である税収の

減は大きな負担になることは否めない。その中でいかに効率的な行政活動・住民サービスが実施

しているかも今回の地方総合戦略に少なからずとも関連してくると思われる。特に計画を実行し、

評価し、改善していくサイクルの中で、３つの評価をどのように行い、改善につなげていくかと

いうことが一番重要になってくると思いますし、また難しい問題だろうと思われます。 



 49 

現在全国の都道府県又は市町村の中の多くで、行政評価の導入ないしは試行中として、町村に

おいても約３割の自治体で実施または試行している状況にあります。今後は今回の戦略の実施に

あたり、さらに活用する団体が増えてくるものと思われます。評価にあたりましては、事務事業

の効率性及び廃止・削減から予算配分の変更、さらには長期計画の進行管理又は住民へのアカウ

タビリティの徹底等多岐にわたりますが、その手法は様々であると考えております。 

昨年内部統制のことにも触れ、チェックリストを作成することによって事前のリスク対応を可

能にすることができると提言を申し上げました。併せてこれからこの行政評価を活用することに

よって、さらに今後予測され税収の減少などに伴う財政悪化に対応し、既存の事業を見直し、財

政の改善につなげる手段として大きな役割を果たすものと思われるということでむすびとさせて

いただきます。 

引き続き、９９ページでございます。小国町の基金運用状況審査意見書というようなことで、

現在２つの基金が設置されておりまして、審査を行いました。結果においては、各基金の運用状

況報告の計数は正確であり、状況も適正なものと認めております。ただ２つの基金とも最近の利

用実績がないため、今後の対応を検討する時期にきていると感じております。 

次に１０３ページでございます。小国町の水道事業会計の決算に関する意見書でございます。

審査方法等については一般会計に準じて実施しております。結果についても効率的な運用がなさ

れていると判断をいたしております。 

１１２ページをお開きいただきたいと思います。経営収支の状況というようなことで、１年間

の取引を収益と費用に区分しました損益計算書で示したものでございます。①収益が営業収益で

１億１千３９２万４千円、前年度と比較しまして６０万６千円の増と。それから収益の中の営業

外収益では１千８０５万６千円の決算となり、前年度と比較しまして８６１万９千円の増となっ

ております。この後に長期前受金戻入で６９０万８千４円というのがありますが、ここの数字を

ちょっと訂正をいただきたいと思います。６９０万８千４円を消していただいて、１千４４３万

９千４円となっております。それから②の費用でございます。営業費用は１億１千９８万２千円

ということで、前年度と比較しまして３１９万８千円の減となっております。営業外費用におい

ては１千２千２２５万２千円の決算で、前年度と比較しまして２３万３千円の増となっておりま

す。 

ページをめくっていただきまして、１１４ページでございます。ただいまの修正に関係いたし

まして、上から３の営業外収益の中の（３）長期前受金戻入とありますが、ここに補助金と同額

の数字が平成２４年度、平成２５年度入っておりますこれはゼロでございます。ここは抹消して

いただきたいと思います。（３）の長期前受金戻入の平成２４年度は２７７万円となっております

がこれはゼロ。平成２５年度も７５３万１千円となっておりますがこれもゼロ。最終の一番右の

６９０万８千４円の増となっておりますのが、ここが先ほど申し上げました１千４４３万９千４
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円ということで訂正をお願いいたしたいと思います。 

それから１１５ページでございます。財政状況ですが、これは貸借対照表というようなことで、

次の１１６ページ、１１７ページに出しておりますが、これは決算時の財産の状況を表したシー

トになりますが、貸方の負債資本で事業資金をどのように調達し、また借方の資産としてどのよ

うに保有しているかというものを見るものでございます。①といたしまして資産が２１億６千７

８４万５千円と、前年度と比較しまして６千１７４万２千円の増となっております。それから負

債が１０億７千２７０万９千円、比較しまして１０億２千８６３万７千円の増でございます。そ

れから資本でございますが、資本は１０億９千５１３万６千円が、前年度と比較しますと９億６

千６８９万５千円の減となっております。 

それから１１８ページでございます。水道料金に関わる未収金でございますが、また、のとこ

ろからです。本年度末の未収額は５８４万３千円で、前年度と比較しまして１１万３千円増加し

ております。水道料金は収入の根幹をなすものであり、今後とも住民の不公平感をなくし、未収

金の回収に引き続き努力されるよう要望するということで言わせていただいております。 

それから１２０ページ経営分析でございます。いずれの指標におきましては前年と動きが生じ

ておりますが、これは先ほど課長のほうから話もありました公営企業会計制度の改正に伴うもの

が大きいと思われます。今後とも十分な経費節減に努め、安定した収支を保つことが求められる

ということで、１２２ページむすびでございます。 

今までの収益及び財政の状況をまとめたもので重複をいたしますけれども、平成２６年度の水

道事業会計は、純利益として８２８万２千１２３円となっております。純利益の主な要因といた

しましては下のほうから書いてありますが、これも公営企業会計制度の改正によるものであると

いうことで、さらに今後２年程度は老朽化した配水管布設替工事やそれから企業債借入残も増加

してくるということで、事業の改善、経営効率化に一層の努力を求めるということでむすびとし

ております。 

以上一般会計から水道事業会計の意見書の御報告を終わります。 

次に、小国町の財政健全化審査意見書というようなことで、薄い冊子でございます。ページを

めくっていただきまして公文でございますが、これは一般会計と同様に９月１日付で町長に提出

しました公文の写しでございます。ページをめくっていただきます。まず小国町の財政健全化審

査意見書というようなことで、これについては平成１９年に地方公共団体の財政の健全化を図る

法律によって、国より義務付けられたものでございます。各比率の数値をもって財政状況を的確

に捉え、早期の対応を図るものでございます。審査の対象につきましては、ここの４つの比率で

ございます。結果においては算定の基礎となる事項、いずれも適正に作成されているものと認め

られたということです。内容を見てみますと、上段２つ実質赤字比率及び連結の実質赤字比率に

ついては表記がございませんけれども、いずれも黒字であるということでこれについては表記が
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なされておりません。それから３番目の実質公債費比率でございます。これは前年並みで基準内

の数値比率でありますけれども、分子である公債費の元利償還金の額は学校整備事業等の大型事

業の影響で今後平成３０年頃から増加するものと思われます。併せて分母の税収や地方交付税等

の動向のいかんによっては、将来を見据えた借入額の調整が必要になるのではないかなという思

いがいたしております。それから将来負担率でございます。これは分子に地方債の現在高や、そ

れから大型事業の負担金あるいはまた特別会計の繰出しを、また分母に標準財政規模から基金の

積立額を差し引いた額で計算されますけれども、これも近年の大型事業の実施により、あるいは

基金の減少によりまして前年度より大きく増加をいたしており、今後の行政活動にも影響を及ぼ

すと考えられるということで判断をいたしております。 

次にページをめくっていただきます。公営企業の資金不足比率でございます。これについては、

いずれの会計においても資金不足は発生していないというふうな状況でございます。 

最後に、財政援助団体等の監査報告というようなことで、財政援助団体等の監査につきまして

は、昨年までは１１月からの定期監査の中で実施をいたしておりました。ただ、監査結果が時期

的な問題もありまして、翌年度の予算に反映できないというようなことから本年より決算審査と

時期を同じくして実施をいたしております。実施した団体においては後に記載してあるＪＡから

エフエム小国までの９団体でございます。いずれの団体においても軽微な改善点は見受けられま

すけれども、おおむね適正な処理がなされていたと判断をいたしております。なお改善に向けま

しては団体側の事務処理の問題もありますけれども、担当部署において補助金等の申請から実績

報告まで含めて徹底したチェックを行えば、未然に解消できるものが大きく、改めて機能の充実

を図るようにお願いをいたしたいと思います。内容については後ほど御覧をいただきたいと思い

ます。 

以上の一般会計から財政健全化、それから財政援助団体等の監査報告を終わります。 

議長（渡邉誠次君） どうもありがとうございました。ここで室原代表監査委員に対しまして御質

問等ございましたらお願いをいたします。御質問ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは、室原代表監査委員におかれましては、長時間大変御苦労さまでし

た。また特に決算審査におかれましては、限られた時間の中で審査業務に精励されたことに対し

まして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。 

どうぞ御退席をお願いいたします。 

（室原代表監査委員 退席） 

議長（渡邉誠次君） 日程第１９、「報告第１号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて」を議題といたします。 

執行部より報告をお願いいたします。 
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総務課長（松岡勝也君） それでは報告をさせていただきます。議案集をお開き願いたいと思いま

す。 

  報告第１号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、財

政健全化判断比率及び資金不足比率を次のとおり監査意見書を付して報告する。 

           平成２７年９月１０日 

                       小国町長 北 里 耕 亮 

でございます。先ほど室原代表監査委員から財政健全化についても詳しく報告がなされました

けれども、今回も報告をさせていただきます。 

記としまして、財政健全化比率ということで左のほうから実質赤字比率、次に連結実質赤字比

率、実質公債費比率、将来負担比率ということで４つの財政指標を報告する義務がございます。

実質赤字比率につきましては、括弧書きとしましては早期健全の基準ということでそれぞれ書か

れております。１５.０％ということでございますが、実質赤字は発生していないということで黒

字ということで横棒になっております。同じく連結実質赤字比率につきましても、２０％につき

まして赤字は発生していないということで横棒でございます。実質公債費比率につきましては１

２.９％ということでございます。将来負担比率が３５０％ついて７２.７％ということで、これ

も先ほど監査から報告がありましたように、今後の将来負担については十分検討が必要というこ

とでありました。そして資金不足比率ということで、これにつきましては上水道企業会計から特

別会計ということで、資金不足は発生しておりません。備考欄に書かれてありますように公営企

業法の適用と適用外の部分で備考欄に法律のほうが明記されております。 

以上で財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告を終わらせていただきます。 

議長（渡邉誠次君） これより報告第１号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

議長（渡邉誠次君） 日程第２０、陳情第２号、陳情書「ダム作業道路を利用し避難道として延長

を求める」を議題といたします。 

それでは事務局に陳情書の朗読をお願いいたします。 

議会事務局長（小田宣義君） それでは朗読をさせていただきます。陳情第２号、Ａ４の１枚紙で

ございます。 

  陳情書 

  小国町町議会 議長様 

  日頃よりの阿蘇地域振興の発展のために、多大な御支援を賜り、誠にありがとうございます。 
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 さて、私どもの住む杖立地区は、平成３年の台風１９号による風倒木被害、平成５年の山腹崩壊

（犠牲者２名）と数年ごとに被害を被ってます。その後、１０年位前に杖立上流の白岩川に県土

木によってスリットダム及びダムを３基造ってもらい、２年前の白岩川山腹崩壊時は、被害を最

小限にとどめることができ感謝しています。ところで３基のうち一番下のダム建設時の作業道路

から下を見れば、６０から７０メートル下に町道及び民家を見ることができます。現状の道路は、

町道（旧国道２１２号線)と国道（杖立バイパス）の２本です。杖立の上流に避難道がありますが、

川が増水すればすぐに水没し、避難道としては使えません。 

  つきましては、県土木が建設したそのダム作業道路を利用し、避難道として延長していただき

たく、費用もかさみますが経営難の時代に申し訳ありませんが、国・県・町が協力して検討をお

願い申し上げます。 

           平成２７年６月２２日 

                       山林地権者代表 高村 純次 

                 杖立温泉観光協会 会長代行 権藤 芳春 

                           副会長 河津 豊四郎 

  陳情書は同日６月２２日に事務局で受け付けております。 

  以上です。 

議長（渡邉誠次君） ありがとうございました。 

ここでお諮りいたします。 

この陳情書の取扱いについては、議会運営委員会において協議をいたし、会議規則第９２条第

１項の規定により、総務文教福祉常任委員会に付託し審査をしていただきたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 異議なしと認めます。 

  よって、総務文教福祉常任委員会に付託し、審査をしていただきたいと思います。 

議長（渡邉誠次君） 日程第２１、「発委第２号 小国町議会会議規則の一部を改正する規則につい

て」を議題といたします。 

  この件については、別紙配付資料のとおり、小国町議会会議規則第１４条第３項の規定により

発委案として受理しました。 

ここで提出者より説明を求めます。 

８番（松﨑俊一君） ８番、松﨑でございます。 

  発委第２号 

  小国町議会議長 渡邉 誠次様 

                      提出者 議会運営委員長 松﨑 俊一 
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  小国町議会会議規則の一部を改正する規則について 

  上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条の第７項及び会議規則第１４条第３項の規

定により提出します。 

  この小国町議会会議規則の一部改正について、提案理由を申し上げます。全国議長会に設置さ

れている町村議長の制度、運営に関する検討委員会が昨今の社会情勢を勘案し、国会、都道府県

議会、市議会の規定を参考に標準町村議会会議規則を改正されましたので、それに伴う改正とな

ります。改正する内容につきましては、会議規則新旧対照表を御覧いただきますようお願いいた

します。議員各位におかれましては、この規則の一部改正を御理解いただきまして御賛同賜りま

すようお願い申し上げます。 

議長（渡邉誠次君） これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

発委第２号、小国町議会会議規則の一部を改正する規則について、原案のとおり賛成の方の挙

手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（渡邉誠次君） 全員挙手でございます。 

よって、発委第２号は原案のとおり可決されました。 

議長（渡邉誠次君） 日程第２２、「発委第３号 小国町議会傍聴規則の一部を改正する規則につい

て」を議題といたします。 

  この件については、別紙配付資料のとおり、小国町議会会議規則第１４条第３項の規定により

発委案として受理しました。 

ここで提出者より説明を求めます。 

８番（松﨑俊一君） ８番、松﨑です。 

  発委第３号 

  小国町議会議長 渡邉 誠次様 

                   提出者 小国町議会運営委員長 松﨑 俊一 

  小国町議会傍聴規則の一部を改正する規則について 
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  上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条の第７項及び会議規則第１４条第３項の規

定により提出します。 

  この小国町議会傍聴規則の一部改正について、提案理由を申し上げます。理由につきましては、

先ほど説明いたしました発委第２号と同じですので省略させていただきたいと思います。改正す

る内容につきましては、傍聴規則新旧対照表を御覧いただきますようよろしくお願い申し上げま

す。 

議長（渡邉誠次君） これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

発委第３号、小国町議会傍聴規則の一部を改正する規則について、原案のとおり賛成の方の挙

手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（渡邉誠次君） 全員挙手でございます。 

よって、発委第３号は原案のとおり可決されました。 

議長（渡邉誠次君） 日程第２３、「議員派遣の件」についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、お手元に配付したとおり派遣したいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 異議なしと認めます。 

 議員派遣については、お手元に配付いたしましたとおり派遣することに決定いたしました。 

議長（渡邉誠次君） 日程第２４、「議員派遣報告」についてを議題といたします。 

 この件についても、別紙のお手元に配付のとおり、小国町議会会議規則第１２２条の規定によ

り、６月議会以降今日まで研修会等に各議員を派遣いたしましたので、配付資料のとおり御報告

をいたします。 

議長（渡邉誠次君） 日程第２５、「行政報告」。 

 執行部より報告事項がありましたらお願いいたします。 
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町長（北里耕亮君） 行政報告でございます。本日は２件ほどございまして、まず総務課のほうの

職員採用についてと住民課の人権フェスティバルについて報告をさせていただきます。そしてま

た議会開会中、何か報告事項がまたあれば最終日にでも追加で行政報告をする可能性もございま

す。それではまず２つについて課長から報告をさせていただきます。 

総務課長（松岡勝也君） それでは、総務課のほうから行政報告をいたします。 

  平成２７年度の職員採用でございます。新規採用につきましては前回定例議会のほうで報告い

たしましたように、一般事務が４名程度、保育士が２名程度、建築が１名程度と採用計画してお

りましたが、応募状況でございますけれども一般事務が２３名、保育士が６名となっております。

残念ながら建築のほうは応募がございませんでしたので、今回は採用を見合わせますというとこ

ろでございます。一次試験につきましては、９月２０日阿蘇中央高校で行うようになっておりま

す。以上で総務課の行政報告を終わらせていただきます。 

住民課長（河野孝一君） 小国町人権啓発フェスティバルについて、まず資料の配付をお願いした

いと思います。 

(資料配付) 

住民課長（河野孝一君） それでは、小国町の人権フェスティバルの開催についてのお知らせでご

ざいます。本年度も人権啓発といたしまして、本年は戦後７０年を迎えております。人権侵害の

戦争というものを理解していただきながら、今後の人権啓発に努めていきたいということで本年

は｢明日ある君へ｣ということで知覧特攻隊物語というものを講師桂春蝶さんを招きまして、９月

１９日にＪＡ阿蘇小国郷情報企画センターで１３時から１５時の間で開きたいと思っております。

入場料は無料でございます。１３時から人権啓発パレードを行いまして、１３時３０分から開会

式、それから人権啓発のコッコロによるミニステージ。それから講演となる予定でございますの

で、ぜひ御参加のほうをお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

議長（渡邉誠次君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。お疲れさまでした。 

（午後３時５０分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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第 ２ 日 

 



平成27年第3回小国町議会定例会会議録 

（ 第 2 日 ） 

 

1．招集年月日  平成27年 9月17日(木) 

1．招集の場所  小国町山村開発センター 

1．開   会  平成27年 9月17日 午前10時01分 

1．閉   会  平成27年 9月17日 午後 3時40分 

1．応 招 議 員 

         1番 穴 井 帝 史 君   2番 大 塚 英 博 君 

 3番 北 里 勝 義 君   4番 髙 村 祝 次 君 

        5番 児 玉 智 博 君   6番 時 松 唯 一 君  

  7番 穴 見 まち子 君   8番 松 﨑 俊 一 君 

  9番 熊 谷 博 行 君   10番 時 松 昭 弘 君 

  11番 松 本 明 雄 君   12番 渡 邉 誠 次 君 

1．不応招議員 

        なし 

1．出 席 議 員 

        1番 穴 井 帝 史 君   2番 大 塚 英 博 君 

 3番 北 里 勝 義 君   4番 髙 村 祝 次 君 

        5番 児 玉 智 博 君   6番 時 松 唯 一 君  

  7番 穴 見 まち子 君   8番 松 﨑 俊 一 君 

  9番 熊 谷 博 行 君   10番 時 松 昭 弘 君 

  11番 松 本 明 雄 君   12番 渡 邉 誠 次 君 

1．欠 席 議 員        

         なし 

 

1．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 小 田 宣 義 君     書 記 穴 井 桂 子 君 

 

1．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町    長 北 里 耕 亮 君   教 育 長 北 里 武 一 君 

総 務 課 長 松 岡 勝 也 君   教委事務局長  横 井   誠 君 

政 策 課 長 清 高 泰 広 君   産 業 課 長  澁 谷 洋 典 君 

情 報 課 長 藍 澤 誠 也 君   税 務 課 長 北 里 康 二 君 

建 設 課 長 佐 藤 彰 治 君   住 民 課 長 河 野 孝 一 君 
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議事の経過（h.27.９.17） 

 

議長（渡邉誠次君） 皆さん、おはようございます。 

本日は、９月定例会本会議２日目でございます。 

開会に先立ちまして少しだけ御挨拶を申し上げます。 

先日、１０日未明から順次、栃木、茨城各県に特別警報が出まして、本当に報道でも皆さん御

存じのとおり甚大なる被害が出ております。記録的な大雨をもたらした直接の原因は、温帯低気

圧に変わった台風の停滞と周りの条件が重なって、関東地方の上空に南北に伸びた線状降水帯と

呼ばれる雨雲の連なりだそうでございます。この小国町においても、標高が高くなると上昇気流

も高まる傾向にあるということなので、私たちの地域も多分に漏れなしといいますか、該当する

のではないかなというふうに考えております。また台風２０号も発生しております。連休中に影

響があるやもしれませんし、阿蘇の噴火によって風評被害を含め、影響が確実に出ている状況で

ございます。科学の力というのは非常に向上しておりますけれども、自然にはまだまだあらがう

ことは非常に難しいかなというふうに感じております。災害対策は未然に防ぐ対策と、事後いか

に迅速に対応できるかの防御策、対処策、それから復興策とございます。まずは災害がないこと

を心から祈りながらではございますけれども、行政、民間と協力し合って、明白な情報の下、確

固たる安全と確実な安心をつくり上げていくことが必要ではないかなというふうに考えておりま

す。皆さま方におかれましても、引き続きの御尽力を賜りたいと存じ上げております。 

それでは、本日９月定例会２日目です。 

ただいま出席議員は１２人であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時０１分） 

議長（渡邉誠次君） 日程第１、「認定第１号 平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて」を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 質疑がなければ、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） ５番、児玉です。 

  私は、議案第１号、平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算認定についてに反対の立場から

討論を行います。９月１日に公表された財務省の昨年度の法人企業統計によると、資本金１０億
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円以上の大企業の経常利益、短期純利益は過去最高を更新しています。一方、社員１人当たりの

給与額は大企業でも１％しか増えていません。一方、株主への配当は過去最高です。増加額は１.

５兆円です。内部留保は２９９.５兆円にまで膨れ上がっています。非常にゆがんでしまっていま

す。２０１４年度は４月から消費税が増税されました。社会保障の充実をうたっての増税でした

が、高齢者の医療費の自己負担割合増や年金支給費の減額、児童扶養手当の減額など、充実どこ

ろか後退してしまっています。小国町には地方自治法第１条にある福祉の機関として、町民の命、

暮らしを守る役割がいよいよ重要になった年度であったと思います。この役割に照らせば、本決

算はまだまだ不十分であったと言わなければなりません。町長は決算審査の中で、各団体に支出

されている数ある補助金を毎年惰性的に出しているものもあるため、見直していく旨の答弁を行

いました。少子高齢化をはじめとして、小国町には直面する課題が山積する中、限られた財源を

１円たりとも無駄にせず有効活用することは大変重要です。次年度予算については、この言葉に

ふさわしい編成になっていることを期待しています。補助金の部落解放同盟小国支部への直接的

補助金は、毎年２００万円の予算が計上され、ほぼ全額が支出され続け、研修参加者への旅費な

どに使われています。特定の主義・主張の下結社された団体が、自らのために参加する研修など

を行政が保障する道理はありません。特定の集会所の維持管理を行政が保障するものそうです。

自分たちが利用する施設を清掃して賃金を受け取るなど、常識的にあり得ない話です。このよう

な税金の使い方を続ければ同和問題を解決するどころか、新たな差別を助長、温存するものであ

り、解決から逆行するものであります。以前指摘しましたが、２００万円あれば子どもの医療費

助成で県内医療機関全てでの現物給付か若しくは助成対象年齢を高校生までの引上げが可能です。

町長はこの団体補助金を政策的に必要と考え、見直さないと明言しました。しかし、この言葉は

苦労して納税している住民のために今、町民が何を求め必要かという首長として最も念頭に置か

なければならないことに背を向けることになるのではないでしょうか。次年度予算編成において

は不公正な同和行政、同和教育を終結し、公正な調整運営を行うよう強く求めて討論を終わりま

す。 

議長（渡邉誠次君） ほかに討論ございませんか。 

１番（穴井帝史君） 認定第１号、平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算について、賛成の立

場から討論いたします。 

  平成２６年度の予算は、歳入は前年度比１１％増の５９億５千７００万円と増えております。

主な要因としましては、町税の増と小中学校建設事業等に伴う県補助金及びこれに伴う町債が主

なものです。しかし、財源不足により財政調整基金及び減債基金が４億４千万円の繰入歳入の決

算となっております。今後予算編成並び財政計画につきましては、中長期的な検討を踏まえた計

画をお願いしたいと思います。続きまして、歳出面では前年度比１３％増の５７億４千３００万

円となっております。主な要因としましては、歳入と同じ教育費の小中学校建設事業費の増、地
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域情報基盤管理運営費の屋外情報施設整備事業等の増、また、環境モデル都市推進事業費関連で、

木魂館の木質バイオマスボイラー導入実施設計計画及び太陽光発電設置事業など、環境モデル都

市を目指す具体的な取組が行われております。民生費では社会福祉協議会の民営化に伴う出損金、

また障害者福祉費、老人福祉費の給付費及び措置費等、臨時福祉給付金や子育て世帯への臨時給

付金などが主なものです。また農林水産業におきましては、雪害復旧緊急対策経営体育成支援事

業補助金が平成２５年度補正の繰越し事業により、雪害によるビニールハウス等の復旧事業が実

施されました。高齢化に伴う施設野菜等におきまして大きな支援となっております。 

  商工費では、小国町商店街空き家事業対策等の補助金及び商店街等おもてなし補助金により商

店会等への支援が行われました。この支援を機に商店街を含めた町の活性化に期待をしておりま

す。観光面では鍋ヶ滝公園整備事業が主なものです。観光客が予想以上に増えておりますので、

公園整備と併せて道路改良におきましても計画的な執行をお願いいたしたいと思います。 

  土木費では、町道明里線ほか５路線の道路改良及び柏田住宅の浴室改修工事が主なものです。

道路改良工事につきましては、これからも計画的な改良工事と地域住民の意見を踏まえた執行に

努めていただきたいと思います。 

  公債費は、過疎対策事業費、臨時財政対策費及び教育福祉施設等整備事業費の償還が主なもの

です。今後、財政計画と併せた償還計画に十分配慮していただきたいと思います。 

次に諸支出金ですが、国民健康保険特別会計ほか、４つの特別会計の繰出金ですが、総額３億

３千万円となり、前年度増の２千６００万円となっております。今後これは財政の負担が心配さ

れるものであります。 

また、平成２６年度の実質収支は、１億３千５００万円の黒字となっており、積立金として７

千万円財政調整基金へ積立てする予定となっております。平成２６年度末の財政調整基金の残高

は６億円と減少しておりますので、今後財政計画と併せて財政調整基金の運用には十分配慮して

いただき、安定した財政運営に努めていただきたいと思います。 

それと人口減少対策に取り組む決意を表明しました。このことを踏まえ本町でも、まち・ひと・

しごと創生法による地域生活総合戦略による雇用創出などに取り組むこととしており、その成果

が期待されるものです。また国は国民全てに番号を付ける社会保障、マイナンバー制度を来年１

月から開始するとしております。平成２６年度決算にもありますが、これから各家庭に届く通知

カードが配布されると思いますが、個人情報には十分して町民に分かりやすく案内していただき

ますようお願いいたします。 

  ちょっと話は変わりますが、小国町が環境モデル都市に認定されて今年で２年目を迎えます。

平成２６年度は木魂館の太陽光発電事業に着手し、今年度は木質バイオマスボイラーの設置工事

や公共施設低炭素化工事等が計画されております。このことは町長の環境モデル都市を目指して

いる具体的な取組の姿勢であり、町民から見ても大変分かりやすい事業ではないかと思っており
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ます。これからの小国の環境モデル都市の推進に大いに期待をしております。今後、倉原住宅の

建て替え工事や町道改良工事など、公共工事についても計画的に取組をお願いいたします。財政

的には一般会計の地方債残高は前年度より３億１千万円減ったものの、平成２６年度末残高４６

億３千万円となっております。また特別会計を組み入れると、平成２６年度末残高は５７億３千

万円あります。バランスの取れた財政計画を踏まえ、執行にあたっては特段の配慮を努めていた

だきたいと思います。 

最後に、本決算が小国町民の暮らしの向上につながるものと確信し、認定第１号、平成２６年

度小国町一般会計歳入歳出決算に対して賛成の討論といたします。 

  以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければ討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  認定第１号、平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算認定について、認定することに賛成の

方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（渡邉誠次君） 挙手多数でございます。 

よって、認定第１号は認定されました。 

議長（渡邉誠次君） 日程第２から日程第９、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号、

認定第６号、認定第７号、認定第８号、認定第９号は、各特別会計歳入歳出決算及び水道事業会

計利益の処分及び決算の認定でありますので一括して質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私は、認定第２号、平成２６年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について、認定第３号、平成２６年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、

及び認定第４号、平成２６年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてに反対

の立場から討論を行います。 

  安倍政権のアベノミクスの下、日本社会では格差の拡大が進行し、町民多数の暮らしはよくな

るどころかますます苦しいものとなってきました。この３つの会計は社会保障の会計です。私た

ち人間は生まれながらに皆、不平等であります。ゆえに社会保障制度を通じて所得の再分配や平
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等化を図る必要があります。つまり、生活の最前提条件として社会保障制度が必要となるのです。

国民健康保険の被保険者の多くは農家や商店主あるいは非正規雇用者です。収入は増えないにも

関わらず、アベノミクスの円安政策による物価の高騰で生活費やなりわいに必要な経費は高くな

り、暮らしを苦しめています。国保税が高すぎて払いたくてもいよいよ払えないという方たちが

増えています。また、万一保険税を滞納してしまえば、保険証を取り上げ短期証に置き換えると

いう措置も見過ごすことはできません。更に２０１４年度は新たに７０歳となった人の自己負担

割合を１割から２割へと倍化する改悪が実施されました。これらの人々の多くは、僅かな年金を

頼りに暮らしています。まさに金の切れ目が命の切れ目とでもいうべき事態であります。国保や

介護保険財政が大変厳しい状況であることも分かります。しかし、被保険者は国保や介護保険と

の関係だけで生きているわけではありません。執行部におかれましては、会計の困難さばかりを

見るのではなく、被保険者が暮らす日本社会全体の状況を見渡し負担軽減に乗り出すべきであっ

たと指摘したいと思います。 

また、財政が厳しいと言いながらも無駄が残されていることも看過できません。国民健康保険

の疾病予防費の印刷製本費２０万２千１７６円は、すこやかこくほという冊子ですが、支払先は

製薬会社です。わざわざ発注するような中身ではありませんし、職員で作成し、広報おぐにに掲

載すれば予算も縮小できるはずです。町内全世帯配布という性質からも、国保会計から支出する

必要もありません。介護保険会計の介護給付費等費用適正化事業委託料１２０万９千６００円は、

二次予防事業委託料２５６万４千６４０円と同じ業者に委託されています。小国町の実施事業を

評価するという事業の性格がある以上、客観的視点を担保するために別の業者に委託すべきであ

ったと指摘したいと思います。また事業を行う義務がなかったのなら、多額の費用を費やして実

施したことそのものについても疑問であります。次年度予算編成においては、被保険者が苦労し

て納めている税、保険料を１円も無駄にすることのないよう徹底するよう求めて討論といたしま

す。 

議長（渡邉誠次君） ほかに討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。なお採決においては、執行部は最後にお立ちをいただきたいと思い

ます。 

  認定第２号、平成２６年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（渡邉誠次君） 挙手多数でございます。 

よって、認定第２号は認定されました。 
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議長（渡邉誠次君） 認定第３号、平成２６年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（渡邉誠次君） 挙手多数でございます。 

よって、認定第３号は認定されました。 

議長（渡邉誠次君） 認定第４号、平成２６年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（渡邉誠次君） 挙手多数でございます。 

よって、認定第４号は認定されました。 

議長（渡邉誠次君） 認定第５号、平成２６年度小国町地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会

計歳入歳出決算認定について、認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（渡邉誠次君） 全員挙手でございます。 

よって、認定第５号は認定されました。 

議長（渡邉誠次君） 認定第６号、平成２６年度小国町坂本善三美術館特別会計歳入歳出決算認定

について、認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（渡邉誠次君） 挙手多数でございます。 

よって、認定第６号は認定されました。 

議長（渡邉誠次君） 認定第７号、平成２６年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（渡邉誠次君） 全員挙手でございます。 

よって、認定第７号は認定されました。 

議長（渡邉誠次君） 認定第８号、平成２６年度小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について、認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（渡邉誠次君） 全員挙手でございます。 

よって、認定第８号は認定されました。 

議長（渡邉誠次君） 認定第９号、平成２６年度小国町水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて、認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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議長（渡邉誠次君） 全員挙手でございます。 

よって、認定第９号は認定されました。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩いたします。１０時３０分より再開いたします。 

（午前１０時２３分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

（午前１０時３０分） 

議長（渡邉誠次君） 本日は一般質問１日目となっていますので、直ちに質問に入ります。なお、

質問時間は１人６０分以内の質疑応答でありますので、さよう御承知願います。本日は、５名の

議員の登壇を予定しております。順に５番児玉智博君、９番熊谷博行君、４番髙村祝次君、２番

大塚英博君、１０番時松昭弘君でございます。各議員におかれましては適時準備をお願いいたし

ます。それでは、直ちに質問に入ります。 

５番（児玉智博君） 厚生労働省が発表した２０１４年の合計特殊出生率は、前年を０.０１ポイン

ト下回る１.４人となり、９年振りに低下に転じました。昨年生まれた子どもの数は、１００万３

千５３２人で過去最少を更新しました。４０年前の半分です。日本社会の少子化、人口減少の加

速は重要な問題です。 

まずパネルを御覧ください。小国町が作成した資料です。グラフが３つ並んでいますが、一番

左は国立人口問題研究所が示した小国町の将来人口の推計です。２０６０年に２千７４３人とし

ております。小国町の、まち・ひと・しごと創生総合戦略の人口ビジョン素案では、子育て支援

環境を整えることで合計特殊出生率を現在の１.７５から２.１０へ向上させるとしています。そ

うなった場合、人口推計は真ん中のグラフになります。さらに、人口ビジョンでは人口流出と流

入を均衡させることで、２０６０年の人口を４千８８９人とすると目標を立てています。それが

一番右のグラフであります。この実現のためには、子どもを産み育てる安心の環境づくりに本腰

を入れる町政の実現が急がれます。 

そこで今日は３月議会に引き続き、子どもの医療費助成について質問します。まず確認したい

のが、総合戦略の中で子どもの医療費助成をどう位置付けるかという問題です。熊本県が行った

次世代育成対策に関する基礎調査というのがあります。理想とする子どもの数より、実際持てる

子どもの数が少ない理由として、小学生・中学生の保護者では、経済的負担が６６.８％と２位以

下を３倍も引き離し、格別の高さとなっています。さらに、内閣府の都市と地方における子育て

環境に関する調査では、九州・沖縄の場合、子育て費用の中で負担に感じている出費として医療

費が３０.８％で、保育費の２４.１％より高くなっています。子どもの医療費助成とは、数ある

子育て支援の中でも最も重要であると考えますが、小国町ではどのように位置付けられているで

しょうか。 
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町長（北里耕亮君） 子どもの子育てとか、そういう部分の御質問であります。まず、先ほどパネ

ルで示していただきました議会の冒頭にも参考資料として、小国町が人口ビジョンのまだ策定の

途中ではありますけれども示させていただきました。人口の問題については、私は３期目、これ

からのまた４年間、最重要事項と位置付けております。人口減少に歯止めをかけるというような

スローガンも掲げさせていただいております。その部分について意見といたしましては、一致し

ている部分はあります。重要事項であるという部分は、ここで発言をさせていただきたいという

ふうに思います。ただ、最重要かどうかという部分については、人口減少問題は子どもの育てや

すい環境・医療という部分だけにとどまらず、様々な部分がありますので、そこは御理解をいた

だきたいというふうには思います。 

さて、過去の行政の位置付けを話すときに、過去の歴史的な変化をここで少し御紹介をさせて

いただきたいというふうに思っております。今まで平成２０年７月から就学前までの医療費を小

学校１年生から３年生までのかさ上げといいましょうか、そういう部分をさせていただきました。

この部分についても予算はかかりましたけれども、一定の効果はあったというふうに行政として

は判断をしております。また、その後に平成２２年からは中学校３年生まで一気に引き上げさせ

ていただきました。この部分についても、いろいろな総合的に判断をさせていただきました。他

町村の動向もあったやに、その議会の議論の中ではあったというふうに覚えておりますが、まず

はこの小国町の子育てのしやすさ、そういう部分を考えて中学３年生までを引き上げさせていた

だきました。そういう部分で子育て支援、少子化対策の位置付けといたしましては、繰り返しに

なりますけれども、重要事項ではあるというふうなことは重ねて言わせていただきますが、一番

大事かどうかという部分については、様々ある重要事項の中の一つだという位置付けであるとい

うふうに答えさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

５番（児玉智博君） 現在の小国町の子どもの医療費助成の水準をどう見るか。今町長が答弁され

たように、町長が１期目の６月議会で小学校３年生までの助成対象の引上げを実行されたと。そ

の後、今言われたように平成２２年からは中学校卒業まで拡大になって、それまでは入院の場合、

千円の自己負担というのが求められていたわけですが、それをなくして町内の医療機関について

は窓口無料化となったわけです。これは当時では県内でもトップクラスの水準にあったと思いま

す。しかし、またパネルを御覧いただきたいのですが、今年４月現在、中学校３年生まで助成対

象としているのは、県内４５市町村中２８自治体になっています。もはやこの中学校３年生まで

助成するというのは普通のことだと言えると思います。さらに、９つの自治体では高校３年生ま

で助成しています。しかも同じ郡内の産山村、南阿蘇村も高校生まで助成をしております。これ

は全て今年の４月１日現在です。これは本腰を入れて人口ビジョンを達成しようと言うなら、こ

の遅れを直視するべきだし、何より今小国町の子どもたちや親御さんが高等教育期間中はお金の
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心配なく、必要なときには病院にかかれるようにしていくためにも、高校３年生まで引き上げて、

なおかつ町外の医療機関についても現物給付、窓口無料化すべきだと考えますがいかがでしょう

か。 

町長（北里耕亮君） 先ほど発言の中で、重要事項であるというのは言わせていただきました。そ

の際、やはり予算にも密接に関係があることであります。これは財源がなくしてはでき得ない分

野であります。その年だけの支出であれば一定の部分あるかと思いますが、これ一度始めますと

当然のことを言いますが、毎年毎年かかってきます。でも、その事柄が非常にいいことだという

ことであれば、また議会や町民の合意、そういう部分も大いにあるかと思います。するかしない

かということで、するほうであれば町民の方も御理解はするという位置付けにはなるかと思いま

すが、やはりあくまで町自治体といたしましては、財源の事柄、予算の事柄、総合的に判断しな

ければなりません。そして議員からは数回この質問については御意見をいただいている部分では

あります。その部分についてまた繰り返しでありますけれども、地方創生の中でこの人口を考え

る部分については大変重要で、そして子育ての環境やソフト面を考えることは、またそれも重要

であるというのは何度も言わせていただきましたので、執行部の内部でもこの分についてはまた

検討していきたいというふうには思っております。また、状況によりましては、執行部と議会、

車の両輪でありますので、議会の中でも常任委員会の中あたりでも、またこの分野の話を話題に

していただければというふうに思います。 

それでは少し長くなりますが、まず現物支給について、私の少し課題といいましょうか、そう

いう部分を発言させていただいて、また議会の内部で話題にしていただきたいと思う事柄が、現

物支給というのはその窓口で領収書をもらい、そしてまた役場に来てと。一度立替払という部分

がもちろんありますけれども、町内の部分については問題は解決をしておりますが、具体的なお

話をさせていただきますと、例えば津江地域にも診療所というか、病院というかかかる所があり

ます。そういう部分に、じゃあどれぐらいお子様方が行っているかと。また、阿蘇市・郡近くで

は内牧にもありますし、阿蘇市の旧一の宮エリアにも医療機関はありますが、どのぐらいそのあ

たりに行っているか、若しくは熊本市内には大規模病院がありますけれども、どれぐらい行って

いるのかというやっぱり分析も必要ではないかなというふうに思います。もし、近隣の所に非常

に多く行っているのであれば、そこと打ち合わせをさせていただきながら、直接契約をして、そ

のことができるのであるかというような検討もしなければならないというふうに思っております。

これは次の課題ですが、もし熊本県内の医療機関や全体を考えるのであれば、そういう制度があ

るやに少し伺っております。連合会という会が、ちょっと正確にはすみません申し上げられませ

んが、国保連合会だったでしょうか、そういう部分に委託をしてどこの病院にかかってもその対

応ができるということも伺っておりますが、これについてはまたその委託料の予算がかかるとい

う部分も伺っております。じゃあそれが正確に大体どれぐらいかというのもまだちょっと把握は、
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大体の金額は分かりますが把握はしておりません。そういう二つのやり方があるかと思っており

ます。 

  次の話題で、高校生の話題をさせていただきます。高校生に関しては、地元の高校の小国高校

に行っていらっしゃる生徒もいれば、ほかの高校に在学をされている高校生もいらっしゃいます。

じゃあ小国高校以外の高校に行ってる方をどうすればいいかとか、そこも様々議論する必要があ

るのではないかというふうなこともあります。また、もし高校生まで医療費助成をすれば１年間

にどれぐらいの金額が予想されるのかというのも検討しなければならないかと思います。結論を

言いますと、もう少しそういう話題を執行部からまた今後提案をさせていただいて、議会の常任

委員会や様々なところで話題にしていただいて、議論を深めていきたいとそういうスタンスであ

ります。 

  以上でございます。 

５番（児玉智博君） この問題については過去にも何度か質問させていただいたのですが、随分前

向きに捉えていただくことができはじめたのかなというふうに思いました。今幾つかの課題が挙

げられましたが、やはり町外医療機関の現物給付化という問題を考えるときに、やはり重要にな

るのが、かなりこの小国郷地域はお医者さんも少なくて病院も少ないですし、やはりそうした中

で入院機能があるのは、今のところ小国公立病院だけというような状況です。そうした中でやは

りお子さんが病気になったときに、小国公立病院に例え連れていったとしても、それが重い病気

であったりとか、あるいは体制がとれなくて入院できないから入院は日赤病院であったりとか、

熊大とかそういう熊本市の病院に入院させてくださいということで病院側から言われた場合に、

やはり親御さんたちとしてはそのつもりはなかったけれども、仕方ないから命に関わることだか

らということで入院させた場合に、やはり入院となれば３割の自己負担といっても期間にもよる

でしょうけれども、１週間以上も入院してしまえば、高ければやはり１０万円近くの自己負担金

を支払わないといけないというような状況になると思うのです。そういうふうに考えた場合に今

いる子どもたちを手助けしていくということ、これが非常に大事だと思うし、やはり今小国町の

町民の人たちが、これは子育てがしやすい町だと思える町にならないと、人口の問題ですよね、

移住者を受け入れるという窓口まで最近小国町はつくっているわけですから、やはりそういう町

づくりをしていかなければなかなか移住者も増えないのではないかなと思うわけです。また、先

ほど申しましたけれども、同じ郡内でも高校３年生までの拡大という話になれば、産山村や南阿

蘇村も高校３年生までもうしているわけですよね。やはり、町外の人から見れば小国町も阿蘇の

一部ですよね。そうなった場合に、じゃあちょっと阿蘇に住もうかなとなったときに、やはりそ

ういうある意味周辺の市町村とも、周辺市町村もこれは国全体で総合戦略というのは立てている

わけですから、やはり何とか人口を獲得しようと思ってみんな一生懸命やっているわけです。そ

うした中で小国町が勝つという言い方が正しいかどうか分からないけれども、やはり勝って、移
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住者を迎え入れるというためにも、やはりここはひとつ子育て支援を強めて、子育てしやすい町

づくりをしていくためにはやっていかなければならないのではないかとそういうふうに思います。

ただ、今そのための検討を執行部内でもやっていくので、是非常任委員会なんかでも議論をして

ほしいということで、町長からの御意見がありました。そこで議長、提案なのですが、この問題

についてやはり所管の常任委員会を開いて議会内でも議論をしていくということは、これは非常

に大事なことだと思いますが、そのためのお取り計らいを是非議会運営委員会などで話題にして

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（渡邉誠次君） 後日別な時間を取りまして、ゆっくりとまずはお話を伺いたいというふうに

思います。 

  以上です。 

５番（児玉智博君） そこで先ほど町長の答弁の中で財源の話も出ましたが、私は県の果たす役割

が熊本県の場合、非常に不十分だと思います。もう１枚このパネルを御覧いただきたいのですが、

これは熊本県が助成する子どもの医療費ですが、これは４歳未満と入院では単独で全国最低、通

院でも３県と同率でワースト３という状況です。蒲島知事は昨日の県議会で、県政が着実に前進

している手応えを感じているなどと言って、来春の知事選への立候補を表明しました。しかし実

態はどうかというと、人口は熊本都市圏に集中をして経済でも都市圏とそれ以外の地域との格差

は拡大を続けている。子どもの医療費助成については、中学校３年生までの無料化を求める７万

以上の県民の署名が集まったにも関わらず、既に県内の全ての市町村が県の補助制度に独自に上

乗せをして県民への助成を行っています。そのため、今県の市町村への助成対象を拡大しても、

市町村の財政負担の肩代わりにしかならず、県民幸福量の最大化にはつながらないと議会で答弁

をしています。その一方で、阿蘇の自然を破壊する上に効果も疑問視されている立野ダムには、

無批判にも総額２７５億円もの県費を費やそうとしています。町長、このような県や知事に対し、

一体何が町民あるいは県民の幸福につながるのか、訴えていくべきであるとは思いませんか。子

どもの医療費助成でも県がしっかりと責任を果たしていくよう予算要求すべきだと思います。今

後策定される県の総合戦略にも、しっかりとこの子育て支援を位置付けていくよう求めていくべ

きだと思いますがいかがでしょうか。 

町長（北里耕亮君） 熊本県の行政の部分については全てではありませんが、そういう情報を私も

把握をしております。思いといたしましては今後も引き続き要望を上げていきたい、そして先ほ

ど言われた言葉のフレーズの中に、肩代わりという部分も把握をしておりまして、自治体が基礎

自治体である町、村、市もそうですけれども、かなり厳しい状態で、でもやはり町民のためにと

思ってしっかりやっている部分を県あたりも御理解をいただきまして、そういう制度にしていた

だけると自治体として、私たち小国町としては助かるという部分はここで申し述べさせていただ

きたい。で、引き続き要望はしていきたいと。特に子育てもそうですが、ちょっと質問にはあり
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ませんけれども、医療の部分についても熊本県行政は少し自治体の状況を把握の部分が、という

ふうに思っておりますので、そのあたりのところはいつも私、小国町外一ヶ町公立病院組合の組

合長でありますけれども、頻繁に要望活動をしておりますが、なかなか厳しい状態があります。

医療のほうはそうですが、子育ての部分についても引き続き要望をしていきたいというふうに思

っております。 

５番（児玉智博君） やっぱりまさに今町長が答弁されたとおりだと、それは小国町だけじゃなく

て全ての市町村がそうなんだと思うのです。やはり、この冒頭で子育てのために子どもの医療費

助成が重要だと。私は最も重要という言葉を使いましたが、町長はそれはほかの部分も子育て支

援では大事なものがあるというふうにおっしゃいました。私もそうだと思うのです。だから、基

礎自治体が厳しい財政の中でもやはり大事な子どもの命を守るために、子育て支援に独自財源を

使ってやっている中で、やっぱり県がそこをしっかりと責任を持つようになれば、そのほかの部

分の子育て支援についても、それ以外の政策についてもまわすことができるお金が増えて、それ

が結果として町民の福祉の増進であったりとか、それこそ幸福量の最大化につながることだと思

うのです。この問題については、小国町長以外にもほかの市町村長の中からも要望が出ているの

です。熊本県の市長会では、せめて就学前まで医療費助成を拡大してほしいというそういう申入

れを市長会として行っているわけですから、是非この部分についてはいろんな町村会なんかを通

じて、いろんな首長たちとも協力をして是非実現できるように要求をしていっていただきたいな

というふうに思っています。そして、次の質問ですが、介護保険について質問します。今回の決

算では。 

町長（北里耕亮君） 答弁していいですか。 

  その県の部分がどれほど大事かという部分で、同じ意見でございますが、要望していくという

のは先ほど答えました。それで高校生までの話題を今後また話題にしていきたいというのは発言

しました。こういう表現はちょっと適正かどうかわかりませんが、やはり就学前までの医療費、

小学校、中学校まで合わせて足し算をしますと、それが毎年毎年かかるというのは当然のことで

あります。でも、大事な事業はやはり続けていかなければというふうな思いをしておりますが、

改めて議会の皆様方に１０万円、２０万円のお話ではありませんので、少し年間どれくらいかか

っているかというのを併せて発言をさせていただき、そして今後の判断の材料にまた議論を深め

る、別の機会の常任委員会とかの部分での判断にしていただきたいと思いますが、ちょっと福祉

課長から大体年間の、決算の部分で出ておりましたけれども、ちょっと発言させていただきたい

と思います。 

福祉課長（穴井幸子君） 平成２６年度の中学生の医療費、高校生の医療費につきましてはちょっ

と拾うことができませんでしたので、中学生が同じく１年から３年の３年間ということですので、

同程度ではないかということで、中学生の医療費ですね。平成２６年度につきましては、乳幼児
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医療が６８７万８千７７７円、児童医療のほうが１千１１万１千３３１円、合計の１千６９９万

１０８円となっております。 

町長（北里耕亮君） 先ほど県の部分の話が続いておりますけれども、このあたりの中の幾ばくか

でも、確かに御意見のとおり熊本県行政が市町村に対して加勢をいただくと、どれほど財源的に

もという思いはあります。ですから、引き続き要望はしていきたいと思います。そして今言う金

額が相当の金額ではあります。大事であるという認識はしておりますが、これにまたプラスして

高校生という部分がありますので、またいろいろいろんな場面で議論を深めていただきたいとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

５番（児玉智博君） 県への要望については、私も県民としてしっかり県民の皆さんと力を合わせ

て、県に対する要望も行っていきたいと思います。 

 次に介護保険についてですが、今回の決算では社会福祉法人等を交付先とする介護保険、低所得

者対策補助金について、交付実績がゼロで県負担分も全額返還しています。まず、この制度につ

いて要旨を説明してください。 

福祉課長（穴井幸子君） お答えいたします。社会福祉法人等による利用者負担軽減制度でござい

ます。これにつきましては社会福祉法人等と申しますのは、まず社会福祉法人が非課税でござい

ます。そこで税制の優遇を受けているという法人の特性上、低所得者の負担軽減を行うこととい

うことで、それが法人の使命という考えの下その制度が推進されておられます。地域貢献という

意味でのものでございます。これにつきましては、県を受けて町が実施主体となっております。

中身のほうまで。 

５番（児玉智博君） 要旨だけ、中身のほうも分かるように。 

福祉課長（穴井幸子君） こちらについては介護保険サービスを受けられる方は１割の負担があり

ますけれども、そのうちの要件を満たした方、例えば６つの要件があるんですけれども、それら

を全部満たした方につきましては、その介護保険料の１割の分の自己負担が２５％軽減される。

本人の負担はその１割のうちの７５％を負担していただき、その残りの２５％につきましては事

業所とその自治体でおよそ半分ずつ負担をするという事業になっております。 

５番（児玉智博君） 近年、老後破産などの言葉に表されるように、高齢者の貧困の問題が深刻に

なっています。社会保障の分野では、負担は高く給付は低くという流れがますます加速しており、

増税や物価高とあいまって高齢者の暮らしはいよいよ深刻な状況に置かれていると思います。特

に高齢者だけの世帯や独居世帯が多い小国町は、いざ介護が必要になったときに自己負担金が高

くて、思うようにサービスが受けられないという方が今後増えていくのではないかと思います。

この低所得者対策補助金だけでは十分とは言えませんが、生計困難者にとって一種の手助けにな

ることは間違いないと思います。しかし、小国町の場合、町内の社会福祉法人は社会福祉協議会
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だけしかなく、提供されているサービスも限られています。そのため町内の生計困難者の方たち

の多くは、制度があっても救済の枠の外に置かれているというのが実情ではないでしょうか。厚

生労働省の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽

減制度事業実施要綱には、事業主体についてはこの取扱いがあくまで事業主体に負担を求めるも

のであることから、市町村又は社会福祉法人が実施することが基本であるが、市町村内に介護保

険サービスを提供する社会福祉法人が存在していない地域などにおいては、当該市町村の判断に

より社会福祉事業を経営するほかの事業主体においても、利用者負担の軽減を行い得るものとす

る。なお、その場合には都道府県と協議するものとするということと、本事業は全ての市町村に

おいて実施することが必要となるものであり、市町村は指定地域密着型介護老人福祉施設及び指

定介護老人福祉施設について、全ての社会福祉法人がこの事業に基づく軽減制度を実施するよう

働きかけるものとするとなっております。つまり、小国町は社会福祉法人はあるけれども、そこ

が提供していない介護サービスが多いと思うのです。そうした中で、ほかの株式会社であったり

とかＮＰＯとか、その他の法人が運営する介護サービスがそれを補完しているというかそういう

状況にあると思うのですが、補助の対象を社会福祉法人以外にも広げる必要があるのではないか

と思いますが、いかがお考えでしょうか。 

福祉課長（穴井幸子君） 議員の御指摘のとおり小国町の中では社会福祉協議会が法人で、この訪

問介護につきまして登録をしております。これにつきましても社会福祉法人がない自治体につい

ては、そのほかの事業所というところにすることができるというふうにもうたわれておりますけ

れども、ちょっとここは県に確認をいたしました。例えば訪問介護以外に例えば入所関係のほう

ですね、そちらのほうのサービスを行っているところについては、社会福祉法人ではないんです

けれども、そういったのをできますかというようなところは問い合わせはいたしましたけれども、

県としてはそれは一般の事業所ではできないという返事がありました。それともう一つは、この

制度につきましては本人が申請をしてサービスが受けられる証明書といいますかそういったのを

持つんですけれども、小国町以外に他の町村におられる方もこのサービスを受ける、他の市町村

で登録をしていればそのサービスを受けることはできます。一応それでよろしいでしょうか。 

５番（児玉智博君） まず１点目、ほかの市町村に登録をしておけば受けることがですね、ほかの

社会福祉法人にということでしたけれども、それで十分なのかということなんですよね。極めて

それは不十分だと思います。ほとんどの町民の方たちが町内の介護施設を利用されているという

のが実情じゃないでしょうか。それと県ができませんというふうに言いましたとさらっと言われ

たわけですけれども、じゃあなぜできないというふうな説明だったのか、そこを説明してくださ

い。 

福祉課長（穴井幸子君） この制度につきましては先ほども申しましたけれども、社会福祉法人が

非課税で税制の優遇措置を受けているといったことがあります。それでそういった法人の特性上
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で低所得者の負担軽減を行うということが法人の使命ということで、その制度の活用が推進され

ているということです。軽減分については社会福祉法人が負担をいたしまして、またその一部を

市町村が助成という形になるのですが、今のところ小国町のほうは社会福祉協議会の訪問介護の

部分ですので、ほかの居住サービスがあるところの一般事業所のことも、ちょっと先ほども話し

ましたけれども確認をしたんですけれども、この事業というのが社会福祉法人対象ということで、

一般の事業所のほうでは考えていないということでありました。 

５番（児玉智博君） 何だかよく分からないんですけれども、でもこの制度自体が社会福祉法人な

どに全然限定されていないんですよね。しかもその介護サービスを提供する社会福祉法人が存在

していない地域においてはじゃなくて、地域などにおいてはというふうに明確に書いてあるわけ

ですよね。今、県が言った話をされましたけれども、それを聞いていてもこれは極めて行政の御

都合主義でしかないというふうに思います。実際、町内の介護事業者の皆さんがどう考えていら

っしゃるか、私アンケートを行いまして、まず、この制度が社会福祉法人以外にも拡大された場

合はどうしますかということをお聞きしました。その中で今現在、これまでに独自に行政何かの

手助けを受けずに、独自に生活困難な利用者の方の利用料を減免したことがありますかという問

いには、１カ所の事業者の方がもう既に減免をしていますよというふうに言われているわけです。

しかもここは１人や２人の人数ではないわけです。そのほか全部のアンケートを送ったのが９日

とギリギリだったので、まだ返ってきている枚数自体は４つの事業者からしか返ってきていない

のですが、今現在は利用料の減免を行っていない施設というか介護事業者の方でも、もしこれが

拡大された場合にはこの制度を利用する価値はあると思うというふうに皆さんが答えていらっし

ゃるわけです。その中の理由を言われているわけですが、ちょっと御紹介すると、ある事業者の

方、サービスの内容までは言いません。利用料のことですが、当社は小国町では最も安く設定し

ています。しかしそれでも国民年金では支払いがなかなか難しいというのが現状ですと、こうい

うふうにおっしゃっています。それともう一つ御紹介すると、低所得の方は生活保護を申請し介

護保険利用には支障がありませんと、しかし、生活保護を受けられない方で困っている方はいら

っしゃると思いますと、こういうふうなアンケートが返ってきています。やはり私はこうした町

内の事業者の方も歓迎していることですから、たった１回、県にいや駄目ですよと突っぱねられ

ただけで諦めていいのかと。まさにここは今、小国町の福祉の姿勢が問われていると思いますが、

ここは改めて行政としても町内の事業者たちの話を聞いて、そして町民の安心した老後のために

県と交渉していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

福祉課長（穴井幸子君） この制度につきましては、もう一度県のほうにしっかり質問というかし

ていってみたいと思います。それと先ほどのそのアンケート、その利用者の方々ですね、やっぱ

り一番密着しているというのは相談員といいますかケアマネですね。そういった方々の何て言い

ますか周知ですね、この制度についての周知とかもしっかりしていきたいと考えています。こう
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いった制度がありますよということをですね。そして本人さん。そしてこの制度に６つの項目が

ありますけれどもそれをクリアするということで、その方がこれをクリアするかどうかは調べて

みないと分からないので申請をしていただいて、そしていろんなことを所得関係や家族関係など

を調べさせていただいて、クリアになればそれを使えるような形になるかと思うのですけれども、

そういったのがありますということをしっかり周知をしていくような形でしていきたいと思いま

す。県のほうにももう一度しっかり確認をしていきたいと思います。 

５番（児玉智博君） やはり現行制度の枠内の中で、今回の決算では実績がゼロだったんですけれ

ど、それを増やそうと思うなら町が周知することも必要だけれども、やはり実際そのサービス提

供者である社会福祉協議会が実際接しているわけですから、大体その生活状況なども把握してい

るわけですから、そういうあっと思ったときには直接こういう制度がありますよというような働

きかけをしっかり社会福祉協議会に指導していかないと、これは駄目だと思います。県とも再び

交渉していくとおっしゃいましたので、是非やっていっていただきたいと思います。 

福祉課長（穴井幸子君） 先ほど社会福祉協議会の話が出ました。ちょっと確認をいたしましたと

ころ対象者がいないといいますか、今回は相談はお互いにしましたけれども要件に合わなかった

ということが実情でございます。 

５番（児玉智博君） 次に、保育園についての質問です。ケーブルテレビの週感おぐチャンで、蓬

莱保育園の夕涼み会が取り上げられた際、同保育園は来年から休園するため、最後の夕涼み会に

なると伝えられました。この件について監査委員には７月１５日の決算審査の後に、休園しよう

と思っているとの意思が語られていましたが、議会にはおぐチャンが放送された後も、今日まで

一切の説明が行われていません。これはあまりに議会制民主主義を無視したやり方だと思います。

こんなことが許されると思っているのですか。 

保育園長（梶原良子君） おぐチャンのほうで、蓬莱保育園の夕涼み会の様子が放送された件で、

今年度末で休園の予定であるということで放送されたかとは思っておりますが、事前にでも議会

のほうに説明をしていなかったこと、説明が遅れたことを大変申し訳なく思っております。すみ

ませんでした。休園につきましては、県に届出が必要ということで、休園する３カ月前までには

届け出ることにはなっております。来年の３月末に休園という形になれば、１２月までに届出を

出さなければいけないことになっています。県にその際必要な項目はということで確認をいたし

ましたが、議決要件ではないということでしたので、今後１１月に次年度の新入園児の募集をい

たしますので、それが終わってから結果を見ながらではありますが、１２月の議会で休園の報告

をしてから県に休園届を提出するという予定ではありました。 

５番（児玉智博君） もう１２月までに届けていかなければならないというのであれば、それは報

告だけでいいのかと、こういう大事な問題をですね。議会にもそういう説明もしない、あるいは

地域住民の方たちもこれは正式な直接の説明というのも行政から行われていない。こういうやり
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方で本当にそれが民主主義といえるのかというふうに私は思うわけです。やはり保育園の統廃合

のことも私も何度かこの議会で取り上げてきましたが、いまだに町民に対してまともな説明もで

きない状況にあるんです。しかもその流れで休園を検討しているけれども、でも一切の説明はし

ない、意見も聞こうとしない、そういうやり方をするんであれば、これは休園という名の下にも

うそのままその流れで統廃合してしまおうというふうにやっているんじゃないかと私は疑ってし

まうわけです。８月の全員協議会では休園などという説明はされませんでしたけれども、行政報

告のような中で、保育園長から非常に蓬莱保育園の人数が少なくなってしまっていると、来年か

らはもう５人しかいなくなると。下城保育園も何年かあとには同じような状況になりますという

ふうに言われたわけです。そうであれば、じゃあ何年後かに下城保育園も人数が少なくなってし

まえば、地域への説明も、保護者からの意見も聞くことなく自分たちの判断だけで休園にしてし

まって、そういうことを続けていくのかと。まさに今小国町の民主主義が問われていると思うの

ですが、いかがですか。 

保育園長（梶原良子君） 今の現状をお伝えしたいと思います。蓬莱保育園におきましては、昨年

度末、今年３月までは１６名の園児がいましたが、卒園や転園それから退園もありまして、４月

の時点で園児数が７名でした。急きょ５月途中で全然考えもしていなかった２名の園児が御家庭

の都合で転出するということになって、それからもう１名、里帰り出産で入園をしていた子ども

さんが８月末で退園することは決まっていましたので、現在園児数は４名となっております。こ

の４名の中で年長児が２名、それから年少児が１名、それから２歳児が１名という構成になって

おります。今年の４月には保護者と保育園とで、園児数が少ないのでこの１年間をどうしていく

かというお話をさせていただきまして、いろいろ行事等もどうやってしていこうかというお話を

させていただきました。４月、５月、６月と毎月保護者と保育園との話を行いながらなんですが、

いろんな提案をさせていただきました。宮原保育園と交流保育をしましょうということとか提案

をしましたが、年長の保護者はどうしても蓬莱保育園で卒園をしたいという御意向がありました

ので、それでは３月までは蓬莱保育園で保育を何とか頑張りますということで今やっております

が、年少児の１名と２歳児の１名は黒渕以外から登園してきておりまして、次年度は宮原保育園

のほうに転園したいという意向を伝えていただきましたので、そうなってくると新入園児がいな

ければゼロという形になりますので、保護者には３月末で休園というのを視野に入れながらとい

うふうに最初はお話しましたが、今現在４名ということですので、年長児以外の保護者も来年の

４月以降の保育園を宮原保育園にするということを決めていらっしゃいましたので、休園という

形をとらせていただきたいというお話は保護者にはしております。それと協議会長のところにも

いろいろほっぽ蓬莱祭とか、鉾納社のお祭りとかにも参加させていただいておりましたので、園

児数が少なくなったことをお伝えして、今年度は少ないですけれども保護者も一緒にお手伝いし

ていただきながら、お祭りには参加させていただきたいということを協議会長には二度ほどお伝
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えに行っております。本当に園児数が少ないというのが、一番今後保育ができなくなるのではな

いかという不安がありますし、遊びを見ていてなかなか遊びが広がらないし、ルールのある遊び

ができないというのもありまして、遊びの一つひとつが長続きしないという現状も見ていますの

で、月に１回若しくは２回は宮原保育園のほうに全員来て、交流保育を今やってはおります。そ

こで大人数の中で一緒に遊んでもらったり、給食を食べたりお昼寝したりをやってもらい、また

蓬莱保育園のほうに帰ってお迎えを待つというのを月に２回ほど予定を入れながら今やっている

ところではあります。 

  以上です。 

５番（児玉智博君） 私が言っているのは、何でそれを町民に対する説明が全くないのかというこ

とを問題にしているのです。だからそれを私の質問の持ち時間の中で、そんな聞いてもいないよ

うなことを答えるのではなくて、やはりそれを議会の場で、そのために行政報告何かも、今回も

行政報告の時間をとって議会に説明する機会があったじゃないですか。にも関わらずそれをして

こなかったと、そして地域の住民の方たちにしてもそうですよ。やっぱりそういう説明と、そし

て町民の意見を聞く、これをしていないことを問題にしているのです。統廃合の問題にしてもこ

の話が出てからかなり時間がたつけれども、それがなされていない。こんなことで本当にやっぱ

り住民自治が守られてるのかと。まさにこれ小国町の町政が問われているのではないかと思いま

す。この点について今後どうしていくのか。やはり１２月議会まで何の説明も、意見を聞く機会

も持たずに、なし崩し的にいってしまうのかと。今後また下城保育園何かででもこういう問題に

なったときにやっぱり同じようなことをやっていくのか、はっきりしてください。 

町長（北里耕亮君） この部分については、行政が恣意的に統廃合に持っていくとかいう部分では

ございません。先ほどその説明の話は確かにそのような部分でありますので、今後１１月に入園

児募集をして、もしいなければそういうふうになる可能性がありますということは、また再度地

域住民の、その枠組みはまたいろいろ検討しますけれども、どういった形かで説明させていただ

きたいというように思います。それと統廃合の部分でも説明がないという御意見でございました

が、まだそういうふうに保育園の内部では１回説明させていただきましたけれども、年度は替わ

りまして保護者の方々自身も変わります。そういう部分で引き続き行っていこうとは思いますが、

まだ具体的に説明ができる状態に至っておりません。そういう環境、状況になれば、またしてい

きたいと思います。そしてまたこの部分については議会の中でも様々御意見があるであろうと思

いますので、先ほどの子育ての話ではないのですが、この保育園についてもまた議会の御意見を

お聞きしたいとそういう思いはしております。 

  以上です。 

５番（児玉智博君） やはり町づくりにおいて、小国町のような本当に小さなコンパクトな町です

よね。そうであればやはりそういう町の特性というのは、１人聞けば、熊本市で１人の意見を聞
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くよりも多い割合の町民の意見が届いたということだと思うのです。やはり今後小国町らしい、

小さい町らしい、小さいながらに自立した町づくりを進めていくためには、やはり町民参加型の

町民の声をしっかりと聞く町政づくりというのが、これは必要不可欠な問題だと思います。そう

いう中でやはりこういう説明する状況にないと言うけれども、でも、統廃合の方針というのは変

わっていないわけでしょう。そうであれば何回も何回も、たった１回の説明会で終わらそうと思

うから、そういうまだまとまっていないとかそういう話になると思うのです。やはり繰り返し何

回も細かく町民の意見を聞いて、今後の小国町の保育をどうしていくかと、どうすべきかという

ことを判断していただきたいということを最後に求めまして、あと１問通告しておりましたが、

時間が中途半端になりますので終わりたいと思います。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。まずもって東日本豪雨被災者の皆様にお見舞いとお悔やみ

を申し上げます。今回の災害は堤防の一番弱い所が出た災害でした。河川の内側は構造物等で補

強をするのですが、川裏側はどうしてもコスト面から土で築堤をするというのが通常です。学生

時代に堤防が崩壊する実験をしたのを思い出しました。何十年も前のことを今の歳になってやっ

と思い出すことができました。日頃いかに自分が災害に考えが薄いかがはっきりいたしました。

小国町には鬼怒川みたいな堤防や住宅街はほとんどないと思いますが、何が起きるのか分からな

いのが災害です。また、１４日阿蘇中岳が噴火し、警戒レベル３が発令されています。常に危機

感を持って生活しなければならないと思います。 

国会のほうでは、安全保障関連法案で持ち切りです。ぎりぎりまでテレビを見ていましたが、

決まらないままこの場に来ました。村山談話、小泉談話、安倍談話と１０年おきにある総理大臣

の戦争の謝罪ばかりのイメージでしたが、安倍談話は私に少し心に残るものがありました。ちょ

っと申し上げます。特にあの戦争には何の関わりもない私たちの子や孫、そしてその先の世代の

子どもたちに謝罪を続ける宿命を負わせてはなりません。こういう文章がありました。これから

日本は積極的平和主義をとり世界の平和と繁栄のために貢献していくという文章を読んで、ああ

少しは進んだのかなという感じを受けました。 

  それでは、本題に入ります。よろしかったら１問１答でお願いいたします。 

  まずは農畜産産業における特産品・特産物について質問します。本町の特産品は多々あると思

いますが、生産者の高齢化、後継者不足による生産能力低下対策をお聞きしたいです。 

町長（北里耕亮君） 農業分野の農畜産物の特産品という部分、ほか農畜産物以外の特産品もある

かと思いますが、後継者不足での減少傾向ということで対策はあるかというような質問でござい

ます。この部分については大きな課題であるというふうに町としては認識をいたしておりまして、

関連した質問がまた別の方からも出ております。そういう部分については主な特産品というか野

菜関係でありますと例えば、ホウレンソウとか、キュウリや大根、椎茸とかいろいろございます

けれども、確かに正確ではありませんが１０年前に比べるとその生産額、その取扱高、減少して
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いる部分は否めません。そういう部分について町といたしましては、新規就農者対策ほかいろん

な施策を講じてはおりますけれども、まだ十分ではないところもありますので。また今後この分

については地方創生の部分で、やはり地域の例えば耕作地やそういう部分がしっかり守られてい

ないと、やはり地域としては自給自足というか自立というかそういう部分ができ得ません。この

小国町という町の中で、町民の方がその中で仕事の観点からも農業、林業、しっかりした生活が

できることが幸せな生活を送れることにもつながりますので、そのあたりのところは今後も更に

また対策を講じていくという部分でございます。たくさんありますので一つひとつは申し上げら

れませんけれども、今の対策プラスこれからまた様々な対策を講じていくということで、答弁を

させていただきたいと思います。 

  以上です。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。次に、私個人的に小国の特産品で一番はジャージー牛乳だ

と思っているのですが、夏場は毎日１リットル飲みます。冬場でも５００ミリリットルぐらいは

飲みますが、この商品はＪＡ阿蘇でも小国単独のものと認識していますが、ジャージー牛が小国

に来たのが昭和３２年だと調べた中には書いていましたが、酪農家の方は６０年間ジャージー牛

乳を守ってきたと思います。私たちも小学校１年から５０年間ずっとお世話になっている品物で

すが、町長はこれをどうお考えですか。 

町長（北里耕亮君） ジャージーの部分でございますが、先ほど少し言い漏らしたことがあります

ので、例えば担い手や後継者不足については、最近特に活躍が目覚ましいのは若手農業者の方々

が小国町では大変活動が活発になってきました。会の立ち上げもいたしまして、そういう取組を

行っております。また上田地域において農地の集積加速化事業という部分にも取り組み、集落営

農の法人会の検討を今現在しております。担い手という部分については今後も繰り返しの答弁に

なりますが、しっかり町としてやっていきたいというふうに思っています。 

さて、今御質問のジャージー酪農についての位置付けでございますが、これは町として大変重

要な産業の１つというふうに思っております。先ほど野菜ほか特産品いろいろ申し上げましたけ

れども、ホウレンソウ、キュウリ、大根、年々減少はしておりますが、ただ、平成２６年度の個

数で例えばホウレンソウが、個数も減少はしておりますけれども取扱量が１億７千とか２億近く

あったりいたします。キュウリもちょっと減少はしておりますけれども、１億近く。その中でや

はり酪農の分野が非常に突出して、これは原乳、生乳でありますけれども、平成２６年度が７億

ほどあります。加工も合わせれば相当の取扱量というか生産額、損益というか営業利益だという

ふうに思っております。ですから、そういう部分についても、町としての産業といたしましては

大変重要な産業であるというふうな位置付けはいたしております。 

  以上です。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。私が心配しているのは要するにＪＡ阿蘇と合併して、昔は
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小国農協で全てを守っていけばよかったとは思いますが、どうしてもＪＡ阿蘇の中に入れば、も

し赤字経営になればＪＡから切り離すとかそういうことになった場合に、町は守っていけるのか

というのと、全国で１万頭弱に減少したと言われているジャージー牛ですが、そのうち小国町に

は１千２００頭余りいるそうです。全国で言えば２位ということでございます。ちなみに１位は

岡山県の真庭市で小国町の３倍いるそうです。過去には小国も昭和５２、３年頃、７００頭以下

になるぐらい減った時期もあったと聞いております。しかし、今はまた頑張っていただき、１千

２００頭まで上がったということで、後継者不足により低迷していくのはもう間違いないと思い

ます。先日全農の広報誌ＡＧＲＩＦＵＴＵＲＥにＪＡ阿蘇小国郷の酪農家の文言を拝読させてい

ただきました。私は大変感銘いたしました。町はＪＡと今後、乳製品等について検討会等を開催

したことがあるのか聞かせてください。 

町長（北里耕亮君） 検討会という正式な枠組みでの協議は行ってはおりませんが、事実を申し上

げますと、この酪農の分野について役員の方と協議をしたことはあります。また職員の方に現状

の農協の中での例えば損益の部分や資産、どういう機械があってどういう資産があるか、通常の

営業の運転資金とか細かい部分全てではありませんけれども、大体の部分をお知らせをいただき

たいというような旨の部分の概略の概略の協議をしたことはありますけれども、今議員がおっし

ゃるような検討会であるとか、そういう正式なものはまだ行ったことはありません。 

ちょっと質問にはなかったのですが、先ほど私、重要ということで言いましたけれども、本当

に加工品の中ではヨーグルトだったり、小国町の産業はジャージー牛乳がありますねと、町外の

方からも大変言われることは多いです。この部分を町としても伸ばしていきたいという思いはし

っかりあるというふうに思いますので、そこは発言をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。その中で今御意見のように、そういう話題でまだ途中の段階というか、内部で一部分協

議をしたというだけであります。このあたりのところは議会の御意見も、そういう検討会をする

のかどうなのかという部分を逆にお聞かせいただきたいというか、また先ほどの福祉の話ではな

いですけれども、議会の中でまた話題にしていただけるとありがたいなというふうな思いをして

おります。 

９番（熊谷博行君） はい、９番熊谷です。まずやっぱり小国町は農家が大半を占めています。も

ちろん商工業も大事なのですが、農家が減れば減るほど小国町の人口は折れ線グラフみたいに減

っていくと思います。まず、農家が減らないような対策をとっていただき、人口減に努めていく

といいと思います。 

次に、２番目に分散型エネルギーインフラプロジェクトについて質問いたします。本町には地

域の恵みの中に地熱がありますが、今行われている木材乾燥施設以外、新地熱事業参入へ考えが

あればお聞かせください。 

町長（北里耕亮君） 先ほどの農業の分野について、最後の答弁をいたしたいと思いますが、先ほ
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ど言いましたように若手農業者の会が非常に活発にやっと今でき始めて活動し始めて、そしてこ

れから花が咲くというような時期にきていると思います。そういう部分について後継者の維持、

そういう部分が今後の産業の活性化にも大いにつながるということで、これは所管が違いますが

住民課所管の中では、結婚対策というような部分も今まさにやり始めております。そういう中で

少しそういう推移も見守っていただきながら、また様々な御意見をいただきたいというふうに思

っております。 

  次にエネルギーの話でございますが、環境モデル都市に認定いただきまして、本年度の一般会

計予算の補正予算も様々計上させていただきました。国の省庁からの調査事業も始まりまして、

地方創生の中での仕事づくりであったり、エネルギーの地産地消という観点、そういう大事さか

らも大変力を入れていきたいという分野ではあります。そして答え、答弁でありますけれども、

地熱の事業について町が参入する気はあるかというような内容であったかと思いますが、これに

ついても今までいろいろ集落のいろんな御意見があり、この地熱についてはその影響であったり

地域集落の意見の違いとかであったり、なかなかでき得ませんでした。４、５年前まではですね。

状況が少しずつ変わってきまして、地域の地熱とかエネルギーに対する考え方、全国的な再生可

能エネルギーに対しての考え方の変わり、そういう部分から総合的に判断いたしまして、これか

らはやはり積極的に参入をすべきだろうというふうに思っております。 

じゃあ、どういう形で参入をするかという部分についても、ここで答えが出るものではありま

せんけれども、例えば、地熱の発電に関してどういう形かで関わり合うのか。発電以外に熱利用、

熱を利用することによって関わり得るのか。形はいろいろあるかと思いますけれども、またこの

あたりについても今いろんな調査事業を行っておりまして、また地場の地域の集落の動きもある。

小国町内のエネルギーに関係する会社も設立をされたようですし、そういったところとの連携も

図れるのではないかという検討もできたり様々ありますので、このあたりのところも少し推移を、

途中経過は議会で報告をいたしますので、見守っていただければというふうに思っております。 

  以上です。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。分かりました。今町長のおっしゃられた中に一緒に教えて

もらえれば。本町には町所有の地熱ボーリング坑を所持しているのですか。それと、もし発電所

計画を将来考えていくならば、以前に失敗した経験がありますので、やっぱり慎重に考えていく

べきだと思いますので、そのあたりのお考えをお聞かせください。 

町長（北里耕亮君） 先ほど答弁の中で、町がいろんな参入の仕方があるという答えをいたしまし

た。その中では町が発電事業に関わる、そういう参入の仕方、その形もじゃあ出資をするのか、

町が井戸を掘るのか、井戸を貸すのかとかいろいろ検討しなければならないことがあるかと思い

ます。答えを言いますと、今町が所有をしている井戸というのはございません。そういう部分で

今までは国の旧通産省時代の井戸がありましたが、そこはちょっと売却というか町所有ではない
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ですし、県の調査井戸もありましたけれども、そこはまた違う。結論は同じように町の所有のと

ころはありませんので、そういった部分もそこは町がもし掘るとなればどこに掘るのか、町有地

なのかどうなのかと、本当に様々検討する課題がこの分野は多ございます。そして今議員から発

言があったように過去の部分もありますので、慎重には進めていきたいと思いますが、ただ今い

ろんな様々な調査事業に取り組んでいこうと思っておりますので、このあたりのところは議会に

また報告をさせていただきながら、検討をしていきたいというように思っております。 

  以上です。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。もう既に地熱事業を展開している市町村、事業所もろもろ

あると思いますが、小国にも一つ発電所はありますが、そういうところに視察とか研修をした実

績はございますか。 

町長（北里耕亮君） 私自身も非常に距離的に近い近隣のまだこれはかなり前の話であります。か

なり前というか半年以上前でございますけれども、大分県側の一番近い近隣の井戸を実際に見に

行ったことがございます。また職員については、様々な地域に地熱発電所というところについて

も行った経緯がございます。その部分についてもこれから先ほど答弁のとおりに検討していくと

いうことでありますので、必要に応じてまたやっていきたいというふうには思っております。 

  以上です。 

９番（熊谷博行君） はい、分かりました。次、質問いたします。国民健康保険税の値上げについ

て質問です。６月議会で国保税の引上げが議決されましたが、このまま１年間現状維持でいくの

かお答えください。 

町長（北里耕亮君） 国民健康保険税の仕組みといたしましては、仮算定と本算定という部分があ

ります。ちょっと言葉が足りなかったら補足していただきたいのですが。通常７月に本算定とい

うことで、一応の期日と基準があります。その部分について、年度途中にそれを変更するという

部分についてはまた一定の混乱があるかと思いますので、１年間といいましょうか、そういう部

分で来年度の同じ時期に執行部といたしましてはまた検討しなければいけないというふうな思い

はしております。ただその前にこれは質問にはないのですが、やはり説明の部分というのが大変

大事であろうというふうに思いますので、今日のこの質問もそうですけれども、また秋以降に議

会の皆様方や一番関連がある町民の方々、おぐに広報においてはページを割いて、今まで国民健

康保険税の税の部分については記してきましたけれども、まだお知らせ的な部分が足りない部分

もありますので、いろんな形で話題にしていきたいと。数字的な部分もデータの分析等も必要で

ございます。そういう必要性も御理解いただくような、そういう説明も今後は行っていきたいと

いうふうに思っております。結論はこのまま１年間で年度途中で変更することではなくて、この

１年間やるということの答弁でございます。 

９番（熊谷博行君） はい、９番熊谷です。ということは一般財源で補てんしていくということと
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私は捉えますが、それには限度があるのではないですか、町長。 

町長（北里耕亮君） 少し担当課のほうから金額等については補足をお願いしたいというふうに思

いますが、相互扶助という考えで財源があってのこの制度であります。当然、やりくりの中では、

分かりやすい言葉で言うとやりくりという言葉を使いますが、基金も底をついて、この８年間保

険税を改正することはありませんでした。その部分の影響で、執行部といたしましてはぎりぎり

まで町民の生活を考えながらやれるところまでという思いで、今回６月に上程をいたしましたけ

れども、御理解得られなかった部分でありますので、当然その一般財源からの繰入れという部分

をしないとやりくりができません。そういう部分については、ほかの事業がその影響によってで

きなくなるという部分についても言及しなければならないというふうに思っております。その金

額についてと補足をお願いします。 

福祉課長（穴井幸子君） 金額についてでございますけれども、今年度年度当初につきましては、

一応、３千５００万円の不足というふうにしておりました。そのうちの１千５００万円について

ということで、税は上げていただきたいというお話をさせていただいております。一応、今年度

につきましてはやっぱり今年の歳出、それとあと国、県その他の機関からの補助、負担金ですね、

そういったのを見まして、そして１２月や３月ぐらいにその金額等が決まって、法定外繰入が必

要なときにはそれを一般会計からお願いするという形になります。少しお時間をいただいて国保

のことについてちょっと説明をさせていただきたいと思います。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。十分検討して私たちにも町民にも分かるような回答をして

いただきたいと思います。これで一般質問を終わります。 

町長（北里耕亮君） 説明という部分について、先ほどの議員のほかの案件の部分についてもそう

でございますけれども、様々な部分について説明というのは大事であるというふうに私も思って

おります。限られた時間ではありますけれども、執行部の考えもございますので、少し述べさせ

ていただきたいと思います。また秋以降にそういう具体的な数字であったり、その狙いであった

り、そういう部分はまた別の機会もありますが、本日は概略説明をさせていただくということで

御理解いただきたいと思います。 

福祉課長（穴井幸子君） ありがとうございます。国民健康保険制度についてちょっと説明させて

いただきたいと思います。国民健康保険制度につきましては、どの被用者保険にも入らない方が

入る保険になっております。自営業の方とか農林漁業の方、５人未満の事業所の従業員の方、ま

た退職をされた方などですね。比較的経済力の低い方が、国民皆保険の最後の受皿となっている

保険でございます。国保の特別会計を簡単に御説明させていただきますと、一般会計とちょっと

異なりまして初めに歳出額を計上いたします。そして、その支出額は被保険者の医療費などに応

じて変動いたします。ですので、歳入の見込みがないからといって、これを押さえるということ

はできない性質を持っております。歳出がある程度決まったあとに、国保支出金や保険税、また
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一般会計からの繰入金、これは法定内の繰入金となりますけれども、そういったものを算出いた

します。通常、国保特別会計の歳入で唯一保険者の判断といいますか、もちろん議会で承認して

いただく必要があるものですが、保険者の判断で増減できるというものが保険税でもございます。

ただ、この保険税だけで、この歳出に見合う分を賄おうというふうにするには、とても無理があ

ります。大幅に保険税率を上げなくてはならないという形になります。また保険税の国保の被保

険者の部分は、やっぱり国保の方のほうが所得収入に対しての保険税の負担感というのはかなり

高いと思います。社会保険とかに加入の方よりも保険税の負担感は本当に２倍ほどあるかと思い

ます。ですので、保険税につきましてはある程度の負担をお願いして、そして国保の被保険者以

外の方にも国保保険税の負担感を理解していただいたところで、歳入の不足分については一般会

計からの法定外の繰入れをお願いするという形が続きだと思っております。ただ一般会計からの

繰入れができないとなれば、繰上充当といいますか、来年度の歳入からの借金というような形に

なりますので、どれだけでも一般財源をお願いするのは難しいかもしれないと思っておりますけ

れども、一般財源も少しずつ両方で負担をしていくというような形をとらせていただきたいと思

いまして、一般財源で補てんしていくのも限度がというところでも、ある程度の御理解をいただ

きながらしていく形になるのではないかと思います。その年その年の財政状況を見ながら保険税

率についても検討させていただくことになるのではないかと思っております。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。介護保険は勉強したので分かるのですが、ちょっと分かり

ませんでしたので次回は勉強してきますので、また質問させてください。今回はこれで終わりま

す。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１時からお願いいたします。 

（午前１１時５９分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

４番（髙村祝次君） それでは６月議会に予告してありました、今回は一次産業であります農林業

について質問いたしたいと思います。また大半が私の考えでございますので最後に町長に質問が

３回ありますので、３問について答えていただきたいというふうに思います。 

  まずは先ほど９番議員が質問されましたけれども、本当に象徴がある農業の大切さと重要さを

言われましたけれども、それが口で言うだけではなくて本当に予算化して農林業の方々がやる気

を出さなければ、今、環境モデル都市ということで町はいろいろ計画を立てておりますけれども、

これがどこまで人口減につながるかなという私は思いがしております。 

まずは林業について言いますけれども、やはり、町が進めているチップを利用したボイラーに

ついては、この前から議会でも私が言いましたけれども、４００立米のチップを利用するという

ことでございますけれども、それは恐らく単価はトン１万２千円と書いてありましたけれども、
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恐らく買ってやるということではないかなと。ゆくゆくは町内全部にボイラーが据わったときに

は、恐らくチップ工場を建てたりやっていかなければ、間に合わないのではないかと思っており

ます。そこでやはり今、一人親方が主に山林作業をやっておりますけれども、伐採作業をやって

おりますけれども、もうほとんど高齢化になっていると思います。果たしてその材を集められる

かという私は懸念をしております。今現在見ましても、やはり一人親方の人たちは森林組合に頼

めば１日大体立米当たり４千３００円から５千円ぐらいの立米単価で受けております。そうなり

ますと曲がったとことか、木の裏、裏木何かはほとんど手を掛けないで、やっぱり自分たちのお

金になるような材を出すわけでございますので、要するにＣ材というのがほとんど出にくいと、

今の状況で私はそう思っております。ですからそれを木の根元から裏まで出さなければ材は集ま

らないと。今バイオマス発電がさかんになってきておりますけれども、その材も今非常に不足し

ていると。ある企業ではペレットを作るのにも材が集まらないと。県から頼まれてハウスのボイ

ラーに使うペレットを作ることも今非常に苦労しているという話がございました。そうなります

と、やはり私の考えることは機械を利用して、一人親方に法人や組織を作らせて、機械を導入さ

せて、そしてやらなければ私は到底無理というふうに思っております。町のチップボイラーが順

調に進んだ場合ですよ。進まなくてもやっぱり林家の手取りが今ここ１、２年、今年の春は本当

に下がりました。７千円、８千円と１万円を切りましたけれども、昨年当たりは１万２千円から

３千円、高い時は１万５千円というような時もございましたけれども、今後考えた時には、人口

減によって消費税前のように家は建たないと。そうなりますと、やはり単価は下がるわけでござ

いますので底値をどう引き上げていくかと。そして林家、労働者の利益が出るような仕組みを作

っていかなければ、私は非常に小国の林業も厳しくなってくるというふうに思っております。こ

こでやはり町長、私が今提案しているようにやはり町で今１回提案をしましたけれども、一人親

方に対して機械の導入に今３００万円つけております。それにまたプラスして機械、ユンボの先

に付けるプロセッサーですか、そういうのを使って町長がやる考えがあるのかないのか。それに

対して補助金を出す考えがあるのか。町から負担をしてでもそれを作っていこうと。いろいろ今

から計画は立てているようですけれども、そういう考えがあるのかないのかをお尋ねしたいと思

います。 

町長（北里耕亮君） 林地残材の有効利用、未利用材の有効利用という部分において、町としては

木質のバイオマスを進めている中で、その原材料の部分の課題があるのは先だって御意見のあっ

たとおりであります。そこで議員の発言の中でのこれから先の原材料の部分については、やはり

根本から裏までという部分は確かにそのとおりであります。それ以外に町外から持ってくるとい

う部分は先日そういうことは念頭においていないということを答弁いたしましたけれども、この

小国町内のこの林業地の中で、これだけの山林がある中で、やはり有効利用という観点からでき

るだけその山から出していただくと。じゃあ、どうやって出すかという部分で今御意見があった
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ように機械化も一つ、それから何か立米で受けていただいている部分のかさ上げ、あとはその一

人親方の増員。なかなか今難しい案件を二つほど今言いましたけれども、これから執行部といた

しましては、その分の課題がもう目の前に迫っておりますので。そして先日答弁いたしましたよ

うにその仕組みや枠組みを考えるというふうに答弁いたしましたので、関係団体の森林組合、そ

してその密接に関係がある一人親方組合との協議を持っていくという、そういうつもりではあり

ます。その中で機械をまた導入して伐木搬出を増やしていきたいというような団体の意見で、そ

こからまた行政としてのやっぱり考えとかという部分の議論をしなければいけないかなというふ

うには思っております。要望があったからすぐさま機械を導入するための補助金を出しますよと

いう部分では、なかなか本質ではないと思います。行政も一体となってその課題に対して、どう

やったら一番原材料が出てくるかという部分を考えていきたいとは思っております。 

  以上です。 

４番（髙村祝次君） それからやはり森林組合は昨年大体平成２６年度総会のしおりによりますと、

２億８千万円ぐらいの国、県、町からの補助金をいただいております。町からは大体３千３００

万円ぐらいの森林組合に補助金を出しておりますけれども、大半が間伐補助金あるいは小国材を

使った補助金と９２０万円、それから後継者育成というようなことで３００万円が主でございま

すけれども、やはりそれ以外に今言われた議会の問題、あるいは林道が国から６千６００万円ぐ

らい補助金を取って、２本ぐらい林道を造っております。やはりそういう林道も細目に入れてい

かないと搬出が大変だからなかなか材が集まらないと。大半が山で切り捨てて終わるということ

ですので、やはり林業については林道もしっかり国の予算を取ってきて、町長はいつも東京に行

ったときには林野庁へ行って、林道の補助金もしっかり取ってきてもらいたいと思っております。 

それから今、林業については私の考えはそれだけにしておきますけれども、農業分野について

は先ほど９番議員が言われましたけれども、小国の大体農産物の売上げは十数年前から比べると

半分ぐらいになっておると。全体的に１５億円ぐらいになっていっております。その中でも先ほ

どから話題になりましたジャージー牛乳は６億２千万円ぐらいに農家の手取りがなってきており

ます。大根にホウレンソウ、キュウリが大体５億円というような数字できております。以前は大

根は１０億、ホウレンソウもそのくらいあった時期があります。非常になぜ今日のようなことに

なったかと言えば、やはりやりたいとやろうとした若手農業者、農業の人たちが負債を抱えて、

そしてやっぱり儲かるはずのが儲からなかったということで、結局は農業をやめてほかの産業に

就職をしなければならなかったというのが私が言うまでもなく、ほとんどの議員の方が、あの人

は何でやめたんだと、ちまたにそういう話を聞くのではなかろうかなと思っております。今国も

いろいろ畜産については、クラスター事業や集落営農については、いろいろ補助金もたくさん出

しております。しかしこれを誰がリードしていくのかと。若手農業者に対して、よしやろうじゃ

ないかというのを誰が声を掛けていくのかと。以前は、私たちがちょうど２８歳の時から大型畜
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産を目指していた時は、農協職員の方々が、これだけ借金しても大丈夫だと後押しをしてくれた

人がおりました。しかし今はそういう人がいるでしょうか。役場に来て課長に頼めばですよ、あ

そこを造成したい、機械を入れられるように造成したいと言ったら、即、それは今度のこの事業

でやりましょうと言ったらその年にできていたわけですよ、以前は。それがなかなか言ってもで

きない、それは国の仕組みもございますけれども、町の職員の偉業も私はあるのではなかろうか

というように思っております。 

今いろいろＴＰＰの問題で農業に対する補助金がたくさん出ておりますけれども、これは私は

ちょうど３０年前、牛肉の自由化のとき今のように牛肉が高騰しました。ジャージーで雄で肥育

したら６０万円ぐらいで売れていました。今がちょうど３０年前と一緒です。ジャージーと黒の

Ｆ１を付けたら９０万円、今そのとおりでございます。しかし、ここ４、５年前に非常に飼料が

高騰して、肥育しても採算が合わない。ほとんどの肥育農家も手をかけません。高くなったから

といって手をかける馬鹿はおりません。国の政策は、何かあるから農家に対してマイナスという

ときには必ずそのような対策が出てきます。私も１回農林省に行って農業政策は蛇の生殺しと一

緒ではないかと。蛇の頭をたたきますと、尻っぽでひょろひょろひょろと生きております。そし

て元気になってくると補助金を。その頭をたたいていろいろこうなりますと言っているけれども、

自由化でこうなりますと言うときにはみんなどうしようかと。そうすると、補助金、機械の補助

します、何に補助しますというのが国の政策です。やはりそういうことじゃなくて、本当に日本

の食糧の大切さ、それを国民が意識しないと農業はよくならない。いろいろ調整は大切、大切と

いいますけれども、やはりかなりな投資を後継者にして応援してやる気を出させないと、私は人

口減は止められない。もういくつかの集落では、あそこの集落は若者がいないが集落はどうなる

だろうかとそういう話も聞きます。現にうちの田原集落にしてもそうです。後継者がいるのは何

軒かしかない。以前は３０軒あるうちの半数以上が大根作り、牛飼い、椎茸作り、いろいろやっ

ておりましたけれども、大根作り農家も３、４軒になってしまった。ほかの農家はどうかと言え

ば後継者がいないと、いっても勤めに出ていると、町内にいないというのが大半の小国の状況じ

ゃないかなと思っております。本当に私は若い者を見たら、若いときには働けと、働かないなら

口ばかりで夢物語しても駄目だと。夢があるなら、まず働くことだということを言いましたけれ

ども、なかなか今の時代そういう私たちの年代の人も言いません。私はそれはしきりに言います。

夢だけを語っても駄目だと。ある人に言いました、１００人会議をして今度は来ますかと。おい、

お前たちは仕事をしないで、口だけで夢物語しても駄目ですよと。本当に仕事をこうして頑張っ

てやらないと、何したらいいかにしたらいいと。国が農業は６次産業というから６次産業と夢を

語っても駄目と。本当に自分でやって、そしてみんなに説得して、そしてほかの人がついてくる

ような政策、方向を定めてやらないと口では駄目と。とにかくそういうような今は口だけでいろ

いろ会をつくったりいろいろやっても、本気で俺はやるんだと意思がないとどんなにお金を突っ
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込んでも駄目ですよ。そういうことで、今農業の中でもいろいろ話が若手にもあると思いますけ

れども、嫁をもらうことにしても、やっぱり家族が一丸となった雰囲気がないと私は本人だけで

はどうにもならないし、周りの協力体制がなければ駄目だと。今町が協力体制して住民課でやっ

ておりますけれども、現に私たちも福岡ドームへビラ配りに行きました。その中にも婚活のビラ

が載せてありましたけれども、やはりそういう体制は必要ですけれども、やはり何といっても家

庭づくりが私は一番大切だというふうに思っております。 

そこでまずは町長、先ほどから９番議員が質問されましたけれども、牛乳工場のことについて

ちょっと触れましたけれども、やはり私は前回町長が全員協議会の中で営業マンをおくと言った

中において、町長は雇うと、営業マンをおいて雇うと言ったから私が、町長それは何を売るので

すかと。そして営業マンを雇うのを断念して、次はやはり工場をまずは町の工場にして、そして

それから営業マンですよということで、１回か２回か農協のほうに行って話しをしたと思います。

しかし先ほどの答弁では、今後いろいろ会合を開いてというような話でございましたけれども。

今ちょうど国はこの６次産業化ネットワーク活動交付金というようなお金が今出ております。や

はり今がチャンスだと私は思っております。私も選挙のときにちょうど言いました。とにかく自

分で責任持ってやるぞと。いつかは小国の牛乳工場にするという思いをしております。それとい

うのも今町長は環境モデル都市でやろうとしていることよりも先にそれをやれば、結局牛乳工場

で出た黒字は今全部阿蘇市に行っているわけです。それを小国に置けば小国に税金が入ってくる。

現にもう酪農組合を設立しましたので、それは工場を造る造らないの話はあとの話で、とにかく

組合をつくっていこうということで小国郷酪農組合を立ち上げました。それがどういう方向に進

むかは若い世代の考えですけれども、とにかく前に向かって進んでいきたいというような私の思

いがあります。 

町長、こういう６次産業化あるいは農業後継者の支援ということで、今小国町も耕作放棄地は

出ております。その耕作放棄地を町長は農業委員会の会長でありますし、今後耕作放棄地をどの

ようにして解消していくのか、それについてどういうことを町長として、後継者に耕作放棄地な

らないようにお願いしていくのかその辺の考えをお願いしたいと思います。 

町長（北里耕亮君） まず、その質問に入る前に先ほどお話がありました酪農のお話でございます。

別の団体をというような発言もありまして、ちょっとはっきり把握をしておりませんでしたけれ

ども、やはり小国町といたしましては先ほどから繰り返しになりますが、ジャージーを伸ばした

いとその思いは一緒であります。町の部分でブランド化をすること、それが小国町のやはり生産

者の生活の安定であったりそういう部分につながると思いますし、町にとっても大変いいことで

すから。ただその手法と中身の話でございますが、小国の酪農振興会という団体があると思いま

すけれども、その中での意見を是非団体としてまとめていただきたいというふうな思いもしてお

ります。そして、町執行部と議会とそしてそういう団体、そして話の進み具合によってはＪＡが
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関係しておりますから、そういう部分で話を進めていければというふうに思っております。一番

いい形で町を伸ばしたいというふうに思っておりますので、それに是非御協力をいただきたいと

いうふうに思っております。 

次に、全体的な話の農業の部分、後継者の話であったり耕作放棄地の話であったりあっており

ますが、まずは先ほどお話の中にもありましたように、農業委員会の組織にも私は属しておりま

すので、今国のほうではこのあたりまでが耕作放棄地、もう山林化している場所もあるわけです

ね。そういう分については非農地化ということで進めていきまして、あと作っていただかなけれ

ばならないところが放棄地になっていると、それはやっぱり見逃すべきところではないと。やは

り非常に周りが水稲を作っておられて中だけ空いておるというような部分については、大変積極

的に作っていただくような動きを農業委員会としても推進をしているところであります。パトロ

ールもしておりますし、そして農地集積ということですね。少し農業支援の部分で国のお話をし

ますが、農地中間管理機構の創設を国はしておりますし、町も一体となってやっていきたいと。

経営所得安定対策の見直しにも、これについては麦、大豆という部分で小国町はあまり関係しな

いのですが、水田フル活用と、そういう部分とあと特にこれから関係あるのが、日本型直接支払

制度ということで枠組みが変わってきております。中山間地と農地・水と併せたような部分にな

りますので、それを小国町としては最大限利用しながら先ほど言う耕作放棄地やＷＣＳの話もあ

りますし、積極的にやっていきたいというふうに思っております。予算の金額面については町と

しても農業はあまり目立たないかもしれませんが、金額的にはここ数年農業予算全体としてはあ

まり変わっておりません。ただ、これでよしという部分ではありませんので、議会のほうからの

御意見でこういう意見もあるが、こういう提案もあるがという部分においては積極的に執行部も

その議論には乗りまして、一体となってやっていきたいという所存であります。 

  以上です。 

４番（髙村祝次君） 耕作放棄地については、やはり今なぜ耕作放棄地になるかと言えば、私は大

半が道路がないとか道路が狭いとか、あるいは山が近くで日が当たらないとかいうところが耕作

放棄地になっていると。しかし、北里の七日市に行きますと、一番部落の真ん中に木が植わって

おります。ああいうところはどうかして昔の田んぼでいられなかったのかなというふうに見て私

は感じております。しかし、やはり田んぼを今まで借りて何十町というふうに耕作していた方も、

一番大変なのは田んぼの周りの草切りが大変だと。田を売る前に何人か雇ってくろ切りをしなけ

ればならないという話をよく聞きます。やはりそういうことで田んぼの面積が広いのか、あぜく

ろの面積が広いのか分からないのが小国の田んぼでございますので、やはりそこあたりは今機械

ができております。非常に良い機械もありますので、そこあたりをやはり町長として中山間の事

業で買っているところもありますし、集落営農をつくっているところはそこあたりで買おうかと

いうような発想も出てくるかもしれませんけれども、やっぱり先ほど林業でも言ったように、機
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械の補助、とにかく農家に負債をさせたらそれをいかに軽く抑えてやるか、これが私は政策じゃ

なかろうかと思います。する仕事に応援しても本人のやる気ないなら何もなりませんが、やる気

がある人に機械を導入してやはり耕作放棄地をなくすと。耕作地が狭い、何枚もあるところには

基盤整備もやるというのを、これはお金も何も事務的に補助事業はないかと職員があたってやれ

ば基盤整備などできるでしょう。やる気があってから３枚の田を１枚にしたりとかできる。それ

の手順をちゃんと作ってやればそれを作りますかと言ったら、それは恐らく面積が１枚に３反も

４反もあるならそれは牧草でも植えようかというようなことになってくるのではなかろうかとい

うふうに私は思っておりますので、そこあたりの機械の購入助成あるいは今畜産の中ではクラス

ター事業という事業もあります。今２分の１ですけれども、ちょうど２０年近くなりますけれど

も、そのときに公債事業でやったときも町は建物から機械から応援をしていただいた経緯がござ

いますので、北里町長になってどういう考えを持っておるのかお尋ねしたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 農業の機械の部分で、今くろ切りのそういう機械もあるいというような提案

だったり、そういう林業の機械と同様に農業の部分についても機械と。そして農家の方の負債の

話もございました。補助事業といたしましては経営体育成支援事業、農地集積や６次化とか新た

な取組などが要件というそういう制度があったり、先ほど御意見があった畜産クラスター事業、

これはリース事業というふうにあると。畜産総合対策事業、中山間直接支払、これは皆さん御案

内のとおりであります。その中山間直接支払の中でトラクターやコンバイン、そういう部分を購

入されている地域も実際あります。あとは制度資金ということで、利子補給などを行っている部

分があると思いますが、基本的に個人での農機具の導入はこの制度ではできないという部分にな

っておりますが、そのあたりを１歩踏み込んだ施策にするかどうかは、また１歩進んだ議論を重

ねる必要があるというふうに私は思っております。この部分について予算の限りはありますので、

あとは政策というような話であると思いますけれども、どういう方を対象にするかとか、そうい

う案件で個人でもと、幾らぐらい補助するかとかいう部分の課題は幾つもあると思います。そう

いう課題に対して、別の場所なりでまた話題を深めることができればというふうな思いをしてお

ります。１期４年間の今私３期目でございますけれども、農業についての施策というのが、ハー

ド整備は確かにあまり量的にはそう大変な金額を投入という部分はしておりませんけれども、薬

味野菜の里の事柄であったり、新規就農者、親元就農の話、これも議会からの意見もございまし

たが様々取り組んできた部分はあります。あと地方創生というかこの人口減の部分で農家の方の

後継者、農家の方の生活をよくする、この部分についてはやはり必要だと基本的な私は意味合い

を持っておるというふうに思っております。結論は全く考えないということではなくて、議会と

ともに今後検討していきたいというふうな思いはしております。 

  以上です。 

４番（髙村祝次君） 実際、この前も決算のときに出てきましたけれども、農協関係にいっている
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のが１千１００万円ぐらい補助金がありました。実際それが農家にいっているのが８００万円で、

売上げが１０億９千万円ぐらいありますけれども、実際補助金として町からいってるのが８００

万円で、昨年は雪害対策で２千９８万円のうちの４７９万円が町から出たと。中山間については

６千６００万円のうちの１千６５１万円が町から出されたということで、なかなか町民の方から

見れば、議員の中でもそう思っている方がいると思いますけれども、中山間については半分が共

同利用しなさいと、半分は利益者にということでですね。その利益者の分も恐らく機械の購入と

か農道とかいろいろ整備している部落はほとんどが本人の方にはいっていないし、あるいはその

中山間地でもらったお金に対して公民館やお宮に一人割り振りしてからなかなか取り立てが難し

いから出そうかと、やっていこうかというふうに使われている集落も私はあると思います。です

から、農家の中山間地の６千６００万円が本当に農家のためになっているかと言えば、逆に言え

ば、町のために景観を乱さないように使っているのが大半じゃないかなというふうに思います。

ですから、本当に農業予算で雪害対策したら８００万円ですよ。その中でも一番大きいのが人口

精子の精液に対する５００万円が一番大きいというわけです。椎茸については宣伝費を１５万円

町から出しております。そのくらいで、ほかの農産物は以前ハウスを建てるときに補助金とか使

いましたけれども、ほとんどそういう土壌を改良するとき土壌検査なんかに僅かなお金が出てお

りますけれども、大半は牛の種付け、精液の費用５００何十万円が大半でありました。ですから

本当に野菜農家、ホウレンソウ、キュウリ、いろんな春菊もあるし、いちごもある、やっぱりそ

ういう新しい産地をつくっていこうという気配が全くできないわけですよ、農家の人たちは。現

に酪農だけは、もう１０数年前からキロ１円ずつ取りまして、積み立てして年間に４００何十万

円集まります。今年度は５００万円使いました。そして１１月２３日は小国ドームを借りて野球

教室をするというふうに計画を立てておりますし、先ほどから言ったように福岡ドームにおいて

は婚活のパンフレット、南小国は赤牛丼の宣伝も入っておりましたけれども、そういうような努

力をされております。実際に商工会や杖立温泉については１千１００万円、わいた山麓について

は２３０万円、それぞれ温泉街で自分たちで宣伝費を積み立ててやっているとは思いますけれど

も、自分たちの仕事に自分たちの生産されたお金を積んでいる部会は酪農部会だけじゃないかな

と。ほかに部会はたくさんありますけれども、大半はそんな大金は積んでいないというのが現状

でございます。ですから、本当に農業が大切というならば、それだけのそれなりの酪農に限らず

畜産に限らず、ほかの農産物についてもやはり町の姿勢をはっきり示してもらいたいというふう

に私は思います。口だけの政策では誰もついてきません。実際、本当に町をよくするなら、１次

産業で働いている皆さんが本当によかったと、小国はいいぞというような町づくりをしていかな

ければ、私は人口減は絶対止められないというふうに思っております。もう私は町長のここは答

弁はいりません。私は町民にそれを訴えたい。本当に１次産業を食い物にしたら小国町は駄目で

すよということを言いたい。建設業もあります。しかし、公共工事のほかに建設業は大工でも、
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左官屋でも、電気屋でも第１次産業が頑張れば仕事はたくさんあります。そういう建設業もおり

ます。ですからそのあたりを町長、予算を作ることだけじゃなくて、町民の方々は本当に小国で

生産され販売された物を買うという意識がなければ、小国の人口減は絶対に止められないという

ふうに思います。 

  それでは２番目に移っていきます。２番目については、非常に先ほどから言いましたけれども、

間伐補助金と同じようにやはり椎茸原木に対しても私は補助金を出す必要があるのではなかろう

かというふうに思います。椎茸の売上げをちょっと調べてまいりましたので報告いたします。大

体農協の生椎茸で売上げが８千４７８万９千円です。それと熊本県の椎茸組合に販売している小

国町内の販売が７千１７０万７１３円です。干し椎茸については、恐らく大分県にも流れており

ますし、直販所にも出しております。ですからこの倍１億４千万円ぐらい上がっていると。全部

足すと２億５千万円ぐらいあるわけですよ。森林組合の売上げは４億円ですよ、木を売って、間

伐、伐採で４億円しか売っていない。同じ椎茸は特用林産になりますけれども、片一方は２億５

千万円ぐらい上がっている、それはもちろん大分県に原木を買いに行っている人もおります。し

かし私が言いたいのは、今部落で共有原野を持っておるけれども、くぬぎは安いしお金にならな

いからもう地ぐるみ手放そうかというような話も聞きます。これは椎茸生産者を守るということ

でなくて、小国町の集落を守るというようなことで、是非この算出の仕方、原木に対して幾ら出

すのかというのは昨年熊本県でやりましたけれども、大体１本の木に菌は何本打つかということ

で計算して、駒で計算をすれば補助金は出ると思います。ですからそこあたりをしっかり町長も

検討していただいて、前向きにまず小国がやれば、ついでに言いますけれども、南小国の椎茸の

生椎茸の生産は１千４００万円です。小国とかなりの差があります。生産者が少ないわけですか

ら。それだけ小国の椎茸は２億５千万円というと大根の生産量よりも上でございますので、酪農

に次いで椎茸が上がっておると。はっきり直販所とか県外に出している量は把握できませんけれ

ども、大体以前、種駒の補助金出したときから考えれば、半分以上は町外に出しているというよ

うに思われます。ですから２億５千万円ぐらいは椎茸は上がっておるということですので、今後

すぐにとは言いませんけれども町長の答弁を求めたいと思います。 

町長（北里耕亮君） この部分については二つの切り口というか考え方があると思います。椎茸産

業、一つの産業という部分において駒代の補助のときにもかなり話題と議論にさせていただいた

かと思いますが、価格の関係からだけ見れば、今話題にしていただいたように乾燥椎茸と生椎茸

とあるわけでございますが、キロ当たりの単価は確かに平成２５年は駒代の補助のときにも話題

にしましたけれども、やはり東日本震災の影響を受けて、風評被害などの風評を受けてかなり悪

かったと。原価割れ、底値ということで、それで町もかなりの単独の補助を考えたと。キロ当た

り１千８５５円、平成２６年がキロ当たりの２千４９０円、平成２７年がキロ当たり５千２４８

円ということで、平成２７年以降は交付金事業になりますけれども、平成２６年と同程度の助成
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となる見込みということで、単価的には金額的には元に戻っているというか非常に上向きではな

いかなというふうに思っております。ただ、この金額がいつまでも推移すれば一つの産業として

は喜ばしいことですが、これも推移を見守らなければならないというふうな思いをしております。

生椎茸の金額は先ほど議員が言ったとおりであります。 

もう一つの切り口は、議員のお話のとおりに共有原野の財産という部分の捉え方も確かに一理

あります。その部分についてなかなか金額的に原木の代金としては厳しいので、集落の維持、そ

れができにくいのではないかというような話題があるというお話でございます。その部分につい

てはこれをまた要望があったから、じゃあすぐさま補助金を出してしますというなら、全体とし

てどれぐらいになるかの検討もつきませんし、じゃあそれが一体いくらのかさ上げ補助にしたら

いいかとか、これも先ほどの機械補助と同様にもう少し具体的な、あるモデル地域を作るなり何

なりして、なかなか発言が難しいのではありますが、集落の方はそれは安いより高いほうがいい

というのは分かっておりますけれども、町にも財源がございますのでそのあたりのところは様々

な角度から議論をしていきたいというふうに思っております。 

４番（髙村祝次君） 確かに今年の３月ごろまでは３千円、３千何百円、一気に６月になって５千

何百円というように上がりました。それも今年は全国的に不作だったからそういうふうな単価が

出ております。ですから、これがいつまで続くかというと分かりません。やはり一つは消費が伸

びないという大きな問題があります。ですから先ほど言ったように、今町から出されている消費

宣伝、北九州で椎茸を食べさせたりとか、小国で駒打ち、原木を持って行って北九州でそういう

駒打ち体験もしているというふうな話も聞きましたけれども、やはりもう少し熊本県の椎茸じゃ

なく、小国の椎茸です、阿蘇小国の椎茸ですというようなアピールをしていけば、椎茸も高く売

れますし、集落の維持もできるようになってくると思います。ですから私はやはりそこあたりで

今は高くなったからもういいじゃないかという次元の話じゃないと。山林、自然をいかに守って

いくか。山に人が入ることによって山を守ります、荒らさないようになります。人が入らなくな

ると、やはり猪のすみかになり、鹿のすみかになるわけですから。やはりここは今は野焼きも減

って、なかなか山に入らないようになってきたと。場所のいいとこは買う人がいても、場所の悪

いとこは買う人がいないというようになってきたから、場所の悪い所は部落で持っていても何も

意味がないということで、手放そうかというような話が出てくると思います。ですからやはり林

業と一緒でございます。どうか来年の予算に組んでくださいとかいうことじゃなく、なるべく早

く髙村議員が言っていたのがいつかできたぞと言われるように、今まで述べてきたことが機械の

導入にしろいろんなことが、やはり私は議会に出たら自分の言っていることが１０年先、２０年

先経って、やっぱりあの人が言っていたのは本当のことだったなと、町長は口だけだったなとい

うことにならないように私は町の政策はやっていくべきだと思います。ですから私がいつも言い

ますけれども、ただ数の力で押し切るのではなく少数意見も聞いていくというのが私の政治姿勢
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でございます。いいことはどの党が言ってもいいことはいいと、おかしいことはおかしいと。ど

んなに数が多くてもおかしいことはおかしい、向かっていくのが私でございます。ですから、で

きるできないは構いませんけれども、いつかそれが達成できるように私も頑張っていきたいと。

先ほどからちょっと町長は聞き取れなかったということは、今小国は酪農振興会という会があり

ます。今回は小国郷酪農組合というのを立ち上げたということでございますので、またそのこと

につきましては、今後組合をどうしていくかというようなことで、いろいろ話をしていきたいと

思います。 

それでは最後に６月の一般質問の豚舎のその後についてお伺いをいたします。６月、課長から

聞いたのが、機械が壊れておったので早急に修理をするようにという約束をしたと。そして、近

く放流は行われていませんというようなお答えをいただきましたということですけれども、鶏な

らあまり尿も出てこないから分かりますけれども、豚については牛と一緒で牛ほどは尿は出てこ

ないと思いますけれども、それが飲めるような水で河川に流すのは立派なことですが、それだけ

の設備がしてあるのでしょうか。その後、役場としてどういうことで見に行ったのでしょうか。

あくまでも私は町民の方から、しっかりやってくださいよという要望をいただきましたので、２

回もわたって言っているわけでございまして何も嫌がらせではありません。近くの人あるいはそ

ういう苦情を言った人たちが、本当にどうしているのだろうという心配をしておりますので、そ

のあたりの答弁をお願いしたいと思います。 

産業課長（澁谷洋典君） お答えいたします。その件につきましては、私も含めて産業課で現場の

ほうに行っておりますので、町長よりも私のほうからの答弁にさせていただきたいと思います。

６月議会のときにも答弁いたしましたように、昨年の１１月に苦情が寄せらせたということで、

県のほうと同行し調査を行った際に、ふん尿の処理機械が故障しており修理に時間が掛かるとい

う返事をいただいていたこともありました関係で、その後の経緯につきましてもお聞きしたいと

いうことで８月に県のほうと同行し行う予定でしたけれども、ちょうど台風１５号の通過と重な

りましたため、９月になりまして早急に県と一緒に現状の聞き取りということで伺いました。今

回は畜舎内のほうにも入れていただきまして、現場のほうを見ながら聞き取りをさせていただき

ました。施設の内容といたしましては、繁殖豚舎、肥育豚舎、分娩舎等ございまして、ふん尿処

理施設としましてはふん尿の受入槽が１基、固液分離機が１基、堆肥舎が２棟、曝気槽、これは

受入槽も含めて７槽に分かれた曝気槽が１基ございました。昨年立会いのときに故障していたと

言われた曝気槽に入れるブロワにつきましては、修理も完了しておりまして全槽正常に稼働して

いるような状況でございました。またこれらの処理施設につきましては、すべてコンクリート製

でありまして、野積みや素掘り等の状況はございませんでした。また河川への放流等といった形

跡もございませんでした。そういったことから一緒に同行していただきました県のほうの見解と

いたしましては、今回の確認では家畜排泄物の管理の適正化、また利用の促進に関する法律には



 

 36 

違反する事例はなく指導には至らなかったという意見でございました。なぜこれを申しますかと

いうと、この家畜排泄物法というのは法律の執行機関は県知事であります。ですから、この法律

に基づきまして指導や助言、勧告、命令とかそうした執行権というのは県ということになります

ので、あえてここでも県の意見というのを述べさせていただきました。また堆肥舎によりできた

堆肥につきましては、管内の子牛農家の方が年に数回取りに来られて農地に還元されているとい

う聞き取り内容でございました。また尿につきましても、全部で７槽ある曝気槽の中に菌環境整

備剤、複合好気性菌剤というバクテリアの一種だと思うのですけれども、そういったものを投入

していることで、豚舎への還流や堆肥への散布などにより場内で処理ができているということで

したので一応そういう内容でございました。 

４番（髙村祝次君） それでは尿について、どういう方法でそれをまた循環して使っているのか。

これがもし、外部の人が川に放流していたということを確認したらどうなりますか。町長どうな

りますか、それは。 

町長（北里耕亮君） 専門的な部分になりますので、課長から答弁をいたさせます。 

産業課長（澁谷洋典君） 産業課畜産部局といたしましては、４番議員は特に詳しいと思いますけ

れども、当然畜産の環境問題に対しては畜産課としても対処するのは当然ですけれども、それと

併せて畜産の振興をするというのが産業課畜産係の一番の課題ではないかということであります。

ですから、そういう地区外への放流などの事実があればそれは当然畜産部局ではなくて、家畜排

泄物法ではなくて、保健所等の環境部局からの指導が入ることにはなりますけれども、もしそう

いうことがあればそうならないように畜産係としては相談などを受けて、畜産部局で対処できる

ものは対処していって、そういう畜産部局以外からの指導が入らないように相談に乗っていくの

が私たちの仕事ではないかというふうにも考えております。 

４番（髙村祝次君） しっかりみんなが疑いの目で見ないように、やはり本人も近くに畑はたくさ

んございますし、草地に還元をやろうという意識があれば人から疑いの目を向けられることもな

く、本当にバキュームカーで汲み出してやっておりますとかいうことが言えますけれども、今の

状況を私にしっかりやってくださいという人に説明しても恐らく納得はしないと思います。どう

ですか、それは。 

産業課長（澁谷洋典君） 当然、農地還元ということで、例えばその農家がそういった農地還元を

する農地等がもし少ないのであれば、そういった農地を畜産部局のほうでも相談に乗ってそうい

った還元できる農地を探すとか、とにかく今畜産を営んでいる方がこれからもその場所で畜産業

を営んでいけるように相談に乗っていくのも畜産サイドの仕事ではないかと思っておりますので、

その辺も含めて今後も指導等を行っていきたいと思っております。 

４番（髙村祝次君） 三共牧場の向こうで大分県側で豚を飼っている人は、わざわざあそこから田

原まで尿を散布しに来ていたわけですよ。ですからあそこから田原とか西村が持っている牧草地
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とかいうところは、三共牧場から比べたら３分の１の距離ですから、産業課としてはしっかりそ

こあたりは疑いの目を向けられないように指導をお願いしたいと思います。それではこれをもち

まして私の一般質問を終わります。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩いたします。２時１０分から再開いたします。 

（午後１時５９分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時１０分） 

２番（大塚英博君） ２番、大塚でございます。今回は、子ども子育て支援のための保育園の課題

と、２番目には高齢化の中での高齢者の福祉対策、そして３番目には鍋ヶ滝の観光開発について、

この３点について質問をしていきたいと思います。まず１点目は、一時預かり事業所としての宮

原保育園の現状についてお伺いしたいと思います。今０歳から３歳までの幼児の数という者がど

のように変化していっているのかをお聞きしたいと思います。 

保育園長（梶原良子君） お答えいたします。宮原保育園におきまして０歳から３歳の園児の数と

いうことですが、ここ数年、平成２３年度あたりから０歳から２歳までの園児数というのが増え

ておりまして、平成２３年度は０歳から２歳までの園児が４４名おりました。大体それくらいの

人数で毎年受入れをしておりましたが、今年度になりまして０歳から２歳までの園児が今現在５

１名おります。部屋数もちょっと少なく限られた部屋数ですので、いろいろ工夫をしながら今保

育をしているところでございます。 

２番（大塚英博君） ２番、大塚です。今の現状を聞いた中で、今一時預かり所ができる場所は宮

原保育園だけに限っておりまして、これが一つの影響。もう一つの影響は今働きながら子どもを

預ける、要するに預けることによって働くことができるという親たちが増えたことだと思います。

そういうような中で今、蓬莱保育園、そして下城保育園、ほかの保育園のほうにはこの規定があ

りません。どんどんどんどんこの数が増えていけば、宮原保育園の現状というのは大変なものに

なってくると思います。そういう中でこの中にありますように、小国町の一時預かり所の事業実

施規則ということがございますけれども、この中に宮原保育園に限ってそれがありますので、こ

の件についてほかの保育園のほうにも広めていただきたいなという希望でございます。その件に

ついて、町長のお考えをお聞きしたいと思いますけれども。 

町長（北里耕亮君） まず制度上の、先ほどの数の推移は答弁が園長のほうからありました。この

あたりについても所管をしている園の考えもあるでしょうから、まずは園のほうから答弁をいた

させます。 

保育園長（梶原良子君） 一時預かり事業に関しましては、今のところ先ほど議員がおっしゃられ

たとおりに宮原保育園のみで対応させていただいておりますが、これは県からの指導もありまし

て一時預かりをするにあたって、それ専門の職員を２名配置ということになっておりまして、各
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園に一時預かりを置きますと職員数をもっと増やさなきゃいけないというのもありますし、一時

預かりを利用される方は週に数日お仕事に行かれるとか、１日に１、２時間出掛けるとか、病院

に行かなきゃいけないとかそういうときにお預かりをするのですが、結構宮原の地域にあるとい

うことが、宮原保育園にあるということで利用されている方がたくさんいらっしゃると思います。

一時預かりも確かに利用される方は今増えてはいるのですが、宮原保育園が今職員３０名置いて

おりますので、その中の２名を一時預かりの担当としておりますので、そこの中で今後も一時預

かりのほうをさせていただきたいと思っております。 

２番（大塚英博君） 先ほど言いましたように、子どもを預けることができなければ仕事に就けな

い人というのもおられるということで、行政としてもそのようなことで何とか方法を考えていた

だきたいと思います。それにおいて宮原保育園の現状につきまして、一時預かり保育をすること

によって本来の保育園の機能という現状についてどうなっているのかお聞かせください。 

保育園長（梶原良子君） 今現在は一時預かりの子どもは、その年齢に応じたクラスに一緒に入っ

て、一時預かりをさせていただいております。今、宮原保育園の現状といたしましては、先ほど

も申しましたようにやっぱり３歳未満児、０歳から２歳までの子どもの入園希望がとても多くな

りまして、６月以降あたりから新たな入園を希望される方が御相談に来られております。今現在

では宮原保育園では０歳児の受入れはちょっと難しいというか職員が整っておりません。今現在

０歳児が７名、１１月にもう１名入る予定にはなっているのですが、職員のほうが今不足してお

りまして、０歳児を入れるためには職員をもう少し増やさないと、０歳児は受入れできないとい

う状況で、ちょっと今のところ０歳児の待機児童という形にはなるかとは思いますが、２名ほど

今おります。 

  以上です。 

２番（大塚英博君） 今の話を聞くと、これからいろんなところが宮原保育園のほうに移ってきま

す。そうすると宮原保育園は非常にパニック状態、今の状態ではとても運営できないのではない

かという危惧さえしてきます。その中で子ども子育て支援センターというのが、北里保育園のほ

うのカンガルーのぽっけという中に移ってきました。このことも本来ならば宮原保育園がその機

能を果たすべきところが、そのスペース的に余裕がないということだと思います。そういう中で

移っている状況でございます。それでこれからそういうふうな飽和状態の保育園の現状から、保

育園の新たな建て替えというか建設についての考え方がありますか、町長にお伺いいたします。 

町長（北里耕亮君） 今現在小国町の町立保育園についてはいくつかの課題がありますし、またも

う少しここを手立てをすること、こういう考えを増やすことがより子育て環境を整えるという部

分が幾つかあります。その一つに、今話題になりました子育て支援センター、名称はカンガルー

のぽっけという名称が今ありますけれども、そういった部分もやはり園と一体となったという部

分はそのほうが理想であろうというふうに思います。ただ今現状も北里保育園の近くに、北里小
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学校跡にありますけれども、非常に活発ないい動きをしております。あとは場所の事柄だけでは

ないかなというふうに思っております。また病後児保育という言葉がありますけれども、お子さ

んが少し病気上がりのというか、その後になかなか家で保護者の方はお仕事の都合上みれないと、

そういうときにどうするかというようなそういう課題もあります。そういう手立てというか、そ

ういうこともやっていければというような思いをしております。そういう部分については一体と

なって環境を整えるという部分もありますし、宮原保育園の建て替えという部分もございますの

で、そういった部分については町としてはそういう検討をこれからもしていくし、実は前議会の

ときからではありますけれども、そういう方向性、一定の方向性を示させていただいております。

ただ、先ほど別の議員からの御意見にもありましたように、説明について引き続きまたいろんな

角度からさせていただいて、町のしっかりした方針を議会とも議論を重ねながらではありますが、

示していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

２番（大塚英博君） ２番です。そのことについては大変期待しております。施設としては保護者

の就労状況に関わらず、そのニーズに合わせて子どもを受け入れ、幼児期の学校教育、保育を一

体的に行う幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持った施設で、子どもの不安に対する相談を受け

ることや、親子の集まる場所を提供する地域の子ども・子育て支援の役割を果たすことが期待さ

れている、この平成２４年度に法制化されました国のほうが奨励しています、幼保連携型こども

園の設置を大いに期待しております。 

保育園長（梶原良子君） 幼保連携型認定こども園というお話が今出ましたが、幼保連携型という

のは幼稚園機能と保育所機能を備えたということにはなりますが、小国町には一つ民間でありま

すが幼稚園もありますし、今子どもが減ってきておりますので、保育園としては３歳未満児の保

育ができる部分を充実していきたいなというふうには思います。子ども・子育て支援制度の中で、

３歳未満児の待機児童をなくすために、地域型保育といって家庭的保育それから小規模保育、事

業所内保育、委託訪問型保育というのが上げられておりますので、この中のいずれかが小国町の

中でも行われていくと０歳から２歳ぐらいまでの小さい子どもを預けられる保護者にとってはい

いのではないかなというふうに考えてはおります。 

  以上です。 

２番（大塚英博君） 今話がありましたように、小規模保育事業所や家庭的保育事業所みたいな地

域型保育所、このことについても検討していただきたいと思います。それでは次に、二つ目の質

問に入らせていただきます。二つ目は小国町のこれからの高齢者福祉に対する取組について質問

をいたします。現在、小国町における６５歳以上の高齢化率の推移について、平成２５年度、平

成２６年度についてお伺いいたします。 

福祉課長（穴井幸子君） お答えいたします。各年９月というところでお答えさせていただきます。
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平成２４年度が３３.４％、平成２５年度が３４.４％、平成２６年度が３６.１％というふうにな

っております。 

２番（大塚英博君） 今聞きましたように、これからも平成３０年度には４０.５％に、平成３２年

度には４６％に上がり続けると書いております。ちなみにその中で平成２６年度の資料というの

が、こちらのほうに小国町の地域福祉計画の中にありますので読みますと、平成２６年度にひと

り暮らしは５０３名、高齢者の夫婦世帯が９４２名、計１千４４５名、全世帯に占める割合とい

うのが４６.８％、これは平成２６年度でございます。それから今の現在においては、この率はも

う少し上がっているのかなと思います。そういった中で、高齢化の中で一番心配するのは将来に

対する不安だと考えます。今その中で介護施設というものが小国郷の中にはたくさんありますけ

れども、話によればもういっぱいの状態で非常に難しいという話を聞きます。そして運営をする

ことさえ、今そこで働く人が不足してるために、非常に運営においても大変苦労しているという

状況の中にあります。こういうふうな中で高齢化を迎えて、そういう方々がこれから不安もなく

安心して将来を迎えようと考えたときに、何とかここのところの対策を講じなければならないの

ではないかなと思っておりますけれども、その件について御見解をお願いいたします。 

福祉課長（穴井幸子君） そうですね、高齢化社会に向けまして、今お話の中にありました町の施

設というところでございますが、地域密着型の施設や老人保健施設、有料老人ホーム、グループ

ホーム、特別養護老人ホームとございます。今のところそういったところに入所をされている方

がおられますけれども、今国の方針としましてはどちらかというと在宅介護のほうをしっかり進

めていくようなところで動いております。 

町長（北里耕亮君） 介護保険を利用してのサービス事業であったり、そういう部分とは別枠の、

何かそういう施設が町でできないかなと私は思っております。というのも町内のための、町民の

ためのという部分も大事でありますが、町外から例えば都市部から、この自然環境を気に入って

いただいて、そういう温泉とかを取り入れた何か別枠のそういう施設もできないかなというよう

な思いはしております。これについてはやはり一番最大の狙いは雇用であります。ここ数年やは

り施設、これはサービスを含めた部分もそうですが、施設ができますとそこには数十人単位の雇

用者が生まれます。働く場所としては男性女性両方ですが、特に女性のほうもいろんな部分で活

躍の場になりますし、そういう場所ができればというような思いはしております。 

  以上です。 

２番（大塚英博君） これも本当に期待しております。このことに対して問題なのが、要支援１か

ら要支援５までの方々がどんどん増えている中で今度の法律が少し変わりました。この変わった

点について説明のほうをお願いいたします。 

福祉課長（穴井幸子君） 介護保険法が変わったということで幾つか挙げられます。まず第一は介

護の保険料が改定されました。その中で介護保険料の第一階層の保険料の軽減措置とかは受けら
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れるようになってきております。また特別養護老人ホームがあるのですが、こちらは要介護の３

以上でないと新たな新規の入所はできないというようなことにもなったりしております。ほかに

もございますが、そういったところでよろしいでしょうか。 

２番（大塚英博君） 要するにこれから先、在宅介護というのが多分増えてくると思います。そう

いう中で今説明がありましたように、給付というのが少し変わったという点においては、私はい

いのかなと思いますけれども、本当に仕事を休んで介護をしなければいけないという状況という

のは、大変出費もかさむのではなかろうかということでございます。 

  次に小国町の福祉計画についてお伺いしたいと思います。その中にふれあいサロン、各地域で

公民館などを活用して開催し、高齢者や子どもたち、子育て中の保護者の方など誰でも参加でき

る集いの場を広げていきますというのと、宮原地区に店舗などを一角のスペースを使って、誰で

も立ち寄れる小国の縁側を開きます。３つ目には町内の保育園や小国幼稚園と連携して、子ども

たちと高齢者などが異なる人たちが交流できる機会を多くつくりますとありましたが、今そうい

う状況というかそういうふうなことになっているかどうか、またもしなっているということであ

れば、どういうところでチェックしているかどうか、このことについてもお尋ねしたいと思いま

す。 

福祉課長（穴井幸子君） サロンということですけれども、今町の介護予防事業等では元気クラブ

ですね、こちらは集会所等で今現在１３カ所、あと元気が出る学校、元気が出る大学は木魂館で

す。元気が出る学校は毎週１回、これは４カ月間に限られています。元気が出る大学は木魂館で

週１回、それからふれあいいきいきサロンは各集会所で９カ所やっております。またパワーリハ

ビリ教室、筋トレ館、また脳の健康教室は開発センター、ポールウォーキング教室は旧北里小学

校等であっております。また今年の６月には認知症カフェ等がオープンしておりますし、あと高

齢者と保育園児・幼稚園児の交流につきましては、社会福祉協議会のところでふれあい餅つき、

それとか夏祭りですね、そういった交流事業等が行われております。 

２番（大塚英博君） 分かりました。今地域において福祉座談会というのが行われております。そ

ういう中で、特にみんなが触れ合う縁側作りというものを是非これから進めていただきたいと考

えますが、これに対しては誰に頼むというわけではなく、やっぱり行政のほうが頭になってそれ

を率先していっていただきたいと思いますが、その辺のところをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

福祉課長（穴井幸子君） 今の福祉座談会ですね、平成２６年度から各地域で行っております。そ

の中で地域のいろんなお年寄りの方、民生委員の方、消防団の方、地域の方々に来ていただいて、

生活する上で地域の課題とかいろんなことの話をざっくばらんに出していただいて、そしてそれ

を問題点が出てきたらそれをどのようなふうに解決していく、それの方策はどんなのがあるかと

いうようなものをしていくところです。その中でやっぱり地域のつながりがというところが出て
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きたりします。実際にここでは倉原や下町サロン、そういったところが地域のサロンという形で

出てきているというふうに思います。また町内の各地域でですね、例えば元気クラブ、地域の皆

様のよりどころで体力づくりをしたりお話をしたりする元気クラブか、そういったサロンとかを

どちらか一つでもできるような動きができていけたらと思っております。 

２番（大塚英博君） ２番です。今、民生委員、児童委員という協議会がございます。本来これが

多いのが一つの活動だと考えております。そういうのと連携をしながら推し進めていただければ

と思います。この点についての３点目の質問は、介護予防の取組について伺いたいと思います。

介護予防の中には元気クラブとか今言われましたサロンというのがありますが、グラウンドゴル

フというのが他の地域で活発に行われております。これも健康寿命を延ばす介護予防の効果的な

一つだと私は考えております。やっぱりこのグランドゴルフというのは、本来ならばスポーツの

段階で教育関係に振られるかもしれませんが、これからは幅広く捉えたときにテレビでも放映さ

れたように、やっぱり治癒筋力とかいうことがありました。８千歩以上歩いたほうが元気になる。

やっぱり運動した人は長生きしている状況でございます。この運動こそがやっぱり介護予防の一

つの原動力ではなかろうかと考えております。そういった中で福祉課だけでなく、この取組につ

いてはそういうものを老人会等についてもなるべくそれを普及させて、介護予防の策として考え

ていただきたいと思いまして、二つ目の質問を終わります。その取組についてお答えをお願いい

たします。 

福祉課長（穴井幸子君） おっしゃられるとおり高齢者の体力づくりですね、それはとても重要な

ことで、介護予防についてもしっかり今地域包括支援センターのほうで、社会福祉協議会併せて

取り組んでいるところです。また老人クラブ連合会のほうでも、去年から健康づくり推進部会と

いうのをつくりまして、併せて健康づくりに取り組んでいくということでされております。健康

づくりをされている方々は確かにグラウンドゴルフの人口は多いというふうに聞いております。

ほかにもゲートボールやミニバレーですね、多分その人に合ったスポーツ、ウォーキングとかそ

ういったのを何かされているのではないかと思っております。楽しく健康づくり、負担にならな

いような健康づくりが求められるのかなと思っておりますので、そういった御意見等をお聞きし

ながら、老人クラブや社協とか、町のほうもそういった健康づくりについては若いうちから継続

していくのが一番続く方法ではないかなと思いますので、そういったのを継続ができるような取

組を続けてしていきたいと思います。 

２番（大塚英博君） それについても大変期待しております。次は、最後の３点目について質問し

たいと思います。３点目の小国町の観光開発、鍋ヶ滝について質問をいたします。現在鍋ヶ滝に

県内外から多くの観光客が訪れていますが、担当課でその来場者の数字というのを把握していま

すか、お伺いいたします。 

情報課長（藍澤誠也君） ９月の途中まででございますが、今のところ１２万４千４１０名の来場
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となっております。 

２番（大塚英博君） 今の答弁で年間１０万人以上という人が訪れていますが、これは小国町の観

光地として更に開発すべきではないかと考えられますが、町長のお考えをお聞かせください。 

町長（北里耕亮君） 鍋ヶ滝の歴史的な背景を少しお話ししますと、十数年前は手つかずのそうい

うエリアで、限られた地元の地域の方が一部清掃をしておりました。そういう中であるＣＭをき

っかけに大変人気が出て、直販所というか一部店舗に近いような形で地元の方が運営をされてお

りました。数年前に町といたしまして、鍋ヶ滝公園事業ということで社会資本整備交付金を利用

させていただきながら公園整備をしまして数年がたち、そして今年の４月から条例改正をして入

園料という部分をいただくようになりました。それから数のカウントもさせていただきましたの

で、先ほど言ったような人数で遠くからもおいでいただいている現状であります。滝については

一部分、自然景観を保ちながらその情景を維持するようなことをしなければなりません。あまり

開発をし手を入れ過ぎると、人工的な感覚と言いましょうかそういう部分がありまして、写真家

の方だったり、非常にあそこで下に降りていって長時間ずっといらっしゃる方もいます。そうい

う中で、あまり手を入れ過ぎると本末転倒というか、そういう部分もありますので、今の下に降

りた部分や公園の整備というのは、一定の役割は終わったかなというふうには思っております。

ただし、前回少し話題にさせていただきました鍋ヶ滝の第３駐車場の検討、そのための基本構想

設計の部分については進めていきたいというふうに思っております。その狙いとしては今土・日

でシャトルバスを動かしておりますけれども、その第３駐車場のその部分があれば、ピーク時の

お盆やゴールデンウィークあたりまでは解消できなくとも、通常の行楽シーズンの土・日はその

第３駐車場で賄うのではないかなというような検討もいたしております。そういう整備は引き続

き行いながらも、中の滝や滝周辺の部分については、もう手を入れることはあまりしないように

したほうがいいのではないかというような考えを持っております。 

  以上です。 

２番（大塚英博君） 町長のお考えには賛同できますが、今現在においては道が狭いということで

観光バスというものが入っておりません。しかしこの観光バスというのは数を増やす上において

は非常に効果的なものでございます。このことについてこの辺を含めて、その周辺の鍋ヶ滝のそ

のものよりもその周りを、１人の人から今入場料を２００円取っていますけれども、なるべくた

くさんのお金を落とすような仕組み、そういうふうなことについて担当課の方には何か開発とい

うか、そういう計画とかいうのはございますか。お聞きしたいと思います。 

情報課長（藍澤誠也君） 議員おっしゃるとおり、現在大型バスは入っておりません。中型バスま

では入っております。大型バスの予約等ありました場合には、町内の事業者等に紹介をしまして、

途中で乗り換えて鍋ヶ滝に入るというような状況を今作らせていただいております。まだ道が狭

いので大型バスがなかなか周りの交通に迷惑を掛けるというような状況がありますので、そうい
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うことで対応させていただいているところです。 

２番（大塚英博君） 要するに、観光客が来てそこでお金をどのような形で落としていくかという

施設とかそういうものは、いろんなところを見学すると大体その程度のことは多分分かっておる

と思いますが、担当課のほうはそういう観光地のことについて特に視察に行ったことはございま

すか。 

情報課長（藍澤誠也君） 個人的にではありますが、原尻の滝あるいは九重の夢吊大橋、そういう

ところの運営についてちょっと勉強させていただきました。施設の規模等も若干違うところはあ

りますが、いろいろとスムーズにいくようにされているような気がいたしております。町のほう

としても鍋ヶ滝、スムーズに見学できて地元に迷惑の掛からないようにやっていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

２番（大塚英博君） 今言いましたように、ここで心配なのが観光客の挙動で周辺の住民の方々に

はいろんな迷惑を掛けていることに、議員として懸念することではありますが、周辺の皆さんに

対しての対策というのはどう考えておられるのかお伺いしたいと思います。 

情報課長（藍澤誠也君） 本年度、料金を取りだしました。取りだす前に地元協議会、３８７会、

漆金、それから通路になります各６組、東蓬莱から西野中、下鶴、山角、下鶴、そういう集落の

方々各戸に呼び掛けをいたしまして、こういう施策を始めますということで料金徴収を始めてお

ります。それから５月の連休の前には再度各組の方々、大字協議会、３８７会、お集まりいただ

きまして地元説明会をいたしております。シャトルバスが始まりますというようなこと、それか

ら町内の車におきましてはステッカーを配布いたしまして、通行規制にかからないような形をと

らせていただいております。もう一つですが、大字協議会それから３８７会、漆金と町の担当課、

町長を含めまして、定期的に課題等の確認を行いながら鍋ヶ滝の運営を現在やっているところで

ございます。 

２番（大塚英博君） 今のと少し一緒なんですけれども、住民の方々から交通渋滞に対するアドバ

イスというのを受けていると思いますが、この件についての行動は起こしておられますか。 

情報課長（藍澤誠也君） 地元と話す中で、離合ができないところがあるということで、警察と協

議して一方通行にしてくれというような御要望がありました。警察と協議する中で、一方通行等

にすると全員がそれを守らなければならないと。そういうステッカー等を渡しても一方通行には、

地元の人だけ一方通行から外れるというようなことはできないということでありましたので、そ

のことを説明して、迂回路というような形を取らせていただいております。それとナビで来ます

とどこからでも来ることになります。ファームロードからの入り口に関しては地元車専用ですと

いう表示。それから下滴水の部落におきましては、集落の中に入ってきてにっちもさっちも動か

ない状況があったというようなことでしたので、集落の中に入らない看板を作らせていただいて、

要望による看板等の設置につきましては対応をさせていただいているとこでございます。 
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２番（大塚英博君） これから鍋ヶ滝をもう少し、どんどんどんどんお客さんを増やすという方向

の中で、鍋ヶ滝を中心にしたいろんなイベントなどを計画することが、観光客を増加し町の活性

化につながると考えられます。こういうところにおいて周辺の皆さんの意見を聞きながら、早急

なより良い開発というものを求めておきます。最後の最後になりましたけれども、小国町には

田滝などのまだまだ眠った観光資源があると思われます。その点について前向きに観光開発をし

ていくかどうか御答弁をお願いいたします。 

町長（北里耕亮君） 滝と言えば、小国町はまず最初に下城滝を整備というか、下城のいちょうの

木のところからの滝の景観、そして反対側に渡れるようなそういうような仕組みを作って、誘導

路というかそういう部分を整えました。その次に鍋ヶ滝をしております。御意見があるように、

土田滝やそのほかたくさんこの小国町はその歴史的にも滝が多い地域であるというのは伺ってお

りますので、積極的にそのあたりのまずは調査、そしてどういうふうに見せていくか。地域の資

源がありますので、そういう部分を行政としては調査とそれから開発という部分ではないですが、

活用ですね、そういう部分をやっていきたいというふうに思っております。少し具体的には 田

滝あたりの部分も少し手を入れれば遠くからではありますが、見れるような部分もあるかという

ふうに思っておりますので、このあたりのところもずっと以前議会の中でも話題になりましたも

のですから、そういう部分でやっていければというふうに思っております。 

  以上です。 

２番（大塚英博君） 外貨を稼ぐというのは、観光というのが非常に大きな力だと思っております。

そういう中で今小国の観光施設というものが、木魂館、ゆうステーション、そして小国ドーム、

建物としては。そしてまたいろんなところの施設がありますが、これを点を線に結ぶというその

ネットワーク、１人のお客さんが来たときに、それは自然と小国の観光に結びつけるようなネッ

トワークづくりというのも大事じゃないかなと思っております。観光資源の発掘もそれと一緒に

併せながら、観光課のほうはこのネットワークづくりについて前回ありましたように、美術館と

いう教育施設でございますけれども、こういうふうなことも含めて専門的に取り組むという姿勢

があるかどうかをお聞きしたいと思います。 

情報課長（藍澤誠也君） お答えします。先の９月議会の補正予算の中で、先ほど町長が言われま

した観光資源化に向けての調査ということを計画しております。今議員がおっしゃるとおり、小

国町の従来の施設それから新たな施設とを結びつけるような構想といいますか、計画を中長期で

考えていきたいというふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

２番（大塚英博君） この件について、小国の特産品というものも一つの流れに乗って、これを対

外的にＰＲをしていかなきゃいけない。そういうふうな、来たお客さんがまた来てみたいという

そのＰＲをしていきたい。これは本当に言うと、今の情報課の中でこれだけを携わるとなると、
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専門的な方がおられないとこれに対してはできないのではないかなと私は考えております。そう

いうことについてお伺いしたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 限られた人員ではありますけれども、情報課の中で業務は多くなるかと思い

ますが、しっかりそのあたりはいる範囲でやっていきたいというふうに思っております。国のほ

うの地方創生の先行型で、先ほど言った調査事業を調べるような案件も滝関係、それから文化財

関係の部分も一つ、国鉄宮原線跡地の調査という部分も少額ではありますけれども一つちょっと

ありますので、そういう部分でそれをまとめて調査後そのあとがやはり大事だと思います。それ

をいかに活用していくかという部分で、またその途中であったり結果を議会の中で紹介をしてい

きながら、今後どういうふうな予算立てが必要かなども併せて相談させていただきながら、そし

て進めていきたいと。人員については今のままでできる範囲内でやっていきたいというふうに思

っております。 

  以上です。 

２番（大塚英博君） 人員は本当に今のままでいいと思います。私はその中に専門的な方がおられ

るんだったら、その方たちを利用しながらこれからの小国町、また特産品のＰＲ等を大々的に行

っていけば小国町の一つの活性化になるかと思います。以上３点を全て申し上げました。これで

私の質問を終わらせていただきます。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩をいたします。３時１０分から再開いたします。 

（午後２時５８分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時１０分） 

１０番（時松昭弘君） １０番、時松です。通告に従いまして２点ほど質問をさせていただきます。

１番目、国民健康保険料の算定基準の見直しについてということで質問をさせていただきます。

今、国保会計の分につきましては応能負担、応益負担という形でいわゆる資産割、均等割、平等

割といろいろな形がありますが、これは日頃からいろんな資産割についてお尋ねをしたいと思い

ますが、今資産割のほうについては、協会けんぽあたりにつきましては資産割あたりはないと。

また都市部においても資産割等はほとんどない都市があります。ただし、先ほどから質問等があ

っておりましたけれども、国保の会計状況を見るとこれはなかなか資産割等も入れざるを得ない

部分があるかなというように理解はしております。しかしながら、最近国保の加入者の世帯で新

築の家を造った方々、こういった方たちはこの資産割の中に一応課税の対象になるわけですが、

このいわゆる家を造って消費税を払う、あるいはその所得の少ない中で小国町に定住をするとい

うことになりますと、家を造った場合には当然この町に居住をするわけですね。今回１０月に今

国勢調査の資料などが皆さん方のところに配布がなされておりますけれども、この国勢調査の基

準によって、いわゆる地方交付税の算定基準が決まってきます。そういった形によってその小国



 

 47 

町に住民台帳があるということになりますと、当然のことながらこの資産割等については少し軽

減措置を図ったらどうかというのが今回の質問の内容です。そのことについて町の町長以下担当

課の所管の考えをお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

税務課長（北里康二君） 資産割についてなんですけれども、１０年ほど前は大体全国の８０％が

４方式、「あとでもう１回説明しますが」、をとっていました。それから１０年で約７０％になっ

ております。約１０％程度が資産割を見直しといいますか、なくしているというような現況があ

りますが、これは市町村合併があって地方自治体の規模が大きくなった。先ほど都市部という御

表現がありましたけれども、確かに都市部のほうでは資産割はかなり減ってきているような状況

でございます。保険税は医療費分、それから後期高齢者を支援する分、それから介護分の３部門

がございます。それぞれ賦課方式税率が定められていますが、賦課の方式に関しましては地方税

法の第７０３条の４において先ほど申しました指摘にもあります、所得割、資産割、均等割、平

等割。所得割、資産割が応能で、均等割、平等割が応益というような考え方ですね。そして資産

割をなくした所得割、均等割、平等割の３方式、それから所得割、均等割の２方式と。大きな都

市では、この２方式というようなことが取り上げられているところでございます。確かに年金暮

らしで、たまたま新築されたという条件が重なると少し負担が大きくなっているかなというふう

に感じられる場合、直接私どもは聞いたことがございませんけれども指摘のとおりだと思います。

ただ、仮に今現在資産割を除きますと、午前中に福祉課長のほうから歳出の総額が決まっている

という話が、算出できるわけなんですが、資産割を除くと所得割、若しくは先ほど申しました均

等割、平等割どちらか、その３つのうちどれかの割合を高くしなければなりません。現行で考え

ると、やっぱり所得分のところを考えれば、応能負担の資産割ということも４方式ということで、

所得の低い加入者のことをちょっと配慮に入れますと、そのような方式を取らせていただいてい

るのが現状でございます。 

町長（北里耕亮君） ただいま所管の課長から説明がありましたとおりに、現在のところでは御質

問の部分でそういう方式、資産割の見直しと言いましょうか、そういう部分は現在のところ執行

部としては考えてはおりません。 

  以上です。 

１０番（時松昭弘君） １０番です。全国的な資産割の取扱いについての状況というのをちょっと

私まとめてみましたが、資産割は土地・建物の固定資産税に着目して課税しているが、金融資産

等には課税されていないということですね。いうなれば、預貯金等には課税はしてないと。これ

は今度新しいカード等ができてきますけれども、こういったことあたりにも関係はしてくるとか

なというように考えます。２つ目には、住んでいる実際の固定資産だけが課税対象となり、他の

自治体に対象外である資産はこれは課税の対象になっていないということですね。３つ目が相続
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登記と名義変更を行っていない方、これは固定資産税の対象にはならないから当然国保の資産割

には入らないということです。居住用資産のように収益性のない土地建物の固定資産にもこれを

課税しているということです。そして協会けんぽとの医療保険、これには資産割はないわけです

ね。３つ目が後期高齢者制度や介護保険には資産割はないと。また毎年課税に対して二重課税を

持つ人が苦情的には多いという話も聞いています。ですから、私が今回資産割をゼロにしなさい

ということではないのです。先ほどの答弁等もありましたように、資産割があることによって国

保会計に対するプラス面があるというふうに思いますが、ただ、新築住宅等を建設したときには、

いわゆるこの町に居住をするということで、先ほども申し上げましたように交付税の算定基準の

中に入ってくるわけですから、そういったことも少し考慮していったらどうかというようなこと

で、今回のこの質問をさせていただきました。これをするしないはあとは執行部の政策判断とい

うことになりますけれども、これはなかなかこれをしなさいということではないですけれども、

いわゆるこの負担率の問題等の絡みがありますので、将来的には今度は国保会計が県のほうの一

元化になってきますので、そういった形の他町村等あたりの状況をしっかり把握してこの問題に

は対処していただきたいというふうに考えます。 

町長（北里耕亮君） もう少し執行部の内部でも検討というか、先ほどの答弁では現時点において

は見直す思いはないという答弁でございまして、それは変わりませんが内部でも現状の把握とい

うことで、小国町のような中山間地のできるだけ似ているところ、そういうところの現状がどう

なっているかと。私が発言した思いとしては細分化している、きめ細やかなそういう方式をとっ

ていると、その現状に則して生活困窮者というとあれですが、そういう状況の方も細分化してで

きるのではないかという思いはしております。ただ、料の一定の枠を、資産割をなくせば所得割

と均等割をというような直結、そこだけを軽減するというのはもう政策判断というような案件に

なってくるだろうというふうに思いますので、少し答弁が慎重にはなるかと思いますけれども、

今日はきっかけをいただいたという部分ではありますので、ほかの似たような中山間地の部分を

調査はしていきたいというふうには思っております。 

１０番（時松昭弘君） １０番です。今の答弁で内容としてはよく分かりましたが、先ほど５番議

員から一般質問の中でもありましたように、すこやか国保、こういった形に対する無駄な予算等

もありますのでこの内容につきましては、前回は国保の補正予算を否決はしましたけれども、や

っぱりもう少し中身をみんなに分かりやすいような形で議会あたりにも今後提出をしていただき

たいというふうに思います。今町長からもいろいろお話がありましたけれども、このいわゆる方

式がいろいろあるわけですね。２次方式、３次方式、４次方式、このことについてはちょっと答

弁は求めませんけれども、こういったことも一応参考にしていただきたい。それをすることによ

って全体的なバランス、税の公平化を図ってもらうと。それとまたそういった方に対して、滞納

の不納欠損等がかなり今回の決算でも見受けられますけれども、不納欠損をする前に滞納あたり
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がこのいわゆる税の公平負担ということにすれば、そういったことももう少し税務課を中心とし

て慎重に図っていただきたいというふうに思います。今この問題につきまして、どなたか答弁が

あれば答弁を受けます。 

町長（北里耕亮君） 国保について特に税の部分でありますけれども、しっかりした説明は今後続

けていきたいというのをまず発言させていただきたいと思います。それからまた国保の中で御意

見としては随分広報の、すこやか国保のほうが話題にはなっておりますが、私としてはそこまで

全く無駄であるというふうな思いはいたしておりません。郡内町村、やはり健康づくりとかそう

いう部分でそういう制度の説明であったり、確かにいろんな工夫はこれから必要だと思います。

ただ、国保の部分を節約はしていかなければならないのですが、いろんな一つひとつの事業で全

ての事業にわたって悪いというふうな感じはいたしておりません。それから賦課と徴収の徴収ほ

うでございますけれども、生活相談やその部分に至るまでに幾度となく相手様とやり取りをさせ

ていただいて、そして最終手段の差押えとかに至っておりますので、そうなる前にいろんな努力

を執行部はいたしております。決算意見書の中では不納欠損額は一律に出ますが、それに至るま

での判断という材料はかなり執行部といたしましても慎重な対応はして、ただ残念な結果、ああ

いう数字にはなっております。 

  以上でございます。 

福祉課長（穴井幸子君） すこやか国保について出ましたので、昨日の説明不足がございましたの

で、すこやか国保につきましては６町村でしているということで、これは国のほうからやっぱり

広報活動をしっかりしなさいということで、国のほうからも補助金といいますかそういったのを

いただいております。また今町長もお話いただきましたし昨日もお話しましたけれども、中身に

ついてはまた６町村で話し合っていきたいと思っております。 

１０番（時松昭弘君） 今後しっかりそういったことに進めていただきたいと思います。次に質問

の２番目ですが、今後の人口減少に伴う町づくりの進め方についてお尋ねをしたいと思います。

今回、総合戦略いわゆる人口ビジョン、特にこれは地方創生に向けた取組の資料をいただきまし

たが、この資料、総合戦略等につきましても、このとおりできれば素晴らしい町づくりができる

かなというふうに思います。ただ、今回の戦略編あるいは人口ビジョン編を見てみますと、これ

は１９９３年の１０月に当時の小国町役場企画課、この中に何人かおられると思いますが、その

ときのシナリオが悠木の里づくりという形で、こういった３ページほどに付いた資料がございま

す。この内容を見てみますと、これに似合った部分というのが非常に多く見受けられると。いわ

ゆる１９９３年から、今日の地方自治体の在り方というのが当時から問われておったかなという

ふうに、ちょっと振り返って読み比べてみたところです。今後私たちが一番考えていかなければ

ならないのが、この町の人口減少が先ほどからも推移がございましたけれども、非常にあと今後

の２０４０年、このあたりになりますと非常にこう４千人を切るというような状況が一昨年の日



 

 50 

本創生会議の中で話が出てきております。そういったことについてやっぱり私たちも、どこの市

町村も同じだろうと思いますけれども、非常にこのことについて危機感というのがあると思いま

す。今後の地域づくり・町づくりに対しても、いわゆる人口減少があるということに伴う町づく

りをしなければならないというふうに考えます。その点について、町長の考えをお尋ねしたいと

思います。 

町長（北里耕亮君） この人口減少については議員の発言にもありましたように、まだ素案ではあ

りますけれども、戦略計画そして人口ビジョンの素案ということで配らせていただきました。何

も手立てをしなければ大変厳しい状況であるという部分は執行部も理解もしておりますし、かな

りのことをやっても、決して今現在から諦めるわけではありませんけれども、力を入れていきた

いという思いはいっぱいでございますが、ただ大変前に立ちはだかる壁は高いものというふうに

想定をしながら、でも最大限力を入れてやっていきたいという所存であります。その際に、何か

１点これをやれば爆発的に人口が増えるという部分でない、そんな甘いものではないという自覚

もしております。内部のやはり町の中の話、外の話。中の話では、やはり子育て支援というよう

な部分での環境整備、そして仕事づくりという部分での若年層の流出を防ぐような動き。そして

逆に外の話では外から移住を促すような、この限られた時間ですべては言い表せないですが、そ

ういうことを相当やっていかなければ、この自然環境で暮らしやすい現在の小国町が、集落はな

かなか疲弊をし、田畑は少し荒れてというようなあまり想像したくないような部分になっていく

のではないかなというふうな思いをしております。そうならないために最大限できる範囲以上の

部分をやっていきたいという強い思いはしております。その部分について様々な調査事業は来て

おりますが、今後またハード事業も来年度、再来年度どれぐらいの予算が国のほうがつけるかは

分かりませんが、そういう情報、アンテナを張り、また議会の方々に入る情報も多いかと思いま

すのでそういう情報もまた教えていただきながら、町、執行部と一体となって御協力いただけれ

ば幸いかというふうに思っております。 

  以上です。 

１０番（時松昭弘君） 将来の人口の在り方ということをちょっと考えてみますと、小国高校の問

題等が今出てきております。この存続問題というのは非常に重要な課題であると思いますが、海

士町の島前高校の事例等で有名ですけれども、過疎地域あるいは子どもの人口が減少していると

いうことは、これはもう通用しないということで言われております。この山内道雄氏というのが

今町長でありますけれども、これはＮＴＴから町長のほうに立候補したわけですね。この方が言

われた言葉の中でも、決死の覚悟というのがやっぱり必要であるというふうに言われております。

まさに小国町あたりでも人口減少が伴う、またこれから先の財政の問題等も考えてみますと、今

回の決算状況を見ましても、財政収支比率等におきましても０.２１という非常に厳しいような数

字が出てきております。これも平成２１年からあまり変わっていないような状況ですけれども、
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当時こういったこの問題あたりも、財政の部分を考えながらクリアしていかなければならないよ

うな問題があります。ここで今、地方創生等のいわゆる戦略対策したあたりができておりますけ

れども、こういったその地方創生絡みのものを、ここにできている戦略ビジョンを示しながら、

この地方創生の予算をいかに確保していくかということが今後やっぱり必要じゃないかというよ

うに思いますが、そこあたり今後の取り組み方ということについてお尋ねをしたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 前段の話題に上りました海士町の話でありますが、実は７月に小国からは私

と教育委員会、それから南小国町は高橋町長と職員の方、そして小国高校から校長先生ほか１人

ということで６人で訪問させていただき、先ほど話題になりました山内町長ともお話をする機会

をいただきました。大変参考になりまして、小国高校だけの問題ではなくてこの小国郷というエ

リアをどうしていくかという部分で大変参考になりました。そのときにもやはり人という、人間、

人材、人、こういう部分もかなり話題になりまして、そういう部分でも参考になったわけでござ

います。それからあとの話でそれが続くわけでございますけれども、いかにして今後取り組んで

いくかという部分について先ほどの部分の付け加えでございますが、やはり情報の部分が非常に

大きい部分があります。いかに早く国の動きや県の動き、それを捉えて、そしてやはり頑張ると

ころに国も目を向けるというような話もあっておりますものですから、いかに企画というかいい

アイディアを出して、例えばそれが実証モデルであったり何だったりという部分もありますもの

ですから積極的にこちら側から提案もし、そして国のいろんな情報も早めに仕入れてそして実現

に向けていきたいというように思っております。ただ、見えない部分も表現では国のほうは手立

てするというふうな部分もあっておりますが、まだ金額面で本当につくのかという部分がありま

すので、このあたりのところは議会の皆様方にも一定の情報が入るかと思いますので、また助言

をいただければというふうな思いをしております。 

  以上でございます。 

１０番（時松昭弘君） １０番です。今、地方創生の大臣が石破氏ですが、その人の言葉の中に、

日本ほど四季があり自然が豊かで伝統、歴史、芸術、文化にあふれた国はないと。このことを活

かす国づくりが必要だということで地方創生法を整備して、全国自治体全てが５カ年間どうする

か、何を出すのかということを求めておるということです。コンサル任せでは駄目だということ

です。いわゆる今回の決算等も見てみますと非常に委託料が多い部分がかなりあります。特に課

によっては集中的に委託料が多いところがある。自分たちでできる部分が多々あろうかというふ

うに思いますが、今回そういったことも含めまして次年度からはこういったこともやっぱり考え

ていく必要があるというふうに思います。いわゆるコンサル任せでは駄目だということですから、

いわゆるコンパクトシティの基盤産業づくりということが今から先はばらまき型じゃないと、提

案型であると、いわゆる提案をしたところには予算を流すと。そういったことによって、ただ、

今働き方とか今なかなか仕事のことも先ほどからも話が出ておりますけれども、やっぱり今後の
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自治体においてはいわゆるＰＤＣＡサイクルというこれもこの中に書いてありますけれども、い

わゆる計画、実行、そして評価、改善、この４段階を繰り返すことによって、業務を段階的に改

善をするということが一番の大きな視点ではなかろうかというふうに思います。今後もこういっ

たことにつきまして、しっかりと中身を一つひとつ分析をしながら議会と行政と一体になった形

で町民の暮らしを守っていく、住民サービスができる、また福祉の増進を図るというような地方

自治法の原点に返るということが一番大事ではなかろうかというふうに思います。そういったこ

とをすることはやっぱり私たちが与えられた大きな責任であるというふうに考えていますので、

そういったことも含めて、執行部は今後前向きに進めていただきたいというふうに思います。最

後に答弁を求めます。 

町長（北里耕亮君） 執行部といたしましては、やはり計画という部分は物事全て何でもそうです

が、非常に大事であるというのは認識をしております。その部分で地方創生の戦略計画を作る上

において、もちろんコンサル任せではなくて様々な角度から議論をしながら重ねながらそして作

り上げていくと。人口ビジョンも考えながら作り上げていくという思いはしております。それと

同時に、ちょうど総合計画の後期に入ってきております。来年度からですね。それの策定も同時

に進めなければなりません。町の方向性は一つの方向性で定まっていないと、ぶれがあるといけ

ませんから、戦略計画と総合計画はある程度一体となって進めなければならないという部分で、

ちょうどいい機会かなというふうな思いをしております。それと同時に、また過疎計画なども併

せてちょうど全ての計画策定が同じ時期になってしまうという部分もありながら、今後の重要な

計画策定を執行部内としては考えていっている、そういうところであります。この部分について

も、議会のいろんな御意見をまた引き続きいただきたいというふうには思っておりますので、そ

ういうお願いをしながら私からの答弁とさせていただきます。 

１０番（時松昭弘君） １０番です。前向きにしっかり頑張っていただきたいと思いますが、今回

の総合戦略の中にあります、総合戦略の策定における世論と経過という資料をいただいておりま

す。この中にありますように、産官学金労言ほかということでこの項目はありますけれども、こ

ういったかたちは何回となく会議はあっただろうというふうに思いますけれども、この中にこれ

はいわゆる地方創生の会議、戦略会議というのは、ただこれから先の時代を担う人たち、つまり

言えば高校生あたりまで住民の参考にする住民総意で作成するべきであるというふうに思います

が、この中にはいわゆる高校生等は入っていませんけれども、そういった高校生等の部分がどれ

だけ入っているのか分かりませんが、こういったことまで含めた形で今後のこの会議等の参考に

していただければというふうに思いますが、そこはいかがでしょうか。 

政策課長（清高泰広君） 総合戦略につきましてはただいま言われたように、産官学金労言という

ことで幅広い参加を求められています。ただ具体的には策定の時期的なもの、特に今回はもう１

０月までに策定ということでスケジュール的には非常にタイトなものがありますものですから、
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策定委員会は３回を考えております。ただ、それ以外にもいろんな意見を聞く場面をつくってお

ります。例えば住民の皆さんが１００人会議ということで、これまで３回ほど有志での会議を行

っております。その中で出た意見とかそういったものを参考にさせていただきたいなと思ってお

ります。ただ高校生の部分については、特に今のところ高校生に集まってもらい意見を聞くとい

うのは考えておりませんでした。 

  以上です。 

１０番（時松昭弘君） これから先の時代を担う方たちですから、そういった子どもたちの意見を

やっぱり聞くことによって新たな総合戦略の展開も生まれるのではないかというふうに思います。

そこは参考にしていただければ結構です。これで質問を終わります。 

町長（北里耕亮君） 計画を作る上において随分前の過去の話ですが、先ほどシナリオという言葉

が出ましたが、そのシナリオ策定のときにも随分若い方にアンケートをしたり、会議に加わって

いただいた経緯も過去にはあったかと思います。私はちょっと議員でありましたけれども。そう

いう部分で今後についても時期的なタイトな限りはありますけれども、できるだけそういう部分

を何らかの形で考えていきたいというような思いを付け加えさせて答弁を終わりたいと思います。 

議長（渡邉誠次君） それでは予定をしておりました５人の一般質問が終わりました。これで本日

の一般質問を終わります。 

  以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

明日１８日は、午前１０時から会議を開きます。１１番松本明雄君、１番穴井帝史君、６番時

松唯一君、３番北里勝義君、以上４名の登壇の予定をしております。 

本日は、これにて散会いたします。お疲れさまでした。 

（午後３時４０分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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議事の経過（h.27.９.17） 

 

議長（渡邉誠次君） 皆さん、おはようございます。 

  国会では安全保障関連法案におきまして、国が大きく今動こうとしております。我が町では本

会議に入りますけれども、まさに今同刻、参院の本会議が開かれていることでしょう。それぞれ

見解をお持ちでしょうが、まずは国は国、県は県、町は町で決定していかなければならないこと

を粛々と進めていかなければならないというふうに考えております。 

それでは本日は、９月定例会３日目でございます。 

ただいま出席議員は１２人であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時０１分） 

議長（渡邉誠次君） 日程第１、「一般質問」。 

  本日は、一般質問となっています。昨日同様に終了約１０分前にお知らせをいたします。本日

は通告によりまして、４名の登壇を予定しております。順に、１１番松本明雄君、１番穴井帝史

君、６番時松唯一君、３番北里勝義君でございます。 

  それでは直ちに質問に入ります。 

１１番（松本明雄君） １１番、松本です。小国の町にも秋がきて、収穫の季節を迎えております。

今年の夏は暑くてそのあとに長雨がありまして、非常に農作物には大変だった時期だと思います。

そして今、稲や芋が実ってきている頃には、この前からいろいろ話が出ていました有害鳥獣、猪、

鹿等に大切な作物を食べられております。その件についてはまた１２月にでも一般質問したいと

思いますので、今日は通告どおり小さなことではありますが災害におけるドローン、ドローンと

言っても分からないと思いますけれどもこういうものです。見えますね。これについて質問した

いと思います。一期目の９月の議会のときに、災害のときの情報収集についてお願いしたと思い

ます。そのときはバイクを活用してビデオカメラを持って現場まで行って、その映像を送ってい

ただいて役場庁舎の中で町長たちが判断していただくという話をしましたが、今はこういうドロ

ーン、長野市の善光寺では落ちました。総理府の内閣総理大臣の庁舎の上にも落ちましたけれど

も、その後いろんな法律も変わってきております。その辺の説明はあとから総務課長にお願いし

たいところでありますが、今回茨城県の災害がありました。去年は広島の災害がありました。非

常にどこで何が起こるような災害が発生するかも分かりませんので、今後こういう機材を持って

いれば我が町も災害が非常に多いところですので、今おぐチャンで流れて映像を見た方もいらっ

しゃると思いますけれども、町道の西里線、あの上の橋脚ができているのもこの前出ておりまし

た。そして城村滝ですね、城村滝も私はいつも国道のほうは通るんですけれども、あちらの方角

からは見たことありません。非常にいい滝があるなとまた痛感したところでございます。滝につ
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いては同僚議員も質問されましたけれども、３番目にまた質問させていただきます。それではこ

のドローンについて衆議院のほうで法案が決まったと思いますけれども、その辺の説明を総務課

長よりお願いしたいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） おはようございます。資料の配付をお願いしたいと思います。よろしい

でしょうか。 

（資料配付） 

総務課長（松岡勝也君） それではお手元に資料が届いたでしょうか。ただいま１１番議員のほう

から御質問がありましたドローンのことでございます。９月４日、参議院の本会議によりまして

可決成立をいたして衆議院のほうに行くという経過になっておるということが今入っております。

今お手元に行っておりますのは航空法の一部の改正ということで、一番分かりやすい資料があり

ましたので、これに基づいて説明させていただきます。上のほうに大きく書いてありますように、

最近における無人航空機をめぐる状況を鑑み、無人航空機の飛行に関し、航空機の航行や地上の

人・物の安全を確保するため、無人航空機の飛行の禁止空域及び無人航空機の飛行の方法を定め

る等の措置を講じるということでございます。先だって総理官邸のほうでドローンが着陸したと

いうことが航空法の一部改正につながったということでございます。背景としまして昨今、無人

航空機が急速に普及しており、撮影や農薬散布、インフラ点検などの分野に広がっておりますと。

今後、様々な分野に活用されることで、新たな産業・サービスの創出や国民生活の利便や質の向

上に資することが期待されておりますと。また一方、落下事案が発生するなど、安全面における

課題に直面しております。こうしたことにより国際的な状況を踏まえ、まずは緊急的な措置とし

て無人航空機を飛行させる空域及び飛行の方法等について、基本的なルールを定めることが必要

であるということでございます。今回下に概要がございます。大きく３点ございます。無人航空

機の飛行にあたり許可を必要とする空域ということが定められました。下にありますように、大

きくＡ、Ｂ、Ｃと書いております。一定の航空の高さのところの上のほうにありますＡ空域です。

Ｂが空港周辺の空域ということでＢになります。人又は家屋の密集している地域をＣといたしま

す。そのほかが飛行可能ということで区分をされております。この中で米印で飛行機、回転翼航

空機等であって人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させるこ

とができるものと、超軽量のものは除くということでございます。以下の空域においては、国土

交通大臣の許可を受けなければ無人航空機を飛行させてはならないということでございます。空

港周辺など、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域ということで下にＡ、Ｂとい

うことでございます。人又は家屋の密集している地域の上空がＣということでこの空域について

は国土交通大臣の許可を受けねばならないということになっております。米印にありますように、

安全確保の体制をとった事業者等に対しては飛行は許可ということでただし書がございます。 

  ２番目としまして無人航空機の飛行の方法ということで、無人航空機を飛行させる際は国土交
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通大臣の承認を受けた場合を除いて、以下の方法により飛行させなければならないということで、

日中において飛行させること。周囲の状況を目視により常時監視すること。人又は物件との間に

距離を保って飛行させることということなどが定められております。米印としまして安全確保の

体制をとる等の場合は、より柔軟な飛行を承認ということでございます。 

  ３番目、一番下のその他としまして、事故や災害時の公共機関等による捜索・救助の場合は、

（１）（２）を適用除外ということで、可能ということが今回の法律で可決されております。こ

の１、２に違反した場合におきましては罰金を科すということで、今回５０万円以下の罰金とい

うことが定められております。今回の主な航空法の一部改正ということで、ドローンに関する法

律の改正があったということで概略の説明でございました。 

１１番（松本明雄君） この質問をさせてもらって、総務課長にお答えいただいたのは、我が町に

も温泉がありまして、温泉は露天風呂が非常に多いです。これを飛ばして露天風呂の盗撮なんか

があるんじゃないかという懸念もありましたので、こういう説明をしていただきました。これは

高度なカメラが付いて、約高度１００メートルであれば音が聞こえないと、そういうこともあり

ますので今後我が町にも独自の法律じゃないですけれども、いろんな規制を作ったほうがいいの

ではないかと思います。町長はその点どうお考えかお聞かせ願いたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 基本的な考え方をまず先に述べさせていただきたいと思います。この部分に

ついては、私どもの町小国町は中山間地でありまして山間部で御案内のとおりに非常に災害も多

い地域であります。土砂災害等含めて河川の氾濫、そういった部分も大変多い部分であります。

この防災面から言えば、この無人飛行機の利用については活用をしていくべきではないかなと。

スムーズに活用ができるのであれば、活用ができるのであるのではないかというような今現在の

立ち位置であります。というのも、先ほど話題になりましたおぐにチャンネル等で撮影の風景、

非常に明確に上空から滝などを映す部分を私も見ることもありますものですから、そういう部分

について例えば危険地域、杉がですね、山林の場合杉があるから地面が見えないので、崩土があ

るかどうかそこまではどうかとは思いますけれども、何らかの形で利用ができないかというよう

な思いはしております。それで大きさにもいろいろ種類も何かあるやに聞いておりまして、価格

も幅があるようでございます。そういう部分は今後、規約や決まり事の整備が先ではありますけ

れども、町でも防災の面からでも何か購入を考えていければというふうには思っております。 

  以上でございます。  

１１番（松本明雄君） 今、おぐチャンにあるのは私物だと思います。今、行政用とかいろんな形

で売り込みもかかってきていると思いますけれども、小国町にはまだそういう業者の方が売り込

みに来ているとか、そういう話はないのでしょうか。玩具からですね、いろんな免許の問題、安

全性の問題とかありますので、その辺のことも考慮しながら考えていただきたいと思います。大

体燃料を入れて４０分程度飛ばないと役目は果たさないと思います。災害派遣というかいろんな
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面で、こういうドローンが撮った写真、ビデオ何かがあれば、どういう機材をどこに持っていく

という判断が即座にできると思いますので、消防、警察、自衛隊、彼らが出動するに当たって、

危険なところには踏み込まないようにもこのような機材があれば十分かと思いますので、御検討

のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 無人飛行機ではありませんけれども、平成１７年に涌蓋山の集中豪雨の崩壊

があったときにスリットダムに非常にたくさんの原木がダムに引っかかった、そういう模様を自

衛隊のヘリだったでしょうか、上空から映した部分もありました。ああいう状況は、非常に下流

の集落、そして災害対策本部の参考に非常になる場合があります。情報というのを早めにつかむ

ことが、行政にとって未然に防ぐまた最大の効果でもあると、よろしいことだというふうに私も

理解をしておりますので、この部分についてまだ機械等のこの飛行機の売り込みというのがあっ

ているかどうかちょっと私のほうは定かではありませんが、そういった部分で少し検討をしてい

く時期に来ているということで議会の皆様方も御理解いただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

１１番（松本明雄君） もう一つ付け加えますと、アメリカの通販の大手の会社はですね、この機

材を作って通販業務をやろうと考えているらしいです。荷物的には１０キロぐらい持つそうです

ので、もしも孤立した人がいらっしゃった場合、食べ物と水ぐらいはこれで少人数であれば搬送

できると思いますので、その辺の検討もお願いしたいと思います。今おぐチャンでこれを運用し

ていますので、もしも入れるのであれば、おぐチャンにお任せして機材を買って若手に教えなが

ら、何人もの方が上から撮影できる、荷物を運べるという具合にやっていただきたいと思います。

今後前向きにですね、何でも前向きに検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

町長（北里耕亮君） この部分については先ほどの答弁のとおりで、いろんな価格帯の幅であった

り大きさだったり先ほど燃料の話、そういったいろんな部分がありまして、あとはどこに所在の

ですね、役場に置くのかエフエム小国に置くのか様々あると思いますので、細かい部分は決めて

いきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

１１番（松本明雄君） それではこの質問は終わらせていただきます。第２問ですね、平成２４年

３月に、これも僕が質問したことでございます。防犯カメラについて一度質問して、そのときの

町長の答弁では費用がかかりますので今後検討していきますという話も出ていたのですけれども、

その後すぐ保育園のほうでちょっと事件等がありまして、そのときにはすぐに入れました。質問

の内容としては、そういうことがあったときにどうするかじゃなくて、僕が言ったときにそうい

うことをやっていればそこだけの問題じゃないんですけれども、少しでも早く町民の不安を取り

除けたのではないかと思います。そのときのもう一つの質問は、老人の徘徊が増えてくるのでそ

れも抑止するため、そしてもう一つは観光地に来た方々がいろんなところでいろんな物がなくな
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ったりとか、そういう抑止の部分も考えて設置しておけばそういう被害を防げるのではないかと

いうふうに思っております。この前から警察のほうにも行って相談してきましたら、今はいろん

な町が行政のほうがいろんなプライバシーも問題に関していろんな規制を加えていけば、考えて

いけばですね、２分の１の補助が出るような話も聞いておりますので、なるべくそういう防犯カ

メラ、プライバシー、特にいつも５番議員が言いますプライバシーについては、守れる範囲そし

て公務員であれば守秘義務がありますので、それを見ていただくのは役場の職員の方、いろんな

考え方はあると思いますけれども、その辺は執行部のほうで考えていただいて、すぐにでも１台

でも入れていただくと、あとは失礼な話ですけれどもダミーでも構わないと思います。ですから

やっぱりはじめに１台でも入れて、今県のほうの補助もありますので前向きに検討するものどう

かと思いますけれども、町長の御判断をお願いします。 

町長（北里耕亮君） 防犯という観点から今の御質問であろうというふうに思います。冒頭、議員

からの発言もありました保育園の部分については、やはり園児の安全対策ということで年度途中

ではありましたけれども、すぐ機械を購入して設置いたしました。あと町内様々公共施設及び民

間施設、公共施設の場合には学校関係がちょっとどういう考えなのかというのは、ちょっと私に

は定かではありませんけれども、学校関係のエリアも考えなければいけない。それとあとは一般

的に公園とかそういう町民の方や多くの方々が寄るスペース、ゆうステーションだったり、あと

はけやき広場、スギトピア公園、様々いろいろありますが、ちょっと今現状のところがですね、

ゆうステーションが付いているかどうかも少し、そういう部分の現状の把握もまたさせていただ

いて、やはり目的をしっかりそこの設置する場所場所において整理をしていく必要があるのでは

ないかなという。保育園の場合はああいう事柄があって、すぐ設置しました。学校関係もそうい

う部分で、町外の先ほどありました一部補助があるという部分で警察関係のほうからの補助があ

るというふうに伺っておりますが、あるＰＴＡ団体とかいろんな外部団体の組織から申請や要望

があって、それと併せて出すというケースが多いようでございます。先ほどの位置づけとして、

じゃあ公園やゆうステーションとかそういう部分にどういうふうに位置づけをして、やはりその

施設と協議をして話し合って、やはり付ける必要があるであろうという部分であれば、検討に値

するというふうに思っております。小国町内で先ほどのドローンの話も飛行機の話もそうですが、

やはり防犯・防災・安心・安全、この暮らしやすさという部分については、できるだけ執行部と

してはやっていきたいというふうには思っておりますが、反面そのプライバシーの問題もありま

すので、決まりをしっかり作りながら何のためにそれを設置するかという町民に対しての説明も

しながらですね、そして理解を求めて、では必要だということで設置していくとか、そういう部

分でまずその箇所箇所を一つひとつ整理しながらやっていくことが必要かなと思います。これに

ついてちょっと補足はありますでしょうか。制度をちょっと説明させていただきたいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） 先ほど１１番議員のほうからありました、県の補助ということで、県の



 6 

補助の概要を少し説明させていただきます。これは熊本県の防犯カメラの設置支援補助金という

のが平成２６年から出ております。対象事業といたしましては、地域の犯罪防止、安全確保が目

的ということでございまして、継続的に設置する録画機能付きのカメラということで、不特定多

数の者が利用する場所を撮影するものとなっております。また、県の防犯カメラに関する運用指

針というのが出ておりまして、これに基づいて管理運用規定が定められているところと。また設

置地域の自治会等の承認及び当該場所の所有者等の同意が必要であるということが書かれており

ます。また道路沿線でありますと、道路交通法の法令に基づいた許可を受けるということであり

ます。また県の補助と重複しないというようなことがうたわれております。対象の経費としまし

ては、カメラ本体、録画機器等でございます。また取付け費用のカメラの設置経費等が補助対象

ということで、県が２分の１と、２０万円が上限でございます。町村が４分の１、申し出ている

事業主体が４分の１ということになっております。ここで事業主体が決められておりまして、防

犯のボランティア団体や自治会、学校のＰＴＡほかというような団体が事業主体であるというこ

とになっております。現在の阿蘇郡内の状況をお聞きしましたところ、設置しているところとし

まして南小国町がこの事業を使って、平成２６年、２７年から要望しておりまして、今３基付け

ております。そのほか熊本市なども付けております。この事業以外で郡内ちょっとお聞きしまし

たところ庁舎に付けておりますのが高森町、あとそのほか郡内では保育園、小学校等に付けてお

るところが、数的には１基とかそのぐらいですけれども、そのほか河川に付けておるところとか

もあります。小国町としましては、平成２６年に保育園に付けておりますので、設置件数からす

ると郡内でも一番設置箇所数は多いということで、宮原保育園ほか３園ということで４つの保育

園に付けておりまして、全部で１６基付けております。ということで一番多く設置してあるとい

うことでございます。そういうことでこの防犯カメラにつきましては、そういった基準等を守り

ながら、また先ほどプライバシーということで防犯カメラに関する県の運用指針に準じてする必

要があると。また全国的に条例制定しているところもございますけれども、これは公共の防犯カ

メラに適用するための細かい規定を定めております。また設置する場合の届出とか、そういった

ところも一般の民間の設置に関しても条例で定めておる町村、市もございます。今回、県の補助

金で設置している町村にお聞きしましたところ、県の補助金の要綱に基づいて設置しているとい

うところで、条例化までは至っていないというのが郡内の状況でございました。 

  以上でございます。 

１１番（松本明雄君） 防犯カメラの話もしているのは、この前大阪で事件がありました。昨日あ

たりは関東のほうでもいろんな事件が起きています。大阪の事件に関しては、防犯カメラがなか

ったら犯人まではたどりつけなかっただろうというような話も出ていますので、やっぱり町民に

安心・安全を求めるならその辺のことも考えて、早急に考えてもらいたいと思います。商店街や

温泉街とかそういうところは組合組織もありますので、そちらにお願いすると。まずは小国町が
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いろんなプライバシーの問題や人権の問題を考えながらその辺を整備して、導入を進めていくの

が早いことだと思います。町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 先ほどから安心・安全という観点から、防災についてもしっかり小国町はや

っていきたいとそういう姿勢であり、またこういう中山間地でこういうぐらいの町ではあるんで

すが、やはり観光客も多ございましていろんな方が入ってきます。大変ありがたいことではある

んですけれども、まず各施設の、例えば学校関係とかでは警備保障会社が入りまして、今そうい

う防犯体制はあるんですが、そこも必要があれば今後やっぱり検討していきたいと。そしていろ

んな公共施設の例えば、ゆうステーションという名前が先ほど私も言いましたけれども、あの界

隈でその施設、指定管理に出している部分がゆうステーションカンパニーに出しているんですが、

そういう団体とも話合いをしながら、町としてはちょっと進めていく方向で考えることができな

いかなというふうな思いはしております、一歩ちょっと踏み出した発言にはなりますけれども。

安全・安心という部分については、やっぱり冒頭、議員が先ほど事件があってからでは遅いんで

すよという部分については私も同感でありまして、そういう部分を未然に防ぐという部分につい

て、町の姿勢としてそれについては一歩踏み込んだ検討をしていきたいというふうに思っていま

す。 

  以上です。 

１１番（松本明雄君） それでは３番目の質問をしたいと思います。昨日、同僚議員のほうから質

問が出ていました、僕も観光面のほうから鍋ヶ滝について質問をさせていただきたいと思います。

鍋ヶ滝は４月から料金のほうをお客様のほうからいただくようになりまして、９月１３日現在で

は１２万２千人、約３千人の方がお金を払って鍋ヶ滝を見たいと、そういう観点で来ておられま

す。それでその人数が来るとやっぱり同僚議員も言っていましたけれども、黒渕の方、近所の方

には非常に御迷惑をかけております。ですが、もう一つ踏み込んで質問させていただきます。鍋

ヶ滝の入園時間は５時までです。そうするとそこでチケットを買うのは４時半までになっており

ます。それで多くのお客さんがゆうステーションの界隈に来て、４時半は非常に早いと、４時半

ぐらいに来るお客さんはうちの地元の温泉街に泊まって帰られる方が非常に多いですので、なる

べくならそこの時間を日の長いときは６時までにするとか、それから券を売るところは今紙でや

っていますけれども、環境モデル都市ということを掲げ上げるならですね。町長も外国のほうへ

行ったことあると思うのですけれども、地下鉄に乗ればプラスチックのコインで対応できるとこ

ろもありますので、そういうことがあれば時間的にも早く済むことができるのではないかと。だ

からいろんな面で地元の方にも迷惑をかけるし、地元の御意向もあると思いますけれども、その

辺の判断のほうを、いろいろ話していると思いますけれども、時間のほうを長くしていただきた

いと僕のほうからは思っていますので、その辺をちょっとお話ししていただきたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 鍋ヶ滝の件でございます。実は料金をいただくようになりましたのは４月か
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らでございますが、私も入りました地元との協議をする場を３回ほど今まで行っております。地

元の方は５名ぐらいの方ではありますけれども、役場に夜でありますけれどもおいでいただいて、

私や担当課長、審議員、担当の職員と係長ということで、頻繁に打合せをさせていただいており

ます。様々なことが課題となってはおりますし、逆に行政のほうからこうお願いができませんか

という部分の話題もしております。まず時間のことですが、実は私自身のほうからも夏場という

か、日の長いシーズンと少し日が短くなるシーズンがありますので、夏場せっかく夕方まで明る

うございますので、延ばすことはできませんかねというような話題をしたことがあります。これ

については遠くから来る観光客の方も多くて、４時半過ぎぐらいに遠くからせっかく来たのでち

ょっと入ることができませんかというようなことも今までありましたというようなことも、そう

いう話題の中からですね。ただ地元や役場の担当課のほうもそうですが、非常に管理面において

しっかりある線を決めておかないと、じゃあその方を入れたらじゃあどこまでかというような部

分もありまして、窓口にいらっしゃる方々をじゃあ何時まで拘束をするのか。拘束というのはお

勤めいただくかと。そういう部分も総合的にこの部分は数回議論をいたしまして、やっぱり本当

言うと長くしたいという部分は意味合い的にはあるのですが、制度上というか仕組み上はやっぱ

りきちんと定めたほうがいいのではないかということで、結論としては４時半に受付までという

部分で会議の中ではありました。御意見は痛いほど分かるというか思いはそうなんですが、やは

りきちっと時間は定めるほうがいいということで、その協議の場では結論付けられました。あと

は様々な券売機を置くとかいう検討もあって、それは置かなくていいというふうになったり、人

員は何人がとかいう様々細かい部分まで議論の中でありましたが、その都度結論付けていって、

今非常にスムーズに運営のほうもされております。それはシャトルバスを出すのかとか、第３駐

車場の案もその会議の中から出てきたものでありまして、非常に日に日によくなっているという

状況でございます。 

  以上です。 

１１番（松本明雄君） 町長の説明である程度は分かったんですけれども、やっぱり夏場は５時じ

ゃ早いのではないかと。遠くから来るお客さんが多いので、その辺はもう１回話していただきた

いと思います。それとそういう方はどうせ、失礼だけれども、いろんな資料も見てこられている

お客様がおりますので、その辺の時間の周知徹底は大きい車で来る方には柴尾石油を曲がる交差

点から分かるようにするとか、いろんな方法をとって周知徹底していただきたいと思います。そ

れとですね、今度は滝の話に移りたいと思います。前議員の方、ここにいらっしゃる６番議員も

そうですけれども、もう一人議員の方が非常に観光面から滝の話はずっとされてきたと思います。

特に６番議員は 田滝に関しては、前お勤めだったのでその辺の話はずっとしてこられました。

今、鍋ヶ滝がこういう人数で非常に小国町も潤っておりますので、今後鍋ヶ滝を含め今さっきド

ローンの映像で映る城村滝、 田滝、下城滝、特に下城滝は今見えますけれども、雑木が相当大
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きくなっておりますので、その辺の撤去も今後お考えいただきたいと思います。そしてドローン

の映像でいろんな滝を映しながらいろんなテレビとか、ゆうステーションの中とかビジョンがあ

るところは、そういう滝の放映もすると非常に町外からのお客様は感動するのではないかと思い

ます。それによっていろんな要望が出れば滝の整備も進むと思いますので、町長のお考えをお聞

きしたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 先ほどの鍋ヶ滝のお知らせの話でございますけれども、その協議の場におい

てもやはりしっかり道しるべですね、そういう部分の大事さというのもいつも会議の中で話題に

なっております。何時までかという部分もやはりありますので、その部分については今回の部分

において看板設置の計画も、計画というかそういう予算も組みましたのでそれでやっていきたい

と。その部分の周知徹底。またこれは地元主催の行事ではありますけれども、鍋ヶ滝のライトア

ップのシーズンも変更になったやに伺っております。そういう部分も町も協力して、その日付が

ずれたことをお知らせするのを協力はしていきたいというふうには思っております。このお知ら

せについては大事な部分でございますので、議会の皆さんからもまたいろんな意見があればお聞

かせいただきたいと思います。 

  次の話題でその滝の話でございますが、様々な魅力ある滝がまだ小国町には多いです。既存の

滝をもう少しまた整備するという部分も大事でありまして、下城滝の見るとその雑木が少し高く

なっているという状況も把握をいたしておりますので、そのあたりはしっかりやっていきたいと。

そして土田滝についても、見る場所の整備等も今年の先行型の予算の中にもこの基本構想という

形で含まれておりますものですから、またその調査の動向などを議会の皆さん方にお知らせをし

たいと。おぐにチャンネルの終わりに、私もちょっと瞬間でしか見ていないんですけれども、下

城のもう一つ大きな滝があるというふうに伺っております。ちょっと正式名称は記憶しておりま

せんが、簿瀬地域に確かあったのではないかなと思いますけれども、そういうまた新たな魅力と

いうのも再発見できるものがあるのではないかなというふうに思っております。ただ道などが全

く今の状況ではありませんので、まずは今ある見やすいところを少しもっとたくさんの方に見て

いただくという整備でやっていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

情報課長（藍澤誠也君） 時間等の表示や看板の整備についてお話をしたいと思います。９月補正

予算におきまして、看板整備の補正を組ませていただきました。鍋ヶ滝の入り口、ちょうど鉾納

宮のところあたりに看板を設置させていたただきたい。そこには一応入園時間等を明記するとい

うこと。それから国道３８７号線、鉾納宮の手前に暴走禁止とかいうような県の電光掲示板の表

示がありますが、県と協議をいたしまして鍋ヶ滝に関する情報を流させてくださいということで

協議が終わりまして現在そういう表示が出ております。一応そういう形で地元と協議をしながら、

鍋ヶ滝の関係につきましては整備を進めていきたいというふうに思っているところです。 
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１１番（松本明雄君） 終わります。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩をいたします。１０時５５分から再開いたします。 

（午前１０時４２分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５５分） 

１番（穴井帝史君） １番、穴井です。３点ほど質問をいたしたいと思いますが、まず第１番目に

小国高校の台湾への修学旅行の推進について質問いたしたいと思います。台湾小国国際交流会が

もう２８年もの永きに続いておりますが、今年は熊本・高雄線の就航も始まり、県も台湾への旅

行を推進しているとこでございます。そこで小国高校も修学旅行に取り入れたらと考えますが、

それこそ先週アンケート調査というか配っていたそうなんですけれども、昨日その集計が出まし

て、学校側はあくまでアンケートを重視するという考えをお持ちだそうですので、今年度は多分

断念する結果となると思われるのではなかろうかと思いますが、これはまだ決定しているわけで

はございませんけれども、現在県内では小国高校に加えて今年度から上天草高校、八代清流高校、

千原台高校の４校が実施すると聞いております。また来年度は東稜高校、熊本北高校も実施予定

と聞いております。そこでまずは小国高校存続の会の会長でもある北里町長の見解をお聞きした

いと思います。 

町長（北里耕亮君） 議員から存続の会の会長でもあるというふうなことをおっしゃられましたけ

れども、この案件と存続の部分については少し別ではないかなというな思いを私はしております。

一つひとつちょっと長くなるかもしれませんが、整理をしながら答弁をさせていただきたいと思

います。まず小国高校存続する協議会、会でありますけれども、事業といたしましては様々な事

業、いかにこの小国高校が魅力を持つ学校であるか、小国高校に行きたいというような思いを持

っていただけるような学校になるかそれに尽きるというふうに思います。その部分については学

力のほうもそうですしスポーツのほうもそうですし、やはり地域に根差した学校であると。そう

いうような学力、スポーツ、そして地域、この３つが大事であると。そしてまた特に専門という

かですね、小国高校だからということで今ホッケーとか様々な活動も行っておりますが、クライ

ミングとかあまり話題になっていないような部分も頑張っておられて、学力のほうでは科学部や

文化部のほうも非常に活躍をしていると。そして先だってから小国高校のフェスティバル等もあ

りましたけれども、高校の生徒たちの顔が非常に輝いておって、おぐチャンも積極的に高校の活

動を放映するわけでございますけれども、今小国高校としてはよくなっているのではないかなと

いうふうな見方をいたしております。そして地方創生の中で人口減に歯止めをかけるという部分

で、小国町としても小国高校については行政として積極的に関わりを持っていきたい。何か魅力

を持たせるために人員的に不足するのであれば、これは島前高校の話で、昨日島根県の隠岐島の

島前高校の話題が出ましたが、島前高校あたりは地域おこし協力隊を関係する町村からその高校
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に設置して、大阪だったり神戸だったりそこに島前高校のＰＲに行ったり、様々な活動をして、

島ですから島外から学生の誘致を行っていると。そのほかたくさんこの限られた時間では報告は

できませんが、いろんなことをやっているというふうに思います。結論を申し上げますと、もし

予算を割くのであればそういった部分に町としては支援をしていくというか、そういう魅力化の

ためにやっていきたいと。 

  さて、この修学旅行でありますけれども、今までは東京のほうに行っておられたのではないか

なというふうに思います。県立高校でありますので、一定の金額が保護者の積立てなりでやられ

ているのではないかなというふうに思います。その中でもこの小国町に関係する場所に、東京の

ほうの関係するところに行っておったと伺っておりまして、それはどこかというと北里柴三郎博

士の関係する北里大学、そしてそこの横に併設するこれは白金にありますが北里研究所、そして

北里研究所の会議室でお孫さんである北里一郎先生の話を聞くというカリキュラムがあったとい

うふうに伺っております。そのあとには様々東京を見学されているという部分でお話を伺ってお

ります。そういう部分でその場所をどこにするかというのは、やはり学校のほうで判断をしてい

ただきたいと。小国町のほうがどこがいいですよというようなことはそれはすべきではないかな

というふうには思っております。さて台湾という部分についてでございますが、冒頭、議員がお

っしゃられましたように、国際交流の観点ではもう２８年も前から台湾の中国文化大学の学生を

この小国町にホームステイにいただいております。そして非常にこの小国の文化、日本の文化に

触れていただき、温泉に入っていただいたり、この自然環境豊かな小国町を満喫していただいて、

農村宿泊もしていただいて一定の交流はできていると。その部分については町もいろいろな部分

で御協力したいというふうな思いはしております。ただ繰り返しになりますが、修学旅行に関し

ては今現在のところ、町のほうからそういう支援というかそういう部分については考えていない

というのが結論でございます。アンケートがどういう結果になったかはちょっと私も定かではあ

りませんけれども、やはり生徒がもう高校生ですから、どこに行って学習してそういう修学旅行

をするのか。やっぱり生徒の考えもあるでしょうし、次にはやっぱり保護者の考え、自分のお子

さん方をどこに行かせたいかという部分、そして３番目に学校の考えがあるのではないかなとい

うふうに思います。そこで支えなければいけないという位置づけでは、その存続のための部分は

ありますが、直接台湾の修学旅行に補助することと、存続は少しちょっと意味合いの部分につい

てはかい離があるのではないかなというふうな見解を持っております。 

  以上でございます。 

１番（穴井帝史君） 今助成という言葉も町長から出ましたけれども、やっぱり台湾に行く場合、

現在より一人当たり３万６千２７７円ぐらい不足することになるんですよね。もし来年以降、台

湾に行こうという話が盛り上がった場合、町としてはそういう不足分の助成は一切考えていない

のかちょっとお聞きしたいと思います。 
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町長（北里耕亮君） 今現在東京のほうに行かれているのが、ちょっとどれくらいかは把握をして

おりませんが、今の議員のお話ではその部分からしますと３万幾らかぐらい足りないということ

でございますね。というのは今の東京分にプラスしてその金額がかかるというお話でしょうか。

今最初に答弁いたしましたように、位置づけといたしましては一度助成金を出しますと、その台

湾のが続く限り町から助成しなければなりません。それともう一つは、小国高校は小国町の中学

校を卒業した生徒も行かれておりますし、南小国町の中学校を卒業された方も行かれております

し、また最近では津江のほうからも少数ですが入校されているというふうに伺っております。小

国町の生徒、小国町の中学校を卒業された方に補助金を出して、南小国町からないとかいうとそ

こに不公平さが出てきておりますし、やっぱり生徒同士の話とかそういう部分に大きな影響を与

えるのではないかなというふうな思いをしております。ですからじゃあ整えばするのかというと

そこはまた別で、基本的なスタンスとしては今町としては台湾の修学旅行については生徒の考え

や保護者の考え、そういう部分を大事にしたいですし、基本的に町が県立の高校の修学旅行に出

す位置づけ、それは要望があったからすぐ出すものではないというふうに私は思っております。 

  以上でございます。 

１番（穴井帝史君） 私も高校生であればやはり東京に行って、そういう博士のところを見学した

りとかディズニーランドで思い出作りをする方向に走ると思うのですけれども、この歳になって

きますと、やはり台湾とか修学旅行で行ったのがいい思い出になるのではなかろうかと思いまし

たので、ちょっとこういう発言をさせていただいたところでございます。 

続きまして、次の質問にまいりたいと思います。８月の台風により一部地域は午後７時ぐらい

まで停電が発生したりとか、現在小国町において、水力、風力、また地熱発電、太陽光発電、自

然エネルギーには結構恵まれていると思うのです。現在においては電気事業法の網にかかってお

りまして問題等もあり、また送電線の問題もあり、せっかく電気をつくる設備があって、町中が

真っ暗、町中若しくは町外れが特にそうなんですけれども、もう真っ暗な状態が続くことがござ

います。一番ひどかったのは平成３年の台風１９号のときには、地域によっては２週間も停電に

なったところもございました。現状ではもう無理とは分かっておりますけれども、せっかく電気

を作る設備があって停電になるというのはちょっとおかしな気もしますので、将来にわたってそ

ういう停電しない災害に強い町づくりをできないものかと思いますが、執行部のお考えのほうを

お聞きしたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 今現在の仕組みはもう御案内のとおりでありますけれども、電力会社が九州

にはありまして、そこが送電網を設置して行っております。そういう部分で台風の影響で倒木等

がありまして、確かにその線を遮断して停電という部分ではあるんですけれども、まず仕組みと

して非常に技術的に難しい部分は確かにあるかと思います。ただ私が、私がというか、小国町が

将来これは戦略計画の中にも少し入れていこうかという部分があるのは、小国町が一定のエネル
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ギーの地産地消という言葉が私発言をさせていただきましたけれども、これだけ自然環境豊かな、

そして地熱の資源もあり木材の資源もあるこの小国町が産出したこのエネルギー、これをエネル

ギーの地産地消ですから、私たち住民がその生産したエネルギー電力を使っていくということが

できないかという検討をこれからできないかというふうな計画をしております。これは新電力会

社設立というような話にもなっていくのですが、これは技術的にはそう簡単な部分ではありませ

んで、いろんなもちろん既存の電力会社とも協議が必要ですし、じゃあどういった形式で会社組

織にするのかどうなのかと様々検討は重ねていかなければなりませんが、それでやっと町内でエ

ネルギーの地産地消ができると。ただそれであっても線はですね、家屋に電力を配線するには線

を利用していくわけで、それは倒木があればもちろん遮断はされるので、なかなか地下埋設とか

しない限りはそういう影響がやっぱりあるのはあります。技術的には非常に難しい部分ではあり

ますけれども、まずこの途中の段階のエネルギーの地産地消というところまではですね、町でも

やっていきたいという思いはしております。 

政策課長（清高泰広君） 町長が今言われたように基本送電は、今現在は九州電力の送電網を利用

してるものですから、町内で発電されたとしてもその発電された電気をそのまま各家庭に配ると

いうことはまず現在の状態では不可能でございます。ほとんど今の町長の話と同じ繰り返しにな

りますが、平常の状態での地産地消ということでは今後の課題として考えております。現在の九

電の送電網を使う限りは、災害時に現状ではそのまま使うというのはまず今のところは不可能と

思われます。ただこれから先、電力の小売りが全面的に自由化になりますものですから、先ほど

言いましたように新電力会社、この新電力会社というのは発電をする会社じゃなくて電気を売買

できる会社ですね。今までは一般事業者といいまして、九州電力とか限られたところしか売買で

きませんでしたが、現在新電力会社という会社が全国的にできてきておりまして、その中の幾つ

かは自治体が新電力会社を立ち上げているところもございます。そういったところの事例を見な

がらそういったエネルギーの地産地消のほうから検討を重ねていきたいなと思っております。 

１番（穴井帝史君） 現在の電気事業法ではですね、特に地熱発電なんかにおきましてはほかの電

気もそうかもしれませんけれども勉強不足ですみませんが、停電になったら止めるというのが原

則なんですよね。その流れが今申しましたように新電力会社等をつくれば、技術的に難しいもの

もあると思いますけれども、是非ともこれは本当前向きに、ただでさえ災害が起きれば今の時代

電気がないとほとんど生活ができないような状況にもなっておりますので、是非とも強力に前向

きに考えていただきたいと思います。 

町長（北里耕亮君） そういう戦略計画にも一部入れておりますものですから、それはやっていき

たいというふうに思いますけれども、この部分についてはどういう枠組みで行っていくのか、第

三セクター方式の株式会社にするのか、そのほか一部岐阜県のほうでは財団法人でやっていると

ころもあるんですけれども、まだスタートはしていないのですが、福岡県のみやま市というとこ
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ろは会社組織ですか、全国ではそういう事柄を始める自治体が出てきております。そういう部分

でありますので、そこあたりを検討しながら趣旨とかいう部分になれば議会の皆様方にまたお諮

りをしながら進めなければなりませんので、途中経過などをまたお知らせしながら進めていきた

いというふうに思っております。 

  以上です。 

１番（穴井帝史君） これは何年後になるか分かりませんけれども、本当小国以外の地区はもう真

っ暗でも小国地区だけは明々とするような災害に強い町づくりにもつながると思いますので、繰

り返しになりますが何年後になるか分かりませんけれども、是非とも前向きに検討なされてくだ

さい。 

次の質問にまいりたいと思います。近年、台風はもちろん季節の変わり目や天気の変わり目に

おいて非常に強風が吹くことがございまして、昨年度は雪害によるビニールハウスへの補助等が

なされましたが、ハウス農家の話を聞きますと特に今問題になっているのが、ビニールの処理で

すね、そのビニールの処理が産廃物になるものですから、量が多いと高額の料金を徴収されたり

中には倉庫の中に保管したりとか、野積みにしたまんまになっている状態もあると聞いておりま

すが、そこで思うのですが、ビニールハウスのビニールに対する産廃の補助金の補助制度とかを

設けることはできないのか質問したいと思います。 

産業課長（澁谷洋典君） お答えいたします。農業用廃プラスチックの処理におきましては、目的

としましては野外での焼却や不法投棄などがないように、各地域での協議会や農協単位で収集を

行うような体制が取られております。小国郷の現在の収集状況といたしましては年に２回、１１

月と２月でございますけれども、収集場所といたしましては、南小国町の国道２１２号線沿いの

ＪＡの施設のほうにおきまして収集を行っている状況でございます。処理量といたしましては、

平成２５年度が約１５.６トン、平成２６年度が約２６トン、処理費といたしましては、今議員の

言われました廃プラ、ポリになりますけれども、これにつきましてはキロ当たり１５円の費用が

かかっております。それに対して農協のほうで３円の助成をしている状況で、農家の負担といた

しましては、キロ当たり１２円の負担になっているかと思います。これにつきましては小国郷に

も小国郷廃プラスチック処理協議会というのがございまして、この協議会に対しまして平成１８

年度ぐらいまでだったと、私が調べた限りでは平成１８年度までなんですが町からの助成も行っ

ておりました。それがなくなった経緯というのはちょっとはっきり分かってはいないんですけれ

ども、そこで集められた廃プラ類につきましては、今度指定された収集運搬業者によりまして熊

本県の廃プラスチック処理事業協同組合というのがございまして、そこに持ち込まれて処理され

るような仕組みとなっております。ちなみに本日この質問があるということで、産業廃棄物の民

間の業者あたりにも処理単価あたりも聞いてみたんですけれども、そちらのほうの単価ではキロ

当たり３５円から４５円かかるというような回答をいただきました。じゃあなぜここの熊本県の
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廃プラスチック処理協同組合で処理した場合、キロ１５円と安いのかというところはですね、こ

こは基本的に再生利用、リサイクルを目的に処理を行っているということで、単価のほうも抑え

られているのではないかと思います。町の助成がなくなったというのも、一つは集まってくる処

理の量が少ないということもあるのではないかと思いますし、農家にもちょっとお聞きしました

けれども、そこに出す場合に泥やごみをちゃんと落としてつづら折りにして、同種類のフィルム

でちゃんと縛るとか結構手間がかかるらしいのです。ですから処理費用がどうのこうのというよ

りも、出す手間のほうがちょっと大変ということも量が集まってこない理由の一つになっている

のではないかというふうに考えております。 

  以上です。 

１番（穴井帝史君） この際ですね、安ければちょっと手間はかかっても、片付けに際してはやっ

ぱり意識の向上につながるものと思われますので、せっかく小国町は環境モデル都市ですのでそ

ういう廃棄物をなるべく除去するような形でですね。特に今年は日照不足等の問題で野菜の集荷

もままならないと聞いておりますので、是非とも今後前向きな御検討をいただきたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 先ほど答弁を課長のほうからしました。こういった部分も更に周知を農協と

一緒になってしまして、実際のところ集まりが少ないというような部分もありますので、そのあ

たりのところをもう少し分析というか、なぜそういう状況なのかというのをちょっと町としても

把握をしたいというふうには思っておりますが、だからといってすぐこの部分を助成金とかうん

ぬんとかいう部分にはちょっとまだ至らないかなと。もう少し状況の把握をさせていただきたい

というふうには思っております。 

  以上です。 

１番（穴井帝史君） 状況把握もちょっと時間はかかると思いますけれども、その辺は今町長が述

べられたように、確実に状況調査等を行いましてこの問題の解決に向けて進めてもらいたいと思

います。 

  以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩をいたします。１１時３０分より再開いたします。 

（午前１１時２３分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３０分） 

６番（時松唯一君） ６番、時松唯一です。それではまずは平成２６年度決算認定が、昨日認定さ

れたところでございますけれども、今回運営補助金について町長の所信をまずお伺いする前に、

熊日の６月２６日に官民連携で稼ぐまち、まちビジネス投資家、木下斉さんという方が講演をな

さっております。ちょっと読ませていただきます。国のモデル事業で幸せになった町を見たこと

がない。人口減少社会の今、利益を生むことを考えず補助金依存の活性化策をやればやるほど地
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方は衰退すると従来の手法を痛烈に批判したと。実践するのは町を一つの会社と見立てて経営す

る。これが非常に大事だと。行政と民間が互いの利点を生かし、収入に見合う施設を作るという

逆算の手法が大事。確実に稼ぐことを意識した活性化に取り組んでほしいという講演をいたして

おります。これは１００％どうかこうかということは町長以下執行部が考えることですけれども、

私は賛同しております。 

まず今回監査委員からの指摘で経常収支比率で非常に９２.６％と悪化しておると。この悪化し

ている中で何がその原因かということになりますと、やはり義務的経費ですね、給料、それから

補助費。今日はその補助費についてまずお尋ねいたします。 

  各種団体に対する運営補助金について町長の所信をお伺いいたします。決算書から拾っていき

ますと、町から実に１４４の団体に対して補助金が支出されており、その合計額は３億４千万円

に達し、予算総額の約５％を占めているのであります。決算割合からいくと５.９％になります。

補助金が予算規模の５％を占めるという実態は類似町村と比較してどうなのか、比較をしたこと

があればお答えいただきます。 

町長（北里耕亮君） 小国町のほうからいろいろな団体やそういう分野に補助金を出しております。

この部分についてはこういう中山間地、過疎地であり、この自然環境や集落の維持、町民の生活

を皆さんが幸せに暮らすために様々な部分で町から助成金を出し、そしてその団体やその事柄、

産業だったり農業、林業様々な部分、商工業、観光業いろいろありますけれども、そういう部分

が活性化をして更に町民として幸せに暮らすことができるように町から出しております。私とい

たしましては、その部門一つひとつ、今回決算においては全員協議会で慎重審議がされたものと

いうふうに私は思いますけれども、見直すべきところは見直すという発言もさせていただきまし

たし、この部分については是非町民の生活に密着をしておったり、また部門ごとにおいては是非

伸ばしたい部門ですからということで、これは続けたいというような言葉を発した部分でもあり

ます。補助金制度を私は否定をするものではないというふうに思っておりますし、ただそういう

中でも補助金ありきだからいいですよという立ち位置でもありません。自立していくのが本来の

姿ではありますが、より伸ばす部分に少し行政から背中を押すというような部分はあってもいい

のではないかなというふうな思いをしております。この部分については議会の方々からも様々に

ついてもう少し助成金、補助金をという声も本当に非常に多く聞きます。そういう部分について

全て私ができるというふうに答えたこともないですし、一切いたしませんと言ったこともありま

せん。それは事柄によって議論の中で深めていきたいとそういう所信であります。類似町村との

比較については担当のほうから答弁をいたさせます。 

総務課長（松岡勝也君） 類似町村との比較ということでございますが、これは毎年決算というこ

とでホームページのほうで公表されております。その中で特に財政関係としましては、郡内県内

の公表の金額は見ております。この中で通常の一般会計と公表されております補助金につきまし
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ては、いろんな公益関係や外部の公営企業への負担金も入っております。ですから一般会計と比

較すると通常の公表の補助金は大きく出ておりますので、そこ辺のところは一般会計と区別して

見なければちょっと大きく出ているなというふうな気はいたしておりますが、うちの場合が類似

町村と言いますと、嘉島町や苓北町とかいうところになりますが、どうしても条件的に人口とか

その辺からいきますと、類似町村ですがなかなかちょっと比較にならないということで、どちら

かと言えば阿蘇郡内の高森町とかその辺と大体比較をしておりますけれども、特段補助金がずば

抜けて多いとかいう状況では、この決算の表から見ますと、なかなか読み取れないという状況で

ございます。一応決算の表としては目は通しておるところでございます。 

  以上です。 

６番（時松唯一君） ６番です。類似町村はインターネット上で私も見ていますけれども、私が今

申し上げているのは結局これだけ苦しい財政の中に補助金を恒常的に出していいのかと。そうい

う中で補助金を支出するということは公益上に必要があるから出しているのでしょうけれども、

自分の自家の町に財政力はなくして、その補助金を検討はしているのでしょうけれども再度見直

しをしているかどうか。してきたものを来年度の予算に計上してほしいということをまず申し上

げますけれども、そのことをどのように考えておられますか。 

町長（北里耕亮君） その都度答弁をいたしておりますけれども、それぞれの分野については一つ

ひとつチェックと検討を重ねております。必ず翌年度の予算協議が、例えば平成２８年度の当初

予算を検討する際には、今は早めに予算協議をスタートしはじめます。職員の全体説明会を例え

ば１１月の頭ぐらいからスタートして、１２月にかけて部門ごとにこの部分がどうであるかとい

うことを確認しながら、そして３月の議会まで綿密にやっているというような状況であります。 

  以上です。 

６番（時松唯一君） はい、６番です。当然のことながら予算計上する場合には、各団体から申請

書が上がってきているかと思います。各所管課には申請書が上がり、それ今町長がおっしゃった

ようにそれを精査し照査し、そして積み上げて予算計上するかと私は思いますけれども、まず先

ほど団体に交付されたもので、監査委員の意見もございますが団体には約３億円とですね、それ

から個人に交付されたもので３千８００万円というようなものがございます。そこでお尋ねです

が、まず同僚議員と重複する可能性がありますけれども、まず財政援助団体、阿蘇農業協同組合、

森林組合、小国町商工会、それから学びやの里、わいた温泉、社会福祉法人小国町社会福祉協議

会、それから杖立温泉観光協会がございます。今回の監査委員の指摘の中には、わいた温泉組合

に対しては鉱泉維持補修費補助金について岳の湯組所有源泉周辺の補修等の活動実績については

報告書を提出させること、ということは今までは報告書がなかったということでしょうか。 

情報課長（藍澤誠也君） わいた温泉組合の鉱泉維持補修費につきましては、レジオネラ菌の各泉

源のレジオネラ菌の調査を行っております。その報告書はありませんが、領収書のほうは添付を
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してあります。 

  以上です。 

６番（時松唯一君） ６番です。わいた温泉それから杖立温泉組合が観光協会ですかね、そういう

中においてこれは答弁は必要ございませんが、杖立観光温泉協会については件数が１件ほど減っ

ていると。増えていることはなく減っていっているということですよね。それからもう１点、ま

ずこれは町長にお尋ねいたします。社会福祉法人小国町社会福祉協議会が設立されて数年になり

ます。町の制度と社会福祉協議会の制度は違います。制度のことを私は申し上げませんけれども、

ただこの今社会福祉協議会が独立して、今からやる中において理事が７名ですかね、その理事の

中に町長が在籍していらっしゃる。若しくは今後はそういうことはあり得ないと思いますが、町

の議員が入るということは、いささか将来に向かってちょっとおかしいのではないかというよう

な気がしますが、町長いかがお考えですか。 

町長（北里耕亮君） 社会福祉法人の例えば小国町社会福祉協議会の話をしますと、その中の理事

と評議員という枠組みがございます。その理事の中に私が入っているということでありますが、

何ら問題はないというふうに思っております。 

以上です。 

６番（時松唯一君） 何ら問題ないというのは、町長自体が町長として問題ないと思っているので

しょうけれども、これは評議員の中で理事を選任し、その中において会長を選出するというよう

なことになっているかと思います。ただこれは定款を見ますと、事業の健全な発達及び社会福祉

に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とするというそういう中におい

て、第４条に自主的に経営基盤の強化を図るとともにその提供する福祉サービスの質の向上並び

に事業経営の透明性の確保を図るものとすると。この透明性というところで、私はこれもホーム

ページを開いてみましたけれども、あくまでも社会福祉法人、小国町社会福祉協議会理事名簿、

任期、平成２６年４月１０日から平成２８年４月９日、来年の４月９日ですよね。これまでが理

事が今町長がおっしゃっているように７人いらっしゃいますよね、８人ですか。その中に元議員

だった方もいらっしゃいます。それから前会長だった方が今は施設のほうに回られていらっしゃ

る。これも制度が違うということであれば、私は何も言うことございませんが、ただ独立とそう

いう透明性を図るのであればやはり福祉協議会、独立した頑張っていらっしゃる百数十名の方々

が夢を持てるそういう協議会を作っていくのが、その後押しをするのが町ではなかろうかと思い

ますがいかがですか。 

町長（北里耕亮君） 御意見のとおりだからこそ理事に町の町長が入って、そして中の運営で社会

福祉を増進するためにも努力をしているわけでございます。郡内のほかの町村の社会福祉協議会

においては、首長が会長を兼ねているところもあります。そういう部分において理事会の中では

慎重審議をしながら一つひとつ議案を精査しながらそして決定していくと。法的にも何ら問題は
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ないというふうに思っております。 

  以上です。 

６番（時松唯一君） ６番です。何ら問題ないということなんですが、以前は宮崎暢俊町長が福祉

法人の会長だったかと思います。前町長はそういうことのないようにということで、今の状況が

生まれたかなというふうに私は理解していますけれども、勝手に理解しています。多分私はそう

だと思いますが、町長の考えからいけばやはり理事の中に町長はいなければいけないと。突出し

た経験のやっぱりある方は二人までは採用できるということであれば、ここが多分坂本先生なの

かなというふうに私は理解しております。ただいかんせん、やはり法人であって独立するのであ

ればやはりそこにはですね、町長がそこに理事としていれば、町長が推薦した人であれば、嫌と

は言えないのではないかなと。ここに評議員ですかね、選ばれる方々がいますけれども、やはり

どういたしましても、じゃあ理事にこの方を推薦してはどうですかと町長から言われれば、ほか

の理事の方は嫌という方がいらっしゃいますか、というふうに思います。 

町長（北里耕亮君） 誤解が大分あるようでございますが、私がほかの理事を推薦したというよう

な経緯もないしそういう事柄もありません。制度的には評議員会が理事を提案してそこで決まっ

ていくという部分で。そしてまた先ほど個人の名前も出ましたけれども、ほかの団体の人事にあ

まり、構成でですね別の組織でありますので、この部分については私の部分の事柄については私

自身の考えを述べさせていただきましたけれども、ほかの方についてはなかなか答弁もできませ

んので、私はほかの理事の推薦とかそういうことをしたこともないし、制度上何ら問題はないと

いう部分を繰り返させていただいて、答弁をいたしたいと思います。 

６番（時松唯一君） ６番です。妥協する点が町長と私にはちょっと見付かりませんけれども、私

としては皆さん議員いらっしゃいますけれども、やはり何ら問題のない社会福祉協議会の理事に

町の町長がおられると。ある意味では協議会としては助けになるでしょう、ある意味ではマイナ

ス、負の部分もあるかと思います。そこら付近は十分考慮して理事として努めていただきたい、

そういうふうに思います。 

  じゃあ、次の質問にいきますけれども。また元に戻りますけれども、１４４の団体の中に精査

し照査し予算を組み上げていく中で、これが全てオーケーだというものはないと思うのですよね。

やはり切り詰めていく箇所がかなりあります。その中においてはやはり教育委員会でもあり、教

育委員会の今から坂本善三さんの善三美術館としてではなくて、学校教育の一環としてそこを使

用しながらやっていこうという同僚議員の意見がございましたけれども、学校教育の中で使用す

るということになれば、それは夏休み、休み期間なのか、学校教育の教科の一環としてやれるの

かどうかを教育長にちょっとお伺いいたします。 

教育長（北里武一君） 学校教育というのはやはりきちっと学校教育法の中に指導要領、教育課程

というのがはっきりしております。そういう点で美術館というのはあくまでも美術のそういう授
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業の一環としてそれを取り上げているわけでございます。したがいまして授業数の問題で夏季休

業中にするという点もございますし、又は普通の授業のときに美術の時間の一環として実施して

いるというところもございます。 

  以上です。 

６番（時松唯一君） ６番です。美術館として、美術館という固有名詞が付いてますから、一つは

そこに引っ掛かる部分があるのかなという気がいたします。それからこの件につきましては再度

町長にお尋ねいたしますけれども、３億数千万円の繰入れをしているという中において、やはり

建設的な施策的な、そういう５年なら５年でもこういうふうな状況でここまで持っていきますよ

と。ただこういうことをやりましたから今年もこういうふうにやろうと思います、思いますでは、

私はまた来年も繰入金が９００万円、１千万円近くかかるのではなかろうかと危惧しております

がどのようにお考えですか、町長。 

町長（北里耕亮君） 先日も答弁をさせていただきましたけれども、美術館についてはこの町に必

要な部分であると思いますので続けていきたいというふうに思います。ただ開設当初から繰入金

の推移も変わっておりまして、ちょうど８年、９年ぐらい前に一度ぐっと削減をさせていただい

た時期があります。しかしどうしても、一遍に削減をした経緯もありまして、非常に運営に影響

が実はありました。その中で喫茶店、今その中を少し改装いたしまして、今現在の事務室のとこ

ろが喫茶店でありましたその影響で、職員の方というか非常勤職員、臨時職員が少し人数も多か

った時代もありましたけれども、今配置等を考えながら工夫をいたしております。それに前回答

弁いたしましたように、更に町民に密接に関係があるような、小国町民が例えば文化振興ができ

るような、以前から町民ギャラリーというのを設けておりますけれども、更にまたあの場所で絵

画教室、今現在もやっておりますけれども更に増やしていきたいと。そしてちょっと大きな構想

でありますけれども、先だって言いましたように、これ可能かどうか分かりませんが、鍋ヶ滝に

たくさんの観光客の方が行っておりますが、そういう部分でその通りに面しておりますので、何

かしらちょっと立ち寄っていただけるような仕組みづくりができないかなというふうな思いもし

ております。総論を言いますと、その美術館については社会教育的な意味合いもあるのではとい

うような御意見もありますので、この部分については一定の繰入れはさせていただきながら、そ

してできるだけ数多くの町民の方に入っていただき、もちろん町外の観光客の方にも入っていた

だき発展をしていくような形で進めていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

６番（時松唯一君） ６番です。美術館に対しては是非、情報課なり企画があれば町住民の方にア

ンケートを一回取ってみてください。今おられる方々がそこに何回、１回以上、何回行ったのか

とか、そういう地盤をしっかり固めて今町長がおっしゃったようなことをやっていくと。ただし、

この絵画というのは多分お金がいります。私たちの冷暖房は木陰に入ればいいのですけれども、
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やっぱり美術品というのは湿気も冷暖房で湿気が来ないように、あるいは画が劣化すればそれを

補修するのに何百万円もかかるのではなかろうかなと危惧しております。だからその坂本善三美

術館を町としてやっていく以上は、やっぱりそこら付近も念頭に置いて、その金額あたりもちゃ

んとはじき出せる、そこにいわゆる坂本善三さんのファンがおります。ファンの方も集めてやっ

ぱりそれを守るような組織づくりをやっていただきたい。そういうふうに思いますが、いかがで

すか。 

町長（北里耕亮君） そういう思いのあるというか、坂本善三美術館友の会という組織がありまし

て、実はその友の会から毎年に近い形で絵画を寄附していただいたり、友の会主催でコンサート

を開いていただいたり様々な活動を行っていただいております。そういう部分で今教育委員会が

所管ではありますけれども、様々広報というかＰＲも課を越えて連携して、また町としても頑張

っていきたいと思いますし、また２０周年ではありますけれども更にいろんな部分をやっていき

たいというふうに思っております。また１２月にはこれも先だって言いましたが、坂本善三美術

館の運営協議会という組織もありまして議会の方からも入っていただいておりますので、様々な

意見を取り入れながら進めていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

議長（渡邉誠次君） ではここで暫時休憩をいたします。再開を１時からお願いいたします。 

（午前１１時５７分） 

議長（渡邉誠次君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

議長（渡邉誠次君） ６番、時松唯一君の一般質問を続けます。 

６番（時松唯一君） ６番です。社会福祉協議会の件で、人事等制度の違いはよく分かっておりま

すが、会長等についてですね、隣町あるいは他の町村で町長が会長をしているのであれば、私の

町も会長は町長がなされたらいかがかなというふうに思います。それからいわゆる社会福祉協議

会にしても坂本善三美術館にしても、関連の方々と私ども議員の中で懇談会等を開きながら勉強

をしたらどうかなというふうにこれは提案でございますがいかがでしょうか。 

町長（北里耕亮君） また私がこの９月議会に発言の中で少し多いフレーズが、議会の常任委員会

や全員協議会とかいうところで議会からの御意見をまたたくさんいただきながらというフレーズ

を何度か申し上げております。この坂本善三美術館についてもそういう話題に議会の中で、常任

委員会でするのかどういう形でするのかは議会に委ねたいというふうに思いますので、執行部と

してはそれに対応していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

６番（時松唯一君） ６番。是非、懇談会を持ちながら、坂本善三美術館それから社会福祉協議会

の方々と話し合いを持ちたい。また今の町長の答弁のようにそういうことを前向きに考えていた



 22 

だければ、近いうちにでも今年度中にでもお願いしたいというふうに思います。 

  次に移ります。まず入湯税、これは前回から同僚議員も私も何回も質問したかと思いますが、

その入湯税について、杖立、わいた、どちらもございます。このいわゆる鉱泉浴場の修理あるい

は災害用の環境関係に使われることも私は承知しております。そういう中において、きっちりと

通帳等が整理されているかどうかこれも以前指摘したかと思いますが、まずそちらをお伺いいた

します。 

町長（北里耕亮君） 入湯税の話題については、議会の中でも数回話題に出たかと思います。本来

この入湯税、目的税ではありますけれども、その部分において小国町については一定の部分でそ

の入湯税を還付と言いましょうか、その地域に還元をして地域の振興であったりいろんな部分に

活用をいただいております。その徴収方法であったりその管理であったりというのはまた担当の

所管から答弁をいたさせます。 

税務課長（北里康二君） 入湯税につきましては温泉管理者が特別徴収者となりまして、いわゆる

預かり税ですね、そういうことで申告をしていただいて、入金していただくということになって

おります。その延べ数が監査意見書の２５ページに出ている年度ごとの延べ数ということでござ

います。 

  以上です。 

６番（時松唯一君） ６番。ちょっと税務課長の答弁が聞き取れなかったのですが、１点は入湯税

というのは税金ですから、その部分について私は申し上げているわけじゃないんですよね。今町

長のおっしゃった還付していると、いわゆる数千万単位になるかと思うのですが、私が今申し上

げているのは、還付したときに還付した内容のものがきちんと整理され通帳に記入されているの

か、それをちゃんと監査委員も同等ですが担当もちゃんとやったのかと。その通帳等はあるのか

というのをお尋ねしたい。 

情報課長（藍澤誠也君） 監査におきましては、一応事業計画と補助金の入金等を確認しておりま

す。杖立温泉観光協会におきましては、両方ですが、一つの通帳に全部の補助金が入金をされて

おります。それの確認はしております。出の部分、入りの部分とそれぞれの支出の部分に関して

は確認をしております。 

  以上です。 

６番（時松唯一君） ６番です。杖立地区に対しては１千１３０万円程度ですかね、それから西里、

北里地区には４５０万円程度と。私が申し上げているのは、そういう書類はじゃあ実際確認をし、

ちゃんと保管されているということで理解してよろしいでしょうか。 

情報課長（藍澤誠也君） 領収書においても実績報告書の中では添付していただいておりますので、

そのように御理解していただいてよろしいです。 

６番（時松唯一君） ６番です。再度になりますが、いわゆる中山間地域等に対しても皆さん御存
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じのように、今年が通帳をゼロにしなければいけないというところで一生懸命やっているところ

なんですよね。ですからその通帳がゼロなのかあるいはその繰越しがあるのか、そこを再度お尋

ねいたします。 

情報課長（藍澤誠也君） 私どもが確認しておりますのは、杖立におきましては補助金の入金８０

０万円、それから１００万円、それから２６６万７千円。わいたにおきましては８０万円、それ

からそういう補助金におきまして、１５０万円確認をしております。補助金だけの通帳、受入れ

の通帳ではありませんので、ほかずっと羅列をされておる部分があります。最終的にゼロという

ものは確認しておりません。補助金以外のお金に関しても入っておりますので、ゼロにはなって

いないというふうに理解しております。 

６番（時松唯一君） そういうことであれば、やはり確認は必要かなというふうに思います。来年

度あたりはきっちりとそこは確認をしていただきたい。 

  次に移ります。まず、各種団体の多くは任意的につくられたものが多いかと思いますけれども、

そういう中において臨時的に補助をするならば私も納得するのですが、これが恒常的に補助をし

ている団体、いわゆる今度の決算認定議会でもいろいろ話題になりましたスポーツクラブ等もご

ざいます。そこら付近で担当課の課長の答弁では、均等割でグラウンドゴルフですかね、同僚議

員が質問したときに、ゲートボールやグラウンドゴルフや年寄り、年寄りというとちょっといけ

ませんけれども、病気をしないようにということでやられている。そういう中においていわゆる

ｔｏｔｏ事業があり、あるいはその金額が減ったから負担金をくださいというようなことに関し

ても、こういうことをきっちりと臨時的にする部分については私は納得しますけれども、恒常的

に今回も予算の中にやっていくということはちょっといかがなものかと思いますが、その見解は

いかがでしょうか。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） ただいまの質問にございました、総合型地域スポーツクラブ

の件についてでございますけれども、平成２６年度の決算におきましては、当初予算それから補

正予算、合計の８００万円ということで支出させていただいております。今年の予算につきまし

ては、金額は３００万円で変わりはございませんけれども、これまで小国ドームの管理をお願い

していました平成２６年度で計上させていただきました１４４万円につきましては、その３００

万円の中に実質的に組み込まれるような形で予算のほうも通していただいております。ですから

これまでの補助金と差引き計算しますと、金額的には補助金のほうは平成２７年度に関しまして

は減っていると、そういう状況で少しずつではございますが、自立が基本でございますので、で

きるだけそういう状態に近づきますよう今後とも努力していきたいと思います。 

６番（時松唯一君） ６番です。いわゆる体協関係もあるかと思います。そういう流れというか、

そういう一つの中に取り入れていくことが大事かなというふうに思います。以前、総合スポーツ

ということで一番多いのはサッカーかなと。サッカー人口がほとんど８割を占めていたという経
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緯がございます。そういう中を含めてでも、やはりもう一度検討を見直すことが必要かなという

ことを申し上げます。それから先ほど来、環境に関して同僚議員のほうからいろいろと質問がご

ざいましたけれども、まずこれは皆さんももう御存じでしょう、一般廃棄物それから産業廃棄物

とございます。それから一般廃棄物は皆さんの家庭が出しているものでございます。それから産

業廃棄物というのは事業系ですよね。農業というのは業ですから、これは産業廃棄物になります。

その中においてやはり相応の負担をしていくということが前提であります。そういうことをやら

ないで不法投棄というのもございます。不法投棄をすれば刑罰が科せられます。刑罰というのは

１０年とか、他町村のほうですね、いろいろ裁判沙汰になって数百万円というものをお支払いし

たというところがございます。もう皆さん御存じですよね。４００万円から５００万円不法投棄

でやる。これは人糞でも糞尿全てそうでございます。いわゆるそこの中にもう少し勉強していた

だきたいのは、いわゆる廃棄物は一つの廃掃法があり水質汚濁防止法あり、法律がたくさんござ

います。これだからこうというとこはありません。だから業を営んでいる以上はそこら付近はき

っちりと勉強していただかないと、これは自分がよかったからというものじゃなくて他人が見る

ものですから、そういうものでございます。併せて参考までに申し上げておきます。最後になり

ますけれども、まず地方財政が厳しい中に実効性のある対策を加速させて来年度予算につなげて

いただきたいことを申し上げて、私の質問を終わります。 

町長（北里耕亮君） この９月議会の決算議会の最初の挨拶の中で、決算は予算の鏡というふうに

言わせていただきまして、全員協議会のときにもそれぞれの委託料であったり補助金であったり

負担金であったり様々話題が出ました。先ほども言いましたように、１１月の頭ぐらいから平成

２８年度の予算協議が内部での部分が始まり、そして１２月、１月というふうに議論を重ねてま

いります。その間にはまた１２月議会も挟みますし、様々な常任委員会の活動であったり全員協

議会の部分であったり御意見いただく機会もあると思いますので、引き続き議会の皆様方からい

ろんな御意見もいただきたいと思いますが、町としてですね、やはり選択と集中と言いましょう

か、伸ばすべきところは伸ばしたいと思いますし見直すべきところはと、これは繰り返しになり

ますがそういう部分も思っております。そういうふうにさせていただくことを発言させていただ

きながら答弁とさせていただきます。 

議長（渡邉誠次君） ではここで暫時休憩をいたします。再開を１時２０分からお願いいたします。 

（午後１時１５分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時２０分） 

３番（北里勝義君） ３番、北里です。一般質問を行いたいと思います。まず１点目は、効果的か

つ効率的な行政運営についてお尋ねをいたしたいと思います。今年の４月から第４次一括法がま

た施行されております。これによって地方分権改革もより一層進んでいくのではないかなという
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ふうに思っております。この地方分権改革の大きな一つの柱といたしまして、事務権限移譲があ

るかと思います。ここでお尋ねをいたしたいと思います。現在までに事務権限移譲された項目数

ですね、また今後、今検討中、また今後権限移譲される予定のある項目数についてお尋ねをいた

したいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） 御質問にお答えいたします。御承知のとおり、平成１２年に地方分権一

括法が施行されまして、ただいま３番議員が申しましたように平成２３年から第１次地方分権一

括法が始まり現在の４次に至っております。この中で権限移譲及び規制緩和について具体的な改

革が追加されております。本町おきましては現在対象事業といたしましては１６項目ございまし

て、実際、事務交付をいただいている項目は１１件ございます。ちなみに交付金といたしまして

は平成２６年度が５０万７千円ということで、これに対する交付金をいただいております。具体

的な中身では合併浄化槽関係、又はパスポート関係の事務でございます。また今後事務権限が移

譲される項目ということでございます。今現在４８項目中、市町村に関係する項目は４２項目と

いうことでございます。この４２項目の中におきまして県の重点項目といたしましては、小国町

に該当するのは５項目ございます。主なものとしましては農地法関係等が今後検討されるという

ことでございます。 

３番（北里勝義君） かなりのまた権限移譲が出てくるかと思います。今総務課長の答弁にありま

したとおり、私も例えばパスポートの申請だとか浄化槽の設置届け、そういったものについては

従来は振興局また県庁また保健所、そういったあたりに出向いて申請していたのが役場の窓口で

できるということでございます。かなりその面についてはワンストップと言いますか、割と利便

性が高くなってきたのではないかなというふうに思っております。また国においては今後何とい

いますか提案募集方式といいますか、そういった中で各自治体がいろんな権限移譲の要望をすれ

ば検討をしていきたいというようなことも聞いております。小国町において、今現在こういった

国に対して提案型といいますか要望している権限移譲等があるのか、また今後出てくるのか、そ

こら辺が分かりましたらちょっとお尋ねいたしたいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） 平成２６年度におきましては、権限移譲及び規制緩和に係る提案募集型

ということで国のほうが募集をいたしております。調べによりますと、全国的には千件ぐらいの

いろんな提案が上がってございます。今後小国町としましては具体的に提案は上げておりません

が、全国的にはかなりな提案が上がっております。そういったところで重複する点、また小国町

に重なる点があるかと思いますので、今後こういった形の提案を研究していきたいというふうに

考えております。 

３番（北里勝義君） いろんな提案型ですので、またいろんな要望があればこれは継続的にやって

いくだろうと思いますので、また検討をしていっていただきたいというふうに思っております。

また昨年内閣府がアンケート調査あたりを行って、私も一般質問したことがあるかと思いますけ
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れども、この事務権限移譲で感じられるメリット、またデメリットあたりをどのように感じてい

るというか思っているか、そこ辺のところをまたお尋ねをいたしたいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） 権限移譲に伴いますメリット、デメリットということで、先ほど申しま

したように合併浄化槽及びパスポート事務ということで、合併浄化槽につきましては、年間１４

件から１５件というふうに担当からお聞きしております。またパスポート事務につきましては大

体年間平均１００件の受付があるということで、メリットとしましてはやはり町民に対するサー

ビスの向上はもちろんですが、事務のワンストップ化ということが一番のメリットじゃないかな

というふうに思っております。また、デメリットと言っては何ですが、その事務に費やす時間で

すね、そういったことと自分の持っている時間とプラスまたそういった事務の時間が増えてくる

と。また専門性とかそういったところも必要になってくるというところがデメリットと言っては

何ですが、そういったところが感じられております。 

３番（北里勝義君） 昨年、やはりこういうアンケート調査あたりで報道・報告されている中で、

やはり仕事を受け入れる体制の整備、それから職員の専門性、それから財源の充実、このような

ところが全国的にアンケート調査で挙げられております。小国町においてもやっぱり同じような

ことが言えるのではないかなというふうに思っております。これについて、今後職員体制だとか

その専門性、そういった中で今後の課題をどのように取り組んでいくのか、そこら辺何か考えが

ございましたらお尋ねいたしたいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） 権限委譲につきましては、やはり市町村によりますとなかなか受け入れ

しておられない町村もございます。ですから小国町のほうにつきましては早く取り組んでいる部

分もありますけれども、こういったところにつきましてはやはり時間が費やすのを待っているわ

けじゃなくて、やはり県のほうも重点項目と挙げているところにつきましては、早めに内容等を

確認しながら受入れ態勢を考えていくとかいうところも必要ではないかなと。また将来の専門性、

そういうところも早めに確保していくとか、そういうところも必要になってくるかなと。併せて

今申しましたように、予算的な面も考えていく必要が併行して生じてくるというふうに考えてお

ります。 

３番（北里勝義君） また、この事務権限移譲と併せまして、同じくやっぱり行政運営の中で効率

的な行政運営を進めていく中で、もう１点はＩＴ化があるかと思います。今ＩＴ化が進められて

いる中で、毎年ＩＴ関連の予算も計上されております。このＩＴ化に伴ってどのように住民サー

ビス向上につながっているのか、またそのことをどのように評価しているのか、そのことをまた

お尋ねいたしたいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） ＩＴ化につきましては、御承知のとおり予算でも大きい部分を占めてお

ります。小国町の庁舎内を見ていただきますと、やはり住民窓口の１階、住民課、福祉課、税務

課と申しますと、町民に対するいろんな証明書であったり給付金であったり、手当、支援やそう
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いった料金関係もございますが、そういった全ての形にはやはりＩＴが必要でございます。そう

いった町の中におきましても、行政システムを導入しております。そういったシステムがないと

全ての町民に対する窓口業務、またいろんな県、国との連絡のいろんな文書のやり取り、そうい

ったのが全て関連しております。これは関連していない課はございませんので、そういったＩＴ

関連につきます、今更に向上しておる状況でございます。評価という形になってきますと、実質

はそれぞれのもちろん業務上のシステムはもちろんですが、インターネットあとは県とのメール

のやり取り、またいろんな職員間の日程調整、いろんな連絡、そういったことにも非常にＩＴの

力があると思っております。また日常いろんな国、県とのやり取りの文書管理、また条例関係、

それもこういったＩＴの業務の中で行われているのが、非常に住民サービスにもつながっている

と。また国と直接つながっております行政総合のシステム関係もそうでございます。そういった

のが全てＩＴ化が進んだ中で、こういったサービスが向上しているというふうに思っております

ので、更にこういったシステムの高度化が進むと思われますので、更にこういった専門性も必要

になってくるというふうに考えております。 

３番（北里勝義君） 私もこういったＩＴ化が進められている中で、やはり住民サービスあたりは

充実化してきているのではないかなというふうに思っております。またこういったのが進められ

ている中で、人件費等について片一方ではＩＴ化で予算を計上していく中で、人件費あたりとの

関わりといいますか、例えば残業代も含むところの人件費あたりにどう、これは難しいかも分か

りませんけれども人件費等の兼ね合いといいますか、その辺どう反映されているのか、その辺が

分かりましたらちょっとお尋ねいたしたいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） ＩＴ化と人件費の問題といいますと、直接比較はしたことはございませ

んが、これだけの制度と緊急性、速度を求められる中で、もちろん人間で事務作業でするには到

底追いつかないような作業をこなしているわけでございますので、もちろん人間と比較した場合

には相当の人件費削減になっていると思います。しかし併行しながら、こういった保守委託料は

続くわけでございますので、なかなか比較するのが難しいわけでございますので、人件費の反映

にされるといいますと、実際反映されているというふうに判断しております。しかし、またこれ

に対する職員の先ほど申しましたように専門性、またセキュリティの問題などが併行しながら必

要になってくると思っております。 

３番（北里勝義君） やっぱりこういった中で、やはり事務量が早くなった分、またＩＴ化で例え

ば設計だとかいろんな分で、ＩＴが職員何人分もの仕事をする部分もあるかと思います。その中

でやはりそのことによってまた職員の方々においては、より一層住民のサービスに努めていただ

くことがまた大事ではないかなというふうに思っておりますし、このように多様化といいますか

複雑といいますか、そういう状況の中で、私は事務事業評価や施策評価そういった行政評価を導

入して、限られた財源の中で効果的かつ効率的な行政運営を進めていかねばならないというふう
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に思っております。このことについて町のお考えはどんなですか。行政評価についての考え方は。 

町長（北里耕亮君） 御意見のとおりに午前中からのいろんな御意見の中で、それぞれの補助金の

見直しとかそういう話題も続いております。そういう中での行政のそれぞれの項目には、たくさ

んの事業があります。その事業だけではありませんけれども、それぞれの款、項、目それぞれた

くさんありますが、そういう行政評価、事務事業評価、そういう部分については日頃から行政内

部で行っているつもりでありますし、またこういう議会の場でいろいろな御意見もいただいてい

る部分であります。ほかの自治体では、行政評価委員会とかそういうような組織を設けている自

治体もあるかとは思いますけれども、今現在小国町としてはこういう内部のチェック、それから

外部というか議会と執行部のそういうチェック、そういう部分で推移をしております。限られた

予算の中で平成１８年、１９年の集中改革プランから非常に行政運営が厳しい、三位一体改革等

の時代もございました。そういう部分で、先ほど予算の積算のお話も話題にさせていただきまし

たが、相当議論に議論を重ねて予算協議をしている部分もございます。そういう中で現在のとこ

ろの推移としてはそういうやり方で進めさせていただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

３番（北里勝義君） 行政評価はしっかりしているということだろうと思います。またこの評価と

併せてですね、やっぱりこういった意思決定の中ではトップダウン又はボトムアップというよう

な考え方もあるかと思います。やはりこれも評価とうまく調整をしながら進めていけばまたより

良い行政運営ができるのではないかなというふうに思っております。是非、こういった形で進め

ていただければというふうに思っております。町長、このトップダウンそれからボトムアップ等

については、どのようにお考えを持っておられるかそこをちょっと町長の意見だけお尋ねします。 

町長（北里耕亮君） 現在の小国町では両方から責めるといいましょうか、手法で事務事業の評価

といいましょうか、そういう事業予算、積算を行っております。私も就任して数年経ちますが、

例えば予算協議の話をいたしますと、各課から上がってきてＴＲＹ－Ｘに打ち込んで、その理由

とかこの事業の重要性とか、そういう部分を見ながらじゃあこれを続けていくのかとか、減らす

のか増額するのかという検討もいたした時代もありましたけれども、それが上がってくる前にや

っぱり事前に主な事業については政策としてこれはどうでしょうというような部分で、こちらの

ほうからいわゆるトップダウンの話ですが、各課にそれを発言させていただいてですね、議論を

するというボトムアップ方式、トップダウン方式両方を組み合わせて、いろんな議論を庁舎内で

も重ねている状況であります。どちらのやり方がいいかというのは、ボトムアップでもなかなか

抜けもあったりする状況もありますし、トップダウンだけでは当然これも政策論ばかりで私が全

て把握しているわけではございませんので、その両方を掛け合わせながら作りあげていくという

手法をとっております。小国町は現在のやり方でいいのではないかなというふうに思っておりま

す。またいろいろそういう議会の皆様方もほかの自治体とかほかの事例があって、こういうやり
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方でこういう手法もあっていますよというお知らせ等があれば、また御意見などを聞かせていた

だいて、この部分についてはチェックというか積算と非常に大事な案件でございますので、また

御意見を聞きたいというふうに思っております。 

  以上です。 

３番（北里勝義君） 私もこのトップダウン、ボトムアップのどちらがいいかというのはなかなか

難しい部分もありますけれども、やはりどちらにしろやはり町民の声を聞きながら事業を進めて

いくということが一番大事になってくるのではないかなというふうに思っております。 

それでは、次に移りたいと思います。小国町の歴史資料館についてお尋ねをいたします。町の

歴史や歩みまた伝統文化や生活文化を示し、また文化財等を展示していく歴史資料館は必要では

ないかなというふうに感じております。私町民の方からよくこのことはそういう声を聞きます。

私は歴史とか文化は、やはりいにしえの人たちから今の私たちに贈られる財産ではないかなとい

うふうに思っております。言葉の中に今は温故知新や温故創新、こういった言葉があります。こ

れは古きを尋ねて新しきを知る、また創るというような言葉でございます。大変大事なことじゃ

ないかなというふうに思っております。町の歴史の中では先人たちはいろんな苦難をやはり乗り

越えてきております。それは財政難であったり、また災害であったり、また飢饉であったり、そ

ういった苦難をやはり創意工夫とそれから努力で乗り越えてきたのではないかなというふうに思

っておりますし、そのことを学ぶこともやはりこれから町づくりをするにおいて大きな参考にな

るのではないかなというふうに思っております。町の歴史資料館等の必要性について、町長、お

考えがありましたらお尋ねをいたします。 

町長（北里耕亮君） 所管といたしましては教育委員会でありまして、教育長からの発言もあるか

と思いますが、私のほうから先に答弁をさせていただきたいと思います。必要性という部分に関

しては私も御意見が一致している部分がありまして、この部分については必要ではないかなと思

っております。ただ資料館という館という、建物というような部分のイメージが先に立つかと思

いますが、まだその段階、それも将来的には何らかの形という部分もあるかと思いますけれども、

まずは今まで小国町の中には、歴史書物が幾つかあるかと思います。これは例えばの話で小国郷

史とかそういう部分の様々な部分もあるかと思いますが、やはりいつの時代にもそういう部分の

整理といいましょうか、そういう部分の編さんといいましょうか、そういう部分は大事ではない

かなというふうには思っております。この昭和から平成にかけても様々な事柄がありますし、常

にそういう部分を整理していきながら次の時代につなげる必要があるのではないかというふうに

思っております。ですので歴史資料館という質問ではありますが、その前に例えば小国町の中に

は、民間団体の中でそういう歴史を研究するといいましょうか重んじられるといいましょうかそ

ういう団体もございますし、また教育委員会の中にはこれはまた発言があるかと思いますが、直

接文化財とは違いますけれども文化財保護委員とかそういう方もいらっしゃいますし、そういう
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歴史に長けている方もいらっしゃいますので、そういう方々に一度ちょっと寄っていただきまし

て、現状が今大体こうであって将来はこういうふうにしていくとかいう話題がまたしていければ

というふうな思いはしております。それからそういう本とか書物、あとデータなどがいろいろ整

理がされて、そういう保管場所とかそういう部分が第二段階の検討の部分かなと。まずはその中

身のほうの整理をやっていく必要があるのではないかなというふうな思いはしております。これ

は私の思いであって教育委員会の思いがどうかはですね、いいですか、お願いします。 

教育長（北里武一君） 教育委員会の事務分担としましては、もう御存じのように学校教育と社会

教育というのが教育委員会の事務でございますが、学校教育につきましてはですね、これは皆さ

ん方も全部経験をされていることでおよそお分かりと思いますけれども、この社会教育というの

は社会教育法の中にまたこういうことですということの定めがございます。ちょっと申しますと、

学校教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的

な教育活動、この活動の中にはスポーツとかレクリエーションあたりは含んでおります。ですか

らそして市町村の教育委員会としては、事務としてはこういう事務がありますよということをや

はりまた社会教育法の中で、１から１９までずっと書いてございます。ただし御存じのように市

町村の教育委員会といいましても非常に規模が違います。非常にたくさんスタッフもそろってい

るところ、予算もあるところ、そういうところございますので、そこで市町村の教育委員会は、

社会教育に関し、当該地方の必要に応じ予算の範囲内において今のようなことをやりなさいとい

うことなんです。それに対して学校教育の場合は、これはどこで教育を受けても平等でないとい

けませんので、全国どこでももう一様に教育というのはしなければならないけれども、社会教育

というのはその土地の必要に応じて、また予算の範囲内に応じてやればいいと、こういうような

ことになっております。したがいまして、今議員がおっしゃいましたそういう歴史資料とかそう

いうものの資料や整備や収集、こういうことについては教育委員会の事務の一環でございます。

したがまして、予算等あたりもございますしスタッフもございます。したがって先ほど町長が申

し上げましたように、そういう資料がどんどん集まってくればですね、図書室のコーナーを作っ

て、そのようなところの整理で町民の方に提供するというようなことを考えていかなければなら

ないというように思っております。これも文化財保護委員の方もございますので、その方々と一

緒になりましてこういうことをどうするかということを早速検討はしていきたいと思います。近

いところで高森町あたりが道徳教育とか、そういう読み物資料あたりを作っております。小国町

も私が来る前にこれは一つはできておりますけれども、見直してみますと何とか今のところは使

えるというようなことでございますが、これが変えていいというようなことになれば、やってい

かなければならないと思いますが、高森町の場合はあそこは専門の指導主事も配置しております

し、この方のためにそういう指導員というのをまた一人雇って、そういうところでさせていると

いうような状況でございます。要するにそういうことにつきましては、今後私どもの事務でござ
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いますので、十分検討してまいりたいというように思っております。 

３番（北里勝義君） 私も今答弁にありましたとおり少し長期的な展望に立って、このことは進め

ていかねばならないというふうに思っておりますし、図書館の併設型の資料館をつくっている自

治体もございます。またそういった中でこの山村開発センターですね、この整備計画も今町の計

画の中に上がってきております。また、あみだ杉の館、こういったところと全体的な整備計画の

中でやはり検討をしていかねばならないのではないかなというふうに思っております。また私は

この歴史資料の収集とか編さんというのも、やはりまた長期的に行っていかないとなかなか難し

い部分があるかと思います。今町長の御答弁で文化財保護委員あたりに御相談をしてというよう

なことでございますので、できればそういった文化財保護委員だけじゃなく、歴史を勉強という

か取り組んでおります人たちを入れて、そういった資料編さん委員会あたりができればいいので

はないかなというふうに思っておりますが、そこら辺は町長どんなでしょうか。 

町長（北里耕亮君） 先ほども答弁をいたしましたが、そういう館という建物の前にやはり中身を

整理していくというのが先であろうと思いますし、その部分についてはただいま教育長が発言を

いたしました予算の範囲もありますものですから、その部分について民間活力をお願いしたいと、

活用させていただきたいという部分もあります。その団体のあえて名前は言いませんけれども、

そういう歴史を非常に研究されている団体がこれは小国郷の、南小国町、小国町の両町で構成さ

れている部分でありますけれども、非常にそういうふうにまずは小国町の歴史、小国郷の関係す

る隣町ですからそういう部分もありますが、まずは小国町の中で、その団体に加入していない方

であっても非常に歴史を研究する古文書の会の方とか、様々町内には年配の方ではありますけれ

ども、非常にそういう技術を持っておられるというかそういう方がいらっしゃいます。民間活力

をお願いをさせていただきながら、この部分については、まずは集まっていただいて議論をして

いただくという部分が大事ではないかなと。どういうものを集まってというのは先ほど答弁いた

しましたように、物が集まれば徐々にそういうふうに保管をしていく、そして町民が必要となっ

たときそれを開いてみるとかいう部分ができればいいかなというふうに思っております。そして

開発センターの整備計画という話題も出ました。これについては総合計画にも載っていますが、

耐震という部分について必要性というのは掲げられておりますが、非常に予算の部分では課題が

あります。同じようなスペースで同じような部分で建てますと相当数金額もかかりますが、これ

についてはでもコミュニティスペースとしては、小国町にはやはりこのぐらいの会議場が幾つか

あるというのはないといけないというふうに思っておりますので、それはまた長期的に考えてい

きたいというふうには思っております。 

  以上でございます。 

教育長（北里武一君） いい機会としてでございますけれども、ちょっと申し上げたいことござい

ますけれども、先ほど学校教育についてと言いましたが、このやはり指導数のですね、指導主事
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というとどこの教育委員会でも配当しなければならないようになっているのですが、なかなか現

職の先生方をとってきますとかなりの給料がございますので、私どもは辞めた方を指導員として

雇っております。そこは何とかやっておりますが社会教育に対してはですね、社会教育主事とい

うのはやはりこれを教育委員会は配当しないといけないわけなんですよ。ところが現在小国町の

教育委員会には社会教育主事というのはおりません。こういう専門的なことを指導する専門員と

いうのを置かなければならないということになっておりますけれども、何せ予算の都合でありま

せんので、やはり小国は小国にあったそういうやり方でやっていかなければいけませんので、先

ほど申しましたまず文化財保護委員あたりの会議を開きますと、当然こういうことについてはこ

ういう団体があります、こういう専門家がおりますと、そういう方を一つ集めてやろうじゃない

かというような話に多分行くのじゃなかろうかと、そういうふうに予想はしております。そうい

う点では、小国町は小国町なりのそういう点で精いっぱい考えていきたいというように思ってお

ります。 

町長（北里耕亮君） 直接の質問ではありませんけれども、小国町は非常に分野ごとの部分の整理

も大事かなと思っています。ジャージーの導入のことからのこの歴史であったり、林業であると

そういう近代史というか、そういう部分も非常に大事かなと。福祉分野、林業分野、農業分野、

様々土木、いろいろ河川とか災害とか、いろんな分野で大事な部分をよく整理をしておかないと、

またすぐ時代がたっていきますので、そういう部分についてはある程度積極的に編さんとかにつ

いては、民間活力もお願いしながらやっていきたいというふうに思っております。 

３番（北里勝義君） 私も今町長の意見のとおり農業の歴史だとか林業の歴史、このあたりで一生

懸命貢献をされた人たちもおられます。このことはしっかり私たちもまたそういった歴史の中で

次の世代にまたつなげていかねばならないというふうに思っております。またそれから例えば古

文書だとかそういう組織ができますと、やっぱり調べていきますと古文書だとかまた文化財あた

りが出てくるわけですね。そういったのも町の預託制度を作って、やはり高齢化世帯においては

古文書とか文化財がなかなか保存していけないというふうなところに対しては、町が無償で預託

して、預かって展示などをしていきますよというようなところも出てくるかとは思うので、そう

いった中でやはり町民の意見を聞きながら、まず組織づくり、第一歩を踏み出していただけたら

というふうに思っております。 

それでは次に移りたいと思います。小国町の少子化対策についてお尋ねをいたします。昨年度、

子ども・子育て支援事業計画が策定をされております。この計画策定にあたって、ニーズ調査を

行っております。子育てを実践している保護者の方々の貴重な意見をいただいております。この

ことは少数意見も含めまして、尊重をしていかねばならないと思っておりますし、また公表もし

なければならないのではないかなというふうに思っております。このことについて公表とかされ

たかどうかをお尋ねいたしたいと思います。 
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福祉課長（穴井幸子君） 子ども・子育て関係のニーズ調査につきましては、子育て支援拠点のほ

うに置いております。ニーズ調査の結果です。公表につきましては、公表という形ではしてはお

りません。 

３番（北里勝義君） ニーズ調査については、また今年度も子育て環境整備事業、この中で環境整

備に向けたまたニーズ調査を行うということにしております。私はなぜこれをお聞きしたかとい

うとですね、やはり子育てを実践されている保護者の方々からいろんな意見を聞いて、聞いただ

けで終わるのではなくて、せっかく聞いた意見はこういう意見がありました、こういう意見があ

りましたと。こういう意見についてはこういうふうに計画をしていきますと、そういうことをき

ちんと返してやらないと、町はアンケートを採って調査をしたけれども、あとは何もないもんな

というふうなことでは私はいけないと思うのです。それは子育てを実践しているお母さん、お父

さん方また保護者の方々がですね、やっぱり小国町で子どもを産み、子どもを育てていきたいと

いう気持ちにならないと少子化対策にはならないと思っていますし、その人たちに信頼できる町

にならなければ私はなかなかこの少子化対策はできないのではないかなというように思っており

ます。今年度の子育て環境整備事業におけるニーズ調査というのは今からだというふうに思って

おりますが、ここについてちょっと町長のお考えをお尋ねいたしたいと思います。 

町長（北里耕亮君） まず子育て支援事業計画の中での概略調査については、一部把握を私のほう

はもちろんさせていただいておりますが、御意見のようにオープンというか公表という部分はし

ていませんので、今から話題にしていきたいというふうには思っております。その意見の中でや

はり多かったのが子どもが遊べる公園ですね、その中でやっぱり遊具がある公園があるといいで

すねというような話題を大変たくさんの方からいただいております。そういう部分について、あ

とは医療費の部分であったり、少子化対策の部分であったり、様々小国町といたしましてもやっ

ておりますが、この遊具については、例えば阿蘇市内にあります大型の遊具付き公園にわざわざ

行かなければなりませんとか、そういう大分県のほうに設置されているところに行ってるんです

よと、どうして小国にはというような御意見もいただきます。私としては、このやっぱり次世代

につながる子育て、この人口減に歯止めかけるという部分についてもこの部分は力を入れていき

たいというふうな思いをしておりますので、この先行型のこの交付金を使いながら、更にじゃあ

どういうスペースでどういう形で、場所はどの辺がとかいう部分を検討して具体的に進めていき

たいというふうに思っております。まだ今この金額は１５０万円でこの検討をするわけでござい

ますけれども、これからまた調査検討したいというように思いますけれども、この部分について

はしっかり進めてまいりたいというふうに思っております。 

  以上です。 

３番（北里勝義君） こういったニーズにしっかり応えていくことが、やはり支援につながってい

くのではないかなというふうに思っております。よろしくお願いいたしたいと思います。それか
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らもう１点、この少子化対策の中で地方創生交付金を活用して、結婚支援事業に取り組んでいる

かと思います。この今年度の取り組む事業の進捗あたりが分かればちょっと御報告いただきたい

というふうに思います。 

町長（北里耕亮君） 予算の部分で本年度は先行型を利用させていただきまして、結婚対策事業を

進めておりまして、まさに先週の土曜、日曜という部分で進めておりまして、詳細は担当課のほ

うから答弁をいたさせます。 

住民課長（河野孝一君） それでは結婚支援事業の進捗状況について説明させていただきます。本

年度は昨日町長のほうから御説明申し上げましたとおり、農業後継者を対象とした婚活事業を実

施しております。参加男性は７名でございます。小さな国の恋Ｌｏｖｅ Ａｃｔｉｏｎをキャッ

チフレーズに農業体験と観光を組み合わせた１泊２日の婚活イベントで９月、１０月、１１月の

３回を計画しております。ＪＡ島原で、農業後継者の婚活イベントで多数の成婚実績のあるコー

ディネーターの方に、参加男性の自己表現や自己アピール等の研修、それからイベントのコーデ

ィネート、３月までの参加者のフォローアップ等を業務委託しております。男性参加者の研修と

しましては、結婚を考えている女性が何に興味を持っているかと、そういうことを考えて自分の

仕事に対する自信、あるいは５年後、１０年後、３０年後の自分の将来像、夢を表現する研修を

行っております。家庭訪問による家族面談も併せて行っております。女性参加者の募集につきま

しては、男性参加者が熊本市、それから福岡市にチラシを配布して募集を行っております。女性

の参加者は９月が８名、それから１０月が１０名、１１月が１０名の申込みがあっております。

先ほど言いましたとおり９月１２日、１３日に１回目のイベントを実施しております。イベント

では告白タイムは設けずに、農業体験のあとの交流で親睦を深めて終了後に男性、女性の今後の

アンケート調査を行って、カップリングを進めております。１回目が終わりましたけれども、参

加女性からは楽しかったと、また参加してみたいというような好印象をいただいております。カ

ップリングにつきましてもいい雰囲気で進んでおります。今後１回目のイベントの反省をしなが

ら、１０月、１１月のイベント実施に向けて進んでいきたいと思っているところでございます。 

３番（北里勝義君） 御報告ありがとうございました。参加男性が７名ということですが、何かち

ょっと少ないかなという感じもしますけれども、何か対象者を限定されているのかどうか、小国

町内全域の若者に呼び掛けたのか、その辺ちょっと分かりましたらお尋ねいたします。 

住民課長（河野孝一君） 本年度は事業決定後にちょっと時間的なものがございましたので、全体

的な公募ではなくて、一応農業委員を通じて農業後継者を選出していただいております。 

３番（北里勝義君） よく分かりました。町内全域には独身の男性、女性かなり多ございます。こ

ういったのをまた次回には進めていっていただきたいというふうに思っております。また今年度

はそういった交付金活用ということでございますが、次年度以降もやっぱりこの結婚支援につい

ては継続的にやっていかなければなかなか結果は出ないというように思っております。来年以降、
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またこういった結婚支援の取り組み、また具体策を持っておるのかどうかお尋ねをいたしたいと

思います。 

町長（北里耕亮君） 結論から言いますと、是非継続して進めていきたいというふうに考えており

ます。この部分については非常に大事な事柄だというふうに位置づけておりまして、この部分は

非常に力をいれていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

３番（北里勝義君） なかなか結婚支援というのは難しくて、私はやはり結果を恐れては取り組め

ないというふうに思っております。是非また次年度以降も支援をお願いしたいというふうに思い

ます。 

  これをもちまして、私の一般質問を終わります。 

議長（渡邉誠次君） それでは通告に従いまして、予定していた４名の一般質問が全て終了いたし

ました。これで一般質問を終わります。 

議長（渡邉誠次君） 日程第２、「閉会中の継続審査の件」についてを議題といたします。 

  議会運営委員長及び総務文教福祉常任委員長並びに産業常任委員長並びに広報特別委員長から

会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました「本会議の会期日程等議会の運営に関

する事項」並びに「総務文教福祉常任委員会所管事務調査について」及び「産業常任委員会の所

管事務調査について」並びに「議会広報に関する件について」閉会中の継続審査の申出がありま

す。 

お諮りいたします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 異議なしと認めます。 

したがって委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

  それではお諮りいたします。 

本定例会の会議に付されました事件は全て議了いたしました。 

したがって、小国町議会会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 

これで本日の会議を閉じ、これをもって平成２７年第３回小国町議会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

（午後２時１２分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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議事の経過（h.27.9.11） 

議長（渡邉誠次君） 皆さん、おはようございます。 

本日は、全員協議会でございます。開会に先立ちまして、昨日の栃木・茨城を中心とした水害

に対しまして、亡くなられた方々に対して、衷心よりお悔やみを申し上げます。それとともに、

被災された多くの方々にも併せてお見舞いを申し上げたいというふうに、心から思っているとこ

ろでございます。一番最初はまだ助けなければいけない人々が残されているという状況もあるで

しょうし、それから迅速な暮らしの復旧、そして着実な復興をしっかり進めていっていただきた

いというふうに思っております。 

本日、全員協議会でございますので、また皆様方の慎重審議をよろしくお願いしたいというふ

うに思っております。 

北里町長に御出席をいただいておりますので、一言御挨拶をお願い申し上げます。 

町長（北里耕亮君） 皆さん、おはようございます。 

本日は、全員協議会でございます。本日の審議の案件につきましては、議会事務局、監査委員

事務局、そして総務課全般、会計管理室、政策課、税務課という部分でございます。本日出席を

いたしております各課長、室長、それから局長、そして審議員と係長という部分で出席をいたし

ております。今、お話ありましたように慎重なる審議をお願い申し上げたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

議長（渡邉誠次君） ただいまより、全員協議会を開催いたします。 

ただいま出席議員は１２人であります。直ちに会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

本日の協議事項につきましてはお手元に配付してあるとおりです。平成２６年度決算というこ

とで十分なる御審議方をよろしくお願い申し上げます。 

平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算認定についてであります。よろしくお願いします。 

本日の担当課については議会事務局、監査委員事務局、総務課、会計管理室、税務課、政策課

の各課長、審議員及び担当係長の出席をお願いしています。 

それでは各課長から、所管の平成２６年度一般会計歳入歳出決算の概略説明をお願いしたいと

思います。 

議会事務局長（小田宜義君） 皆さん、おはようございます。議会事務局から、議会事務局と監査

委員事務局の監査費の説明をしたいと思います。決算書は８０ページをお開き願いたいと思いま

す。 

議会事務局費です。本年度の歳出総額が７千８５８万２千８０２円ということで決算額として

は前年度とあまり増減はございません。歳出項目で大きなものといたしましては、議員の皆さま

の報酬、職員の給与、職員手当、共済費等で７千２５９万５千２３７円ほどで全体の９２.４％
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を占めております。不用額が１６６万４千１９８円ほど出ておりますけれども、この主な要因と

いたしましては、費用弁償及び研修会負担金、消耗品等に若干残金が出ております。また、昨年

の議員の皆さまの活動状況といたしまして、議員派遣として１１回実施しております。また、議

長の公務活動としても年間を通して４０回ほど実施いたしております。昨年は２泊３日の議員研

修を実施したため、議員研修助成金が新たに歳出されております。 

続きまして、ちょっと飛びますけれども、１２６ページをお願いしたいと思います。監査委員

費です。監査委員費の歳出総額は９千６００万１千４２０円です。主なものといたしましては、

監査委員の報酬２名分、職員の給与、職員手当、共済費等で全体の９２.５％を占めております。

監査委員につきましては、昨年が５８日前後の活動をしております。監査の内容としては、毎月

行います例月出納検査、現金検査、決算審査、定期監査、財政援助団体等監査並びに随時監査が

あります。 

以上で、議会事務局並びに監査委員事務局費の説明を終わりたいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） おはようございます。 

それでは総務課関連の概要について歳入歳出の説明をさせていただきます。 

まず予算書をお開きいただきまして、２ページ、３ページでございます。左の欄が歳入という

ことで全体でございます。この中に、総務課関連の歳入に属する分が入っております。細かいと

ころは歳出と並行しながら、また後ほど説明させていただきます。 

右の欄でいきますと歳出の欄で総務費とございます。この欄では総務課関連、またこの中には

情報課、政策課、税務課、住民課、会計ということで総務費の中にも入っておりますので、お知

らせをいたしておきます。その中で、中ほどの８番の消防費が総務課に関連する分です。１１番

の公債費、１２番の諸支出金、１３番の予備費というふうになっております。 

それでは、歳出の８２ページをお開き願いたいと思います。８２ページの左下の中ほどです。

総務管理費の一般管理費ということで、これが総務課に関連する項目でございます。右のページ

の８３ページでございます。ここのページからが報酬、給料、職員手当ということになっており

ます。 

次のページでございます。８５ページです。上のほうから共済費、中ほどに報償費ということ

でふるさと寄附金の謝礼金、これはふるさと寄附金に対する謝礼でございます。 

次の８７ページでございます。中ほど、委託料ということでこれに関しますのは、庁舎関係の

保守点検の委託料関係、また庁舎消防関係委託料、下のほうで公会計整備ということで１５６万

６千円。それと一番下の備品購入費ということで、ＬＥＤの防犯灯の購入がございます。これは

２２０台購入いたしております。各申請に応じて材料支給したものでございます。 

次の８９ページでございます。１９の負担金補助及び交付金という欄が総務課に属する分でご

ざいます。一番下の欄の派遣職員の給与負担金、これが総務課に関連するところでございます。
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その下の中ほどは情報課に関係する分でございまして、左の欄の３の財産管理、これが総務課の

関連でございます。水上村の北目団地の小国町有林の巡視員の報酬、その他管財に関する賃金、

下のほうでは旧小学校の謝礼金ということでございます。 

次のページをお開き願います。９１ページでございます。この欄につきましても、町有林の管

理、また庁舎管理の役務費関係でございます。特に、１３の委託料につきましては町有林の管理

委託料、公園関係の委託料、公有財産の委託料等がございます。下のほうでございます。１５の

工事請負費としまして、スギトピア公園通路橋の整備工事を平成２６年度いたしております。 

続きまして、９３ページでございます。上から２つめの積立金、財政調整基金積立金というこ

とで平成２６年度、１億１千７００万円を財政調整基金に積立てをいたしております。その他、

ここに明記してありますように積立金を基金のほうに積立てをいたしております。 

続きまして、９４、９５ページです。総務課に関係するところが、公平委員会、交通安全費で

ございます。交通安全費につきましては、小国町の交通指導隊関係の報酬費、また小国地区の交

通安全協会負担金等が主なものでございます。 

続きまして、９６、９７ページでございます。諸費といたしまして、諸々としましては阿蘇広

域行政事務組合の負担金、１千２１９万円。中ほどより少し下の公立病院建設債元利償還負担金、

２千７８７万７千円。交付税措置にかかる公立病院の交付金、９千２４８万７千円。またその下

の公立病院建設改良事業負担金でございます。こういったものが負担金で支出したものでござい

ます。 

次に９８、９９ページでございます。９９ページの中では地域活動交付金ということで、これ

は各行政区の組のほうに交付金としてお支払しているものでございます。７５６万８千円でござ

います。その下の欄の公立病院繰出基準負担金、６千７６６万９千円。これも公立病院に出して

おります繰出金でございます。 

それでは１ページ飛びまして、１０２、１０３ページでございます。電算施設費でございます。

主なものとしましては、主要事業の中でも計上しておりますが、金額的には大きくございません

が、委託料の中で広域データバックアップ委託料４２万９千円。一番下のほうで、１４の使用料

及び賃借料としまして、広域データバックアップ使用料ということで庁舎内のサーバーによるデ

ータを一時データバックアップしまして保存している委託料でございます。その他庁舎に関する

この中では委託料で、ネットワーク関係の保守、また電算機器使用料が支出されております。 

続きまして、次のページ１０４、１０５ページでございます。同じく上の欄の一番下のほうで

ございます。ＴＲＹ－Ｘの負担金としまして８０２万２千円ということで、庁舎内の行政で使っ

ておりますコンピューターシステムの負担金でございます。 

続きまして、ページちょっと飛びまして２１４ページからでございます。消防費でございます。

２１４、２１５ページでございます。これにつきましては消防団関係、消防活動の費用が主でご
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ざいます。報酬、消防団員の報酬、３５９名。報償費関係も支出しております。その他、消防関

係としまして、これは広域関係でございます。一番下の負担金補助及び交付金ということで、阿

蘇広域行政事務組合消防本部の負担金、１億２千１２１万１千円でございます。 

次のページをお開き願います。２１６、２１７ページです。同じく上のほうから熊本県消防補

償等組合負担金、８６１万２千円。次の中ほど消防施設費といたしまして、中ほど備品購入とい

うことで消防機材・消火栓の用具等ということで、備品購入が７６５万４千円。その下、災害対

策費、これにつきましては災害に伴います手当、また需用費等が主でございます。 

次のページでございます、２１８、２１９ページ。委託料といたしまして、移動系の防災無線

保守点検委託料、４２万３千円。下のほうでは全国瞬時警報システムの改修委託料、８０万４千

円。その下のほうで負担金補助及び交付金ということで、隣地安全対策立木等撤去事業補助金と

いうことで人家の裏山等の立木の伐採に伴う補助でございます、１７６万２千円。 

続きまして、２５８、２５９ページでございます。公債費でございます。元金の分が、財務省

の財政融資資金の元金の償還ということで３億３千６３７万７千円、それと簡易生命保険資金が

１億１千８００万円、その他銀行関係が元金として返済が上がっております。 

次の２６０、２６１ページでございます。その他、熊本県市町村職員共済組合、また郵便貯金

資金関係１千５５万６千円でございます。それと２としまして、利子の償還でございます。財務

省の財政融資資金が４千５０万３千円、簡易生命保険資金が４３０万４千円。その下の１２とし

まして、諸支出金でございます。これは繰出金でございます。右の下のほうでございます。国民

健康保険特別会計繰出金９千４００万円、介護保険特別会計繰出金１億１千９００万円、その他

特別会計のほうで、坂本善三美術館、農業集落排水事業特別会計繰出金というふうになっており

ます。以上でございます。 

歳出のほうは以上でございます。これにつきまして、歳出と一緒に見ていただきたいというこ

とで、別とじで平成２６年の決算の成果報告書ということで、右肩に大きく資料とあります。こ

れのほうに各課の主な平成２６年度の主要施策が書いてございます。 

ここで、１点訂正がございました。申し訳ございません。主要施策の中でございまして、下か

ら２行目でございます。衆議院選挙の費用の中で決算額が６２２万７千円と今書いてございます。

これは６２１万円の誤りでございました。申し訳ございません。訂正方お願いいたします。 

一応、主要施策がこういった形で各課毎にとじております。それとその他で委託事業の調書、

工事請負調書、補助金調書、負担金調書ということで、それぞれの課におきましてその業務名、

款項目節、委託先、内容、その金額、また財源と決算書のページ数が打ってございますので、資

料として見ていただきたいというふうに思っております。 

それでは、歳入につきまして御説明申し上げます。歳入につきましては、決算書の１６ページ

をお開き願いたいと思います。１６ページにつきましては、中ほどの町民税、固定資産税、軽自
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動車税、これにつきましては税務課のほうでございますが、一応税収ということで１６、１７ペ

ージのほうで、収入のほうで決算書の歳入となっております。１８ページの下の欄でございます。

配当割交付金ということで３０５万２千円の収入が入っております。 

次に２０、２１ページでございます。地方特例交付金、地方交付税でございます。平成２６年

度決算の地方交付税が２５億５千５００万円になっております。 

次に２２、２３ページでございます。中ほど交通安全対策特別交付金でございます。その他、

２６、２７ページでございます。使用料、公有地使用料、土地の使用料でございます、３２７万

９千円。公有地の使用料として収入が入っております。 

その他３８、３９ページでございます。国庫委託金ということで総務費の委託金でございます。 

続きまして、歳入のページで５２、５３ページでございます。県の委託金、総務費委託金とい

うことで、一番左下のほうでございます。 

次のページ、５４、５５ページです。委託金の中で統計調査費の委託金ということで、昨年度

農林業センサスの委託金１４３万９千円。経済センサス基礎調査の委託金、その下で選挙委託金

ということで衆議院選挙６２１万円、県議会選挙９３万８千円となっております。 

その次のページでございます。５６、５７ページでございます。財産収入ということで利子及

び配当金ということで、５７ページの中ほど財政調整基金積立金利子収入、他、基金の利子収入

が配当金利子収入ということで平成２６年度入っております。 

続いて５８、５９ページも同じでございます。中ほど、上球磨森林組合配当金４万４千円、そ

の他利子の収入がございます。 

続きまして、６０、６１ページです。一番上のほうで町直営林立木売払金収入１５５万２千円、

これは町有林の売払収入でございます。その下の欄の寄附金、一般寄附金ということで、一般寄

附金が４１７万７千円、それとふるさと寄附金が６２９万８千円ということで、寄附金を収入で

決算いたしております。 

繰入金ということで、次の中ほどです。６１ページの下のほうでございます。地域福祉基金の

繰入金４千４０万円、一番下の欄、財政調整基金の繰入金ということで２億１千３２８万７千円、

これは財政調整基金より繰入をいたしております。 

その他６２、６３ページにつきましても、基金の繰入金ということで減債基金から小国町地域

の元気基金繰入金ということで基金の繰入をしております。 

６４、６５ページでございます。繰越金ということで前年度繰越金が２億５千７８９万１千円

となっております。 

続きまして、６８、６９ページでございます。雑入でございます。雑入につきましては、ペー

ジの下から３行目の熊本県市町村振興協会市町村交付金、３２１万９千円が主な歳入でございま

す。 
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続きまして、７４から７７ページでございます。これは町債ということで町の起債でございま

す。７５ページの下の欄で、臨時財政対策債１億６千６００万円、７７ページのほうでは地域情

報通信基盤運営の起債でございます。１千２５０万円。それと屋外情報システム整備等事業に伴

います起債ということで、これは過疎債のソフトで１億８千万円という起債でございます。 

以上で、総務課関連に伴います歳入、歳出の概要説明を終わらせていただきます。 

政策課長（清高泰広君） おはようございます。 

それでは政策課関連の分を御説明させていただきます。 

まず、歳出のほうから説明させていただきます。９２ページから９５ページ、総務費の総務管

理費の企画費でございます。支出総額が１千８４４万４千７２９円、翌年度繰越額が９３３万２

千円ということで、この繰越の分につきましては、地方創生総合戦略絡みの先行型交付金の分を

繰り越しているものでございます。企画費関連の支出の主なものとしましては、公共交通と乗合

タクシー関連、あと地域おこし協力隊、昨年１１月から１名採用しておりますが、地域おこし協

力隊関係の支出、あとまちづくり条例関係の支出、こういったものが企画費の主な支出となって

おります。 

報酬から次のページ、９５ページの１４番の使用料及び賃借料、この辺りがほとんど地域おこ

し協力隊、あるいはまちづくり条例関係の支出でございます。その中で９５ページ、１３番の委

託料、これが乗合タクシー運行業務ということで、各タクシー業者へ支払っている金額でござい

ます。 

あと１９の負担金補助及び交付金につきましては、お配りしております決算資料のほうの補助

金調書、あるいは負担金調書、それと主要施策の成果報告書を御参照いただければと思っており

ます。 

続きまして、９６、９７ページ。総務費、総務管理費の諸費でございます。この中で９７ペー

ジ、下から６つ目ですね、地方バス運行等特別対策補助金ということで、各バス会社に対しての

運行の補助金を出しております。それと９８ページ、同じく諸費でございますが、阿蘇くまもと

空港国際線振興協議会負担金、５万円が政策課の担当となっております。 

続きまして、１１０ページから１１３ページ、総務費、総務管理費の環境モデル都市推進費で

ございます。ここにつきましては、主なものとしましては環境モデル都市推進関係の諸経費です。

特に今回はアクションプランの作成、環境モデル都市の指定を受けまして、アクションプランの

作成がありましたものですから、それに関する費用。それと、木魂館を避難所ということで太陽

光発電所と蓄電池に関する経費、あと電気自動車の充電設備、これは町内３カ所設置しましたが、

これの設置に関する経費と維持に関する経費。あと木の駅プロジェクトということで、木魂館の

温泉施設の木質バイオマス関係のプロジェクトとその設計に関する経費。それと公共施設の低炭

素化に関する事業ということで、本年度行う事業の予備調査を昨年行っておりまして、その経費



 7 

あたりを１１０ページから１１３ページで計上しております。主なものとしましては、委託料と

工事請負費と負担金ということでございまして、これにつきましても資料をお配りしております

ので、これを御確認いただきたいなと思っております。 

ページ飛びまして、２００ページから２０１ページ、地域エネルギー費でございます。ここに

つきまして主なものとしては、町内の各家庭の小国町住宅用の太陽光発電システム設置の補助金

というのを８０万円支出しております。 

歳出の主なものは以上でございます。 

歳入のほうでございますが、まず４０ページから４３ページです。県支出金、県補助金の総務

費県補助金。まず４１ページのほうの土地利用規制等対策費交付金と熊本県地方バス運行等特別

対策補助金、それと４３ページの木の駅プロジェクト推進事業補助金、それと最後、県市町村等

再生可能エネルギー等導入推進事業補助金、これは木魂館の木質バイオマスの設計に関する補助

金でございます。 

続きまして、６２から６３ページ、真ん中にありますが、小国町地域の元気基金繰入金６千万

円のうち一部を木魂館の太陽光発電と蓄電池の設置費に使わせていただいております。 

それと、７４から７５ページでございます。諸収入の雑入でございます。これの上から３つ目

４つ目の項目、次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金、充電インフラ普及支援プロジェ

クト収入、これは両方とも急速充電器の設置に関する補助金でございます。それと１つ飛びまし

て、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金８００万円。これは先ほどの公共施設の低炭素化に

伴う調査事業の補助金でございます。 

以上、政策課関連の説明をさせていただきました。 

会計管理室長（佐藤登喜子君） おはようございます。 

会計管理室の歳入歳出について、御説明いたします。 

決算書、歳出のほうですね、１０５ページをお願いいたします。こちらのほうに会計管理室で

３項目上がっております。主として、会計管理室の事務用品を使うものです。役務費のところに

通信運搬費とありますけれども、こちらのほうは肥後銀行の指定管理しておりますので、そちら

のほうのコンピューター回線を利用するもの。それから手数料としまして、皆さまから納付いた

しました納付書の読み上げ機械の手数料ということで出ております。 

それから後ろほうへ飛びます。２６０ページに公債費というのがございます。その中で、先ほ

ど総務課長から利子のところで説明していただきましたけども、一時借入金利子１１万９千３４

２円ありますけれども、これは歳計現金が足りなくなった場合に一時借入をいたしまして、その

利子の支払になっております。 

それから続きまして、歳入のほうです。前のほうになります。６５ページ、諸収入の中に預金

利子とございます。基金関係は総務課のほうで収入いたしますけども、一般に使います歳計現金
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の利子はこちらのほうで１７万２千８７１円を、会計のほうの歳計現金の収入ということで使っ

ております。 

以上です。 

税務課長（北里康二君） 税務課所管について、概要を説明させていただきます。 

まず、歳出です。９８ページに地籍調査費というのがございます。９９ページのほうは事務経

費といいますか、職員の給与、旅費、それと推進委員の報償費、あと保険料だとかそういったも

のでございます。１０１ページ、これは決算事業説明では１９ページに総務課でまとめたものに

は載っております。大字黒渕の下巣などの４.０３キロの一筆現地調査及び測量を行っています。

それから前年度に実施した一筆現地調査の６.２５の成果閲覧、それから認証、承認の書類の整

備ということになります。 

続いて、１１４ページの徴税費ですね。徴税費、最初は税務総務費ということで、これが賦課

ですね、納税のための事務する内容でございまして、ここに職員手当とか入っておりますが、委

託費、工事請負費、負担金等々が少しありますけれども、それについては決算資料の税務課所管

と書いてあるのを御参照ください。 

続いて、歳入です。町税が一番ですけれども、町税の収入済額５億９千２３０万４千１９３円

ということで、対前年度比３.８％の増となっております。増の主な内容は、個人町民税が約２

９０万円、法人町民税が約５００万円の増という結果です。徴収率なんですけれども、現年度課

税分に関しましては９８.９％、対前年度比０.１％の伸びと。滞納繰越分が２１.５％といういう

ことで、対前年度比３.３％増になります。現年度、過年度合わせて一般にいう徴収率になりま

すと、９５.６％で対前年度比０.２％の増になります。 

あと３１ページ、上から２番目ですね、督促の手数料ということです。それから４３ページに

地籍調査事業の補助金、８千５９１万２千５００円ですね。地籍調査の経費なんですけれども、

補助対象経費はもちろん工事委託のところが一番大きいんですけれども、補助対象経費の５０％

が国で、２５％が県です。一括して、歳入では県の補助金という形で歳入になります。 

その他ですね。５３ページに県の委託金、一番下ですね、これは個人県民税徴収の事務という

のを町のほうでやっていますので、それに対する委託金が９８０万７千５４７円ということです。 

あと６５ページの諸収入というところに徴税の延滞金というのがございます。 

以上、税務課所管の概要です。 

議長（渡邉誠次君） ありがとうございました。それでは、それぞれの歳出科目について款項目の

枠を中心にページごとに進めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

なお、歳入につきましては歳出が終わってから行います。 

まず８０ページ、款１、議会費から１２７ページ総務費の監査委員費までをページを追ってい

きます。議員各位におかれましては、別紙、平成２６年度一般会計決算及び特別会計決算、歳出
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科目別分掌事務一覧表を御参照ください。本日は、この一覧表の黄色く塗られた部分の協議にな

ります。 

それでは８０ページの議会費からまいります。 

議会費、７千８５８万２千８０２円の議会費、目の議会費ですね、３千５００万４千円、議長

から８１ページの広告料まで質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） ８２、８３ページ、全国森林環境税創設促進連盟負担金までが議会費となっ

ております。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして、総務費にまいります。総務費、１３億３千９６万８千３８２円、

総務課の所管、一部情報課と住民課の所管です。目の一般管理費、２億５千９９９万５千７９８

円。８３ページの部長から８４、８５ページまでございませんか。 

６番（時松唯一君） ６番時松です。 

８３ページのですね、総務費、総務管理費の中で不用額、説明があったかもしれません。再度

確認ですけれども、不用額が５７９万円と上がっておりますが、この主な不用額はなんでしょう

か。 

総務課長（松岡勝也君） ８３ページの不用額、５７９万円の不用額ですが、主なものとしまして

は、その下のところの報酬３３万６千円、職員手当等の４８万７千円、８５ページの需用費１４

３万２千円ということで、基本的には生産実績によるものの不用額ということでございますので、

そういったところの不用として出ております。 

以上でございます。 

議長（渡邉誠次君） 他に、８４、８５ページまで、質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では、次のページ８６、８７ページ。 

３番（北里勝義君） ８７ページの１３の委託料ですけれども、いただいた総務課資料でですね、

公会計整備業務委託１５６万６千円。これによりますと、地域科学研究所に委託をしているよう

ですけれども、これはずっと複数年に渡って業務委託というのが出てきておりますよね。これは

大体年度計画あたりで何年計画とか、そういった中で委託業務されているのか、その辺どんなで

すかね。何年から何年までというような計画があるのか。 

総務課長（松岡勝也君） この公会計整備業務委託１５６万６千円につきましては、ことの始まり

はこの平成１８年の総務省の通達によります新地方公会計制度によりまして、行政におきまして

の業務のコストを明確にするということで、貸借対照表、また行政コスト計算、資金の収支計算

等、その他の財務諸表を公表するということで、委託業務が始まったわけです。これと関連しま
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して、不動産関係、町の土地ですね、公共財産につきましても並行して公会計整備の委託と関連

してきますので、平成２２年度からこの事業を委託しておりますけれども、内容的には毎年の決

算を公会計による複式簿記に置き換えて公表しているわけでございますので、金額的には委託業

務の主なところは大体終わっておりますが、毎年の実際の決算に対します、複式簿記の導入に対

する計上が若干ずつは金額は下がってきますけれども、今後も幾分の委託は続けていく必要があ

るというふうに思っております。 

３番（北里勝義君） それでは、財務諸表の作成支援だとかシステム保守点検、そういったのが出

てくるから、毎年あるということですかね。 

総務課長（松岡勝也君） 決算につきます町の歳入歳出と複式簿記と内容が違いますので、その分

を決算が終わった後に計上いたしまして、それを公表するためには毎年幾分の委託料を計上して

いく必要があるというふうに考えております。 

６番（時松唯一君） ６番です。 

今の１３節の委託料の中で、法律顧問弁護士委託料６０万円、これは年間を通じていつもおぐ

チャンとかいろんなところで案内があっていますけれども、下から４行目の訴訟弁護委託料、こ

の２１万６千円というのは１件についてなのか、その１件についてであれば訴訟が終わればなく

なるのか、ずっと継続するものなのか。 

総務課長（松岡勝也君） これにつきましては、例の南小国町との境界問題に対する弁護訴訟の着

手金ということで、決算いたしております。これにつきましは、一応着手金ということで当初の

町に対する訴訟に対する弁護料でございますので、今継続中ということで、２１万６千円の着手

金でこの裁判のほうがですね、これは弁護士の事務所とも協議は今後必要だと思いますけれども、

今現在ではこの着手金の中で弁護していただいているというところでございますので、協議は必

要になる場合もあるかと思いますが、今現在ではこの弁護料で動いていただいているというとこ

ろでございます。 

６番（時松唯一君） その訴訟弁護という点で、ちょっとお尋ねなんですけれども、その小国町が

南小国町に対しての訴訟に対する弁護料という捉え方でいいのですか。 

総務課長（松岡勝也君） 町民から町を訴えられているという訴訟に対する弁護料の着手金でござ

います。 

６番（時松唯一君） ちょっと消化できないのですけれども、いわゆる小国町と南小国町の中のそ

の訴訟に対する、言ってみれば今の風力の件と思ってもよろしいのですか。 

総務課長（松岡勝也君） 風力の件でございますが、町民の方が町を相手取って訴訟を起こしてお

ると、それに対するものでございます。南小国町に対しては訴訟は起こしておりませんので、そ

の弁護人の着手金でございます。 

６番（時松唯一君） 何度もすみません。その個人に対する訴訟、いわゆる今おっしゃっているの
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は住民の方からの訴訟があったものに対する、小国町の顧問弁護士に対する委託料という捉え方

ですかね。ということになれば、町に対して訴訟があっているわけではないんですよね。住民訴

訟が今上がっているのは。 

総務課長（松岡勝也君） 住民の方から、小国町を相手取ってその町長である北里耕亮に対して訴

訟を起こしていることに対する、弁護料でございます。今、現在進展中でございます。 

議長（渡邉誠次君） 他に質疑ございませんか。 

１番（穴井帝史君） １８番の備品購入費です。ＬＥＤ防犯灯の現物支給だと思うのですが、今現

在、どのくらい町全体で普及率があるのか、分かればお答えお願いしたいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） 備品購入費ということで、８７ページの一番下のところでございます。 

ＬＥＤ防犯灯の購入、１７９万４千円。平成２６年度は２２０台ということで、これにつきま

しては進捗率ということで、実際、各行政組の中で全体で２千６００個くらいの防犯灯がついて

いるというところの集計が出ております。平成２６年度までが、１千１５個ということで、約４

０％のＬＥＤ化が済んでいるという状況でございます。 

議長（渡邉誠次君） 他に、質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは８８、８９ページ上の段になります。公用車重量税までですね。 

続きまして、文書広報費の中で一部情報課の所管が混じっておりますが、普通旅費、消耗品費、

それから機器保守点検委託料、文書管理システムリース料が総務課の所管となっております。質

疑ございませんか。 

続きまして、財産管理費が総務課の所管でございます。１億４千４９７万５千３４３円。水上

村の巡視員報酬から次ページ、９１ページまで質疑ございませんか。 

１１番（松本明雄君） １１番です。 

お聞きしたいのはですね、９１ページの委託料。ケヤキ広場・スギトピア公園の街路灯の点検

委託の問題なんですけれども、これは２９万円くらいかかっていますけれども、そんなに切れる

ことがあるのか。それから、これは外の業者というか町内の業者じゃないですけども、町内の業

者でできるならば、もう町内の業者に委託すればいいのではないかと思うのですけども。 

それと、ＬＥＤがあればですね、これを替えてやればもうそんなに切れることはないですから、

その辺も検討したほうがいいと思われますけれども、どうでしょうか。 

総務課長（松岡勝也君） スギトピア公園の太陽電池に伴います非常用電気のバッテリー交換とい

うことで、これは平成１３年度にスギトピア公園整備と同時にケヤキ広場に６基とスギトピア公

園に５基、富くじ六花園に２基付けております。このバッテリー自体が大体５年くらいが寿命と

いうことで、大体５年くらいで更新をしております。この中で使われておりますＩＣ基盤のほう

が当初付けたところの特許的な基盤になっているということで、そこの会社と委託を結んでバッ
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テリー交換、また保守をいたしております。以前からも、このような御指摘等いただいておりま

して、通常の家庭用電源でしていけば保守、いろんな費用がかからないのではないかということ

で、現在、そういった方向に考えていくところでございますので、一部は直接１００ボルトの電

源を結んで一カ所点灯しているところもありますけれども、今後そういった方向で考えておりま

す。 

３番（北里勝義君） 同じく、１３の委託料の中で、先ほど総務課長のほうから一部ちょっと答弁

がありましたけれども、公有財産台帳整備業務委託料ですね、これについても複数年でずっと委

託を行ってきております。今、台帳整備はどのくらいまで整備されているのか、その辺何か分か

れば。あと何年ぐらいかかるのか。 

管財係長（佐々木博隆君） 総務課、佐々木と申します。よろしくお願いいたします。 

公有財産台帳整備業務委託料につきましては、国のほうの公共施設等の総合管理計画の作成推

進に基づき、こちらの委託を行っております。その台帳に基づき平成２７年度、平成２８年度に

公共施設等総合管理計画を実施する予定です。進捗状況としましては、約７０％ほど現在のとこ

ろでは進捗しております。 

以上です。 

３番（北里勝義君） この財産台帳を整備する中で、例えば分収林だとか分収率とか、そういった

ものを含めて整備をされているのかどうか。かなり分収林あたりも財産としてあると思うのです

よね。 

管財係長（佐々木博隆君） 山のほうについても一応対象となっておりますので、こちらのほうに

ついても随時委託に基づき、今後の台帳整備を行っている次第でございます。 

議長（渡邉誠次君） 他に質疑はございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは、ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１０分からお願いい

たします。 

（午前１１時００分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

議長（渡邉誠次君） 引き続き９１ページまで、皆さま方から御質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは９２、９３ページ。 

６番（時松唯一君） ９３ページの節２５積立金。美術品取得基金積立金４３９円、これは坂本善

三美術館のほうの美術品取得のための基金なんですかね。それとも、庁舎内等に壁画とかそうい

うことでやるのか。ちょっとそちらをお尋ねしいたします。 
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総務課長（松岡勝也君） これにつきましては、坂本善三美術館の美術品の取得をするための基金

でございましてその分の積立金ということで、一番最後のページにも出ておりますけれども、基

金ということで一覧表がございます。そこの中で出ております、坂本善三美術館の基金に伴いま

す積立金４３９円でございます。 

議長（渡邉誠次君） 他に質疑ございませんか。 

１１番（松本明雄君） お聞きしたいのは、地域おこし協力隊に報酬を上げていると思うのですけ

ども、その報酬じゃなくてですね、どちらに来て、まあ地域の方とどのくらい密接な関係でいら

っしゃるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

政策課長（清高泰広君） 平成２６年度は、地域おこし協力隊の方は１名でございます。現在は２

名、合計３名の方が活動していらっしゃいます。一応、それぞれに役割を持っていただいており

まして、それなりに活動していらっしゃいまして、現在３名のうち１名の方はどちらかというと

特産品開発ということで、いろいろ岳の湯やはげの湯地区の方といろいろとやったり、あるいは

現在はふるさと寄附金の関係で、今新しい取り組みをしているものですから、いろんな事業所の

方と連携を取ってもらっております。それと１名は、いわゆる移住定住関係ということで、この

方は拠点を木魂館に派遣しておりまして、そちらからいろんな移住希望の方と地元を結びつける

役割をしてもらっております。それともう１名につきましては、この方は環境モデル都市、ちょ

っと技術的なスキルも結構持っていますものですから、環境モデル都市関係で、この方はどちら

かというと役場内で活躍してもらっている。まあそういった感じで３人いろいろ役割を持って頑

張ってもらっております。 

議長（渡邉誠次君） 他に、質疑ございませんか。９２、９３ページ企画費です。 

それでは９４、９５ページ、公平委員会費、それから交通安全費、ここは総務課の所管でござ

います。９４、９５ページまで。 

５番（児玉智博君） では１点、乗合タクシーについて伺います。 

これがですね、昨年度から乗合タクシーの路線が拡大されました。というのが、産交バスの２

路線が廃線になりまして、それに代わって乗合タクシーがその分をカバーしているという形にな

っております。それで、地域での説明会ですね、私黒渕地区で３カ所開催されておりましたがそ

こに参加しまして、なかなかですね、今乗りたいと思えばバスが来たら乗れたけれども、予約が

必要になったから、急な用事の時に困るじゃないかとかいう声とか、様々出ていたわけですけれ

ども、あくまで今の乗合タクシーは実証であって、この今の状況が永久に継続するわけではない

という説明をされていたかと思いますが、それは今も変わらないかの確認です。 

政策課長（清高泰広君） たぶん実証というわけではありませんが、まだ成長の過程といいますか、

今から先もですね、どんどん路線の問題にしても運行の状況にしても、いろいろと考えていくべ

き部分はあるということで、たぶん御説明しておると思います。 



 14 

５番（児玉智博君） 是非その点は地域の方のなるだけですね、今から先、特に社会的問題として、

高齢者の、例えばブレーキとアクセルの踏み間違えであるとかあるし、高齢を迎える方たちが増

えていけば、やはり免許を返上していく方なんかも増えていくと思いますので、その時にやはり

生活の足を心配することなく、安心してというか、免許をもうちょっと自信がなくなった人は返

上しても大丈夫だというような安心を持っていただくためにはやはり様々な改善が必要ですので、

そういう意見も取り入れて、どんどん向上させていただきたいというふうに思います。ただです

ね、すぐにできる改善の要望が出ていたと思うのですよね。それは予約先の電話が携帯で、１１

桁もボタンを押さないといけないと、もう普通の固定電話にしてもらえば大体町内は４６ですか

ら４桁だけ押せばいいから、その間違い電話も少なくなるのではないかという要望が出ていまし

た。これはすぐに応えることができる要求であると思いますが、改善はできないのでしょうか。 

政策課長（清高泰広君） その話は説明会の中で何度もいただいておりまして、私たちも気にはし

ております。ただ、あくまでもこれは乗合タクシーであって普通のタクシーとちゃんと一線を引

いておく必要があります。これは、いわゆる道路運送法とかいろんな法上もやっぱり一般のタク

シーと乗合タクシーは線を引いておくところがありますものですから、ちょっと今の段階でそれ

ぞれのタクシー会社に直接の電話ですね、その辺の境目がはっきりできなくなるといろいろと弊

害も出てまいりますものですから。ただ言われているように１１桁というのは、非常にお年寄り

にとっては大変だと思っておりますので、なんとか解消できるようなことは、これからも考えて

いきたいと思っております。 

５番（児玉智博君） 何も、委託先のタクシー会社の代表番号と一緒にする必要はないと思うので

すよね。だから、例えば転送機能を使うだとか、いろんな工夫をすることで固定電話と同じ番号

ですよね、それは専用の回線は引かないといけないかもしれないけれども、様々な知恵を出せば

いくらでもお年寄りたちの要求に応えることはできると思うのです。こういう提案をしていても

なかなか改善を後にすればするほど、いやそれはもう今、この携帯番号を周知してだいぶかかり

ますから、逆に固定電話の番号にしてしまえば混乱を招きますとか、そういうふうなことにもな

りかねないと思う。これは直ちに、改善できることだと思いますので、次年度と言わず、すぐに

でもやっていただきたいというふうに思います。 

終わります。 

政策課長（清高泰広君） 申し訳ございませんが、すぐにはちょっと厳しいものがありますので、

本年度の地方創生の交付金の中で、また公共交通の検討しますが、その中でちょっと予約システ

ムについてはもう少し考えていきたいと思っております。 

１１番（松本明雄君） １１番です。なかなか５番議員と同じ質問はないところが多いんですけど

も、今日は同じ質問をさせていただきます。 

乗合タクシーの件は前から決算書を見ると分かるように、金額がどんどんどんどん上がってき
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ています。それでですね、一般の方がその時間帯に乗ろうとした時に乗れないということが非常

に出てきておりますので、ジャンボタクシー、業者によっては大変だと思いますけれども、一人

の運転手で多く乗せられるような方式もとっていただきたいと思います。 

それともう一つ問題はですね、だんだんだんだんタクシーの数が増えてきていますので、運転

手の数が足りなくなってきているというような話も聞いておりますので、今後２種免許を取られ

る時に、町のほうが補助をするなどはどこまでお考えか、お聞かせ願いたいと思います。 

政策課審議員（佐々木忠生君） 一般の方が乗れないというような状況でジャンボタクシーの導入

はということでですね、今現在、丸善タクシーは一応１台ジャンボタクシーがあると思いますけ

れども、今後、乗合率の向上、今現在一人１台でというような形がまだちょっと若干多いようで

ございますので、乗合率を上げるということも含めて、先ほど課長が申しました地方創生の先行

型による小国郷公共交通の再編という中で、予約システムとそういう乗合率の向上に向けた対策

についても検討をしていきたいというふうに思っております。 

人材育成につきましても、現状確かに高齢化もしておりますし少ない人数ということで、これ

につきましても、地方創生の中で各資格取得、タクシー業界に限らず農業・林業もありますので、

そのへんのところも含めたところで検討させていただきたいと思います。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。今の乗合タクシーの件ですが、たぶん調べれば東北のほう

では建設業者がどうしても冬場の仕事がないとかいうので、白ナンバーでマイクロバスを運転し

て、たぶんあそこは市だったと思いますが、建設業者の中には大型免許所持者は必ずいると思い

ます。どうしても２種免許になってしまうので人材不足になりますが、その辺調べていただいて、

普通第１種大型免許でも乗れるようなものができるのではないかと思いますが、いかがですか。 

政策課審議員（佐々木忠生君） ９番議員の大型１種免許でという話で、なかなか公共のをすると

いう部分でちょっと分かりかねますので、また調べさせていただきたいというふうに思います。 

６番（時松唯一君） ９５ページの交通安全費の中で、簡単に説明していただきたいのですが、報

酬の中で小国町交通指導隊報酬１７人で５１万円、本来ならばこれは、１８人なのか３万円とい

うことであれば、年間一人減ということだと私は理解しますけれども、それが１点。それから、

節区分の１９負担金補助及び交付金で、小国地区交通安全協会負担金、１６４万２千円。これは

安全協会の中で啓発活動をやられていると、子ども自転車大会、看板設置、新入学児安全用品配

付等を行っているということで、児童数も少なくなって今後もこの金額辺りでずっと推移してい

くのかどうかをお尋ねいたします。 

総務課長（松岡勝也君） お尋ねの９５ページの小国町交通指導隊の報酬費１７名の年間３万円の

５１万円ということで、平成２６年度は１７名で、平成２７年度現在は１８名ということでござ

います。 

その下１９の負担金補助及び交付金で、小国地区交通安全協会負担金。これは小国町と南小国
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町で組織している協会でございまして、両町で金額的には人口割、均等割等ございますのでこれ

に伴って負担を出しまして、毎年春の交通安全、秋の交通安全、その他高齢者、子どもに対する

交通安全の啓発をする負担金で実施しておるものでございます。 

議長（渡邉誠次君） 他に、質疑ございませんか。 

続きまして、９６、９７ページ諸費でございます。総務課と政策課の所管でございます。 

１０番（時松昭弘君） ９７ページです。公立病院建設債元利償還負担金ですね。これが２千７８

７万７千６７円とありますが、これはいつまで返還をするのかお答えいただきたいと思います。 

財政係長（中島高宏君） 総務課の中島です。よろしくお願いします。 

公立病院の償還金負担金２千７８７万７千６７円ですが、今現在、公立病院の平成２６年度末

の起債が３億５千８６１万４千円ほどあります。それについて、小国町と南小国町の両町で負担

して償還をしているところです。償還年数ついては、今後も償還が出てくる部分もありますので、

後ほどまたお答えさせてください。 

１０番（時松昭弘君） 期日のほうは後で結構ですが、公立病院の敷地ですね、敷地辺りは町の町

有地だと思いますが、敷地につきましてその敷地の料金というは南小国町からもらっていないと

思いますが、そこはいかがですか。 

議長（渡邉誠次君） ここで、暫時休憩をいたします。 

（午前１１時３０分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時３４分） 

総務課長（松岡勝也君） すみません、ちょっと確認をしていたところです。 

今現在の公立病院の建物が建っている所と駐車場の敷地については、現在小国町の名義になっ

ております。現在、一ヶ町村の組合として使用しておりますけれども、それ自体の負担金は町は

いただいておりません。その他老健とか個人の土地を借りている分については、両町が負担を出

してそこから個人の方に借地料を払っているということですので、実際の公立病院の敷地の使用

料は町はいただいておりません。 

１０番（時松昭弘君） 借地の部分もあると思いますけれども、町有地の中で公立病院が建設した

時のいきさつもあろうかと思いますが、確か、当時の場合は例えば契約年数が確かあっただろう

と思います。その後について、一応見直しがなされたかどうか、本来ならば今、南小国との原野

の問題等もいろいろあっていますけれでも、そういったこともですね、南小国町のほうがある程

度自分たちの主張だけをしてくるならば、そういったところまで駆け引きとして公立病院の敷地

料もこちらのほうで敷地の料金を新たに契約をして、町のほうに歳入として入れてもらうと、そ

の中から改めて病院の負担割合の中でこちらの償還現行、今までの負担割合のとおりにすればい

いかなというふうに思いますが、そういったところの交渉をですね、同じ建設負担金もあります
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けれども、それだけではなく、他の改良事業負担金４４０万円ほどの金額もあります。まあ、そ

ういったところも絡めてですね、それは行政と行政のトップ同士の話があれば、そういった話を

してみるのも一つの方法だろうと思います。是非ともそういった土地の町有地の問題については、

これはもう一回、もう少し見直してもらいたい、そういうふうに考えますがいかがですか。 

町長（北里耕亮君） この部分については、ちょっと私も一昨年ほど病院の組合長の立場もありま

すものですから、そういった小国町のという部分でありまして、少し調査というか聞き取りをし

たような部分もあります。答えとしては今の現状のような答えでありまして、議会の皆さま方も

図面を一度別の機会に見ていただきながら、現状この部分については小国町、そして老健を後か

ら作っておりますので、民地を購入してそして老健を作った経緯もあります。そこについては、

公立病院の本体の部分とは別のような仕組みになっておりますものですから、そういう機会を一

度、図面を見ながらまずは把握を、私も含めてですが議会の皆さま方と一緒になって把握をさせ

ていただきながら、そして今後について公立病院の本体の部分も今建設をして２７、８年だった

でしょうか。まだ早急なその建て替えとかいう部分はありませんけれども、今後について話題に

する必要があるのではというふうに思います。そして、小国町議会とは別の組織体の病院議会と

いう組織もありますものですから、当然その中にはこちらの議員も入られておりますので、病院

議会は病院議会としてまた話題にすると、そして現状からどうやっていくかという部分を図面を

見ながら考えていく必要があるのではないか。そして、契約上は確認をまたしますけれども、契

約書というはあるのはありますが、金額は先ほど言ったように発生をしておりません。ペーパー

もありますので、そういうのを見ていただきながら、それについては見直しとかそういう部分の

条件というのは付いていなかったのではないかなと思います。そういうのも見ていただきながら、

今後について一緒になって考えていきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

１０番（時松昭弘君） これは、小国町としても使用料をもらうということになりますと、それだ

け歳入のほうが増えてきますし、こうした形で負担金等の歳出当たりに出しても、そういったこ

とが少しでも軽減できるかなというふうに思います。 

以上です。 

町長（北里耕亮君） 考え方としては、また話題にするという部分で検討の時にまた話題にしたい

と思いますが、小国町所有ですから小国町から、小国町外一ヶ町病院組合という組織に売却とい

う方法もあるし、今議員の御意見のように小国町外一ヶ町から使用料をもらうというような部分

もあります。その組合から使用料をもらうときには、そこに２町で負担をしますのでその分はと

いうような仕組みがあるかと思いますが、様々な角度から話題にしていきたいというふうに思っ

ております。 

以上です。 
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財政係長（中島高宏君） すみません、先ほどの病院の償還はいつで満了するかという件ですが、

平成３５年ということになっております。 

議長（渡邉誠次君） 他に、質疑ございませんか。 

では、続きまして９８、９９ページ。地籍調査費からは税務課の所管となっております。 

９８、９９ページ質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では、続きまして１００、１０１ページの中段、公用車重量税までが税務課

の所管でございます。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では、次にまいります。防災情報施設費につきましては情報課の所管ですの

で１５日に行います。 

続きまして電算施設費、１０２、１０３ページになります。ホームページ保守管理委託料だけ

が情報課の所管でございます。１０２、１０３ページ電算施設費、ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは、続きまして１０４、１０５ページ中段上のほうです。会計管理室

の担当所管であります。手数料までですね。皆さま方から御質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では、以降は住民課の所管、情報課の所管と続きますので、次が１１０ペー

ジ環境モデル都市推進費、６千９１８万９千４０６円、政策課の担当所管になります。１１０、

１１１ページ、ございませんか。 

６番（時松唯一君） ６番です。 

１１１ページ、電気自動車用急速充電器に関する保守委託料で現在、町内、役場、杖立、ゆけ

むり茶屋ですね、利用台数あたりが分かればお聞かせください。 

政策課審議員（佐々木忠生君） 町内で整備しておりますのが、役場、杖立、ゆけむり茶屋、それ

からゆうステーションと４カ所施設がございます。今の利用状況というところで、ちょっとまだ

３施設につきましては整備してなかなか間もないということで、役場前の急速充電器につきまし

ては、昨年の１０月から８月までで、一応２０５台の利用があっているというような状況で、あ

と残りの施設につきましては、もしよければ後ほど報告させていただきたいなというふうに思っ

ております。 

２番（大塚英博君） 今の関連ですけれども、この電気自動車用の急速充電器に関する保守委託料

というのは、これは毎年この金額がかかっているということですね。かかってきますか。 

政策課長（清高泰広君） 保守委託料につきましては、毎年金額が出てきます。昨年度は１１月か

らの開始ですので、本年度は１２カ月になりますものですから、決算以上に本年度からは保守委
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託料は上がってきます。 

議長（渡邉誠次君） 他に、１１０、１１１ページございませんか。 

では、続きまして１１２、１１３ページ。 

２番（大塚英博君） 今の関連ですけれども、今度の電気自動車の専用急速充電設備設計監理業務

委託料というのは、これもかかってくるのですか、今から先。 

政策課長（清高泰広君） これにつきましては、機械を設置するときの工事のための設計と監理で

ございますので、平成２６年度だけでございます。 

議長（渡邉誠次君） 他に質疑ございませんか。 

２番（大塚英博君） この下のほうに、収入の６万４千８００円というのがございます。１１３ペ

ージの使用料ですかね、６万４千８００円です。これは急速充電器を利用した手数料のことです

か。 

政策課長（清高泰広君） 急速充電器につきましては、町が設置しまして日本充電サービスという

ところに貸している形になります。ですので、使用料などにつきましては日本充電サービスのほ

うに１回入ります。ただそれから今度は日本充電サービスのほうから、例えば電気代についてと

か、さっきの保守委託料についてとか、あるいは１回課金システムがありますのでその使用料と

か、いろんな形でまた翌年になりますが払われる形になっております。ただ、全額電気料や保守

やシステム使用料、全額が賄えるほどの金額ではありませんが、それに近い金額を日本充電シス

テムから前年度の実績に基づいていただく形になっております。 

２番（大塚英博君） 前回、債務負担行為という中で補正をされたときに、平成２７年度の４５万

６千円を今度は平成２８年度、本来ならば１４４万１千円というところを、４５万６千円に減額

していますし、この平成２８年度は１７３万円を１８３万円ということで、この平成２８年度の

債務負担行為は非常に大きな金額になっておりますが、そういうことを考えたときにですね、電

気のこの次世代の自動車充電インフラ整備というのは、本来収入の中にありますようにＰの７５

番に８１７万円という補助金と充電インフラの普及支援プロジェクト収入という中の５０５万９

千８００円というように、合計の１千３２２万９千８００円あって、その中で今みたいな設置工

事が１千３６０万円、今度保守委託料とか工事全て、１１５ページにも兼ねるんですけども、充

電設備の電力引込工事負担金ということの金額から１千５５１万８千６０２円を引いたら、差引

２２８万８千８００円という金額しか残らないんですけれども、この後の債務負担行為の中で、

このリース料の負担金が入ってきますし、それを考えたときには電気自動車というのは、やっぱ

り町として取り上げましたけれども、あまり今の時代においては、これから先どうなるか分かり

ませんけれども、どうなのかなと。ここのところを民間のですね、例えば旅館とかいろんなとこ

ろの場所がたぶんあると思います。そういうところに投げて、そういうところで普及させていく

方向をとっていただければいいかなという気はしますけれども、いかがですか。 
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町長（北里耕亮君） 小国町においては、ゆうステーションにまず最初、急速充電器を設置いたし

ました。これについては、他自治体よりも早く設置をさせていただきました。それについては福

岡からの観光客の方がやはり電気自動車に乗る機会が多くて、ちょうど阿蘇山に行く途中にこの

界隈に、小国町界隈にあるといいですねという話がありまして、国の補助金も全額ではありませ

んけれども一部付きまして、そして阿蘇山の登山をする前の阿蘇駅の近くに急速充電器をちょう

ど同時にですね、というか、小国町よりちょっと遅かったかもしれませんが、そういうふうに付

けました。そうこうしているうちに、世界農業遺産に昨年登録が阿蘇地域はされましたものです

から、その当時の自動車会社の日産から電気自動車をリースすること、それから急速充電器の設

置に協力をすると、増やすという部分の動きがありました。この急速充電器についても、郡内市

町村、ある程度足並みをそろえて設置したという経緯であります。確かに、損益を見てみると急

速充電器を設置したことによって保守とか様々な部分はありますが、その分使用料をいただいて

おりますので、それが先ほど課長が言ったように、それで完全に賄える部分ではないかもしれま

せんが、それに追いつくぐらいの赤字というか、そういう部分ではなってはおりません。現在は

自治体がある程度そういう考え、再生エネルギーをという部分で引っ張ってはいきたいとは思い

ますが、議員の御意見のように、将来は民間的な活力を利用するという部分もあるかもしれませ

んが、当面は小国町としてはこういう部分については推進をしていきたいという、基本的な考え

を持っております。 

背景とこれからの考えを述べさせていただきました。 

以上です。 

議長（渡邉誠次君） 他に質疑ございませんか。 

それでは１１４、１１５ページの中段、社会保障税番号制度費のシステム改修負担金までを審

議方お願いします。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして徴税費、同じく１１４、１１５ページ、７千２０万３千７２０円、

税務課の所管でございます。１１４、１１５、１１６、１１７ページ。 

６番（時松唯一君） ６番です。 

１１５ページの職員手当等で備考欄に、大変だったと思いますが時間外勤務手当が１１３万円。

いわゆる住居手当と同額みたいに上がっていますけれども、これはやはり税金徴収のために数日

かかってその職員が携わったということでしょうか。 

税務課長（北里康二君） こちらは税務総務費ですので、賦課関係ですので申告ですね。こちらは

申告の時にどうしても申告会場に時間を取られますので、その分の時間外が出るということと、

また７月が本算定といって税の賦課を決めるときがあります。その際がどうしてもやっぱり時間

外が出るということで、そういう形での時間外勤務という形になります。 
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以上です。 

議長（渡邉誠次君） 他に質疑ございませんか。 

それでは１１８、１１９ページの下のほうまでですね、戸籍住民登録費は住民課の所管ですの

で、その上の公用車重量税までです。１１６、１１７、１１８、１１９までございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは次のページ、１２０ページの下段になります。選挙費、７８６万５

千７７０円が総務課の所管でございます。１２０、１２１ページの下段、それから１２２、１２

３ページまで、質疑ございませんか。 

選挙管理委員会費、農業委員選挙費、県議会議員選挙費、続きまして衆議院議員選挙費が１２

４、１２５ページまででございます。質疑はございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では進めます。統計調査費、１９０万１千２８６円、１２４、１２５ページ

下段になります。総務課の所管です。１２６、１２７ページの中段まで、質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では、監査委員費、９６０万１千４２０円、議会事務局の担当所管でござい

ます。１２６、１２７、１２８、１２９の上段ですね、一番上の研修会負担金までです。質疑ご

ざいませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは、次は２００ページに飛びますので、ここで暫時休憩をしたいと思

います 

再開を１時からお願いいたします。 

（午前１１時５７分） 

議長（渡邉誠次君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後１時００分） 

政策課長（清高泰広君） 午前中に御質問がありました、環境モデル都市の急速充電器の件につい

て御説明させていただきます。 

昨年の１０月に工事が終わりまして１１月から今年の８月までの間、先ほど役場が２０５件で

したが、杖立が１０４件、岳の湯のゆけむり茶屋が７１件です。それと、ゆうステーションの充

電器はちょっと流れが違いますが、これにつきましても今年の２月から８月までの間で３７１件

の利用があっております。 

それと午前中、急速充電器の決算について御説明しましたが、ちょっと説明が十分でなかった

ところがありますので、もう一回説明させていただきます。 

まず、急速充電器設備３つにつきましては、昨年１０月に工事しまして、その設計と工事と九
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電へのつなぎ込みの負担金、この辺りで約１千８２０万円ほどかかっております。これにつきま

しては、補助金を約１千３００万円ほどいただいておりまして、一応平成２６年度で完全に終わ

った形になっております。今後につきましては、実はこの４つの急速充電器は日本充電サービス、

日本充電サービスというのは合同会社でして、大手の自動車メーカーと電気事業者、東京電力と

かこの辺りが作っている合同会社なんですが、ここが日本充電サービスという合同会社を作って

おりまして、ここのネットワークにこの４つの急速充電器はつながっております。この日本充電

サービスが発行していますカードを使いますと、どこのネットワークに参加しているどの充電器

からもからでも利用できるという形になっておりまして、それに参加している形になっておりま

す。午前中も言いましたが、維持費として電気代や損害保険料や保守の委託料、こういったもの

を町が支払うことになっております。特に保守委託につきましては、この日本充電サービスのネ

ットワークに参加するには必須事項になっております。ただ、この電気代や保守委託料あるいは

課金のシステム、先ほどのネットワークをつなぎますものですから、そういった使用料につきま

しては定額ではありますが、その日本充電サービスのほうから翌年、精算により還付されること

になっております。その額につきましては、大体３施設、岳の湯と西里と役場前のにつきまして

は、かかった費用とほとんど同じくらいの金額が還付されるということで、若干の持ち出しもあ

りますが、まあそれほどの持ち出しではございません。ただ、ゆうステーションだけが先行して

作ったものですから、その日本充電サービスにはつなぐのはつなげたのですが、いろいろとやっ

ぱり、特に昨年平成２６年度がですね、この充電器を全国的に普及させようということで、かな

り補助率あたりもよかったものですから、若干ゆうステーションだけは他の３つの機械に比べて

日本充電サービスからの還付金が下がっているという形になっております。 

以上でございます。 

議長（渡邉誠次君） では、よろしいでしょうか。 

では、始めます。２００ページ、地域エネルギー費１０２万６千円、政策課の所管でございま

す。学びやの里費以降は情報課ですので、この目の１、目の４、地域エネルギー費を御審議方よ

ろしくお願いします。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは続きまして、２１４ページになります。消防費、総務課の担当所管

でございます。１億７千２７万８千７７８円です。２１４、２１５ページ、非常備消防費、消防

団員報酬３５９人からよろしいですか、２１４、２１５ページ。 

続きまして、消防施設費、災害対策費、２１６、２１７ページ、質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは、２１９ページの中段よりやや下でございます。隣地安全対策立木

等撤去事業補助金まで、ございますか。 
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２番（大塚英博君） 今の隣地安全対策立木等の撤去事業というのは、１７６万２千円でございま

すが、本年度はどのような形というか、こういうふうなところというのは、向こうからこういう

ふうな要望があって、こちらが出向いてそれに対して資産を割るのか、それともこちらのほうが

こういう所を撤去していただきたいなという気持ちで向こうのほうに打診をしているのか、そこ

を聞かせていただきたいと思います。 

総務係長（佐藤則和君） お答えいたします。隣地安全対策立木補助のほうは申請事業でございま

して、あくまでも申請者の方からそういう事業に取り組みたいということで、行政のほうは受け

る形になっております。 

２番（大塚英博君） これと同じように、道路沿いの木とかそういう所で、風倒木みたいな形で道

路に差し掛かって停電になるような可能性もある所というのに対しては、ごめんなさい、それは

建設課ですね。以上です。 

議長（渡邉誠次君） 他、質疑ございませんか。 

１１番（松本明雄君） １１番です。 

お聞きしたいのは、備品購入費のところの災害用備蓄品ですけれども、毎年毎年、賞味期限が

くれば変えているはずだと思います。それから備品の倉庫の件ですけれども、前々から言ってい

ました、せっかくなら役場の近所のほうがいいのではないかという話もしていましたけれども、

その辺はどういうお考えでしょうか。 

総務課審議員（木下勇児君） まず、ちょっと順番逆になりますが、備品の配置ですが、各旧小学

校の体育館が大きな避難所として指定されておりますので、各大字の旧小学校の体育館、西里の

場合は校舎のほうですが、そちらにある程度備品のほうは配備をさせていただいております。宮

原地区につきましては、小国ドームのほうで現在保管をしているというような状態です。あと大

きなもので、発生時に必要な物についても小国ドームと 田のほうに倉庫がありますが、そちら

のほうを中心に保管をしているというのが現状でございます。あと、賞味期限が切れるという話

ですが、現在、町のほうでは主な食料品というような形で備品のほうは備蓄をしておりません。

いわゆる、数日間を対応するための毛布であったりとか、下のマットであったりとか、そういう

ものを中心に整備を進めているとこです。 

以上です。 

１１番（松本明雄君） １１番です。それでは、もしも災害があった場合、食料品や水とかそうい

うものは、食料品関係のほうから入れられるようにしてあるのか、そういう協定を結んでいるの

か、その辺までお聞きしたいと思いますけれども。 

総務課審議員（木下勇児君） 現在ではそういった形で直接災害があった場合に、どれだけの食料

を、食料といいますかそういった食べ物とか飲物を調達するというような協定は結んでおりませ

ん。 
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議長（渡邉誠次君） では、他に質疑ございませんか。それでは２１８、２１９ページを終わりま

す。 

続きまして、２５８ページになります。公債費、総務課の担当所管でございます。 

まず、２５８、２５９ページの公債費です。下段になります。 

それから２６０、２６１ページ、公債費の元金と利子とございますけれども、質疑ございませ

んでしょうか。 

歳出は最後になりますけれども、諸支出金それから予備費まで２６０ページから２６３ページ

までを御審議方お願いします。 

６番（時松唯一君） ６番、時松です。 

２６１ページの坂本善三美術館の繰出金で９３９万円。先ほどちょっとお聞きしたんですけれ

ども、美術品の購入とは別ですか。この中に入っているんですか。 

総務課長（松岡勝也君） 先ほどの美術館の出ました、美術品の取得基金ということでございます。

そちらとこの繰出金は別でございます。これはあくまでも、坂本善三美術館の特別会計に一般会

計から繰出す分でございます。 

議長（渡邉誠次君） 他に、質疑はございませんでしょうか。２６３ページ、最後までです。よろ

しいでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは議会事務局、監査委員事務局、総務課、会計管理室、税務課、政策

課所管の歳出の質疑が終了いたしましたけれども、質疑等の漏れがございましたら、お願いしま

す。 

４番（髙村祝次君） １１３ページの木魂館の太陽光発電設備設置委託料と、木魂館の太陽光発電

設備設置工事を合わせると２千９１４万４千円かかりますけれども、これはどこのメーカーの太

陽光を設置してありますか。 

政策課審議員（佐々木忠生君） 太陽光等蓄電池につきましては、パナソニックのメーカーを利用

しております。 

４番（髙村祝次君） それは蓄電池についてはどこですか。 

政策課審議員（佐々木忠生君） 蓄電池についても、パナソニックを利用しております。 

４番（髙村祝次君） 非常に単価的には、普通個人でやる場合ですね、全く採算が合わないような

単価でございます。まあ、補助事業でやるからこういう金額が出ると思いますけれども、キロワ

ットで大体１７０万円ぐらいかかっております。普通の人がやる時には、全く採算が合わないと

いうような金額でございます。 

それから、前のほうの８３ページに部長手当がありましたね。これは年間に３１３万７千４０

０円。これは、年間に大体どれくらい部長にお願いをすることがありますか。 
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総務課長（松岡勝也君） 毎月、大体１０日には部長にいきまして、それからまた出して、それか

らまた回収する場合もございますので、年間最低でも１２回、それからまた部長が持ってこられ

るということで、往復すれば２４回ぐらいは部長の行ったり来たりが発生しているという状況で

ございます。 

４番（髙村祝次君） それでは最後になりますけれども、いろいろ補助事業がありますけれども、

来年度に向かってここはやめたいとか、やめるとかいうような補助金があったら報告をしていた

だきたいと思います。今、考えているとか、検討しているとかいう項目があったらお願いしたい

と思います。 

町長（北里耕亮君） 限られた財政の中で、こう決まりきったというか、慣例的になっている部分

も確かにあります。ただ、町の政策を進める上で町民の生活に密接に関係している分野もありま

す。その部分については予算を決める予算議会が３月議会にございますが、早い段階から１１月

の末ぐらいから、各課、各担当、それぞれたいへん何度も何度も予算の審議というか、この事業

についてはどうするかという部分を内部で入念に見直しだったり、計画を上げたりしております。

今年度もそういうふうなつもりであります。 

私が議会の開会の挨拶のときに、決算は予算の鏡でありますから、皆さま方の御意見を拝聴し

ながらまた今後につなげたいという旨の発言もいたしましたので、議会の皆さま方からの御意見

も参考にしながら、今後決めていきたいというふうに思っております。個別には、ここで検討の

段階でありますので、一つひとつは言いませんが、常に見直しはしているというところで発言を

させていただきました。 

以上です。 

議長（渡邉誠次君） 他に、質疑ございませんか。 

２番（大塚英博君） 税金の徴収のほうの未納額というのが結構あると思うのですけれども、ペー

ジ数は、最初の予算のところ、予算じゃない、ごめんなさい、まだ前のほうです。それでですね、

税務課のほうの町税の徴収ともう一つは、いろんな関連がありますけれども、特別会計の中にい

ろんな未納額というのがございます。そういう中で、税務課としては税の徴収の一体化というも

のを考えておられるのかどうか。これはどういうことかと言いますと、やっぱり同じような方々

がいろんなところで、同じような未納をかかえている可能性が非常に大きいもので、そういうふ

うなもので、一つの徴収に対して関連を持たせながら徴収をしていくという、合理的なそういう

ような一体化のことができないでしょうか、ということの質疑でございます。 

町長（北里耕亮君） 歳入の部分になると思いますので、議長のほうから歳入に入った後に、執行

部のほうから答えさせていただきたいと思います。まとめて言いますと、債権管理条例を、これ

からの話も含めてでしょうけれども、町税とそれから他の税、料、その辺りの御質問かと思いま

すので、歳入に入ってから執行部のほうから答えさせていただきたいと思います。 
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議長（渡邉誠次君） 他に、質疑ございませんか。 

ないようでしたら、ただいまから歳入に入ります。 

徴収係長（菅尾宏幸君） 税務課の菅尾と申します。よろしくお願いします。 

ただいま２番議員さんから御質問がありました、税とその他のいわゆる主債権の徴収の一元化

というところですけれども、ただいま北里町長のほうからも御説明ありましたけれども、債権管

理条例というものを昨年１２月に議会のほうに提案いたしまして議決いただき、本年４月から条

例が施行されております。その中で各いわゆる税、公課もなんですけれどもその他、議員仰せの

部分が例えば水道料であったり住宅使用料であったりそういったものを含めての、一元化の徴収

ができないかというとこですけれども、担当レベル、あるいは課長レベルで連絡会議、対策本部

会議というようなものも開催しておりまして、特に税のほうは今までの徴収係職員、捜索・滞納

処分も実施しておりまして、冒頭の税務課長からの説明にありましたとおり、町税は現年度徴収

率で９８.９％、滞納繰越額で平均で２１％ほどありまして、県内でもある程度の実績を示して

いる町村とはなっております。ただ、小国町全体としてこれからの課題というのが、ただいま議

員が御指摘の部分であろうかと思います。あくまでもこの徴収に限っては、税とその他の料金関

係で未納が出た後の、その後の滞納処分の手続きというのが法律にうたわれておりまして、実施

方法が変わってきております。特に主債権については、私たち徴収係に滞納処分という自立執行

権が認められておりますが、いわゆる主債権につきましては裁判所に強制執行をお願いするとか、

そういった飛躍すればそういうところまで行き着くかと思います。ですので、税のほうが臨戸催

告に行くときには、他の料とも連携をとりながら催告をする、あるいは相談に来た時には、税務

職員だけじゃなくて関係する料関係も一緒に、それから分納、納税、その他の料金の納付相談を

併せて行っております。これがですね、これから小国町のほうには、この税以外の料金も含めた

ところでの料金徴収というのが大きな課題になっているのかなというふうに思っております。 

以上でございます。 

２番（大塚英博君） 徴収係というのは、非常に嫌われるというか、非常に厳しいところがあるか

と思います。しかし、やっぱりその人間関係の中に、つながりの中で払っていこうという、要す

るにお金を取られるというよりか、お金を出すというそれだけのことだと思うのですけれども、

やっぱりつながりの中で集金業務というものを個別に絶え間なくやっていくということ。それと

もう１点は、福祉と関係があるのですけれども、非常に払いたくても払えないという、収入がな

くてどうしても払えないという現状の中で、こういうふうな方たちというのはどうなのかという

ことをも税務課として把握していただいて、その現状というものを集金業務の中に入れていただ

きたいなという気持ちはございます。そういう中で、これからの徴収におきましてのどのような

形で徴収していきたいとかそういうふうなものがありましたら、お聞かせください。 

町長（北里耕亮君） かなり深い議論になってきておりますので、またこれからの政策的な方向性



 27 

とかそういう部分であれば、また一般質問の時にでもですね。ただ、この決算議会で言えること

は監査の意見にも載っておりますとおりに、徴収業務に強く求めるというような文言も意見書の

中にはたくさん出てきます。そういう部分において、払いたくても払えないそういう方々のお気

持ち、それは相談業務にもなるかと思いますけれども、しっかりそこは対応させていただきなが

ら、御本人様のためになるような、その後の生活の再建ができるような、そういうことも一部含

めながら丁寧な対応をしていきたいというふうに思っております。また、この分については深い

議論になると思いますので、別の機会にまたいただければというふうに思います。 

以上です。 

議長（渡邉誠次君） よろしいでしょうか。それでは、歳入に入ります。 

１６ページから町税です。町民税、固定資産税、軽自動車税、税務課の所管になります。 

質疑ございませんでしょうか。１６、１７ページまでです。よろしいでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは１８、１９ページ。たばこ税、入湯税までが税務課の所管です。地

方譲与税以下は総務課の所管になります。１８、１９ページよろしいですか。 

６番（時松唯一君） １８ページの項の入湯税なのですが、収入済額で１千５８０数万円の歳入が

あっています。この件で、歳出になるんですけれども、大体環境及び消防関係にどの割合ぐらい

が出ているか分かりましたら。 

財政係長（中島高宏君） お答えします。平成２６年度財源充当に関わる分でございます。 

財源充当につきましては、観光振興費、それから鉱泉地の保護管理施設、それから環境衛生施

設の整備のほうに充当をさせていただいております。おっしゃるとおり、消防施設の整備にも充

当ができるのですが、平成２６年度については以上の３つのほうに充当させていただいておりま

す。 

議長（渡邉誠次君） 他に質疑ございませんか。 

それでは２０、２１ページ、質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは、２２、２３ページの交通安全対策特別交付金までが総務課の所管

です。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは次に、２６、２７ページの使用料の１、目の総務使用料の中の公有

地使用料が総務課の所管になっております。２６、２７ページにおいては、公有地使用料のみが

総務課の所管です。よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では続きまして、２８、２９ページの中ほどにあります目の土木使用料の法
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定外公共物使用料が総務課の所管でございます。よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では３０、３１ページ、台帳等閲覧手数料、町税督促手数料、一つ飛ばして

その他証明手数料、この３つが税務課の所管になっております。質問はございませんか。 

６番（時松唯一君） ただいまのその町税督促手数料、督促を出した結果としては結果は出ている

のですか。 

税務係長（久野由美君） 督促を出した後に、収納はあっております。 

６番（時松唯一君） 督促を出しますよね。出した結果としてその方々からちゃんと入金がされて

いるか、どのくらいされているかという質問をしているんですけれども。 

税務係長（久野由美君） それぞれの税についてということで、よろしいでしょうか。 

６番（時松唯一君） 大変でしょうから、１点でも結構です。固定資産税なら固定資産税だけでも

結構ですから、だいたい何％ぐらいが督促した時点で、どのくらい入っているか大体概算で結構

ですので。固定資産税だけでもいいですよ。 

税務係長（久野由美君） 固定資産税でそれぞれ１期から４期ありますけれども、督促後の納付と

いうことで、１期で２６３件、２期で１９５件、３期で１４２件、４期で１２４件となっていま

す。 

税務課審議員（橋本修一君） 今のにちょっと補足しますけれども、固定資産税でいいますと督促

件数が１期の件で話しますけれども、３２４件ほど１期督促を出しております。それで入ってき

たものが２６３件になっております。 

以上です。 

６番（時松唯一君） 結果的に、非常にいい結果が出ているかなと思いますので、引き続きやって

いただきたいというふうに思います。 

以上です。 

議長（渡邉誠次君） 他に質疑ございませんか。それでは３１ページまでよろしいでしょうか。 

続きまして、３６、３７ページの一番下の段になります。総務費、国庫補助金、それから３８、

３９ページの中ごろになります。がんばる地域交付金、自衛官募集事務委託金、ここまでが総務

課の所管になります。質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それではまた飛びまして、次のページで４０、４１ページの下の段になりま

す。県補助金の中の総務費補助金、２項目、土地利用規制等対策費交付金と熊本県地方バス運行

等特別対策補助金、この２つが政策課の所管になっております。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では、次のページにまいります。４２、４３ページの地域調査事業費補助金、
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税務課の所管です。一つ飛びまして同ページですが、熊本県権限委譲事務市町村等交付金、総務

課の所管です。よろしいでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 一つ飛びまして、木の駅プロジェクト推進事業補助金と県市町村等再生可能

エネルギー等導入推進事業補助金、この２つが政策課の所管でございます。質疑はございません

でしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは、よろしいでしょうか。続きまして、ページ飛びまして５２、５３

ページの一番下の段になります。県委託金の中の総務費委託金が税務課と総務課の所管でござい

ます。まず、５２、５３ページの個人県民税徴収事務取扱委託金、よろしいでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして、５４、５５ページの中段下の部分までですね。県議会議員選挙

委託金までが総務課の所管でございます。皆様方、質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは飛びまして、５６、５７ページの財産収入。財政調整基金積立金利

子収入、それから減債基金積立金利子収入、１つ飛びまして悠木の里づくり事業基金積立金利子

収入、庁舎建設基金積立金利子収入、地域福祉基金積立金利子収入、各総務課の所管でございま

す。質疑ございませんか。５６、５７ページまでは他よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして、５８、５９ページのネットワーク事業基金積立金利子収入です。

それから小国町地域の元気基金積立金利子収入まで、６項目が総務課の所管でございます。質疑

ございませんでしょうか。少し飛び飛びで分かりにくいかもしれませんけれども、よろしいです

か。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では続きまして、６０、６１ページ一番上の段ですね。町直営林立木売払収

入、総務課の所管になります。続きまして寄附金の一般寄附金、ふるさと寄附金、両項目が総務

課の所管でございます。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして、繰入金に入ります。６０、６１ページです。ネットワーク事業

基金繰入金、地域福祉基金繰入金、財政調整基金繰入金。 

１０番（時松昭弘君） ６１ページ、財政調整基金の分についてお尋ねします。これは、財調基金

が２億１千３００万円ということですから、これは学校建設関係に使ったお金かなと思いますが、

いかがですか。 
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総務課長（松岡勝也君） 財調のこの繰入ですが、結局どこの部分と申しましょうか、結局歳入歳

出に対する不足分を財調繰入した金額が２億１千３００万円ということで、平成２６年度、公共

事業が非常に多かった分、特に全体的に学校建設、又は屋外放送施設とかそういった全体公共事

業の大きくなった部分で繰入が全体的には必要が生じたという部分でございます。 

議長（渡邉誠次君） よろしいですか。他に、質疑はございませんか。 

では、次のページにまいります。６２、６３ページ、減債基金繰入金、悠木の里づくり事業基

金繰入金、公共施設等整備基金繰入金、小国町地域の元気基金繰入金、総務課の所管でございま

す。よろしいでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして、次のページにまいります。６４、６５ページ、繰越金です。前

年度繰越金、諸収入の町税延滞金、加算金、歳計現金預金利子、これに関しては会計管理室の所

管になります。 

次にまいります。続きまして、諸収入の６８ページの雑入です。雑入の上２段、電話料外、コ

ピー使用料が総務課の所管です。この２項目ですね。それから中ほどにあります総務課の所管で

すが、公有建物災害共済金、それから熊本県市町村振興協会市町村交付金、この２項目が総務課

の所管でございます。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして次のページ、同じく７０、７１ページになります、諸収入。自動

販売機電気料収入、３段目ですね、それから６段目の消防団員福祉共済加入事務費返戻金、市町

村振興事業補助金、それから一番下の派遣職員給与負担金。７０、７１ページに限ってはこの４

項目になります。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では、諸収入。同じく７２、７３ページの阿蘇世界文化遺産登録推進事業返

還金、これが政策課の所管です。１つ飛んで公用車自賠責保険解約返戻金、総務課の所管です。

１つ飛んで公有自動車損害共済金、総務課の所管です。２つ飛びまして森林総合整備事業補助金、

こちらが総務課の所管になります。よろしいでしょうか。 

続きまして、７４、７５ページです。上のほう２つですね、次世代自動車充電インフラ整備促

進事業補助金、それから充電インフラ普及支援プロジェクト収入、この２つが政策課の担当所管

になります。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それから同じく二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金、その下の会場使用

料負担金、質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 
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議長（渡邉誠次君） それでは、町債に入ります。同じく７４、７５ページですが、一番下の臨時

財政対策債。 

３番（北里勝義君） それでは町債の中の臨時財政対策債についてお尋ねをいたしたいと思います。

この対策債については、地方交付税等が減額されていく中で、それを補完していく対策債として

設けられておるというふうに思っております。確か１００％の交付税措置があったかと思います

けれども、今、国の予算等を見ますと、やっぱり地方交付税も平成２６年、平成２７年を見ます

と１千３００億円ほどやっぱり国の予算も地方交付税は減額されております。町においても普通

交付税は減る傾向にあるのではないかなというふうに思っておりますけれども、この臨時財政対

策債については多分枠配分でくるかと思うのですが、これはやはり減少傾向にあるのかどうか、

そこらへん分かりましたらお尋ねいたしたいと思います。 

総務課長（松岡勝也君） ３番議員のおっしゃるとおりでございます。国につきましても地方交付

税の不足分を補うという、これは法律での取り決めがございます。そういったところで、その分

補うということで赤字地方債ということで臨時財政対策債が平成１３年度から義務化されている

というところでございます。その分が、やはり町の地方債の一覧表からも御覧なっていただきま

すように、今平成２６年度末でも臨時財政対策債のほうが今、２０億円程度はございます。そう

いったところで、国のほうもこの全国的な臨時対策債の圧迫が、国の財政もかなり圧迫されてお

るというところで、今後地方交付税と併せて臨時財政対策債についても減少傾向にあるのではな

いかなというふうな文献等で表されておりますので、今後、今年行われます国勢調査等の影響も

また交付税及び臨時財政対策債に影響してくるというふうに今心配しているところでございます。 

議長（渡邉誠次君） 他に、質疑ございませんか。 

それでは、町債、引き続き７６、７７ページ全般です。地域情報通信基盤運営事業から一番下

の町営住宅浴室改修事業まで、全て総務課の担当所管でございます。質疑はございませんでしょ

うか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは最終ページになります。一番上の、町営住宅建設事業から土木施設

災害復旧事業、よろしいでしょうか。 

よろしいでしょうかね。以上、７９ページ町債まで終わりました。 

本日の審議の中で、歳入並びに歳出に関しての質疑の漏れがあれば、お願いしたいと思います。

漏れはございませんでしょうか。質疑等、よろしいでしょうか。 

なければ、これをもって本日の全員協議会を終了いたします。お疲れさまでした。 

（午後１時５２分） 
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議事の経過（h.27.９.14） 

 

議長（渡邉誠次君） 皆さん、おはようございます。 

時間少々早うございますけれども、始めたいと思っております。 

  昨日ですか、黒渕方面では敬老会が行われたみたいですけれども、連休中までに随時いろんな

ところで敬老会等々はあると思いますし、また気候が少し涼しくなってまいりましたので、いろ

んなイベント等も開催されると思います。皆さま方お忙しい中におられるでしょうけれども、本

当に朝晩の冷え込みがちょっと始まりましたので、何名かは風邪を引いておられる方もいらっし

ゃるみたいですので、体調の変化にくれぐれも気を付けていただきたいというふうに思っており

ます。 

  それでは、本日北里町長に御出席をいただいておりますので、一言御挨拶をお願いいたします。 

町長（北里耕亮君） 皆さん、おはようございます。 

第５回の全員協議会ということで、お休みを挟みましてまた開催されます。本日は住民課、そ

して福祉課、保育園、教育委員会の分野でございます。一般会計の決算認定とそれぞれの特別会

計の決算認定でございます。本日は、教育委員からは北里教育長をはじめ、それぞれの分野の課

長、そして審議員、係長の出席をさせていただいております。慎重審議よろしくお願い申し上げ

ます。 

議長（渡邉誠次君） それでは、ただいまより全員協議会を開催いたします。 

ただいま出席議員は１２人であります。直ちに会議を開きます。 

本日の協議事項については、お手元に配付してあるとおりです。平成２６年度決算ということ

で、十分なる御審議方よろしくお願いします。 

（午前１０時００分） 

議長（渡邉誠次君） ①平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算認定について 

②平成２６年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

③平成２６年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

④平成２６年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

⑤平成２６年度小国町地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出

決算認定について 

⑥平成２６年度小国町坂本善三美術館特別会計歳入歳出決算認定について 

  であります。よろしくお願いいたします。 

  本日の担当課については、住民課、福祉課、保育園、教育委員会です。北里教育長、課長及び

局長並びに審議員と担当係長も出席をお願いしています。 

それでは課長、局長から所管の平成２６年度一般会計歳入歳出決算の概略説明をお願いしたい
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と思います。 

住民課長（河野孝一君） おはようございます。 

それでは最初に住民課から説明させていただきます。住民課の所管の決算項目としましては決

算書３ページ、歳出の総括表で説明させていただきます。 

  ３ページをお願いいたします。住民課所管の決算項目としましては、款の２総務費のうち、行

政相談費、住民支援費、戸籍住民登録費として３千７６３万１千９６８円を歳出させていただい

ております。 

続きまして款の３民生費のうち、人権政策費、隣保館運営費、児童館運営費として３千４９０

万９千６８８円、それから款の４衛生費のうち、予防費、環境衛生費、清掃費として２億４千３

０６万４千１０７円、それから款の９教育費のうち、集会所運営費として５８万１千４８７円、

以上３つの款、９の目にまたがりまして事業を執行しております。住民課所管の決算総額としま

して、３億１千２４５万６千２４０円で、歳出総額に占める割合としまして５.５％、それから予

算の執行率といたしまして９８.８％でございます。それでは歳出目ごとに説明をさせていただき

たいと思います。 

  １０４、１０５ページをお願いいたします。款の１総務費、１２の行政相談費でございます。

主なものといたしまして無料法律相談業務、それから消費生活相談業務、行政相談業務に対する

費用を歳出させていただいております。 

  続きまして１０８ページ、１０９ページをお願いいたします。同じく総務費目１４の住民支援

費でございます。主なものとしましては、金婚、ダイヤモンド婚、米寿、百歳表彰等の町民表彰

関係事務、それから保護司会、人権擁護委員協議会、更生保護女性会等の活動に対する費用を歳

出させていただいております。なお住民相談、町民表彰の実績につきましては、別添の主要施策

成果品調書に記載しておりますので、参考にしていただきたいと思います。また、この予算の中

には翌年度への繰越額３７３万１千円がございますが、これは３月議会の補正で承認を受けまし

た、まち・ひと・しごと創生関連事業の少子化対策といたしまして、平成２７年度事業として婚

活に取り組む予算でございます。現在婚活事業を先週土曜日、日曜日ですね、１１日、１２日で

婚活のイベントを実施しているところでございます。 

  続きまして１１８ページ、１１９ページをお願いいたします。同じく総務費の目の３戸籍住民

登録費でございます。主なものとしましては、戸籍住民票、印鑑証明書発行等の窓口業務に対す

る費用を歳出させていただいております。 

  続きまして１４４ページ、１４５ページをお願いします。款の３民生費、目の９人権政策費で

ございます。主なものといたしましては人権カレンダーの作成、それから部落解放同盟小国支部

補助金を含む人権啓発に関する業務費を歳出させていただいております。 

  続きまして１４６、１４７ページ、同じく款の３民生費、目の１０隣保館運営費でございます。
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主なものといたしましては隣保館運営に係る経費、館が実施しております交流事業、人権フェス

ティバル等の人権啓発実施に伴います費用を歳出させていただいております。 

  続きまして１５６ページ、１５７ページをお願いいたします。款の３民生費、目の３児童館運

営費でございます。児童館は隣保館と併設しておりますので、児童館として児童に健全な遊びを

提供するために行っております各種教室、例えば子ども料理教室や子育てひろば等の開催に関す

る費用を歳出させていただいております。 

  続きまして１６４、１６５ページをお願いいたします。款の４衛生費、目の３環境衛生費でご

ざいます。主なものといたしましては、ごみの不法投棄の防止を目的とした監視活動費、河川水

質検査費等を歳出させていただいております。また節の１９負担金補助及び交付金のうち、火葬

関係の業務を阿蘇広域行政事務組合に委託しております。その経費としまして北部火葬施設費負

担金、それから火葬施設事務負担金を住民課所管の予算として歳出しております。 

  続きましてその下になりますけれども、清掃費、清掃総務費をお願いしております。ここでは

一般家庭から出るごみ及びし尿等の一般廃棄物の処理を阿蘇広域行政事務組合に業務委託してお

ります。なお各負担金の詳細につきましては、住民課決算資料として委託業務調書、負担金調書、

補助金調書等を配付させていただいておりますので、審議の参考にしていただきたいと思います。 

  続きまして２４２ページ、２４３ページ、教育費をお願いします。目の３集会所運営費でござ

います。住民課では倉原集会所の維持管理を行っておりますので、施設の維持管理費をここで歳

出させていただいております。以上、歳出についての概略を説明させていただきました。 

  次に、歳入を説明させていただきます。２６、２７ページをお願いします。使用料及び手数料

のうち目の２民生使用料で地方改善施設使用料で改善施設使用料を歳入しております。 

  続きまして、３０ページをお願いいたします。同じく使用料及び手数料、２の手数料、１総務

手数料のうち３列目でございます。自動車臨時運行許可手数料、それから戸籍関係交付手数料、

印鑑証明書交付手数料、住民票関係交付手数料、身分証明書交付手数料、印鑑登録証再交付手数

料、同じく印鑑登録証交付手数料、次ページ上段の犬の登録及び注射済票等交付手数料及びその

他証明手数料、お墓の移転に伴う証明書ということになります。これが住民課所管の手数料でご

ざいます。 

  続きまして３８、３９ページをお願いいたします。項の３国庫委託金、総務費委託金として中

長期在留者住居地届出等事務委託金を国からの委託金として収入しております。 

  続きまして４２ページ、４３ページをお願いいたします。項の２ですね、県補助金、総務費県

補助金として上から２列目、人口動態調査事務補助金、それから４列目、消費者行政活性化補助

金を歳入しております。 

  続きまして４４、４５ページをお願いいたします。項の２民生費県補助金として上から２列目

です。地方改善補助金等を歳入し、隣保館の運営費に充当しております。 
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  続きまして５４、５５ページをお願いいたします。目の２民生費委託金の人権啓発推進事業費

委託金を歳入して、人権政策費の人権カレンダー作成に充当しております。 

  それから、続きまして６２、６３ページをお願いいたします。項の２特別会計繰入金、１の地

方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計繰入金でございます。これにつきましては本会議の特

別会計のほうで説明を行いましたけれども、特別会計の余剰金を繰出金として出したものをここ

の一般会計で受け入れるものでございます。 

  以上、簡単でございますが一般会計の歳入歳出の主な説明を終わらせていただきます。 

福祉課長（穴井幸子君） おはようございます。 

それでは福祉課関係の一般会計決算状況について御説明させていただきます。 

  それでは、歳出のほうから御説明させていただきます。決算書の１２８ページ、１２９ページ

をお開きください。まず款３の民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費でございます。社

会福祉総務費は社会福祉全般ということで、職員給関係と地域の見守りや地域支援等の地域福祉

を行っていくことを目的としているところです。そういったところで民生委員、福祉協力員など

の報酬、民生委員協議会や社会福祉協議会への補助金等を上げております。また平成２６年度は

消費税の引上げに伴う、低所得者に対する暫定的、臨時的な給付措置がございまして、臨時福祉

給付金関係をこちらのほうで上げてござます。 

  続きまして１３０ページからでございます。目２障害者福祉費でございます。障害者福祉関係

の決算をここで計上させていただいております。障害者総合支援法に基づき様々な福祉サービス

を行っておりまして、その決算状況を計上してございます。 

  続きまして１３４ページです。こちら目３で国民年金事務費でございます。これは年金関係の

市町村事務をここで計上させていただいておりますけれども、これにつきましては年金機構のほ

うから平成２６年度は２７０万円ほどの委託料をいただいております。 

  続きまして同じ１３４ページからの目４老人ホーム費です。それから１４０ページからの目５

老人福祉費でございます。これにつきましては老人福祉関係の決算を上げてございます。現在老

人福祉関係の大半は介護保険で賄っている状況でございますが、それ以外の部分として一つは養

護の必要な高齢者の方を養護老人ホームへ措置いたします。これにつきましては小国町が木野里

荘、現在は悠和の里となっておりますけれども、そちらへの措置あるいは町外の数箇所への施設

に措置しておりますので、そういった形での経費と平成２６年度木野里荘におきまして、町外の

市町村からの措置を受け入れておりますので、それに関する経費を上げております。それから老

人福祉費でございますけれども、老人クラブ活動の補助金や敬老会への補助金などを決算として

上げさせていただいております。 

  続きまして１４２ページでございます。目６医療費一部負担金でございます。これにつきまし

ては重度の障害者医療費、それから乳幼児医療費、ひとり親家庭等の医療費、児童医療費、これ
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らの医療費の本人負担について助成を行っておりますので、その決算でございます。 

  続きまして一番下ですね、７、高齢者等活動支援促進施設費、１４４ページに移りますけれど

も、こちらにつきましては宮原深瀬にございます高齢者等活動促進支援施設、悠工房についてで

ございます。その維持管理費を決算しております。これにつきましては現在この建物ができたと

きからのいきさつで当時は小国学園、現在のサポートセンター悠愛が主に使っているものですか

ら、この運営費につきましては相当額をサポートセンター悠愛のほうから負担金としていただい

ております。 

  続きまして１４４ページ、目８後期高齢者医療事業費でございます。後期高齢者医療につきま

しては、後期高齢者医療広域連合が保険者でございまして、そこでの事務費の町村割の負担金と

あとは小国町の方が使った療養給付に対する町村の負担金をここで上げさせていただいておりま

す。 

  続きまして１４８ページでございます。目１１老人保健費でございます。老人保健につきまし

ては平成１９年で終了しておりますけれども、まだ事務手続が終了しておりませんので、その分

の額でございます。 

  続きまして同じく１４８ページから、項２児童福祉費、１児童福祉総務費でございます。児童

福祉総務費につきましては、一番大きいものとしましては児童手当の支給でございます。また平

成２６年度は、先ほどの消費税の引上げに伴います子育て世帯への影響を緩和するための臨時的

な措置としまして、子育て世帯臨時特例給付金を支給しておりますが、その関係経費を上げてお

ります。それ以外に出生祝い金あるいは放課後健全育成事業委託金ということで、放課後児童ク

ラブにつきましての委託料、それから地域活動子育てクラブ活動補助金を計上させていただいて

おります。 

  続きまして１５６ページをお願いいたします。こちらの一番下のほうになりますが、款４衛生

費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費でございます。保健衛生総務費では、町全体の保健医

療についての経費でございます。主なものにつきましては住民健診がございます。各種のがん検

診、国保の特定保健健診以外の一般的な住民健診、それと妊婦健診、乳幼児３カ月、６カ月、１

歳、１歳半、３歳児と乳幼児健診を行っております。それらに関する経費、またそれ以外としま

しては、救急医療や休日医療に対する阿蘇郡全体への負担金ということで計上させていただいて

おります。 

  続きまして１６２ページからの、目２予防費でございます。予防費は予防接種の経費でござい

まして１８歳未満の子どもたちに対する定期の予防接種、またインフルエンザの予防接種、そう

いったものの経費を上げさせていただいております。 

  続きまして２６０ページからでございます。こちらの款１２諸支出金、項１特別会計繰出金、

目１繰出金でございます。その中で国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金、次
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のページの後期高齢者医療特別会計繰出金をそれぞれ支出させていただいております。以上で歳

出のほうの説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、歳入でございます。歳入につきましては２４ページの項２負担金、目１民生費負

担金ということで、ここでは老人ホーム関係の負担金、また他市町村からの措置委託料の負担金

を上げさせていただいております。それと目２衛生費負担金で養育医療保護者負担金を計上させ

ていただいております。 

  続きまして２６ページです。款１２使用料及び手数料の中で２の民生使用料ですね、こちらの

ほうで福祉センター悠ゆう館の使用料を上げさせていただいております。 

  続きまして３２ページ、１３国庫支出金、１国庫負担金から３６ページまでは国の負担金や補

助金でございます。それから３８ページから４０ページまでが、県支出金、県負担金でございま

す。障害者関係につきましては国・県負担金や補助金で、あるいは児童手当の国・県の負担金、

そして医療費関係です。国保と後期高齢者につきましては保険料の軽減を低所得者に対して行い

ますけれども、その部分の収入減につきまして国・県・町が補てんするもので、その国・県の負

担金、これらを上げさせていただいております。また臨時福祉給付金関係もこちらで上げさせて

いただいております。 

  次に３８ページです。２民生費委託金でございます。こちらでは国民年金関係事務委託金を上

げております。 

４２ページから４５ページでございます。こちらでは民生費県補助金でございます。ここに福

祉関係の県の補助金がございます。民生委員・児童委員活動助成費、補助金や老人クラブ助成、

高齢者住宅改造事業、重度障害者医療費補助金など医療費関係補助金をここで上げさせていただ

いております。 

  続いて４６ページでございます。目３の衛生費県補助金で健康増進事業費等補助金、むし歯予

防対策事業費補助金などをここでいただいております。また６４ページからでございますが、こ

ちらでは諸収入といたしまして、貸付金元利収入、災害援護資金貸付金元利収入ということで、

災害援護資金貸付金元利償還金の収入がございます。 

  それから６６ページ、雑入、過年度収入で平成２５年度事業での精算によりまして、国・県か

らの超過交付があってございます。 

６８ページの雑入でございます。この中で社会福祉協議会関連の負担金あるいは地域支援事業

関連の負担金をいただいております。 

以上、一般会計につきましての説明をこれで終わらせていただきます。 

保育園長（梶原良子君） おはようございます。 

それでは保育園費の歳出のほうから御説明をさせていただきます。１５１ページの下のほうか

らになります。保育園費は人件費が８５.６％を占めております。その中で１５３ページの賃金の
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ほうですが、当初１２名の臨時保育士を予定しておりましたが、途中の臨時保育士の退職等もあ

り結局１年間で１１名ということで少し残があります。 

それから、主なものといたしましては１５５ページをお願いします。備品購入です。備品購入

の中で前年度は木育推進のために、子育て支援拠点に大型の木製遊具を小国杉でつくっていただ

きました。丸太の滑り台とどんぐりプールというのを地元の木工職人に東京おもちゃ美術館の監

修を得てつくっていただいております。それから０歳児が多くなりましたので、０歳児用の机、

椅子、それからお散歩カー、それから保育室のロッカー、収納棚等を購入しております。歳出の

主なものは以上になります。そのほか決算資料として提出しております委託業務それから補助金、

負担金については、決算資料のほうを御覧いただきたいと思います。 

それでは歳入のほうにうつります。２５ページをお願いいたします。２５ページの児童福祉費

負担金です。下のほうになります。民生費負担金の中の児童福祉費負担金です。保育料の負担金、

現年度分と滞納繰越分になります。 

続きまして４５ページをお願いいたします。県支出金で児童福祉費補助金になります。真ん中

の２段目になります。多子世帯子育て支援事業交付金です。こちらは１８歳以下の子どもを扶養

している世帯で、第３子以降で３歳未満の子どもが保育園に入った場合に対象となりまして、県

と町で保育料の２分の１ずつを負担して実質保育料が無料になるという事業です。平成２６年度

の該当者は１７名でした。 

その下の段になります保育士研修事業です。こちらは保育の質の向上のために保育団体等の研

修に参加した場合に県のほうから２分の１の補助を受けております。 

それから６７ページをお願いいたします。諸収入の保育園費受託事業収入です。６７ページの

一番上になります。これは小国町以外に居住する世帯で、保護者の勤務先が小国町にあるため、

送迎等の理由で小国の保育園に入園している子どもの保育運営費です。平成２６年度は南小国町

から１年であったり３カ月であったり６カ月であったりしますが、５名の子どもを受託しており

ます。 

それから６７ページの下のほうです。雑入ですが保育園の給食収入です。６７ページに職員、

それから６９ページに実習生等ということで上がっております。実習生、中学校、高校、大学の

実習や、中学、高校はインターンシップや職場体験ですが、そのときの給食費です。 

それから、同じページの雑入です。６段目になります。実習生受入謝金です。これは短大、大

学からの実習生を受け入れたときの謝金です。 

それからその３つ下になります。一時保育事業負担費です。一時保育は保育園に在籍していな

い子どもで、どうしても家庭で見られないというお子さんを日にち限定ですがお預かりすること

ができる事業です。平成２６年度の利用者数は延べ人数ですが、１日利用が１５１名、半日利用

が６８名でした。簡単ですけれども、保育園費の説明を以上で終わらせていただきます。 
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教育委員会事務局長（横井 誠君） 続きまして、教育委員会事務局所管の決算内容について説明

させていただきます。まず資料でございますが、先日配付してあります平成２６年度決算資料、

教育委員会事務局所管と書いてあるものがあるかと思います。この資料につきましては、平成２

６年度におきまして実施しました委託、工事、補助金、負担金の一覧でございますので御参考に

していただきますようお願い申し上げます。 

  それでは決算書の２ページから説明させていただきたいと思います。総括表の歳入でございま

す。教育委員会事務局に関係する款名としましては、１２の使用料及び手数料、１３の国庫支出

金、１４の県支出金、１５の財産収入、１７の繰入金、１９の諸収入がございます。また財源充

当としまして、１６の寄附金、１７の繰入金、２０の町債がございます。両方合わせました総額

は約４億８千７３０万円でございます。 

次に３ページが総括表の歳出でございます。教育委員会事務局に関するものとしまして、９の

教育費、７億９千６０３万５千５５８円のうち、７億９千５４５万４千７３円と１２の諸支出金、

３億３千１２４万２千２９０円のうち、９３９万８千９４４円でありまして、合計で８億４８５

万３千１７円となります。対前年度比としましては、１８８％となっています。増加の主な理由

としましては、学校建設費の増額によるものでございます。また町全体の歳出額からの割合は、

１４％となってございます。平成２６年度の主な事業としましては、主要施策成果調書に記載し

てございますが、小学校における学習・生活活動支援員の配置、中学校における学習活動支援員

の配置、小国小学校におけるスクールバスの運行等を行っております。また学校施設整備事業と

しまして平成２５年度からの繰越分あるいは平成２７年度への繰越しもございますが、学校給食

センター、小中学校のプール、中学校の柔道施設、中学校の連絡通路などの整備工事を行ってお

ります。また全日本中学生ホッケー選手権大会も開催しているものでございます。 

  それでは歳出の内容から説明させていただきます。２１８ページをお願いします。２１８ペー

ジから２２１ページの上のほうまでが教育委員会費でございます。教育委員会の運営に係る費用

を計上させていただいているものでございます。 

次に２２０ページからの事務局費は、職員の人件費と事務費が主なものでございます。 

２２３ページをお願いします。補助金としまして、小国高校支援補助金１２０万円と小国高校

ホッケー全国大会補助金４０万円がございます。 

次に２２２ページに国際交流指導費がございます。語学指導委託料３２０万円につきましては、

２名の方に小中学校の英語指導をしていただいているものでございます。 

次の同じく２２２ページから２２５ページにあります小中高連携事業推進費のうち、２２５ペ

ージの１２役務費の中の検定手数料１０６万５千６００円につきましては、学力向上に向けた取

り組みとしまして、小学校が学力検査、漢字検定、中学校が同じく漢字検定や英語検定と確認テ

ストを受けたものでございます。 



 9 

次の幼稚園費の教育振興費にございます私立幼稚園就園奨励費補助金５９３万６千２００円に

つきましては、保護者の保育料等の負担軽減を目的としまして、国の補助に伴い実施したもので

ございます。平成２６年度の対象者は３７名でございます。 

その下からが小学校費でございます。学校管理費は学校を管理・運営していくために必要な費

用を支出させていただいています。２２５ページの報酬費としまして学習・生活活動支援員報酬、

１千１３万９千７００円がございます。内訳としましては成果調書にありますとおり、学習活動

支援員が２名と生活活動支援員が５名でございます。 

次の２２７ページには委託料としまして、スクールバス委託料４千４６９万４００円がござい

ます。 

続きまして２２８ページからが教育振興費でございます。ページ飛びまして、２３１ページの

負担金補助及び交付金でございます。修学旅行費補助金としまして５３万１千円を支出させてい

ただいております。一人当たり９千円で対象者は５９名でございます。 

その下の扶助費につきましては、就学援助を目的として実施したものでございます。３６名の

児童が対象でございます。 

同じく２３１ページが学校建設費でございます。工事請負費の下のほうの学校給食センター等

建設工事３億１千４８４万４千円は、教育委員会の資料にございますナンバー８からナンバー９

にあります８件の工事を合算した金額となっております。 

その下からが中学校費でございます。学校管理費は小学校と同じく、学校を管理・運営してい

くために必要な費用を支出させていただいております。 

２３３ページの報償費の心の教室相談員謝礼６４万２千円は、学校に行けない生徒に対しての

相談員をお願いしているものでございます。 

続きまして２３６ページをお願いします。教育振興費でございます。次の２３７ページの負担

金補助及び交付金としまして、修学旅行費補助金８４万６千円を支出させていただいております。

１名当たり１万８千円、対象者は４７名でございます。 

その下にあります扶助費は、小学校と同様で就学援助を目的として実施したものでございます。

２７名の生徒が対象でございます。 

次が寄宿舎居住費でございます。寄宿舎の管理・運営に関する費用でございます。平成２６年

度は男子８名、女子１１名、合計の１９名の生徒が入寮していました。 

次に２３８ページからが学校建設費でございます。これも教育委員会の事務局資料のナンバー

３にあります１件の委託業務とナンバー９にあります５件の工事を実施したものでございます。 

続きまして２４０ページからは社会教育費でございます。社会教育費は学校での教育活動を除

く、青少年や成人に対して行われる教育活動に関するものでございます。 

まず、社会教育総務費でございます。現在、社会教育委員は５名の方になっていただいており
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ます。２４３ページの中ほどに貸付金がございますが、平成２６年度におきましては１名の方に

新規の貸付を実施しているものでございます。 

またその下の奨学金事業基金積立金は、奨学金の原資としまして返還金を積み立てているもの

でございます。１４名の方が対象でございます。 

次が公民館費でございます。公民館費は主に文化祭、成人式、子ども会関係に関する費用でご

ざいます。平成２７年１月の成人式には男性３５名、女性３２名、合計の６７名の方が参加して

おります。 

続きまして２４４ページに文化財保護費がございます。小国町には国指定が９件、町指定が１

２件の文化財がございまして、その保護等に関する費用でございます。 

２４５ページには工事請負費としまして、阿弥陀杉支柱補強等工事１２１万５千８９円がござ

います。 

続きまして同じく２４４ページの下のほうからが開発センター費でございます。報酬費の時間

外管理業務につきましては、夜と休日の管理業務を２名の方で交代でお願いしているものでござ

います。 

また２４７ページの工事請負費の空調機設置工事４１万１千４８０円は、３０２号室にエアコ

ンを設置させていただいたものでございます。 

次に２４６ページの下のほうからが交流多目的施設費で小国町図書室に関する費用でございま

す。平成２６年度の図書室入館者数は８千６６９人で、貸し出した冊数は１万６千３９３冊でご

ざいました。 

２４９ページにあります備品購入費は図書等の購入費としまして、４９万９千２３０円を支出

させていただいております。この分につきましては利用者の要望等も取り入れながら、新たな図

書を購入したものでございます。 

２４８ページの下のほうからが保健体育費でございます。保健体育総務費につきましては、主

に２５１ページから２５３ページにかけてありますとおり、スポーツの振興を目的としまして各

種の補助を行っているものでございます。 

２５１ページには、全日本中学生ホッケー選手権大会実行委員会補助金３４８万７千６３８円

がございます。 

続きまして２５２ページからが体育施設費でございます。報酬の非常勤職員報酬１４４万円は、

小国ドームの管理をお願いしているものでございます。その下の臨時雇用賃金２１７万２千１６

２円は、林間広場の管理清掃と小国ドームと旧小学校の体育館の清掃をお願いしているものでご

ざいます。 

次の２５４ページからが給食センター費でございます。学校給食に関する業務を事務長１名、

調理員８名の方に行っていただいております。 
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次に２６０ページに繰出金がございます。次のページに坂本善三美術館特別会計繰出金としま

して、９３９万８千９４４円を計上させていただいているものでございます。支出としましては

以上でございます。 

  次に歳入のほうを説明させていただきます。２９ページからお願いします。使用料としまして、

学校教職員住宅使用料９７万２千７００円がございます。帯田、広瀬、関田の教職員住宅に関す

るものでございます。その下に開発センター使用料８９万１千４６０円、また小国ドーム使用料

４２万６千円、夜間照明施設等使用料１１９万１千７００円、それから林間広場駐車場使用料８

万７千４１５円がございます。 

次に３７ページをお願いします。国庫補助金でございます。幼稚園就園奨励費補助金としまし

て１４７万２千円がございます。次に小学校費補助金としまして、特別支援教育就学奨励費補助

金７万３千円でございます。また次の学校施設環境改善交付金２千６９０万３千円につきまして

は、給食センター、プールの整備工事に係る補助金でございます。 

次に中学校費補助金としまして、へき地児童生徒援助費補助金２００万８千円は、寄宿舎居住

費に係る補助金でございます。 

次の特別支援教育就学奨励費補助金２万９千円につきましては、これも小学校と同じく教育就

学奨励費補助金としていただいているものでございます。 

続きまして５０ページから５３ページにかけまして、県補助金となっております。地域改善対

策奨学資金事業市町村返還事務費交付金３万５千円と水俣に学ぶ肥後っ子教室補助金１１万６千

円、それから研究指定校補助金１０万円がございます。またその下には緑の産業再生プロジェク

ト促進事業補助金３千５０万円がございます。この分につきましては、中学校の柔道施設建設に

伴う補助金でございます。 

次に、５７ページに支援学校給食委託金２７５万８千４２５円がございます。支援学校への給

食供給に係る委託金でございます。次の利子及び配当金につきましては、上から３つ目に美術品

取得基金積立金利子収入４３９円、それから一番下の奨学事業基金積立金利子収入としまして３

千９２２円がございます。 

次に６１ページをお願いします。奨学金事業基金繰入金５４万円につきましては、歳出のほう

で説明しました新たな借入者１名分が計上されているものでございます。 

次に６３ページの公共施設等整備基金繰入金５千７７３万２千６７０円のうち、３千１５７万

１千３９２円を、またその下の小国町地域の元気基金繰入金６千４６万６千７１円のうち、７２

２万７千円を学校施設等整備事業に財源として充当させていただいているものでございます。 

次に６５ページの奨学金貸付金元金収入としまして、現年度分が１５７万６千５００円、過年

度分が３２万円でございます。収入未済額２２３万６千円につきましては、４名の方の未済によ

るものでございます。過年度分が４名、現年度分が２名、重複していますので実数としましては
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４名でございます。 

次に６７ページに学校給食収入としまして、現年度分２千４１２万２千６９７円と滞納繰越分

１７万３千６８０円がございます。収入未済額９３万９千４６０円につきましては、１９名の方

の未済によるものでございます。 

次に６９ページからの雑入としましては、上から３つ目の中学校寄宿舎宿泊負担金６４万５千

円、それからその下に体育施設自動販売機収入３７万３千２１０円、７１ページの下から２節目

に、小中学校の太陽光発電売電料３９万７千７２８円がございます。 

また次の７３ページでございますが、下から３つ目に小国郷特別支援連携協議会負担金としま

して８千６５４円がございます。 

それから最後になりますが、７８ページから７９ページの教育債は備考にあります３つの事業

の財源として充当させていただいたものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１５分からお願いいたします。 

（午前１１時０３分） 

議長（渡邉誠次君） では休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１５分） 

議長（渡邉誠次君） それでは、それぞれの款ごとに進めていきますのでよろしくお願いいたしま

す。議員各位におかれましては別紙平成２６年度一般会計決算及び特別会計決算歳出科目別分掌

事務一覧表を御参照ください。本日は、この表の桃色に塗られた部分の協議になります。 

それでは款２総務費の総務管理費の中で１０４ページの行政相談費、１０８ページの住民支援

費、１１８ページの戸籍住民登録表をお願いし、続きまして１２８ページ民生費の社会福祉費か

ら１６７ページ衛生費の清掃費までが住民課、福祉課、保育園の所管でございます。 

では、ページを追ってまいります。まず１０４ページ、行政相談費１１７万８千４４円、住民

課の担当所管でございます。通信運搬費１０４、１０５ページの５段目ぐらいですね、行政相談

費が住民課の所管です。 

御質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは続きまして１０８ページになります。住民支援費１０８万８千７２

３円、１０８ページ、１０９ページでございます。男女共同参画推進懇話会委員から１１０ペー

ジ、１１１ページまでの上段ですね、小国町更生保護女性会補助金、そこまで御質疑ございませ

んでしょうか。１０８ページ、１０９ページ、１１０ページ、１１１ページ、よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは続きまして１１８ページ、戸籍住民登録費３千４６４万５千２０１
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円、住民課の所管でございます。下２段ですね。職員給料から１２０、１２１ページの下段です

ね。住基ネットシステム負担金まで、御審議方よろしくお願いします。 

  質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） よろしいですか。それでは次は１２８ページに飛びます。民生費でございま

す。まず目の社会福祉総務費１億３千８６５万３千８６円、非常勤委員日額報酬から１２９ペー

ジの戦没者追悼式典費までございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは続きまして１３０ページ、１３１ページ、障害者福祉費もそうでご

ざいます。 

３番（北里勝義君） それでは１９の負担金補助交付金の中の社会福祉協議会補助金ですね、２千

３４０万円の実績ですけれども、これは確か人件費等の補助金ということで、算出基礎は人件費

になっていたかと思いますけれども、何名分かとそれから人件費だけですかね、算出基礎になっ

ているのは。本年度予算は２千２５０万円で予算を計上していますので、９０万円ほど本年度は

予算から見れば下がっているかなという感じなんですが、その辺ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

福祉課長（穴井幸子君） 社会福祉協議会への補助金につきましては、おっしゃるとおり人件費が

主でございます。地域福祉の職員のほうで、職員が３名と事務局長、事務局長のほうが障害関係

と地域福祉を兼ねておりますので、そこのところは半分の平成２６年度は５０％、２分の１とい

うふうにしております。 

３番（北里勝義君） こういう補助金に差が出るというのは、その異動等で職員が変わったから差

が出てくるということですか。それとも事務局長あたりの割合が変わるとかそういった感じです

かね。 

福祉課長（穴井幸子君） 平成２７年度の予算がちょっと少し下がっているということでの関連で

すよね。平成２７年度は木野里荘ですね、老人ホームが社会福祉協議会のほうへ譲渡をされまし

て、高齢者福祉部門が社会福祉協議会のほうに増えております。そこで事務局長の部分がまた更

に分割されたということがございます。それと職員の異動等もあってございますので、その分で

話をさせていただいております。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

１１番（松本明雄君） 前のページなのですけれども、民生委員のことで金額等は構いませんがち

ょっとお聞きしたいんですけれども、民生委員を今いろんな方がされていますけれども、特に役

場を変わられた方なんかが非常に多くなって大変になっています。それから柏田住宅なんかは特

に老人の方なんかが多くなってきていますので、その辺を交代するときがこの前大変だったので、
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柏田住宅はそれだけ負担があるなら、今人数は１人ですけれども２人置くとか、きめ細やかな対

応をされたほうがいいと思いますけれども、そのあたりはどうお考えかちょっと聞かせていただ

きたいと思います。 

福祉課審議員（生田敬二君） 今議員のほうから言われましたように、民生委員の推薦にあたって

は大変ちょっと苦慮している部分もあると思います。基本的には地域からの推薦と地元からの推

薦ということになっておりますが、なかなか見付からないのでというようなことで役場も入った

りする場合もございます。その中で民生委員の区域割、地区割の件ですけれども、一応小国町の

場合が、政令で人数あたりが定められている枠がございます。現在区域担当の民生委員が２３名

で、主任児童委員がお二人ということで２５名で会合のほうをできておりますが、そこら辺の人

数の区域の割り方等もちょっと検討してまいりたいというふうに考えております。加えて民生委

員の補助的機関ということで、平成２１年度からでしたか福祉協力員の制度をつくっております。

町全体で今４８名の方が活動をされておりまして、民生委員の補助、補助的というかお手伝いを

していただくということで、そちらのほうも研修会等、会合のほうも行っているところでござい

ますし、民生委員の手助けになっているものと考えております。 

  以上です。 

１１番（松本明雄君） その福祉協力員の件も僕は前が主任児童委員をしていましたので、そのと

きにお願いしてつくっていただいたと思います。そのときになるべく福祉協力員のほうから民生

委員に上がるのが一番いいかと思うのですけれども、その辺の協力体制ができないのもちょっと

難しい部分もあると思いますけれども、民生委員の方は今それだけいろんな問題がありますので、

なるべくこんな会議のときでも言っていただいて、協力をできる範囲でしていただくようにお話

のほうをしていただきたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 民生委員や先ほど話題になりました福祉協力員については、住民の見守り、

支え合いに非常に貢献をいただいております。先日からの台風等においても、その後に見回りと

いうか訪問をしていただいた民生委員もおられて、大変行政としては感謝を申し上げるところで

あります。今１１番議員がおっしゃいましたような部分で、なかなかそういう業務もありますが、

大変なものもありますので、なり手というかそういうふうな部分で非常に難しいという現状もあ

りますけれども、町としてもその業務が非常に大事なものですから、しっかりそのあたりのとこ

ろは、民生委員は民生委員の中身をまた把握しながら、できるだけスムーズになっていただける

ような人材づくりといいましょうか、そういう部分も視野に入れていきたいと思います。議会の

皆さま方もよければ地域の事柄でありまして、またそういうご加勢というか人材育成に御助言い

ただけるならまた幸いかと思っております。よろしくお願いいたします。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。ただいま１３１ページまで、よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 
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議長（渡邉誠次君） 続きまして１３２、１３３ページ、障害者福祉費の中でございます。 

質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは障害者福祉費が１３０、１３５ページの上段、障害者自立支援給付

費負担金返還金までになっております。続いて国民年金事務費、老人ホーム費、１３４ページ、

１３５ページの審議方お願いします。 

  質疑はございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは老人ホーム費の続きで１３６ページ、１３７ページ。それでは１３

８ページ、１３９ページ御質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは１４０ページ、１４１ページの上段までが老人ホーム費になります。

続きましてその中段から老人福祉費４千９９８万７千１６４円、１４３ページ下段の介護保険低

所得者対策事業補助金返還金までございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは同じく１４２ページ、１４３ページ、医療費一部負担金、よろしい

でしょうか。 

７番（穴見まち子君） ７番です。医療費の負担金で１４３ページのひとり親家庭の医療費とあり

ますけれども、どのくらいの方が対象になっているのかをお聞きしたいのですが。 

子ども未来係長（宇都宮健治君） 平成２６年度の実績としまして、全部で８１名の方が対象とい

うふうになっております。 

議長（渡邉誠次君） ほかよろしいでしょうか。 

７番（穴見まち子君） ７番です。ひとり親というのも男の方と女の方がおられますけれども、人

数的にどのような方がおられるかですよね。結構ひとり親の方というのは町外から来られて帰ら

れて、小国はそれで住みやすいところと聞いているのですけれども、どんな状況があるかなと思

いました。 

子ども未来係長（宇都宮健治君） ８１名の内訳につきましては、男性の方が１５名、女性の方が

６６名というふうになっております。 

議長（渡邉誠次君） ほか質疑ございませんか。 

７番（穴見まち子君） ちょっと失礼かもしれませんが、所得制限といいますかね、もらえる範囲

の、大体の範囲というのはどのくらいとか家族状況にもあると思うのですけれども、そのような

ことは分かりますでしょうか。 

子ども未来係長（宇都宮健治君） これは、ひとり親家庭医療費というのは児童扶養手当を受給さ
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れる方が対象というふうになっております。児童扶養手当につきましては、７番議員がおっしゃ

られたとおりに所得制限がありますけれども、これも例えばその受給者の方が一人で住まれてい

るとか、もしくはその親御さんと住まれていると、その親御さんのほうの所得とかも支給要件の

対象になりまして所得制限がかかってきます。その扶養人数や所得の金額によりまして、段階的

にその所得制限が幅が広くなっておりまして、ちょっとこの場で一概にその所得制限が幾らだか

ら受けられないとかいうふうなのは、ちょっと資料をこの場では御用意しておりません。 

  以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは続きまして同じく１４４ページ、１４５ページの後期高齢者医療事

業費、それからその下の段、人権政策費。 

５番（児玉智博君） 人権政策費について質問します。人権政策費の支出済額３４４万５千１００

円、このうちの２００万円が部落解放同盟小国支部補助金というふうになっております。この半

分以上が特定の団体への補助金というのは、これはどう見ても異常だと思います。これは人権政

策費じゃなくて、部落解放同盟費といっても過言じゃないような状況じゃないかと思うのですが。

やはり昨日の全員協議会の中で、こういう団体に対する補助金が何というか惰性的に支出され続

けている部分もあるから、見直しを考えるというような町長の答弁もありましたが、まさにこれ

はそういう見直すべき補助金だとはお考えになっていないでしょうか。 

町長（北里耕亮君） 全般的な話でございますけれども、過去からの補助金等の話ですが、過去か

らのいろんな部分について町としてやはり町民の生活のために効果があるもの、ここはその別の

部分にというような話題もありますけれども、この部分についての補助金については町としては

必要であるという認識を持っております。でありますので、この部分について平成２６年度きち

っと支出をさせていただいて、効果があったというふうに町としては判断をしております。 

  以上です。 

５番（児玉智博君） やはりその人権政策というのであれば、町としてどういうふうにやっていく

のかと、特に最近ドラマなんかでもありましたけれども、いろいろハラスメントとかそういう部

分がありますので、やはりこの人権政策というのは必要だと思うのです。しかしその人権政策費

の費用の半分以上が、特定の団体に支出され続けている。こんな人権政策でいいのかというのが

問われていると思います。しかも過去にもこの問題を取り上げてまいりましたが、こことはそう

いう人権政策で協力をしていかなければならないと。それは協力はどんどん大いにしていって結

構だと思います。毎年行われているフェスティバルですね、こういうところで協力をしていけば

いいのです。なぜこのお金を出すのが協力になるかという。やはりですね、そこまで徹底的に考

えていく必要があるのではないかと思いますが、この協力の在り方そのものを見直すべきと思い
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ますがいかがでしょうか。 

隣保館長（小野昌伸君） お答えいたします。もう御存じかと思いますが、２０００年１１月に国

のほうでも人権教育啓発推進法というのが成立されております。翌年の３月に基本計画を作りな

さいということで、国のほうが基本計画を作っております。小国町もその８年後、２０１０年３

月に小国町人権教育啓発基本計画を立てています。今議員がおっしゃるとおり、いろいろな人権

という形で女性、子ども、障害者、高齢者、いろんな１２項目ぐらいの人権政策を立てています。

その中の一つとして同和問題というのが入っております。この同和問題に関して２００万円とい

う金額に関してですが、９割がこの前から議論しているとおり研修費という形で上がっておりま

す。その研修がどういった研修かといいますと、その中の半分以上が今からの子どもたちに対す

る研修ということで行っております。小国町は御存じのとおり人権啓発フェスティバルをはじめ

として、就学前、小学校、中学校、高校と非常にこの同和問題は先進地であります。今からの子

どもたち、この時代において大変陰湿ないじめ、いわれもない差別によってその子どもたちが命

を自ら絶つことのないよう、結婚差別、就職差別等々まだ全国的にも残っております。こういっ

たものを打破するために、自分に力をつけていくため、子どもたちが行き抜くために補助金を与

えて研修を重ねていくと。これはいわば命の補助金と言ってもいいくらいの補助金だと思います

ので、今後差別がある限りは続けていってほしいものと思います。 

  以上です。 

５番（児玉智博君） 最後にやはり言わせていただきたいのが、やはり子どもを育てていくという

のであれば、それは学校教育であったりとかそういう教育費で対応していくべきだと思いますし、

それにこの団体自体が、ほとんどが９９％この補助金で運営を賄っているというようなところで

すよね。しかもその活動の拠点となるような、あとから出てきますけれども集会所運営費も町の

お金でやってしまっていると、これはほとんどもう町営の団体じゃないですか。そうであるなら

お金を出すこと自体私は反対ですけれども、こういう決算書にこの同盟の補助金で２００万円と

いう、こういう大ざっぱなものを出してくるのではなくて、そういう車両借上料や費用弁償とか

そういう個々の項目ごとに出すようにして、その出し方もちゃんと明確な毎回の例月監査で駐車

場代とかそういう事細かな領収書、ここまで出てくるようにするべきですよ。やはりこういう出

し方をしていれば、いわば一般の町民の方たちからは、やはりこれは逆差別じゃないかというよ

うなことで疑念が生じてくる、そういう不透明ですから。やはりそれは差別を解消するどころか、

新たな差別の再生産であったりとか差別を固定化するようになって、町が本当にこの差別をなく

したいというふうに思うのであれば、今のやり方は絶対に改めるべきであるということを最後に

申し上げまして、この件についての質疑は終わりたいと思います。 

町長（北里耕亮君） なかなか意見の相違があるようでございますけれども、制度上団体補助金の

部分で上程の仕方というか決算書に明記する仕方もほかの部分と一致しておりますし、また役場
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内の部分でこの団体補助金の調書といいましょうか、どういった使われ方をしているかというの

はチェックをしているわけでございます。今担当のほうから研修費用が多いという部分もありま

したけれども、一定の協力のもとで解放運動だけでなくてあらゆる差別という部分で、この団体

とも協力して人権啓発に努めているところであります。ぜひ議会の皆さま方も一定の御理解をい

ただければというふうに思っております。 

  以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは続きまして１４６ページ、１４７ページ、隣保館運営費１千万１９

万３千３９２円、御質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは１４８ページ、１４９ページ、老人保健費、福祉課の所管になりま

す。引き続き同ページ、児童福祉費の児童福祉総務費、それから次ページの１５０ページ、１５

１ページになります放課後児童健全育成事業等補助金返還金まで質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） よろしいですか。それでは同ページ、１５０ページからが保育園費になりま

す。２億６千２６３万７千７３０円、１５７ページ中段までが保育園費ですけれども、まずは１

５０、１５１、１５２ページ、１５３ページまで保育園費です。 

  御質疑ございませんでしょうか。１５３ページまでです。よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは１５４ページ、１５５ページ。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは１５６ページ、１５７ページ、児童館運営費も今日の担当所管でご

ざいます。 

  御質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは下段の衛生費に入ります。保健衛生費、次ページの１５８ページ、

１５９ページ、ただいま衛生費のところです。１５６、１５７、１５８、１５９ページ、よろし

いですか。 

７番（穴見まち子君） １５９ページの委託料の子宮がん検診の委託料なのですけれども、受けら

れている方の人数と前年と比べてどのような推移があったでしょうか。 

福祉課長（穴井幸子君） 子宮がん検診でございます。子宮がん検診は平成２６年度は６２３人で

す。前年度が５７８人ですので伸びております。 
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議長（渡邉誠次君） ほかに質疑はございませんでしょうか。 

７番（穴見まち子君） 助成金があると思いますけれども、病院で受ける場合と町で受けますよね、

その医療費の差額はどのくらいあるのか大体分かりますでしょうか。 

福祉課長（穴井幸子君） 子宮頸がん検診なのですけれども、検診を受けますと委託料が大体４千

円なのですが、２０歳から７４歳までは受診者の負担金５００円なんですね、それと無料クーポ

ンの年齢に該当しますと無料になったりいたしますので、大変申し訳ございません、医療機関で

検診した場合の数字というのははっきり把握しておりませんが、ぜひこの安い金額の住民検診の

ほうで受けていただきたいと思っております。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは続きまして１６０ページ、１６１ページ。同じく保健衛生費でござ

います。 

  御質疑ございませんでしょうか。１６１ページまでです。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして１６２ページ、１６３ページの中段、公用車重量税までを御審議

方お願いします。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。食生活改善推進員協議会補助金とありますが、金額はいい

のですが、どういうことをやっているんですかね。 

福祉課長（穴井幸子君） 食生活改善推進員協議会といいますのは、以前の栄養教室を卒業された

方が協議会のほうに入ったりしておられます。活動としましては、町内の一人暮らしのお年寄り

の方の食事会が年２回ですかね、あと男性の料理教室、それからいろんな町内の方々のお味噌汁

の減塩というか塩分の測定をしたりとか健康増進のほうに結構活動されていますし、多方面にわ

たっていろんなイベントといいますか、例えば戦没者追悼式のときのお弁当を作っていただいた

りとか、いろんな活動をしていただいております。 

９番（熊谷博行君） はい、分かりました。今回から小中学校が新しく給食システムが変わると思

います。ぜひこの予算でも増やして、もう少し食育のことについて子どもたちにしっかり教えて

やればいいと思います。その専門家が小国町はいますので、波多野先生という人が。その人を使

ってでも食育のほうを子どもたちにしっかり教えて、親ももちろんなんですが、そういうところ

を推進していったらいいと思いますがいかがですか。 

教育委員会事務局長（横井 誠様） 今回学校給食センターが新しくなった折には、食べるところ

と作るところが隣り合わせになって、そういう利点を利用して今議員がおっしゃいましたとおり、

食に関するいろんな学習とかもできるように取り組んでいきたいと考えております。 

議長（渡邉誠次君） ほか質疑ございませんでしょうか。 
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（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは目の予防費に入ります。同じく１６２ページ、１６３ページ下段ま

で。よろしいでしょうか。質疑ございませんか。予防接種等です。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

議長（渡邉誠次君） では次ページ１６４ページ、目の環境衛生費です。環境保全監視員報酬から

火葬施設事務費負担金まで。負担金補助及び交付金の浄化槽関係２項目については、建設課の担

当所管ですので明日でございます。よろしいですか。 

６番（時松唯一君） ６番です。まずお尋ねいたします。１６５ページの報酬ですね。節の報酬で

環境保全監視員報酬１３人、これは以前も私お尋ねしたと思いますけれども、まず小国管内の不

法投棄関係の監視をやられているかなというふうに理解しております。それから１３節の委託料、

河川水質検査委託料で２１万５千４６０円と、説明書を見ますと株式会社三計テクノス、小国町

内の河川水質調査を行うものとして調査箇所１９カ所、これが河川の大ざっぱでいいんですが、

この資料がありましたらあとでいただきたい。それから検査項目７項目ということですよね。こ

の検査項目も説明なさると大変でしょうから、あとでちょっと資料をいただきたいと思います。 

各施設関係は詳しく言えば物産館とか、あるいは滝美園のし尿処理場やごみ処理場、あるいは

学校施設の厨房から出るものについては、必ず検査をしなさいという義務付けがあるかと思いま

す。そこら付近は各事業主体のほうでやられたと思いますので、小国町でやらなければいけない

ものの検査箇所だと思いますので、これは通常ずっと何十年も同じ箇所でやられているのか、あ

るいは３年に１回とか５年に１回とかですね、そういう検査を変えられる、変えなきゃいけない

ものかどうかもあわせて、こちらはちょっと答弁をお願いしたい。 

住民課審議員（秋吉陽三君） 河川水質の検査につきましては、検査地点におきましては定点とい

うことでこれは変えておりません。ずっと同じ箇所での検査を行っております。検査回数は年に

１回ですけれども、そういう形での検査で検査地点は定点検査ということで、筑後川の本線及び

その支流で行っております。 

住民課長（河野孝一君） 一番最初に質問のございました環境保全監視員につきましては、町内の

道路沿いであったり、ちょっと見えないところあたりに不法投棄をされた一般家庭から出るごみ

等の監視を行っていただいております。毎年年２回春と秋、大字ごとに宮原３名、各大字から２

名ということで町内を監視してその監視をした結果、不法投棄等があれば町のほうでその不法投

棄を除去して環境を守っていくという活動でございます。それから先ほど説明の中でありました

水質検査の検査結果ですけれども、これにつきましてはあとでお配りさせていただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 
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７番（穴見まち子君） １６５ページの北部火葬施設費負担金が出ていますけれども、一部負担金

ですかね、その火葬施設で使う燃料は、燃料というか普通に使う燃料ですけれども、灯油だと思

うのですけれども、燃料費が結構高騰しているからほかのにも少しは使えないかなということを

事務員の方から言われたんですよね。何かどうだろうかと思って。 

住民課長（河野孝一君） 北部火葬施設の維持管理につきましては、阿蘇広域行政事務組合が事業

主体で行っておりますので、その内容におきましては町のほうがどうということはなかなか言う

ことができない。ただそういう環境面を考えたものを考えていけたらというようなことで助言は

していきたいと思っております。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

１１番（松本明雄君） 今、同僚議員から不法投棄の話が出ましたけれども、いろんな業者があっ

ていろんな回収をしていますけれども、テレビと冷蔵庫だけは持っていきませんので、そのあた

りが小国町でも捨てているところが増えているのか減っているのかその辺もお聞きしたいと思い

ます。そしてもしも増えているのであれば、また町のほうからでもチラシとかそういうものを配

って絶対捨てられないということで、周知徹底をしていただきたいと思います。 

住民課審議員（秋吉陽三君） 不法投棄につきましてはテレビは消費税が上がる前、その駆け込み

のときにやっぱり若干量が増えましたけれども、現在に至ってはテレビが捨てられているような

箇所はございません。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 清掃費全般についてですが質問します。現在、小国町内においてごみ回収は

行われているんですが、なかなか今さっきテレビや冷蔵庫の話がちらっと出ましたけれども、そ

れは持込みをしないとなかなかならないということで、今後高齢世帯も増えていってなかなか車

も運転しないという方たちが増えたりとか、やはりそういう粗大ごみを運ぶには普通車では困難

ですから、今後そういう粗大ごみの収集ですね、もちろん有料になると思いますけれども、そう

いうものの実施も今後検討していくべきじゃないかと思いますがいかがでしょうか。 

住民課長（河野孝一君） 一般廃棄物の運搬、テレビであったり大きなものを滝美園に運び込むと

きの運搬の問題かと思います。確かに今の小国町においては高齢化あるいは一人暮らし、そうい

う高齢の一人暮らしのお年寄りであったり、二人世帯であったり、そういうところのごみ問題と

いうのは、今後の町の課題の一つであると思っております。福祉課のほうといろいろ協議しまし

て、今後何らかの検討を進めていく時期がきているのではないかなとは思っております。 

５番（児玉智博君） ぜひ検討していただきたいと思います。やはり住民課、福祉課だけじゃなく

て、こういう今後Ｉターン、Ｕターン、Ｊターンとかいって、主要政策の中に人口減少、移住者

の受入れとかいう定住とかいうこともうたわれておりますので、やはりそうであれば住みやすい

町にしていかなければならない。町外から入ってくる人が住みやすいと思ってもらう町にするた
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めには今住んでいる人たちも住みやすい町でなければならないと思いますので、そういういろん

な課の枠を超えて、この問題についても検討していただきたいと思います。 

  以上です。 

議長（渡邉誠次君） それではよろしいですか。それではここで暫時休憩をいたします。再開を１

時からお願いいたします。 

（午後１２時０１分） 

議長（渡邉誠次君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

議長（渡邉誠次君） 質疑を続けます。 

住民課長（河野孝一君） 先ほど６番議員のほうから質問のあっておりました資料について２枚資

料を配付してありますので参考にしていただきたいと思います。 

議長（渡邉誠次君） それではただいま１６４ページ、１６５ページです。 

１番（穴井帝史君） ちょっと繰り返しになりますが環境保全監視員の問題ですが、今３８７号線

等がバイパスができて特に西里方面ですね、あれは町道に今は格下げになっているのですかね、

昔の旧道は。 

（「町道です」と呼ぶ者あり） 

１番（穴井帝史君） それで年に２回監視するとさっき住民課長のほうから説明がございましたが、

夏休み明けとか電話があったからちょっと現場に行ってみたら、バーベキューをした跡があった

りとか、何しろ常時ちょっと散らかり方がひどいところが数箇所あるんですよね。 

住民課長（河野孝一君） 環境監視員にお願いしております監視という部分が年２回、春と秋とい

うことになりますので、そのほかの町道沿いであったり、町内でそういうごみが山積してあると

ころが見受けられたら、役場住民課の支援係のほうまで御連絡ください。うちのほうが見に行っ

てその除去とか、そこでしないような立札設置とか、除去したあとに今後してもらわないように

立札を立てたり、そういう措置は住民課のほうで行っていきたいと思っております。 

１番（穴井帝史君） その都度、一応対応してくれるということでよろしいですか。 

住民課長（河野孝一君） はい、そのとおりでございます。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは１６４ページ、１６５ページ、清掃費に入ります。１６６ページ、

１６７ページの上段、清掃施設運営費負担金までが所管でございます。ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは次に２１８ページ、款９の教育費から２５７ページ、給食センター

費までが教育委員会の所管でございます。なお２４２ページの集会所運営費につきましては、住
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民課の所管です。それでは２１８ページ教育総務費からページを追ってまいります。２１８ペー

ジ、２１９ページ、教育費７億９千６０３万５千５５８円ですね。教育総務費９千６８万７５６

円、２１８ページ、２１９ページ、引き続き２２０ページ、２２１ページ、上から事務局費８千

１５３万２千２３５円です。質疑はございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして２２２ページ、２２３ページ、国際交流指導費、小中高連携事業

推進費、２２３ページまで御質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは引き続き２２４ページ、２２５ページの上段、自動車等借上料まで

が小・中・高連携事業推進費です。よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは同じく幼稚園費、小学校費にまいります。幼稚園費６０３万６千２

００円、続きまして小学校費が４億１千２０４万２千１０９円。２２４ページ、２２５ページ。 

それでは同じく小学校費の２２６ページ、２２７ページ、委託料、教職員胃がん検診委託料ま

で御質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは２２８ページ、２２９ページ、一番下にある教育振興費に入ります。

２７９万４千３５円、２２８、２２９、２３０ページ、２３１ページ、小学校費が学校建設費３

億３千１０６万８千３１２円までが小学校費です。 

質疑ございませんか、小学校費。 

６番（時松唯一君） ６番、時松です。ちょっと確認なのですが、２２９ページ、校舎ガラス清掃

委託料。ガラス清掃もありますが、各課とも清掃費でここは株式会社総美ですか、ちょっと読み

方としてはよく分かりませんが、もう１件、いろいろ業者は二、三転しているところもございま

すけれども、これは理由があっての清掃会社なのか、まとめて入札を行っているのか、ここでな

ければいけないのかそこら付近があるのかお答えください。 

学校教育係長（河津佐和子君） お答えいたします。ガラスの清掃委託につきましては、小学校・

中学校ともに夏休み、または冬休みの年１回行っております。こちらの委託につきましては見積

入札をそれぞれに行って委託をしているところです。 

  以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。ただいま小学校費２３０ページ、２３１ページ

までの質疑をお願いします。よろしいですか。 

１０番（時松昭弘君） ２３１ページの工事請負費というのがありますが、この翌年度繰越額５億

３千５１６万６千円、これは工事はまだ今から取り掛かって行うわけですか。お尋ねをしたいと
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思いますが。 

教育委員会事務局次長（藤木一也君） 繰越しにつきましては、学校給食センター等の建設工事の

分でございます。現在行っております分でございます。 

  以上でございます。 

１０番（時松昭弘君） これは大体いつごろ完成がなされるわけですか。 

教育委員会事務局次長（藤木一也君） 外構工事が１０月いっぱいでして、それ以外の建物につき

ましては今月いっぱいとなっております。 

議長（渡邉誠次君） ほかに御質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは中学校費に入ります。２３０ページ、２３１ページ、２３２ページ、

２３３ページ。 

  質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは引き続き２３４ページ、２３５ページ。いいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） ２３６ページ、２３７ページ、教育振興費に入ります。４２２万９千８１８

円です。それからその下の段、寄宿舎居住費１千３８２万２千９４６円、よろしいでしょうか。

次のページの２３８ページ、２３９ページ下段、団体生命保険料負担金までが寄宿舎居住費でご

ざいます。 

  質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは２３８ページ、２３９ページ下段、学校建設費１億３千９７１万４

千７１４円です。２４０ページ、２４１ページの柔道施設棟建設工事まで、質疑はよろしいです

か。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは続きまして社会教育費にまいります。２４０ページ、２４１ページ

下段まで、社会教育費の社会教育総務費です。８１７万５千８１１円、社会教育委員報酬から２

４１ページ下段、小国郷人権教育研究協議会補助金まで質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では引き続きまして２４２ページ、２４３ページ中段までです。奨学金事業

基金積立金までございませんか。 

６番（時松唯一君） ６番です。２４３ページの貸付金ですね。小国町奨学金貸付金でお尋ねいた

しますが、支出済み５４万円で不用額が２８８万円とありますけれども、奨学金の借り入れる方
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が少なくなっているのか、あるいは借りにくいようになっているのか、ちょっと私この金額を見

てそういうふうに思ったのですが、どのような形になっていますでしょうか。 

社会教育係長（石原誠慈君） 奨学金について貸付金のほうが今５４万円上がっていますが、これ

は昨年度１名おりましてそれに対してのものです。募集は早めに３月の広報で行っているのです

が、そこからの申込みが今現在は少ないというかないという状態です。 

教育委員会事務局次長（藤木一也君） 貸付けを申し込む方が減っている理由としては、ひとつは

高校のほうが授業料が免除になっております。それからかなり減っております。ほとんど高校の

ほうは少なかったのですけれども、大学のほうもここ２、３年少なくなっております。町の奨学

金の貸付けにつきましては、以前大学生それから高等専門学校、それから高校生だけだったので

すが、通常の専門学校生１年でも貸付けをしますということで途中から変更しているのですが、

なかなか増えていない状況でございます。 

６番（時松唯一君） 内容的には理解したつもりですけれども、やはり周知をですね、奨学金があ

りますよというような周知あたりをおぐチャンでもホームページでももう少しやれば、皆さんが

よく分かってまた奨学金というものを理解されて借りる方がおられるかと思いますので、そこら

付近は周知徹底のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

社会教育係長（石原誠慈君） 今のところ広報でも行っておりますが、今言われたおぐチャンのほ

うでも周知を行っていきたいと思います。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは目の公民館費に移ります。２４２ページ、２４３ページ。８７万１

千５４６円です。引き続き集会所運営費５８万１千４８５円、これが次ページ２４４ページ、２

４５ページの清掃具リース料まで。 

５番（児玉智博君） それでは集会所運営費の作業員賃金、２４５ページの最上段の備考のところ

について質問いたします。この賃金ということでですね、一人作業員の方がいらっしゃって月に

何回かいろいろそういう清掃をされていることに対して、それが年間３６万円支出されているわ

けなのですが、例えばこの先にある開発センター、これは御存じのとおり５階建てでありますけ

れども、これは賃金という形で清掃はしていなくて委託料というところでそういう清掃業者に対

して委託料として支払われているのですね。それが６９万４千円です。いろいろ委託料になると

いろんなところに見積りを出して一番安いところに決定していくというのが流れだと思うのです

が、この作業員賃金というのはこの人を決めるに当たって、どういった形で人員の選定をされて

いるのかまず確認させてください。 

隣保館館長（小野昌伸君） お答えしたいと思います。日数的には作業員月８日、１日当たり４時

間で月３２時間という形で行っております。作業員の選定理由といたしましては、集会所の隣に
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母屋が１軒ありまして、この前お亡くなりになられました方が御住居を構えておりました。年間

ですね、いろんな研修等と学校の教員の先生とか成人学習とかで年間１００回ほど利用がありま

す。それも夜に会議を行いますので、もちろん子ども会の会議もあります。鍵の開け閉め、施錠

等をすぐ隣に住んでいる昔社会教育指導員をされていた方に歴史的に頼んでいた経緯があります。

亡くなられたのはこの前ですが、非常に御高齢で体調等もですね、もちろん集会所の中の清掃も

しなければいけないので、そういった意味で現在は息子さんでありますこの方に一緒に清掃作業

も手伝ったことがある、経験もある、どういうところを掃除したほうがいい、どういう鍵の施錠

をしたほうがいいというのも熟知していますので、そういう熟知しているという形で息子さんの

ほうに現在は依頼しております。 

  以上です。 

５番（児玉智博君） まずこの集会所というのはあくまで町が管理している施設だと思うのですが、

結局今の説明で明らかになったのは、要は鍵なんかの施錠とかそういう肝心なところまで全部投

げてしまっていると。事実上お金の出所が町なだけであって、結局利用しているところはそうい

う地区の人たちだけだということが明らかになったのだと思います。それであればですね、やは

りいろいろ設置根拠が違うとかおっしゃるけれども、町内各地にあるような集会所や集落館や公

民館とか、それぞれ呼ばれ方は地域地域によって違うけれども、そういうところと同じような性

質になっているのではないかと思うのです。そうであればやはりその建物自体を倉原集会所があ

るところの地域の方とも話し合って、払い下げるなり譲渡するなりそういうことをしていって、

少しでもこの町の支出を減らしていくべきじゃないかと思います。大体その自分たちが使うとこ

ろを掃除するのに町から賃金なんかが出るところはここ以外にないですから、そういう意味でも

あまりにこの不公平なやり方というのは改めていくべきではないかと思いますがどうでしょうか。 

住民課長（河野孝一君） お答えします。この倉原集会所というものは、建設されたいきさつとし

ましては、同和地区の識字率の低さ、それから生活苦による進学率の低さというような学力の向

上を目標として国の補助で建てられた教育施設でございます。一般的に今の利用といたしまして

は、地区の成人学習、夜間に年間４０回使っております。そのほかにつきましては学校教育主任

の研修の場であったり、それから人権子ども会の学習の場であったりに利用されております。人

権子ども会の学習につきましては、地区の子どもたちは４人しかおりません。全体の人数でいき

ますと３７名中４名、これは一般の子どもたちの教育の場としても利用されております。ですか

らあくまでもこの倉原集会所というのは地区の集会所ではなくて、教育の集会所と町は考えてい

るところでございます。 

５番（児玉智博君） あくまで教育の場と、そういうふうにおっしゃるのであれば、今言われたよ

うに地区の子ども４人に対してでも全体では３０人来ていますと言うのであれば、もうちょっと

それこそいろんな人が集まりやすいような、場所的にもやはり駐車場が確保できているこういう
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開発センターとかですね、そういうふうにやっていくべきだと思う。やはりどうしても言われた、

当初建てられたのが識字率や進学率とかいうふうな目的があったというけれども、それであれば

当初の目的は達成されていると思うのです。そうであればまた違う目的に比重が移ってきている

のであれば、そもそもからそういう建物の位置でそういうことを行う場所であったりとかも見直

していくべきだというふうにいうことを求めまして、この問題につきましては終わりたいと思い

ます。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。２４４ページ、２４５ページ上段までよろしい

ですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして、文化財保護費に入ります。同じく２４４ページ、２４５ページ、

２２５万１千８２７円。 

３番（北里勝義君） ３番、北里です。文化財保護費の中の１３番委託料ですね。流湿原管理委託

料３５万円、これは流湿原の希少植物保護を目的として毎年管理委託をされているかと思います。

内容は監視だとか、それから火入れ、そういったのが主な業務だったかと思いますけれども、希

少植物の生育状況調査あたりもこの中に含まれているのかどうか、ちょっとお尋ねいたします。 

社会教育係長（石原誠慈君） 流湿原についての委託料なのですけれども、内容としましては巡回

と盗掘の監視、草刈り、火入れなどが内容になっております。 

３番（北里勝義君） そういう希少植物を保護するためにずっとこの管理委託を行っていて、そこ

の希少植物の生育状況というのは、教育委員会でつかんでおられますかということです。 

社会教育係長（石原誠慈君） 今委託しているところがですね、報告は年間いただいております。

その中で教育委員会として把握をしているという状況です。 

３番（北里勝義君） 分かりました、報告いただいた。一時期ですね、この希少植物は減少傾向に

ずっとあっていた時期がありましたよね。そのためにそういう管理委託もずっと進めてきた経緯

があるかと思うのですけれども、今現在その減少傾向にあった希少植物がどれだけか戻ってきて

いるのか減少傾向は減少傾向にあるのか、そこら辺はちょっと教育委員会としてつかんでおられ

ますかということです。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 教育委員会として実際にどのぐらいの生育状況かであるとか、

そういう直接の数字や状況とかはまだつかんでいません。ただ地元がそういった草切りであると

かパトロールであるとか、そういう報告の中で特に状況が例年より悪くなったとかそういう報告

も今のところ上がっている状況ではございません。今御質問にありますように、ただ管理を委託

するだけではなくて、またそういった一番重要なところの大事なところをつかむよう、今後この

業務とともに努めていきたいと思います。 

１１番（松本明雄君） ３番議員と同じ質問をしようと思っていたのですけれども、一つ言いたい
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ことは、このごろうわさを聞くと、あそこは希少生物のサギソウが多いところなのです。それで

写真なんかを撮って出すのはいいのですけれども、流湿原とかいろいろなことを書くと、そこに

また夜盗掘に行く方がいらっしゃるのでその辺の痛しかゆしですね。あそこは広域農道がちょう

ど通っていますけれども近隣に家がありませんので、だからその辺のところも微妙なところです

ので、写真などを出すときにはなるべく小国のある場所とか書いて出されたほうがいいのではな

いかと思います。 

  以上です。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 確かに道路沿いの非常に場所的にもいいところでございます

ので、そういった点については十分注意していきたいと思います。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは目の５開発センター費に入ります。４９７万２千４４７円、２４６

ページ、２４７ページまで質疑ございませんか。 

６番（時松唯一君） ６番、時松です。先ほどと同じような感じなのですが清掃委託料ですね、２

４７ページの清掃委託で九州ビルサービスに開発センターのほうはなっていますよね。私、どう

も理解できないのは、業者がそこそこのセンターごとに違うということは、違わなければいけな

いような理由があるのでしょうか。まずは、九州ビルサービス株式会社を開発センターの清掃業

務に委託しているこの教育委員会ですか。その確認だけですから、これがどうのこうのという意

味ではございませんから、一括していろんなことをやったほうが私は効率的ではないかというと

ころで、今意見を言っているわけですけれども。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 開発センターの委託料につきましては、教育委員会独自で毎

年見積りを取りまして一番安いところに実施しております。開発センターだけではなくて、ほか

の施設と抱き合わせでできないかということも、今後効率的であるとか経済的に大変有利である

とか、そういうものは今後ちょっと調査しまして、もしそういう面で有利であるということであ

ればそのときに検討したいと思います。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは２４６ページ、同じく下段に入ります。交流多目的施設費、５００

万６千６７２円です。次の２４８ページ、２４９ページ、阿蘇郡市図書館活動振興協議会負担金

まで。 

９番（熊谷博行君） すみません、ちょっと分からないので質問です。スポーツ推進委員というの

は小国町に存在するのですか。 

議長（渡邉誠次君） それでは保健体育費までいきます。２４９ページ下段までいいですよ。 
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９番（熊谷博行君） スポーツ推進委員の１０名というのは小国町在住の方なのですか、それとも

外部なのですか。それと一緒に言います、その下の小中学校社会体育指導者謝礼とスポーツ少年

団指導者謝礼、これは多分外部コーチのことだと思いますが、小学校の部活動というのはまだこ

のまま続けていかれるのか、スポーツ少年団という名の下でしていくのか、そこを質問でござい

ます。 

社会教育係長（石原誠慈君） まずスポーツ推進委員の方ですが、今現在１０名いらっしゃいます。

すべて小国町在住の方です。それと小国中学校社会体育の指導者謝礼ということで、これは議員

が言われたように外部指導者です。約１０名いらっしゃいます。その方たちに指導をしていただ

くための謝礼金です。それとあとスポーツ少年団の指導者謝礼。これも外部から指導に行ってお

ります。現在２０名ぐらいいますが、今県のほうで社会体育に移行していくという流れでありま

して、今後５年間で小学校のほうは社会体育に移行していくというような条件になっています。

それを受けまして小国町でも今からそのあたりの審議をして、移行していくようにしたいと思っ

ています。  

  以上です。 

９番（熊谷博行君） スポーツ少年団の指導者は何名ですか。 

社会教育係長（石原誠慈君） 平成２６年度は３名です。 

９番（熊谷博行君） 金額がかなり違うのではないですか。４万５千円と１０万円ですか。 

社会教育係長（石原誠慈君） 今言われた小中学校の４５万円とスポーツ少年団の金額がというこ

とですか。 

９番（熊谷博行君） 小中学校の外部指導者は１０名で４５万円ですよね。スポーツ少年団の指導

者は３名で３１万円ということは、スポーツ少年団のほうが高いわけですか。 

社会教育係長（石原誠慈君） まず、スポーツ少年団のほうなのですけれども、１回、年間何回か

やりますけれども、１回につき３千円の支払いをしております。それから小中学校の社会体育に

つきましては、上限が４５万円ということでそれに対しての単価を割り出し、回数で掛けて支払

いをしております。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。もしスポーツ少年団に移行した場合は、同じだけの金額を

１回３千円で今の外部指導者に払うわけですか。 

社会教育係長（石原誠慈君） 今さっき言いました社会体育に移行した場合は、今やっているホッ

ケーのスポーツ少年団なんですけれども、これが社会体育に移行するとそこに則った単価で支払

をすることになると思います。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 交流多目的施設費について伺います。ここは図書館ではなく小国町図書室と

いうふうになっておりますけれども、一般に図書館であれば図書館法で設置基準やいろいろなこ
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とが決められているのですが、この図書室と図書館の違いというのは簡単にで結構なのですが、

御説明いただけますか。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） すみません、詳しい資料はちょっとありませんが、図書館で

あれば施設の中に館長を置くようになると思います。室であれば館長までは必要ないというふう

に理解しております。 

５番（児玉智博君） そうですね、館長を置くこともそうなのですけれども、館長を置くだけであ

ればですね、坂本善三美術館みたいに教育長兼任というやり方もあるので、図書館にしたほうが

いいのではないかなと思うのですが、ただ一つ大きな違いとしては、図書館法の２０条か２１条

に、図書館には国が補助金を交付することができるというふうになっておりまして、その必要な

経費に対して国の補助が受けられるようになっているのですが、今現在の小国町図書室はその２

０条に基づいた補助金というのは受けることはできるのでしょうか。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） ちょっと確認してあとからお答えをさせていただきたいと思

います。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では、保健体育費２４８ページ、２４９ページから２５１ページまで質疑を

お願いいたします。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。負担金補助及び交付金２５１ページ、総合型地域スポーツ

クラブ補助金３００万円でありますが、確か５年ぐらい前に決まったのだろうと思いますが、バ

レーをするとか何をするとかで内柴を呼んで意味の分からないことをしたのだけは記憶にありま

すが、これはちょっと説明していただきたいのですが、ちょっと僕は分かりませんのでお願いし

ます。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） ただいま質問がございました総合型地域スポーツクラブにつ

いてでございます。この組織については小国町だけではなくて、全国で今件数的にも増加してい

る状況でございます。小国町の組織としましては小国ゆうあい倶楽部という組織が運営している

ものでございます。種目としましては卓球、ピラティス、ユニホック、ペタンク、バドミントン、

バレーボール、サッカー、野球、バスケット、トランポリン等を行っております。また年度ごと

に種目等も少しずつ増えてございまして、平成２７年度におきましても剣道だったと思いますけ

れども種目も増えてございます。指導者としましてはそれぞれの種目ごとに指導者がいまして、

その方に謝金を支払いまして、会員からの入会金あるいは年間費等をいただきまして、その費用

に、また今ｔｏｔｏの助成金がございますので、ｔｏｔｏの助成金あるいは町からの補助金を活

用しまして運営している状況でございます。現在の会員数でございますけれども、平成２６年度

末におきましては１６３名、それから平成２７年８月末現在におきましては、１８５名の会員の
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方が参加して活動しているものでございます。 

  簡単ですが以上です。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。よく分からないのですが、ゆうあい倶楽部というのがあっ

て種目がトランポリンなんかやっていますか、見たことありませんが。それとか卓球はやってい

ますかね。小国ドームでやるのですか、どこでやるのですか。会員が１６３名もいますがどこで

こういうのをやっているのか。そしてまたｔｏｔｏの助成金は確か４、５年でなくなってしまう

という話だったと思いますが、助成金がなくなったらあとの運営はどうしていくのですか。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 実際、トランポリンは小国ドームの２階で行っております。

各種目ごとに場所が小国ドームであったり、林間広場であったり、小国小学校のグラウンドであ

ったり、一定の場所で必ずそこで行っているわけではございません。種目ごとに空いている施設

を利用して実施しているような状況でございます。それとｔｏｔｏの助成金についてでございま

すけれども、確かに助成金のほうは５年間ということで、平成２８年度までは助成金がございま

すけれども、平成２９年度からはｔｏｔｏの助成金が減ることはちょっと間違いないと思います

ので、それからの運営についても先ほど言いました、ゆうあい倶楽部のほうでは種目を増やした

り、会員数を増やしたりそういった手立てを今後また煮詰め直して、先ほど質問にございました

小学校の部活動が社会体育にという話もございますので、そういったことも絡みまして運営のほ

うが何とかうまくいけるよう今後検討していきたいと思います。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。いまいち分からないのですが、体育協会の助成金も５０万

円以上あるのですが、重複している協会はないのですか。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 種目でいいますと、ちょっと見ただけでも卓球とか重複して

いる種目はありますけれども、実際活動されている人あるいは運営している人、これは別団体に

なりますので、全く同じところに同じ補助をしているという状態ではございません。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。この助成金の振り分けというのは会員の数で振り分けてい

るのですか。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） このゆうあい倶楽部の運営につきましては、ゆうあい倶楽部

のほうで入会金あるいは年会費等を定めてございます。入会金、年会費等はそれぞれの種目ごと

にそんなにばらばらになるような金額ではございませんので、ある程度統一した金額で実施して

おります。種目ごとにそういった金額がばらついているということはないと思います。 

９番（熊谷博行君） いまいち分かりませんでしたので、また後日質問します。 

６番（時松唯一君） ６番です。９番議員が質問なされたことは、多分前年度でもこの総合型地域

スポーツクラブに対しては、体協のほうでどうかという提案をした経緯があるかと思います。こ

の３００万円というのは、多分指導なさっている方の給与、報酬、賃金どう言っていいか分かり

ませんが、そのことに使われているのが大半ではなかったかと私は記憶しております。来年度予
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算に上がる場合、ここら付近をきっちりと皆さんに分かるように、そして透明度のある予算組み

をしていただきたい。 

  以上です。 

議長（渡邉誠次君） 今の６番議員の質問に対して、答弁をお願いします。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 全国的にこういった総合型地域スポーツクラブが活動を行っ

ていると思います。熊本県内においてもある程度名前が出たところは、かなり経営的にも直接の

スポーツに限らず福祉とかにも絡ませたところで、ＮＰＯ法人化とかそういった組織づくりある

いは事業内容についてかなり手広くやって、また自治体からの補助金もかなりいただきながら運

営しているのが現状ではないかと思います。この経営につきましては、本来であれば自立するの

が目標ではございますけれども、自立するまでの間、ある程度自治体からの助成は何らかの形で

必要ではないかと考えておりますけれども、今後の運営につきまして皆さんの納得いくような方

針を打ち出せるよう、ゆうあい倶楽部とも今後協議を進めてまいりたいと思います。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

１１番（松本明雄君） ここの体育協会費の話になったのですけれども、グラウンドゴルフは補助

金が１万円しかもらえないと。西原村あたりは１５万円ぐらい出るという話も聞きましたけれど

も、今グラウンドゴルフをされている方は健康なお年寄りが多いですので、健康なお年寄りをつ

くるためにもその辺の補助金のやり方は考えていただきたいと思いますけれども、どのようなお

考えでしょうか。 

社会教育係長（石原誠慈君） 体協からの各種目協会への補助金なのですけれども、小国町は今２

０種目ありまして、一律均等に補助金を出しております。他の阿蘇郡内の状況をちょっと聞いた

ら、今議員が言われたように１０万円程度出しているところもあるみたいです。ただ市町村によ

っては種目の数が少なかったり、それと人口割で補助金を出しているというようなところもある

みたいです。今そこの差が出てきているのではないかと思いますが、今現状では小国町は均等で

出して各種目の協会に出しております。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは続きまして２５２ページ、２５３ページ、体育施設費１千４９６万

４７０円も御審議方お願いします。 

  質疑ございませんか。２５２ページ、２５３ページです。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では続きまして２５４ページ、２５５ページ、県体育施設協会費負担金まで

が体育施設費ですけれども、次の給食センター費も含めて御審議ございませんか。５千３６３万

３千９５６円です。給食センター費。 
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５番（児玉智博君） 給食センター費の報酬、賃金の部分での質疑なのですけれども、もう間もな

く今施設の建設が竣工するのだと思います。今後あちらのほうに機能が移転した場合に、こうし

た人件費にかかっている分ですね、あとはそのセンターの中の体系ですね、それは変更が生じて

くるのかどうか伺いたいのですが。 

学校教育係長（河津佐和子君） お答えします。現状では、このまま今お勤めしていただいている

事務長お一人、それから調理員８名いらっしゃるのですけれども、その方たちに引き続き業務を

行っていただくようにしております。 

５番（児玉智博君） ということは、学校施設の給食センターの部分については教育委員会が直接

指導するというふうな形でいいのですか。学校はそれぞれ学校長がトップにいて、そういう組織

形態になっているかと思うのですが、その系統からちょっとずれた部分でこの給食センターとい

うのは今までのような形でやっていくと、そういうことですね。 

学校教育係長（河津佐和子君） はい、形態的には建物が移動するのですけれども、中身的には今

までと同じような状態で行っていくところです。 

  以上です。 

６番（時松唯一君） ６番です。今の報酬の件で重複するかもしれませんが、非常勤職員（事務長）

ということになれば、建物管理から厨房関係の衛生管理から機械管理、電気管理、それにそぐえ

るような人材でないと今回からは厳しいのかなと私は思いますが、いかが考えていますか。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩をいたします。再開を２時１０分からお願いします。 

（午後１時５８分） 

議長（渡邉誠次君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時１０分） 

議長（渡邉誠次君） 質疑を続けます。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 先ほど２５５ページの給食センターの報酬費の関係で質問が

ございました。非常勤職員の件でございますけれども、非常勤職員につきましては、町のほうと

しましては１年間の契約を結んで４月から３月まで、そのたびに１年契約で更新するようになっ

ていますので、来年度新しい施設になったときにどういうふうにするかというのはまた今後。業

務内容としましても、給食センターは以前学校がまだ多かったころ、それから今現在学校が少な

くなりまして、また今回新しい施設ができますと、いよいよ配送とかそういう業務のなくなるか

わりに施設の管理としましてもかなり大きなものになりますし、個別の施設の管理につきまして

は、専門の業者の方に委託をして管理をしてもらわなければできない部分も多々ございますので、

そういう部分についてはそういった専門の方に支障がないように安全、いろんな対策を講じてい

ただきたいと思います。事務長の職務につきましてもそういった全体的な把握も含めまして、今

度からはまたいろんな会計システムも一応できるようにしたいと考えておりますので、そういっ
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た面についても業務内容をまた検討しまして、今後どういった対応にするかを決めていきたいと

思います。 

  以上でございます。 

６番（時松唯一君） ６番です。何となくオブラートに包まれたような感じなのですが、私が言っ

ているのは事務長職それと調理員とありますけれども、事務長というのはいわゆるそこのひとつ

のまとめ役になるわけですよね。ですから建物でいわゆるコンサルタントに頼む、いわゆる専門

的な部分は分かるのです。ただ事務長としての責務をしっかりやれるような説明、今からもやっ

ていないと駄目なのでしょうけれども、最低限必要な免許、そういうものを網羅できる事務長を

来年度からは採用していかないと最終的には教育委員会でしっかりやると、いわゆる担保はない

のですよね。そういう方だと私は信じていますから、そういうところはやっぱり教育長をはじめ

町長と教育委員会でしっかりと協議し、間違いのない、間違いがあっては困りますから。だから

私は来年度予算についてもこの事務長という職務は大変だなと、大変だなということはそれだけ

の責務を背負うということですから、しっかりと肝に銘じてその方と今からでもちゃんと教育し

ていったほうが得策かなとそういうふうに思います。 

  以上です。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 学校給食センターにおきましては、児童・生徒の安全・栄養

いろんな面で重要な業務と思いますので、ただいま議員からお話がありましたとおり、事務長あ

るいは調理員につきまして例年どおりの面接と確認事務ではなくて、今度施設も新しくなります

関係もありますので、そのあたりは十分今後認識していきたいと思います。 

５番（児玉智博君） 先ほどまでの私の質疑に対しては、だから学校の組織系統からは外れて給食

センターは教育委員会が直接指導するという答弁で、この非常勤職員も現状のままということで

した。しかし学校の側にあって、学校のそういう組織系統の中に入っているのであれば、これで

も十分ではないけれどもまあいいかなと思うわけですよ。しかし離れた教育委員会という、離れ

たところの系統の中に入っておいて、しかも毎日子どもが口にする食べ物を作って食べさせるわ

けでしょう。そういうところでやはりこういうそこで働いている人たちが、すべて非常勤という

そういう不安定な雇用形態でいいのかということが私は気になるわけですよね。現に隣保館には

係長級ですかね、正職員を配置しておきながら、なのにそういう食べ物という、生きていく上で

本当に重要な分野を担うところはこういう非常勤に置き換えてしまっていると、こういうやり方

がやはり今からの子どもを増やしていかなければならないというような、そういうプランまでつ

くってやっていく小国町がこれでいいのかということが私はちょっと問いたいわけですが、どう

でしょうか。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） この件につきましてはほかの市町村のどういった、この件に

関してだけではなくてほかのいろんな面もちょっと調べまして、また再度内部で検討したいと思
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います。 

５番（児玉智博君） やはりほかのところもみんな非正規職員だからといって、だったら小国町も

それでいいのかということではなくて、本当にこれは小国町の姿勢が問われている問題ですので、

やはり小国町はこうしていくのだというようなそういうちょっと気概を見せてほしいかなという

ふうに思います。 

  以上です。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） この非常勤職員での対応という件でございますけれども、ほ

かの市町村の施設では議員がおっしゃられた職員であったりとか、あるいはほかの会社のほうに

委託して実施している等いろんなところがあると思います。そういったいいところ、悪いところ

を十分検討して、町のほうとしても一番子どもさんにとって対応ができるような仕方でもう１回

確認してみたいと思います。 

議長（渡邉誠次君） ほか質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは最終、２５６ページ、２５７ページの中段下、自動車重量税までで

すね。そこまでが教育委員会の所管でございます。 

  質疑ございませんか。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。新しく給食センターになるということは、従来の 田の管

理があんまりできていないようなところに比べれば、もちろんこれにありますが汚泥の処理とか

諸々で新しくなったほうがお金がかかるのか、今までのほうがかかっているのかその辺の比較は

できていますか。 

教育委員会事務局次長（藤木一也君） 新しい施設と現在の施設につきまして、委託料等につきま

しては新しくなったほうが確かに高くなります。それは、一つは現在の施設は空調設備が全くご

ざいません。外気を取り入れてのものでして。今回は衛生面も考えましてすべて空調で管理する

ようになっております。そういった点で現在の施設よりもかなり高くなると見込んでおります。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

９番（熊谷博行君） 比較してどちらがお金がかかるかかからないかを聞いているのですが。建物

がどうのこうのではなくて、今からの維持管理で古いのと新しいので汚泥の処理とかいろいろま

た変わってくるかと思いますが、どちらがお金がかからないかという問題でございます。分かり

ますか。 

教育委員会事務局次長（藤木一也君） 現在の施設よりも今の施設のほうが高くなると思っており

ます。管理につきましては。 

９番（熊谷博行君） 分かりました。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） よろしいでしょうか。それでは住民課、福祉課、保育園、教育委員会の歳出

の質疑が終了いたしましたが、質疑漏れ等ございましたらお願いを申し上げます。 

  歳出について質疑はございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それではないようでしたら、ただいまから歳入に入ります。 

それではページを追って桃色の部分ですね、項目のページを追います。まず２４ページ、２５

ページ、負担金の民生費負担金、老人ホーム入所者負担金から福祉課の所管でございます。保育

料負担金、児童福祉費負担金が保育園の担当所管でございます。２４ページ、２５ページ、よろ

しいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは２６ページ、２７ページ、こちらが目の２民生使用料。地方改善施

設住宅使用料と福祉センター悠ゆう館使用料、こちら２つでございます。よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして２８ページ、２９ページ、目の教育使用料、学校教職員住宅使用

料、開発センター使用料、小国ドーム使用料、夜間照明施設等使用料、林間広場駐車場使用料が

教育委員会の担当所管でございます。 

６番（時松唯一君） ６番です。２９ページの公営住宅使用料で不納欠損額、１６７万２千９３０

円ですが。 

議長（渡邉誠次君） そこは建設課の所管です。 

６番（時松唯一君） ごめんなさい。 

議長（渡邉誠次君） ２８ページの教育使用料の部分ですね。教育委員会の担当所管をお願いして

おります。教育使用料です、よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして３０ページ、３１ページですが、飛び飛びになります。自動車臨

時運行許可手数料が住民課の所管です。それからそのあとの一つ飛ばして戸籍関係交付手数料か

ら印鑑登録証交付手数料までが住民課の担当所管でございます。３０ページ、３１ページよろし

いでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして一番下の段、衛生手数料から３２ページ、３３ページの上の段、

犬の登録及び注射済票等交付手数料とその他証明手数料が住民課の所管です。その下、目の土木

手数料は違います。建設課の所管です。よろしいでしょうか。 

  質疑ございませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 以下、国庫支出金のところで障害者自立支援給付費負担金から最終の養育医

療給付費負担金まで、３２ページ、３３ページが福祉課の所管でございます。よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして３４ページ、３５ページ、国庫補助金の部分で目の民生費国庫補

助金、地域生活支援事業費補助金から一番下の母子家庭等対策総合支援事業補助金までが福祉課

の担当所管です。 

  質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして３６ページ、３７ページ、衛生費国庫補助金の中の循環型社会形

成推進交付金は建設課の所管でございまして、感染症予防事業費等補助金それから次の幼稚園就

園奨励費補助金、特別支援教育就学奨励費補助金、学校施設環境改善交付金、へき地児童生徒援

助費補助金、特別支援教育就学奨励費補助金、ここまでが教育委員会の担当所管でございます。 

質疑皆さま方ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは、次のページにまいります。国庫委託金、３８ページ、３９ページ

になります。総務費委託金の中の中長期在留者住居地届出等事務委託金、それからその次の基礎

年金市町村事務委託金、年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金、ここが福祉課の

担当所管でございます。 

  質疑はございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして４０ページ、４１ページ、目の民生費県負担金、保険基盤安定県

負担金、衛生費県負担金、ここまでが福祉課の担当所管でございます。４０ページ、４１ページ。

よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして県補助金の中の４２ページ、４３ページになります。こちらの２

段目、人口動態調査事務補助金、こちらが住民課の所管です。それから一つ飛ばして消費者行政

活性化事業補助金、こちらが住民課の所管です。よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では民生費県補助金の民生委員児童委員活動助成費補助金、老人クラブ助成

補助金、高齢者住宅改造事業補助金、重度障害者医療費補助金、４４ページ、４５ページまです

べてこちらは福祉課の所管になっております。４４ページ、４５ページまでよろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 
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議長（渡邉誠次君） 続きまして４６ページ、４７ページ上の段、衛生費県補助金の中の２段目か

ら健康増進事業費等補助金、むし歯予防対策事業費補助金、自殺対策推進事業補助金、風しん予

防接種事業補助金、こちらの４項目が福祉課の所管でございます。 

  質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それではページ飛びまして、５０ページです。５０ページ一番下の段、教育

費県補助金の地域改善対策奨学資金事業市町村返還事務費交付金、続いて５２ページ５３ページ

のあと２段ですね。水俣に学ぶ肥後っ子教室補助金、それから研究指定校補助金、緑の産業再生

プロジェクト促進事業補助金、こちらが教育委員会の担当所管でございます。 

  質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは続きまして５４ページ、５５ページ、目の民生費委託金です。人権

啓発推進事業費委託金、こちらが住民課の担当所管になります。よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） では５６ページ、５７ページ、目の教育費委託金の中の支援学校給食委託金、

それから引き続き財産収入の中の備考欄で美術品取得基金積立金利子収入、それから一番下の段、

奨学事業基金積立金利子収入、この２項目が教育委員会の所管でございます。 

１０番（時松昭弘君） ちょっと元に戻りますが５３ページ、中学校費補助金というのが緑の産業

プロジェクト促進事業補助金というのが３千５０万円の補助金が出ております。これは武道場の

ほうに使われたものというふうに先ほどの歳出のほうで説明がありましたが、武道場の建設あた

りにですね、この緑の産業更生プロジェクト推進事業、この基金も当時建設をするに当たって武

道場の分について当時の木材利用促進法というような法律の中で、農水あたりの予算が出ており

ますけれども、そういったものが使えなかったかというようなふうにちょっと疑問に感じるわけ

ですが、こちらのほうにしますと補助率がちょっと若干少ない、利用促進法だったら５割の補助

金が出るということでございますが、このときのいきさつが、これは一応建物を造ってしまって

決算ですけれども、その状況を分かれば分かる範囲で結構ですから教えていただきたいと思いま

すが。 

教育委員会事務局次長（藤木一也君） 柔道場建設の際に補助金のほうの比較等も当時しておりま

すが、こちらの緑の産業再生プロジェクト促進事業につきましては、柔道場本体に対する工事費

の２分の１を補助していただけるということでこちらのほうを選んでおります。 

議長（渡邉誠次君） よろしいでしょうか。ほかに質疑ございませんか。ただいま５７ページまで

進んでおりますがよろしいでしょうか。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 
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議長（渡邉誠次君） それでは飛びまして６０ページの款の繰入金の中の目、奨学金事業基金繰入

金、こちらが教育委員会の担当所管でございます。よろしいでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは１ページ飛びまして６２ページ、６３ページの目、地方改善施設住

宅新築資金貸付金特別会計繰入金、こちらが住民課の担当所管でございます。 

  質疑はございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければ６４ページ、６５ページ、諸収入の中の項３貸付金元利収入の災害

援護資金貸付金元利収入とその下２項目です。６４ページ、６５ページ、３項目ございますけれ

どもよろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして引き続きです。６６ページ、６７ページ、農業者年金業務委託料

以外が担当所管でございます。６６ページ、６７ページ、雑入も担当所管でございます。６６ペ

ージ、６７ページよろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは６８ページ、６９ページ、目の雑入で飛びますので読み上げて参り

ます。中学校寄宿舎宿泊負担費、体育施設自動販売機収入、こちらが教育委員会の担当所管です。

それから居宅介護サービス計画給付費、福祉課の所管です。続きまして実習生受入謝金、保育園

担当所管です。悠ゆう館施設負担収入、福祉課の担当所管です。１つ飛んで一時保育事業負担費、

保育園の担当所管。２つ飛んで地域生活支援事業負担収入、７０ページ、７１ページに入ります。

子育て広場負担収入、２つ飛びまして後期高齢者療養給付費負担金精算返還金、こちら２つ項目

が福祉課の担当所管です。３つ飛びまして太陽光発電売電料、教育委員会の担当所管になります。

よろしいでしょうか。質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして７２ページ、７３ページ、一番上ですね。高齢者等活動支援促進

施設負担収入、それから間が飛びます。下段のほうになりますけれども、下から３段目、小国郷

特別支援連携協議会負担金、それからその下の段、第三者納付金、こちら２項目が福祉課の担当

所管です。７２ページ、７３ページよろしいでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） 続きまして７４ページ、７５ページの中段、地域福祉（活動）計画推進に伴

う社協負担収入、こちら１項目が福祉課の担当所管でございます。 

質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 
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議長（渡邉誠次君） それではこれをもちまして歳入の質疑を終わりますが、本日の歳入及び歳出

に関しまして、質疑漏れがあればお願いいたします。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 先ほど御質問にありました小国町の図書室関係の補助事業で

ございます。確かに図書館法の第２０条に、国は図書館を設置する地方公共団体に対し予算の範

囲内において図書館の施設・設備に要する経費、その他必要な経費の一部を補助することができ

るというふうになってございます。小国町の場合は既設の建物を利用していまして、現在予算で

計上させている分は図書室に係る管理運営費が主なものでございます。通常図書室、ほかの施設

に限らず、その建物を設置するときにも補助はあると思いますけれども、通常の維持管理、運営

については補助等は特にないと思っております。 

５番（児玉智博君） ということは、まさに既存の建物とはいえ図書室でやっていらっしゃるかと

思うのですが、例えば今後そういう施設のそういう本を置く場所の改築とかそういう部分であれ

ば、図書館になれば必要なそういう経費なんかを受けることができるということですかね。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 今の図書館法の一部だけを一応確認しましたので、あとそう

いった補助事業をする場合は、実施要綱であるとか交付規則とかいろんな細かい細部の部分があ

ると思いますので、その点をいま補助対象としてできるできないはちょっとなかなか言い難いも

のがございますけれども、その点はちょっと今のところ施設等の改修等は現在考えてはございま

せんので、今お答えするのはちょっとできない状態でございます。 

５番（児玉智博君） すぐにそういう改修が必要であるとかそういうふうには私も思っていません

けれども、ただある程度決算額なんかを見てみますと、やはり新規での図書購入も５０万円ちょ

っとで非常に少ないと思うのです。また例えば最近どこか静岡か藤沢か忘れましたけれども、図

書館がツイッターでそういう新学期が始まって、９月１日が子どもの自殺率がものすごく高い。

だからそういう人たちは、どうぞその図書館はずっといても何も言わないから、学校に行くのが

つらい子はおいでとかそういうつぶやきをしたということで、賛否あったみたいですけれども、

でも賛の意見のほうが世論としては大きかったというようなニュースも最近流れましたけれども。

やはりそういう社会教育を支えるのがこの図書館だと思う。小国町は図書室ですけれども、ただ

そういうのにふさわしいものにやっぱりしていくべきだと思うのです。ですから来年度予算では、

もうちょっとその辺の充実も検討していただきたいなということを申し上げまして終わりたいと

思います。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 貴重な意見ありがとうござます。図書の購入等につきまして

は町の予算で購入するほか、あとはほかの県立の図書館であるとかそういったところからの蔵書

の借入れ等も行って、より多くの図書を読んでいただけるよう図書室としても努力しているとこ

ろでございます。また図書室業務のほかにもいろんなほかのこともちょっと考えたらどうかとい

うことでございますけれども、現在図書室のほうは職員の方が交代で、大体１名の方で管理をし
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ている状態でございますので、またそういった点は今後も検討課題としていきたいと思います。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

２番（大塚英博君） ３５ページの臨時福祉給付金という金額が２千４５０万円に対して、１３１

ページの給付金といって支払ったお金というのが２千１４９万５千円という中で、３００万５千

円の差が出てきているわけですね。もう１点は、これは同じくページの３５ページで子育て世帯

臨時特例給付金というのが６９４万円に対して、給付されたのは６８７万円という７万円の差が

出てきているわけです。このことについて見解を、どうしてその差が出てきているのかというこ

とについて答弁願いたいと思います。 

福祉課審議員（生田敬二君） 臨時福祉給付金につきましては、平成２６年度から消費税が８％に

上がったことに伴う所得の低い方々への補てんという形で支給されたものです。対象が所得の低

い方と申しましたけれども、住民税が課税されていない方ということになります。均等割も課税

されていない方ということになります。平成２６年度補正予算で対応させていただきましたけれ

ども、その把握というのがちょっと厳しかったというか、対象者の把握又はその中で申請をされ

る方の把握というのができなかったということで、予算を基にして国庫補助金の申請をいたしま

すけれども、その補助金の金額が実績、住民の皆さんから申請を受けて支給を実際にした金額が

少なかったということです。国保補助金に対して支給額が少なかったので、３５ページですかね、

補助金は２千４５０万円ですが歳出のほうは２千１００万円程度になっているかと思います。こ

のお金についてはまだ確定はしておりませんけれども、３００万円ほど国のほうに返還する必要

が出てまいります。まだ確定という形で国のほうから通知が来ておりませんので、改めて今年度

の補正予算に３００万円の返還金、歳出予算の増額のほうで対応させていただきたいと思ってい

るところでございます。子育て世帯給付金にしても同じ内容の形になります。 

２番（大塚英博君） Ｐ３５のほうにありますように、給付の事務補助金という金額の中で３９０

万円と１００万円という４９０万円を補助しているわけです。お金をいただいているわけですよ

ね。そういう中でできるだけ把握された中に、全額その人たちが給付できるようなシステムとい

うのを、返還しないでもこのお金を１００％確保できるようなシステムというのを何とか構築し

ていただきたいと思います。 

  以上です。 

福祉課審議員（生田敬二君） 先ほどちょっと私も何というか説明不足の点がございました。制度

的には先ほど言いましたように、住民税の非課税世帯の方々が、これは給付金で消費税の影響を

受けやすい方々ということで、そういう規定がされておりますが、その方々の申請によって支給

をするということです。実際対象になる方ならない方、町のほうというか福祉課のほうできちん

と把握できない。これは個人情報の取扱いとかもあるのですけれども、そういったことで申請が

あって本人から同意書をもらった上で本人を確認させていただいた上でその方の課税の状況、ま
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た扶養の状況、要は申告の状況ということになりますけれども、そういうのを調べさせていただ

くと、そのときには把握できませんので、その同意書をもって初めて調べさせていただく。中に

は他市町村の全く違う方の申告に関わっている方もおられます。どうしても日数がかかってしま

いますのでそういう形で申請があった方、同意を得た方について調査をして、支給対象となるか

ならないかというのを決定していくという格好になりますので、ちょっと加えて説明をさせてい

ただきます。 

２番（大塚英博君） 要は支給漏れではないということですかね。 

福祉課審議員（生田敬二君） 申請によりましてその方が支給決定か、あるいは不支給決定かとい

うことでどちらかに決定しますので、申請のそういった漏れとはちょっと意味合いが違ってまい

るというふうに考えております。 

２番（大塚英博君） 要するに、これは申請をすればお金がもらえて、申請をできなければお金が

もらえなかったということですかね。 

福祉課審議員（生田敬二君） そのとおりでございます。本人しか分からないこともありますので、

いろんな例えばおぐに広報であるとか、おぐにチャンネルであるとか同報無線等で制度のほうは

周知をさせていただいているところでございます。現在も申請受付をしておりますが、本年度も

同じ方式で申請のほうを受付業務しております。 

  以上です。 

２番（大塚英博君） 民生委員の協議会の補助金というのがＰ１３１番にあります。これについて

は１１５万円という補助をいただいておるのですけれども、これはあくまで民生委員協議会に対

する補助で、活動をやっていますとこれに対しては非常に不足額というか大変な、１１番の同僚

議員が言ったように、今の高齢化の中では大変な仕事を請け負っている中で活動事業ということ

については非常に厳しいところがございます。ちなみに民生委員の県の補助金というのが１４万

６千円については、非常に１１５万円というのは大きいように見えますけれども、この点につい

ても同僚議員が言いましたように、これから福祉社会に入っている中でいかにやっぱりこれから

子育てにだけじゃなくて、高齢者福祉に対して携わっていかなければいけないかと。そういう中

で、人材確保が非常に厳しい中で、この活動そのものの支援そのものが福祉の根幹ではなかろう

かと思いますので、この点についても増額というかそういう形でお考えいただきたいと思います。

その点についてどうお考えですか。 

町長（北里耕亮君） 質問の中で私からも言いましたように、いろいろな部分で活動をしていただ

いてはおりまして、行政といたしましても協議会の限られた予算の中で様々な活動をしていただ

いております。そういう部分ではありますけれども、これは歴史的な部分で予算の部分もありま

すので、活動をしていただいているというのは行政としても理解はしているというか、感謝して

いるところでありますが、これをすぐなかなか増額という部分についてはですね、先ほど答えの
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中に言いましたように福祉協力員という制度も設けまして、業務の軽減化というのも努めており

ます。そういう部分でちょっとまた内部でいろんな話題にはしていきたいと思いますが、御意見

のとおりすぐさま増額という部分には少し思いがあります。  

  以上です。 

２番（大塚英博君） これは民生委員に対する手当補助ということではなくて、その活動に対する

多分補助金という金額だと思います。その中でこれから先の活動に対して今、社会福祉協議会と

いう中でやっていますけれども、社会福祉協議会という金額の中でも、町から大きな金額が補助

金として出されていますので、そういう中からでもこの独立して１１５万円の金額を上乗せして

いただければいいかと思いますが。 

町長（北里耕亮君） 話題が深くなりつつありますので、今年度の決算はこれということで御理解

いただいて、今後についてはまた一般質問等で話題にさせていただければと思っております。政

治判断というか政策判断をする上において、仕組みはこういうような仕組みになっておりまして

社協からの補助金というのは、また社協は社協で団体補助金は利用の目的がありますものですか

ら、この増額するかどうかはあとは町の判断になるかと思います。ただ今繰り返しになりますが、

議論を深めていくにはまた別の部分でお願いを申し上げたいというふうに思います。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑はございませんか。 

２番（大塚英博君） すみません、老人クラブの補助というのがページの１４３にございますが、

２９９万５千３６０円という中で先ほど１１番議員が話したように、グラウンドゴルフですね。 

１０番（時松昭弘君） １回これは歳出が前に終わったのだから、だから終わってまた今項目は、

だから前のときに質問してもらわないと困るわけですよ。今のところは歳入の中でやっているか

ら、そうした場合には繰り返しになってしまうわけですよ。全体的にして、またそれは一般質問

なんかでしないと、これは今個別でまた前のことを言っても、ぶり返しになってしまいますよ。 

２番（大塚英博君） すみません、私がちょっと今私が分からなかったもので、こういう中で一遍

にまとめていこうという形だったもので、そういう質問になりました。では、質問は却下しま

す。 

５番（児玉智博君） 一応質問漏れはありませんかと言って、質問する権利はあるのだから、ある

程度権利はやっぱり尊重しないと。 

１０番（時松昭弘君） いやいや、それは質問はしていいですよ。それでまた歳出の項目で歳入。

だからその項目ごとで。 

（雑談あり） 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩をいたします。 

（午後１４時５８分） 

議長（渡邉誠次君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後１５時０８分） 

議長（渡邉誠次君） 質疑を続けます。本日の歳入歳出に関しまして、質疑漏れはございませんで

しょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければ次に別冊の平成２６年度小国町特別会計歳入歳出決算の中の平成２

６年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び平成２６年度小国町介護保険特別会計歳入

歳出決算並びに平成２６年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、平成２６年度小国町

地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算、平成２６年度小国町坂本善三美術館

特別会計歳入歳出決算について、各課長及び局長より説明をお願いいたします。 

福祉課長（穴井幸子君） それでは小国町国民健康保険特別会計決算の説明をさせていただきます。

小国町特別会計歳入歳出決算書の４ページをお開きください。４ページから１１ページを使って

説明させていただきたいと思います。 

まず、８ページをお開きください。８ページ、９ページです。８ページの歳出のほうから説明

させていただきます。本会議でもお話いたしましたけれども、平成２６年度は前年度から人数、

世帯数も減少しております。ですからそれを受けての決算状況となっております。款１総務費に

つきましては、特別会計全体の総務管理費と徴税費、国保運営協議会の経費でございます。平成

２６年度は調整交付金システムのバージョンアップ委託料がございまして、総務管理費が前年よ

り増になっております。 

款２の保険給付費でございます。療養諸費、高額療養費、移送費、出産育児諸費、葬祭諸費を

支払っております。これにつきまして、本年度は合計いたしまして６億６千７００万円というこ

とで、この保険給付費につきましては昨年より７.６%ほど減となっています。昨年は療養費が多

かったものですから、平成２６年度はとても低く見えておりますけれども、一人当たりの医療費

は平成２５年度と比べましても高い水準ではございます。 

続きまして款３後期高齢者支援金等でございます。これは国保特別会計から支援をするもので

ございます。 

款６介護納付金でございます。これにつきましては介護保険第２号被保険者で国保の被保険者

の方、４０歳から６５歳までの方の支払う介護保険料を納付するものでございます。これにつき

ましては平成２５年度は７千５００万円、平成２６年度は７千７００万円と少し上がっておりま

す。 

款７でございます。共同事業拠出金でございます。これは３０万円を超す療養費につきまして

は熊本県全体でまとめてストックして、それでお互いの保険者の高額な療養費に対しましての影

響を少しでも抑えようということで、熊本県の国保連合会に共同事業の拠出金として出しており

ます。昨年と同程度の金額でございます。 
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款８保健事業費につきましては、保健事業費と特定健診等の事業費でございます。保健事業費

は４０歳未満の保健事業、４０歳以上になりますと特定健診ということになりますので特定健診

と人間ドックの助成を行っており、そういったものが上がっております。 

１０ページでございます。諸支出金ということで償還金が出ております。以上で合計１１億３

千６３５万９千１５９円でございます。平成２５年度に比べますと０.４%の事業費の減となって

おります。 

次に、歳入でございます。４ページからでございます。款１国民健康保険税につきましては、

平成２５年度が２億３千３００万円ということです。平成２６年度は２億２千７００万円という

ことで減になっております。世帯数や人口の減少などが影響しているのではないかと思われます。

あとは県支出金、共同事業交付金、先ほどの共同事業で拠出したうちから返ってくる金額が１億

２千５００万円ほどでございます。 

款１０でございます。繰入金につきましては、一般会計からの繰り入れと基金からの繰り入れ

でございます。基金からの繰り入れを２千万円、これは予定どおり行いましたけれども、それで

も歳出に対して不足が生じておりますものですから、更に法定外といわれる一般会計からの繰り

入れ３千万円をお願いしていただいております。以上で歳入の合計が１１億５千５２５万６千６

８４円で前年に比べ０.３％減の歳入となっております。以上でございます。 

  続きまして小国町介護保険特別会計について御説明させていただきます。介護保険につきまし

ては４４ページから４９ページまでの表で御説明させていただきたいと思います。それでは４８

ページ、４９ページの歳出のほうからでございます。まず総務費でございます。国民健康保険と

同じで、介護保険会計を維持するための総務的な管理が主でございます。平成２６年度は第６期

の介護保険事業計画等を作成しておりますので、その委託料で金額が増になっております。 

  続きまして保険給付費でございます。介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費などサー

ビス等諸費で合計９億３８３万３千７４４円となっておりまして、平成２５年度が８億９千９０

０万円ほどでしたので、約５００万円の増加となっております。 

  続きまして３地域支援事業費です。これは介護予防を受けていない方の予防事業と要支援の方

まで含めましたところでの介護予防・日常生活支援総合事業また包括的支援事業・任意事業とい

うことで小国町独自の事業を展開するということで、２千９万５千６０６円の事業費を使わせて

いただきました。これにつきましても昨年より１００万円ほどの増加となっております。あとは

諸支出金で償還金が出ております。合計の９億４千４８４万７千１３円となっておりまして、平

成２５年度より約７％の伸びとなっております。第１号被保険者が前年度より４７人の増となっ

ていますので、そういった関係で伸びているものと思われます。 

  続きまして、歳入のほうです。４４ページを御覧ください。４４ページ、４５ページです。１

の保険料でございます。この保険料といいますのは第１号被保険者、６５歳以上の介護保険被保
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険者の保険料でございます。１億３千５３４万２千６７９円ということで、昨年平成２５年度よ

りも約５００万円ほど伸びております。団塊の世代の方々が入ってきていることからも影響して

いると思われます。あとは国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、こういったものは保健給付

に対してのそれぞれの負担金となっております。あと繰入金といたしまして、一般会計から１億

１千９７５万６千８７８円の繰り入れと繰越金がございます。諸収入としまして要支援認定者の

サービス計画に対する収入が入ってきております。 

４６、４７ページでございます。合計で歳入が９億６千１１１万２千９４２円ということでこ

ちらは平成２５年度に比べまして約１.４％の減となっております。以上、介護保険特別会計の説

明を終わらせていただきます。 

  続きまして、小国町後期高齢者医療特別会計決算の御説明を申し上げます。これにつきまして

は決算書７８ページから８１ページで御説明させていただきます。 

まず歳出からです。８０ページ、８１ページをお願いいたします。１の総務費はこの会計を維

持するための費用でございます。款２後期高齢者医療広域連合納付金でございます。これは徴収

した保険料、それと保険料につきましては低所得者に対しまして減額がございます。減額した分

での保険料の徴収につきましては低所得者に対しては減額がございまして、減額した分での保険

料の徴収につきましては国、町が補てんするようになっております。その町の分を一般会計から

いただいて、それも合計して広域連合のほうへ支払っております。その合計が９千２６１万２千

２６０円です。款３保健事業費です。後期高齢者の健康診査ということでの保険事業委託を受け

まして、３４１万５千４４９円で行っております。以上、歳出の合計額が９千６９５万７千１７

１円ということで昨年度と同程度となっております。 

  続いて、歳入です。７８ページでございます。１後期高齢者医療保険料が５千８４６万５００

円、それと繰入金ということで一般会計からの繰入金が３千５３０万１千１６０円、諸収入とい

たしまして保険事業の受託事業収入が２６９万２千２５２円、そして繰越金で歳入合計が１億１

４９万６千４３２円でございます。ほぼ昨年と変わりはございません。以上、後期高齢者医療特

別会計の説明を終わらせていただきます。 

住民課長（河野孝一君） 特別会計、平成２６年度小国町地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別

会計の決算につきましては、先日の本会議で説明させていただきましたので今回は省略をさせて

いただきます。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） それでは坂本善三美術館特別会計の決算について説明させて

いただきます。まず、本日配付させていただきました教育委員会事務局資料２について簡単に説

明させていただきます。この資料は平成２６年度における坂本善三美術館の事業等の実績でござ

います。まず１ページ目が美術館で開催しました企画展とその関連行事でございます。次の２ペ

ージ目が保育園と小中学校を対象としました鑑賞と体験教室でございます。３ページ目が一般の
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方を対象として開催しました美術教室でございます。次の４ページ目は友の会主催で開催しまし

た事業とその他の事業でございます。５ページ目は前述の小学校の鑑賞体験教室の内容を示した

ものでございます。それから最後の６ページ目が入館者の推移を示した資料でございます。 

それでは決算書のほうをお願いします。決算書の１１６、１１７ページをお願いします。歳入

の明細でございます。入館料が２６１万２千２８０円、前年度と比較しますと約５４万円ほどの

減でございます。次に一般会計繰入金９３９万８千９４４円、同じく前年度と比較しますと約８

４万円ほどの増でございます。諸支出金が９２万４千４８０円、これも前年度と比較しますと約

１１万円ほどの増となっております。なお一番下にあります、花王芸術科学財団助成金５０万円

は先ほどの資料の１ページの一番下に掲載しています、若木くるみの制作道場にかかる助成金で

ございます。また収入の減につきましては決算審査意見書にもありますとおり、昨年度行われま

した旅行会社のバスツアーによる入館者が減となったためでございます。 

次の１１８ページから１２１ページまでが歳出の明細でございます。前年度と比較しますと総

額で約４２万円ほどの増になっています。対前年度比率としましては１０３.４％の決算額でござ

います。増額の主な理由としましては、平成２６年度におきまして美術館内のトイレの改修工事

を行ったためのものでございます。 

１１９ページの真ん中より少し上にあります報償費の講師謝礼３２万円につきましては、美術

教室と企画展を開催した折のものでございます。 

次の１２１ページには下のほうにトイレ改修工事９７万２千円がございます。この工事は美術

館内のトイレが和式であったため、男性用１基と女性用２基を洋式トイレに改修したものでござ

います。その次に備品購入費としまして、補正予算で計上させていただきました事務室用のエア

コン購入費１４万円がございます。それからほかの歳出につきましては美術館の管理運営、企画

展や展示等にかかわる費用でございます。 

以上簡単ですが説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。 

議長（渡邉誠次君） それではただいま所管課より説明が終わりましたので質疑に入ります。それ

では特別会計決算ごとに進めていきたいと思います。まず福祉課所管の国民健康保険特別会計歳

入歳出決算、介護保険特別会計歳入歳出決算、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について審

議に入ります。福祉課所管の特別会計について歳入歳出ともに質疑ございませんでしょうか。 

５番（児玉智博君） ではまず全体を通じてですね、この特別会計ほとんどがやはり財政的には決

して楽ではないものだというふうに思っています。そうした中でやはり平成２７年度については、

特に介護保険は料金が上がったし国保税についても増税の条例改正案が出されたわけです。ただ

し、やはりそういう町民とか保険者に更に重い負担を求めるのであれば、やはり無駄な部分です

ね、それを徹底的にやっぱりなくしていかないと、負担だけ重くされたのではやっぱり被保険者

はたまらないし納得は得ることはできないと思うのです。そこで次年度以降、やっぱりここは見
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直すべきところだというようなところはありますでしょうか。 

福祉課長（穴井幸子君） 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療なのですけれども、特に国民

健康保険につきましては住民の方の健康づくりということ、健康を維持するための医療費関係や

健康づくり関係を賄っております。そこを一番大事にしておりますところで、毎年ギリギリの予

算を立てております。ひとつ考えますにはそれぞれの担当ですね、あと町のほうもこの国保の運

営について検討しておりますので、今のところギリギリ一生懸命考えてしているところでござい

ます、というふうに考えておりますので。 

５番（児玉智博君） やはりですね、その給付の部分とかいうのはもう削ることはできないわけで

すよね。ただ、本当に大変な思いをして被保険者の人たちというのは保険税や保険料を納めてい

ると思います。そうであればやはり１円でも無駄にすることはできないと思うのですよ。だから

例えば消耗品費とかそういうところは、やっぱりそれこそ鉛筆はもう最後の最後まで使うとかそ

ういう気持ちでやっていただきたいのですが、例えば３５ページの疾病予防費になりますか、印

刷製本費で２０万円ちょっと含まれているのです。これが要は町内全戸に配布されている、すこ

やか国保という雑誌というか広報のような二つ折りのやつだと思うのですけれども、実際これで

どれほど効果が上がっているかということを私は思うのです。しかも、これはどこが出している

かというと熊本市の製薬会社ですよ。熊本市の製薬会社が出して一般的に健康づくりをしましょ

うねという啓発のようなものなのですけれども、そんなのをわざわざ製薬会社が出しているのに

２０万円もかけてやることかと。毎月出している小国町の行政広報にちょっとそういうページを

作って、職員にやはり保健師なんかもいらっしゃいますので、そういう人たちがやはり自分の経

験に基づいた記事を書いて、そういう健康づくりを呼びかけると、そういうふうにしていったほ

うが町民には伝わるのではないかと思うのですが、こういう部分は見直さないのですか。 

福祉課長（穴井幸子君） 健康づくりに関しまして、この印刷製本費は言われますように、すこや

か国保でございます。これは６町村が共同して行っているものでございます。やっぱりいろんな

啓発をするということに関しましてはいろんな形、手法を用いて啓発はしていかなくてはならな

いかと思っております。郡全体で健康づくり関係、それとかどうやって過ごしたらいいかとか、

あと健診の重要性とかですね、そういったのをカラー刷りで呼びかけていく、そしてまた広報誌

でも保健師だより、保健師のページがございます。健診が近づきますとおぐチャンとかで載せて

おりますし同報無線もしております。いろんな形で広報していきたいと思います。おっしゃると

おりにいろんなことがありますけれども、そういったところで少しずつ、ここの６町村ございま

すので、そういったところで協議とかもしてどのような仕方がいいのかというのをまた考えられ

たらと思っております。 

５番（児玉智博君） 少しずつと言っているぐらい財政に余裕があればいいのですけれども、そう

じゃないですよね。だからやっぱりこういうのは、６町村でやっているからといって誰も言いだ
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さなければ、これはいつまでも毎年毎年出し続けることになってしまうと思います。やはり必ず

共同でやっているのなら、ほかがやめないと小国町がやめられないとそういう問題じゃないと思

いますので、やはりもうちょっとこういう見栄えはカラー刷りでいいかもしれないけれども、そ

れを出したことで啓発をやった気になるのではなくて、やはり自分たちの経験に基づいたプリン

トを作ればこんなお金はかからないだろうし、何よりやっぱりそういう町民のもとに老人会の集

まりなんかがあったりもするでしょうから、そういうところに足を運んで、やっぱりそういうの

を呼びかけていかないとなかなか健康づくりなんていうのはうまくいかないのではないかなとい

うふうに思います。 

次が介護保険特別会計についてなのですが、６７ページの二次予防事業の委託料で２５６万４

千６４０円というのがございます。この調書の中を見てみますと、調書は何ページ、介護保険で

すので、ナンバー６ですね。ナンバー６の熊本健康支援研究所ほかというところに委託がされて

いるわけですね。同時にこの決算書の中の次１枚めくっていただいて、１枚、２枚めくっていた

だいて７１ページ、ここの中ほどの委託料の介護給付費等費用適正化事業委託料というので１２

０万円ちょっと出ております。この二次予防事業とこれとの関係が何かありましたら説明をお願

いしたいのですが。 

地域包括支援センター長（松崎優子君） まず介護給付費等費用適正化事業ですけれども、これは

平成２１年度から平成２５年度に新規に介護認定された８２１人の方について要介護状況の認定

者の発生状況でありますとか、予防給付の受給者状況の分析をしたものでございます。それを分

析して地域支援事業ですね、二次予防事業や一次予防事業など、そういったものがどんなふうな

効果といいますか、そういったものの介護予防事業の振り返りといいますか、そういったものを

して次の介護予防事業へつなぐというところで評価の適正化事業を行ったものです。適正化事業

の分析内容としましては、新規認定者の年齢ごとの発生の推移でありますとか、新規の要支援、

要介護者に占める自立高齢者の占める割合ですとか、新規認定者数の推移、原因疾患とかそうい

ったところを分析しております。以上です。 

５番（児玉智博君） 要するにこの６７ページの二次予防事業委託料の評価を簡単に言えば７１ペ

ージの適正化事業で評価したということでした。それでですね、私は問題だと思うのがこの委託

先が全く同じ熊本県健康支援研究所か、同じところが評価して意味があるのかと。やはり第三者

的な目で見て評価しないと、正しい評価というのはできないと思うのです。私も評価書が成果と

してできてきたものを見ましたけれども、転倒によって介護が必要になった方が西里は何人いま

した、下城は何人でしたとかそんな小国町の大字内でそんな転倒が原因で何か介護が必要になっ

たとか、地域によってそんな因果関係があるわけがないのですよね。気温も少しは違うけれども、

ほぼ同じ気候だし、天候というのも大体町内雨が降ればほとんどのところが雨が降るわけだし、

そういうことをしかもその評価書を作るのに１２０万円も予算を使ってやるということ自体が大
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体その介護予防にどれだけの効果があるのかと私はこれは疑問でならないわけです。一応確認し

ますけれども、これは何か法的にやらなければならないことなのですか。 

地域包括支援センター長（松崎優子君） 介護給付費等費用適正化事業というものは、地域支援事

業の中の任意事業で行うことができるようになっております。 

５番（児玉智博君） できるわけで、しなければならないわけではないのですよね。やはりそうい

うそもそもから実際その二次予防事業をやっているところと、それと同じところに適正化事業と

いって評価するところを委託すること自体が、大体それはそんなことをしたら自分がやっている

ことの評価は甘くなるに決まっているじゃないですか。結局結論としては、自分たちがやってい

る木魂館でやっている何とか学校とかですね、それをもっと頑張っていかなければなりませんね。

何か自分の会社のＰＲのような結論で終わっていると。そんなことにこんな１２０万円もお金を

使うこと自体がこれはもう考え直すべき、次年度は絶対にこんなものはやめてもらいたいという

ふうに思います。 

それと最後に１点聞きますが、やはり今度の鬼怒川の氾濫においてテレビなんかではあそこの

地域のどこかに寝たきりのおばあちゃんがいるかもしれないということで、自衛隊がどこか分か

らないわけで、１軒１軒施錠されたところを、誰かいますか、誰かいますかと言って呼びかけて

いったけれども、結局はその方は入院していて助かったわけですけれども、やはり今から小国町

のやり方としては地域で介護を支えていきましょうというふうになっているわけですよね。そう

であるならやっぱり高齢者世帯が町内に何軒あって、その中に単身でお年寄りの一人暮らしをし

ているところが何軒あるかというのをこういう適正化事業をやる前に町はつかんでいくべきだと

思うのです。だからそれは別に災害に備えるだけではなくて、やっぱりその地域で可能な限り自

分の慣れ親しんだところでお年寄りが暮らせるように、その保障をしていくということは大事な

のですが、そういうことはやっているのですか、つかんでいますか。 

福祉課長（穴井幸子君） すみません、２つよろしいでしょうか。最初の介護給付費等費用適正化

事業関係ので１つちょっとお話させていただいてよろしいでしょうか。一応この地域支援事業を

初めて町は取り組んできておりまして５年です。それを行ってきまして、その間、小国町の高齢

者の方々がどのような状態であるかというのをちょっと１回検証しようということでこの事業を

行いました。どうしてここにしたかといいますと、１つはここの方がデータを持っているもので

すから自分の事業の評価ではなくて、小国町のデータを出していただくということでお願いをし

ています。これに基づいて小国郷内の事業所の方々に来ていただいて、小国町の状態はこういう

ことですよということで、今後の介護関係に役立てていただこうということで説明会等は行って

おります。すみません、ちょっとお話させていただきました。 

それと小国町の高齢者のことなのですけれども、小国町は災害時の要援護者という名簿を民生

委員の方々から御本人の同意を得たところで名簿を出していただいております。その中２１９人
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おられますけれども、その中で高齢者のお一人暮らしが９０人、高齢者のお二人暮らしが３５人、

二人暮らしで３５人というのは変ですけれども、二人暮らしが３５人で障害をお持ちの方が５８

人、日中の独居の方が３０人、夜間の独居の方が１人、その他ということでデータを把握してお

ります。確かに言われるとおり今度の災害については大きなものでした。行方不明の方が２２人、

あとのほうから７人は所在が分かったということで、その間の心配はいかばかりかと思います。

人ごとではもうないというふうに思っております。この間の大雨のときに西里、北里地区が停電

になりました。そのときもこの要援護者の名簿とこの方はお一人暮らしではないかという名簿と

いいますか、大体把握ができている部分については、その方々については民生委員とか、あとま

た職員もですけれども声かけ、見回りを実際しております。そういったところの対応はやっぱり

しっかり考えていかなくてはならないというふうに思っております。 

５番（児玉智博君） そういうふうに地域で介護を支え合おうというふうにやはり町が言うのであ

れば、そういうこともしっかりつかんでいただきたいと思いますし、ちょっと言われたから私も

ちょっと思うところを言わせてもらいますけれども、例えそこの熊本健康支援研究所がデータを

持っているからといって、役場にもその同じデータがあるわけでしょう。そうであればわざわざ

１２０万円もかけて、要するにそのデータがあるかもしれないけれども、成果品の情報量として

非常に無駄なものが多いわけですよね。そうであればやはり自分たちで大変なことかもしれない

けれども、そもそもそれは別にそれをしなければならないわけではなくて、つくることができま

すというふうになっているわけですから、その辺はもうちょっとやっぱり予算とか、元はそうい

う保険料とかから町民や被保険者の人が支払ったものですから、もっと大事に執行していってい

ただきたいということを申し上げて終わります。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。福祉課所管の各特別会計について質疑ございま

せんか。 

それでは次に住民課所管、地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算について

質疑に入ります。質疑ございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは最後に教育委員会の所管、坂本善三美術館特別会計歳入歳出決算に

ついて質疑に入ります。質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 坂本善三美術館については、一般質問の通告も出しておりますので、それと

ちょっとかぶらない程度に少しだけ聞かせていただきたいと思います。実際いろいろ県内にも市

町村が運営している美術館というのは、津奈木町であったりとか宇城市にもあるのですが、入館

料はほかのところと比べるとやっぱり収入の部分としては非常に頑張っているというか多いとい

うふうに思っています。ただ、これはずっと今年も９００万円ぐらい一般会計からの繰り出しも

行っているのですが、それは実際なかなかそういう美術館とかで利益を生み出すことそのものは
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難しいですので、ある程度のやっぱり教育施設としてそういう一般の予算から出していくという

のはそれは仕方がないことかなと思います。ただそうであればやっぱりもうちょっと町民の学

術・文化に役立つようなそういう運営をしていただきたいというふうに思うのですが。それでこ

の教育委員会配付の資料を見てみますと、平成２６年度坂本善三美術館の企画展及び関連事業と

いうことでいろいろやっているのですが、何と言うかその中でなかなか誰が見ても分からないと

いうか、見る人が見ないと分からないような部分もあるのですよね。例えばこの若木くるみさん

の制作道場というのが社会教育の中でも社会体育なのか何なのか分からないような、町内を走り

まわったりとかですね、なかなかそういうことをやっていると町民が近づきにくいというか、そ

ういうふうになるのではないかと思うのです。だからやっぱり美術館という本当にこういう田舎

の小さい美術館ですから、やっぱり足を踏み入れたいと町民の人たちが思うような美術館づくり

をしていく必要があるのではないかと思うのですが、ちょっとこの点でここ数年の美術館の方向

性というのがちょっと迷っているのではないかという気がするのですが、いかがでしょうか。 

教育委員会事務局長（横井 誠君） 美術館が開催していますいろんな事業でございますけれども、

今年が２０周年を迎えるということで、当初の事業内容から現在に至るまで多種多様な事業を行

ってきたものと思っております。その中で先ほどの資料でも説明させていただきましたけれども、

いろんな一般の方を対象にしたり、あるいはうるるん体験の方を対象にしたり、保育園あるいは

小中学生を対象にしたいろんな事業を開催してございます。毎年似たような事業もあるかもしれ

ませんけれども、この美術館につきましては当初設立しましたときから小国町は交流ということ

を進めて、この部分も美術館の経営にはかなり考慮して開催設立したものと考えております。そ

ういった意味におきまして議員からの御意見がありますとおり、美術に関する基本的な学習であ

りますとか、そういうことも十分考慮してそれとプラスした形でいろんなちょっと大げさに言い

ますと、県内・県外あるいは全国的にもいろんなそういった芸術に関する人がございますので、

小国町の方をメインには置きますけれども、そういった方のいろんな文化活動を取り入れること

によって、また小国町にも新しい目が向くのではないかと考えております。 

  以上であります。 

５番（児玉智博君） またこれは後日一般質問でも通告を出しておりますので、引き続きそのとき

に聞かせていただきたいと思います。終わります。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

６番（時松唯一君） ６番、時松です。同僚議員が一般質問で質問するということで、私は簡潔に

ちょっと質問いたしますけれども、今度のおぐに広報等に坂本善三美術館の２０周年記念という

ことで表紙を飾っております。決算の中で９８１万８千円ですね、美術品購入を含めて約１千万

円の一般会計からの繰入れということになっております。平成７年から開館して、今年平成２６

年度までに約３億５千万円ほどの繰入金をしているわけでございます。ここで提案でございます
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けれども、鍋ヶ滝も１０万人を超えていると、１０万人を超えた中に坂本善三美術館は収入がち

ょっと目減りしていると。あくまでもこれは点で考えている。線で考えるべきかなと。鍋ヶ滝、

坂本善三美術館、それから 田滝、城村滝、下城滝から杖立、それからわいた。というようなこ

とを以前にも私は申し上げたことがあるかと思うのですが、まずは鍋ヶ滝とそれから坂本善三美

術館というものを名前が変わったらいいのかなと。坂本善三美術館は残して、指定管理者制度あ

たりを同時に取り入れてそこで一緒にやっていくと、これは単体でやっていくとどこまでも繰入

金が続いて１０億円になるのかなという私は危惧しておりますけれども、そこら付近の見解をお

伺いいたします。 

町長（北里耕亮君） 議員のおっしゃるとおりに鍋ヶ滝はお陰さまで増えております。坂本善三美

術館はなかなか厳しい状況ではありますけれども、先だっても学芸員と話をする際に、やはりた

くさんの方がこられている部分をどうにか美術館のほうにというような思いも、学芸員の方は言

っておりますが、ではどういうふうにしてここに引き入れるかという部分でこれから一緒になっ

て考えていきましょうというようなことを私は言いました。その部分で何か美術館の部分は、美

術館というのはやっぱりその方の趣味嗜好というか、価値観というか、そういう部分で強制的に

中に、やっぱり好きだから中に入るという部分もあるかと思います。その一歩手前で例えば以前

は喫茶コーナーが建物の中にあったわけでございますけれども、何かそこを立ち寄りやすいよう

なそういう部分をこれから考えられないかなというような部分を話しましたが、なかなか場所も

限られた場所になりますので、一朝一夕にはいかないなというような思いはしております。制度

的な枠組みの話でありますと、当面は美術館を指定管理等にはなかなかちょっとそれは町の姿勢

としてはその考えまでは至ってはおりません。これから検討するかどうかも、そこは検討に値す

るかどうかもちょっと考えさせていただきたいというような思いをしております。やはり町の進

める分野として坂本善三美術館は、美術館としては町営でさせていただきたいというふうな思い

はしております。そこはしっかり進めていきたいと。ただこれだけの繰入金はありますので、５

番議員がおっしゃったような社会教育のような、もっと町民にもっと親しみができるような事柄

を、催しをどんどんつくっていきたいと。このペーパーを見てみますと、学校関係からもたくさ

ん入っております。そういう部分をもっと増やして町民の理解を得るようなそういう施設にして

いきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

６番（時松唯一君） ちょっと私が消化不良なのですけれども、この関連行事あたりを見ますと、

多分前年度いただいた概要、展覧会、名前が少し変わっているのかなと。そういう中において、

今町長がおっしゃった町としてやっていくと。町としてやっていくということは、やはり町の町

長としての責務が非常に大事だと思うのですよね。町を代表している町長がこの坂本善三美術館

を町として維持していくということですから、よほどいろんなアイデアあるいは方針、政策、そ
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ういうところを持っていかないと町民もはっきり言いますと坂本善三画伯も結局マニアックな人

たちと言うとおかしいのですけれども、その坂本善三先生が好きな方々がいらっしゃると思うの

です。逆に言えば違う先生が好きな方もいらっしゃるとすれば、やはり私個人からして言わせて

いただければ、坂本善三美術館というのはどうもピンとこないのです。いわゆる坂本善三先生が

その中にあるということであればいいと思いますけれども。 

町長（北里耕亮君） このあたりについても随分深い議論に入り込んでいっておりますので、先ほ

どからちょっと違う部分の質問で、深く議論が入り込むときにはまた一般質問という部分もあり

ますので、たくさんのまた意見をお聞きしたいと。それからまたこの美術館に関係しては、坂本

善三美術館運営協議会という組織もございます。そういった部分でもまた議論していきたいし、

よければこの部分について執行部の考えもありますが、議会のいろんな考えも常任委員会とかそ

ういう組織が議会にもおありでしょうから、またいろんな部分で話題にしていただければという

ふうに思っております。 

  以上でございます。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑等ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） それでは決算全般について質疑漏れはございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（渡邉誠次君） なければこれをもって、本日の全員協議会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

  明日１５日は、建設課、産業課、情報課です。 

（午後４時０３分） 
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議事の経過（h.27.9.15） 

 

議長（渡邉誠次君） 皆さん、おはようございます。 

本日、全員協議会３日目でございます。産業課、建設課、情報課の協議をよろしくお願いいたし

ます。 

昨日御報告にありましたとおり、阿蘇で噴火がございまして農作物の被害が多分一番懸念され

るところでございますけれども、報道でも出ましたとおり、かなり阿蘇のほうで風評被害の影響

が観光面にも出る予想がされておりますので、非常に考えるところでございます。では、北里町

長に御出席をいただいておりますので、一言御挨拶をよろしくお願い申し上げます。 

町長（北里耕亮君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、全員協議会３日目でございます。本日の所管は産業課、建設課、情報課でございます。

各課長、審議員、係長それぞれ出席をいたしております。慎重な審議をよろしくお願い申し上げ

ます。 

（午前１０時００分） 

議長（渡邉誠次君） ただいまより、全員協議会を開催いたします。 

ただいま出席議員は１２人であります。直ちに会議を開きます。 

本日の協議事項につきましては、お手元に配付してあるとおりです。平成２６年度決算という

ことで十分なる審議方よろしくお願い申し上げます。 

１．平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算認定について 

２．平成２６年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について  

３．平成２６年度小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

４．平成２６年度小国町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

でございます。よろしくお願いします。本日の担当課については産業課、建設課、情報課です。

各課長及び審議員並びに担当係長の出席をお願いしています。 

それでは各課長から所管の平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算の概略説明をお願いいた

します。 

情報課長（藍澤誠也君） おはようございます。 

それでは平成２６年度情報課所管の決算状況について説明をしたいと思います。 

まず、歳出から説明をいたします。ページ８８ページ、８９ページを御覧いただきたいと思い

ます。８８ページ中ほど文書広報費というものがございます。この目は広報おぐにを作成する経

費が主なものでございます。需用費の中で印刷製本費が２３８万２千４００円ということで、平

成２６年度におきましては３千２００部作成しているところでございます。 

続きましてページ１００ページ、１０１ページを御覧いただきたいと思います。目の９、防災
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情報施設費でございます。こちらの目に関しましては屋外トランペット、屋外放送施設関係の管

理に関する経費になっております。主なものとしましては、１０１ページ委託料、下のほうです

がコミュニティＦＭ放送局施設業務委託料７６５万円、それから防災行政無線保守点検委託料１

３５万円というものが主なものでございます。 

続きまして１０３ページをお開きいただきたいと思います。工事請負費、エフエム小国主調整

室機器更新工事ということで２６２万３千８６０円が支出されております。 

続きまして１枚めくっていただきまして、１０４ページ、１０５ページ。目の１３下のほうに

なりますが、地域情報基盤管理運営費でございます。こちらのほうは、主なものとしまして光フ

ァイバー関係の管理運営に関する経費でございます。 

１枚めくっていただきまして１０７ページ委託料を御覧いただきたいと思います。光ファイバ

ーネットワーク通信関連施設・設備等保守点検業務委託料２千５７万６千９１６円。それから地

域情報基盤代行業務委託料３９２万円、おぐにチャンネル番組制作業務委託料９８５万円という

ふうにたくさんの委託料で光ファイバー施設、それからおぐチャン、そういうものを運営してい

るところでございます。その下の使用料、ＳＴＢリース料５１３万１千２２４円、ＣＳ番組使用

料、電柱共架料等支払われております。 

１枚めくっていただきまして１０９ページ、工事請負費になります。昨年度補正を計上させて

いただきまして、屋外情報システム整備工事ということで１億９千５０万３千９０２円の支出を

しております。 

続きましてページ飛びまして１９２ページ、１９３ページを御覧いただきたいと思います。上

の段の目の 1水産業振興費でございます。こちらは小国町、南小国町の組合員で構成しておりま

す小国漁業協同組合への補助金４５万円を支出しております。 

その下の目の 1商工総務費。こちらは、商工関係の職員の人件費が主なものになっております。 

１枚めくっていただきまして、目の２商工振興費でございます。主なものとしましては委託料、

ゆうステーションの公園整備を検討いたしております。その関係の設計の契約を５１３万円で契

約しておりまして、年度末前途金としまして１５３万９千円を支払っております。そこに書いて

ありますとおり、３８６万１千円におきましては、平成２７年度へ繰越をしているところでござ

います。 

そのページの下のほう、負担金補助及び交付金になります。商工振興補助金４６０万円、小国

町商店街等おもてなし事業補助金５００万円、小国町商店街空き家対策事業補助金２２６万４千

円等を支払っております。 

続きまして、１枚めくっていただきまして１９６ページ観光費でございます。需用費の中で修

繕費として３２４万９千４６２円が支出されております。こちらのほうは、昨年度末にゆけむり

茶屋のシャワーが壊れまして営業ができなくなっておりました、こちらのほう２９１万６千円で
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シャワー室の工事を行い、その間営業ができなかったわけでございますが、救急に対応しまして

営業ができるようになっているというような状況でございます。 

１９７ページの下のほう委託料、昨年補正でお願いいたしました鍋ヶ滝の設計監理委託料とし

て６９万１千２００円、料金徴収所それから直売所の屋根の増設等を行っております。 

１枚めくっていただきまして、１９９ページ工事請負費でございます。鍋ヶ滝公園整備工事と

いうことで、先ほど申しました関係の工事で５８６万２千２４０円を支出しております。備品購

入費、こちらのほうは阿蘇ふるさと市町村圏のほうから３８万円の補助をいただきまして、鍋ヶ

滝の備品関係を購入させていただいております。 

１９負担金補助及び交付金でございます。小国郷観光振興会議補助金５０万円、鉱泉維持補修

費補助金１０７万５千円、鉱泉浴場所在地地域活性化事業交付金９５０万円、わいた温泉組合と

杖立温泉観光協会のほうに支払っているところでございます。そのほか杖立温泉観光振興補助金

が２６６万７千円、わいた温泉観光振興補助金こちらは事業費の３分の２を補助するものでござ

います。以上を支払っております。 

１枚めくって２００ページと２０１ページになります。目の５学びやの里費でございます。こ

ちらのほうは修繕費２０２万６千３５５円が支払われておりますが、昨年度補正でお願いしまし

た博士の湯の水中ポンプのほうが故障しまして、またお風呂のほうが営業ができないというよう

なことで補正予算をお願いいたしまして、緊急に工事をしたところでございます。 

その下、１３委託料でございます。北里柴三郎博士顕彰事業委託料として２００万円。北里研

究所から３年間８千万円の援助を得まして、記念館の完全リニューアルを行っております。その

グランドオープンの費用等としまして、委託をしたところでございます。 

１枚めくっていただきまして、２０３ページになります。学びやの里環境推進事業業務委託料

２５５万円でございます。こちらのほうは県の基金事業をいただきまして、木の駅プロジェクト

事業、木魂館の木質バイオマス関係の事業、それのフォークリフトやボイラーなどの資格を取る

ことで、１名緊急雇用として雇っているものでございます。 

あと工事請負費、１７５万３千９２０円の支払いと。こちらのほうは木魂館のトイレの改修を

行ったものでございます。 

続きまして、歳入のほうに移らせていただきます。ページ２４ページ、２５ページを御覧いた

だきたいと思います。２４ページ、目の２総務費分担金でございます。２５ページのほうに光フ

ァイバー加入分担金とあります。こちらは加入者が３万円の加入金を支払っているところでござ

います。 

１枚めくっていただきまして２７ページ、使用料及び手数料でございます。２７ページ中ほど

設備使用料ということで中ほどにありますが、光ファイバー使用料現年度分４千２２４万７千３

００円、過年度分としまして８５万２００円ということで使用料を受け入れております。 
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１枚めくっていただきまして２８ページ、目の６商工使用料です。２９ページの下のほうに公

園使用料というものがございますが、鍋ヶ滝公園直販所使用料としまして、２４３日の営業で１

２万１千５００円を受け入れております。 

それから１枚めくっていただきまして、総務手数料です。３１ページの下のほうを御覧いただ

きますと光ファイバー休止・再開手数料というものがございます。光ファイバーは１回やめると

３万円の加入金がいるようになりますが、休止をすれば１千５００円で一度終わりますので、そ

ういう形で休止と再開ということで１千５００円ずつの手数料をいただいているところです。昨

年は４８件あっております。 

ちょっと飛びまして５０ページ、５１ページをお願いしたいと思います。５０ページの目の５

商工費県補助金でございます。先ほど学びやの里費で申しましたところの費用でございます。５

１９万円のうちこれは森林組合と学びやの里の２人分の緊急雇用の補助金が入っております。そ

の下、都市農村交流対策事業補助金ということで１５０万円、ツーリズム大学等の経費になって

いるところでございます。 

５５ページを御覧いただきたいと思います。５５ページの一番下、県有公園施設清掃管理委託

金ということで、杖立にあります県有地の清掃に関する委託金でございます。１万７千２８０円

です。 

次めくっていただきまして７０ページ、７１ページを御覧いただきたいと思います。雑入にな

ります。７１ページの上から２番目の阿蘇ふるさと市町村圏地域振興助成金ということで３８万

円、これは鍋ヶ滝の備品購入に充てさせていただいております。中ほど阿蘇の火まつり事業補助

金４０万円、これは杖立の鯉のぼり祭りと鍋ヶ滝のライトアップに充てさせていただいておりま

す。それから下のほう、伝送路利用収入、ＩＲＵ利用収入、番組配信利用収入がございます。 

１枚めくっていただきまして、７３ページ中ほどに光ファイバー引込工事費収入１０５万４千

７２８円、光ファイバーケーブル保守費用負担金としてこれは南小国町から入ってくるものです

が、３８万５千５５３円がございます。 

歳出におきまして、委託料、工事請負費、それから負担金補助及び交付金につきましては、情

報課資料１のほうに掲載しておりますので、そちらと併せて御覧いただきたいというふうに思っ

ております。以上、情報課の説明を終わります。 

産業課長（澁谷洋典君） おはようございます。 

それでは産業課、農業委員会の所管となります平成２６年度決算の概要を説明させていただき

ます。 

  農業費の歳出のほうから説明させていただきます。決算書１６６ページをお願いいたします。

款の５農林水産業費でございます。目の１農業委員会費からページ１８２ページ、目の１５循環

型農業推進費までの農業費でございますけれども、目の１０の団体営土地改良事業費から目の１
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２までは、建設課の所管となりますのでよろしくお願いいたします。歳出総額といたしましては、

３億５千９７４万９千円となっておりまして、対前年度比といたしまして８.９％、金額にいたし

まして２千９００万円ほどの増となっております。その主な要因といたしましては、平成２５年

度より繰り越しました雪害による緊急対策事業費が約２千万円、また昨年度まで建設課のほうの

所管でありました多面的機能支払が産業課の所管となったことが主な要因でございます。 

それではページを追いまして、目ごとに主な概要を説明させていただきます。 

１７１ページをお願いいたします。中段ほどでございます。農業総務費の中の負担金補助及び

交付金といたしまして、阿蘇区域農用地整備公団事業償還金がございます。これは農業用道路、

通称ファームロードでございますけれども、それと一般開発に伴います償還金で１億６千４１３

万４千７２８円の決算となっております。なお、一般開発分の償還は平成２６年度で完了いたし

ましたので、ファームロード分の償還が平成３０年度まで残ることとなります。 

続きまして１７３ページをお願いいたします。目の３農業振興費、負担金補助及び交付金にお

きまして、雪害復旧緊急対策経営体育成支援事業補助金２千９８万６千円がございます。平成２

６年２月の降雪による被害の復旧事業繰越によりまして行っております。申請対象者は２７名で

ございました。 

続きまして目の４水田農業関係でございます。１７５ページ上段にあります経営所得安定対策

推進事業費補助金２００万円がございます。これは水田農業における経営所得安定対策事業小国

町再生協議会のほうで行っておりますので、それに対する事務的経費を補助するものでございま

して、１００％の補助でございます。続きまして目の５中山間地域等直接支払推進事業費でござ

います。同じページ下段のほうになりますけれども、中山間地域等直接支払交付金事業補助金６

千６０４万８２１円がございます。実績といたしましては、集落協定数３０集落協定、農家戸数

これは延べの戸数になりますけれども８０１戸。対象農地面積が９５４ヘクタールに対しての交

付実績でございます。 

続きまして１７７ページにかけまして畜産業費がございます。阿蘇あか牛草原再生事業補助金

につきましては、放牧による草原再生を目的といたしまして、放牧資材の管理費の助成を４牧野

組合に行っております。これにつきましては１００％県費補助でございます。また家畜改良事業

補助金といたしまして５３３万５千円がございます。これにつきましては家畜改良を目的に精液

代、技術料に対する補助がございまして、約２千２００頭の実績となっております。続きまして

目の７担い手育成推進事業費でございます。負担金補助及び交付金におきまして、農業担い手支

援補助金といたしまして１３０万円がございます。これにつきましては、小国町農業担い手支援

給付要綱というのがございまして、それに基づきまして１名の方に年度途中からではございまし

たけれども１０カ月分を給付しております。 

続きまして、１７８ページ、１７９ページにかけてでございますが、手づくりの館、悠工房施
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設費がございます。主に施設の維持管理に関わる経費でございまして、利用実績といたしまして

は延べ人数ではございますが、手づくりの館で３８７名、悠工房で３８５名の利用実績となって

おります。 

続きまして１８２ページ、１８３ページをお願いいたします。目の１４農地・水保全管理支払

事業費でございます。実績といたしましては集落協定数として２５協定、対象農地面積７４４ヘ

クタール、構成員数は９２９名で町負担として４８０万円ほどでございますが、事業費といたし

ましては約１千９００万円ほどの事業実施を行っております。また冒頭申し上げましたとおり、

本事業においては国の法改正によりまして日本型直接支払制度の枠内で多面的機能支払事業とな

りまして、産業課の所管として行うこととなります。 

続きまして１８５ページ、循環型農業推進費でございます。１３委託料におきまして循環型農

業指導委託料がございます。ＡＭＬ農業経営研修所との委託契約分でございまして、薬味野菜の

里出荷協議会を中心といたしまして、肥培管理など様々な講習会を開催し、指導を受けながら循

環型農業の推進、また定着に向けた取組を実施しております。 

続きまして林業費でございます。１８４ページから１９０ページにかけまして林業総務費、林

業振興費が産業課の所管となります。 

主なものとしまして１８７ページの林業総務費の負担金補助及び交付金におきまして、野生動

物生息数適正管理助成金２５５万５千円、鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業補助金６１万円、次の

ページになりますけれども、有害鳥獣駆除補助金２４１万３千円などの補助金を活用いたしまし

て、また猟友会、駆除会の協力を得ながら農林業の被害防止に取り組んでおります。 

また、１８９ページのほうでございますが、林業振興費におきましては造林・育林部門として、

主伐促進支援事業、間伐材供給安定化緊急対策事業、森林整備地域活動支援交付金事業など。ま

た後継者育成として林業担い手育成事業、林業機械導入事業など。また販売促進といたしまして

は小国杉使用建築物支援事業、小国材販売促進事業など、それぞれ記載のとおりの決算となって

おりまして、様々な補助金を活用いたしまして小国林業の振興活性化に取り組んでおります。以

上産業課所管の歳出の概略を説明いたしましたが、委託料、補助金、負担金におきましては別途

産業課資料として配付してございますので、詳細においては御覧いただきたいと思います。 

続きまして、歳入でございます。２３ページをお願いいたします。中段ほどに農業費分担金、

阿蘇区域農用地整備公団事業分担金１１６万４千９８０円、また一番下段の国有地貸付分担金３

千円などございますけれども、ページが飛びましてなかなかわかりにくいと思いますので、産業

課の所管分だけの歳入を取りまとめた資料といたしまして、３枚ほどの資料だと思いますけれど

も、産業課の所管分だけを取りまとめまして、その内容また歳入先などを記載した資料を配付し

てございますので、そちらのほうで御説明に代えさせていただきたいと思いますので御覧いただ

きたいと思います。以上簡単ですが、産業課所管の主な決算概要の説明を終わらせていただきま
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す。 

建設課長（佐藤彰治君） おはようございます。 

決算の御説明をする前にお断りと御報告を申し上げておきます。本日農林土木係長の橋本のほ

うが出席すべきところですけれども、本日農災、災害の査定がございまして、出席できませんの

であらかじめお断りを申し上げておきます。どうぞよろしくお願いします。 

それでは建設課所管につきまして、平成２６年度の決算について概略御説明をさせていただき

ます。まず先に配付してございます平成２６年度決算資料、建設課所管と書いてございますこち

らの資料を御参照いただけたらと思います。 

それでは決算書の２ページをお開きくださいませ。総括の歳入ですが、建設課に関する款名と

しましては、１１の分担金及び負担金、１２の使用料及び手数料、１３の国庫支出金、１４の県

支出金、１５の財産収入、１９の諸収入がございます。歳入総額は約１億８千７６７万３千円で

ございます。 

右のページ、３ページでございます。総括の歳出でございます。建設課に関する款名としまし

ては、４の衛生費、５の農林水産業費、７の土木費、１０の災害復旧費、１２の諸支出金でござ

います。７の土木費につきましては、対前年度比８７.２％の支出となっております。歳出総額は

６億２千３５５万３千円でございます。歳出の対前年度比８２.１％となっているところでござい

ます。 

次に歳出の内容について説明をさせていただきます。１６５ページをお開きくださいませ。環

境衛生費の負担金補助及び交付金のうち、個人設置型の合併処理浄化槽補助金としまして、５３

０万４千円がございます。平成２６年度におきましては５人槽６基、７人槽８基の計１４基を設

置しております。国、県、町おのおの３分の１の定額内の補助で実施したものでございます。 

次に１８０ページをお開きくださいませ。１８０ページに団体営土地改良事業費でございます。

主な内容としましては、１８１ページの農業農村整備工事１千５１８万８千７３４円としまして

建設課資料の１０ページにございます５カ所の水路の整備工事を実施したものでございます。 

次のページ、１８２ページをお開きくださいませ。特定中山間保全整備事業費につきましては、

上段のほう１つ目のほうが１千１万７千９６６円が一般開発事業であります区画整理、水路、暗

渠排水、ため池等を整備したものに対するものでございます。その下の２つ目の９７２万８千４

２１円につきましては、林道部分の受益者負担に対する町の負担金でございます。 

次に１９０ページをお願いいたします。林道費におきましては通常の維持補修のほか、林道岩

ノ上線の舗装工事及び作業道高花線の改良工事２路線を実施いたしたものでございます。また木

材搬出道維持管理補助金２５０万円は、２８路線の草刈等を実施したものでございます。 

続きまして１９３ページをお開きくださいませ。治山事業費の工事請負費１千７１万３４１円

につきましては、建設課資料の１１ページにございますとおり切通地区、それから室園地区の２
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カ所におきまして治山工事を実施したものでございます。 

次に２０５ページをお開きくださいませ。土木総務費の中の１９の負担金補助及び交付金とし

まして、単県砂防工事負担金、単県道路改良等工事負担金及び急傾斜地崩壊対策工事負担金がご

ざいます。熊本県が小国町管内で実施した事業についての負担金で町負担金でございます。 

続きまして２０６ページをお開きくださいませ。水道総号武務費でございます。水道総務費と

しまして、小国町水道補助金１千７４９万３千円がございます。次は同ページに道路維持費がご

ざいます。これは道路の通常の維持管理をする費用のほか、委託料としまして除雪・除草作業等

の維持管理費用と道路台帳補正業務、路面性状調査業務、道路防災総点検委託料としまして、４

千７１０万６千７５０円を支出いたしております。また工事請負費としまして、資料のほうの１

３ページにございますとおり４件の維持工事を実施いたしております。 

続きまして２０９ページをお開きくださいませ。２０９ページには道路新設改良費でございま

す。工事請負費としまして、資料の１４ページから１７ページに記載しております７路線１２件

の道路改良工事を実施いたしたものでございます。ここで若干御説明をさせていただきたいと思

います。不用額が４千９８６万４１４円とちょっと大きなお金が不用額として出ている分につい

て若干御説明をさせていただきたいと思います。大きく３つの要因があるかと思います。路線に

つきましては、対象路線、町道明里線、それからはげの湯線、この道路改良２件についての要因

が大きいものでございまして、まず第１に、前年度からの繰越予算であることで未契約繰越で平

成２５年度から平成２６年度に国庫交付金を繰り越して、２契約で翌年度平成２６年度に契約を

して発注した工事でいずれもございます。そういう中で繰越予算ということで繰越年度で実施な

ことから、これにつきましては補正等の予算の増減ができないという要因が１つ考えられるとこ

ろでございます。それから２つ目は、事業予算に対する契約の差金並びに工事のそれぞれの生産

額、それぞれに生産額が発生しております。原の変更契約をいたしております。明里線につきま

しては競売工事でございまして、これにつきましては深礎杭４本を打設するところでございます

が、当初１０メーターの予定をしておりましたところが、半分の５メーターで済んだというよう

なところで基礎工事の変更が生じております。それからはげの湯線につきましては、電柱移転、

九電柱の移転を待っての工事ということで九電柱の移転が遅れたことによります工事着手が遅れ

たというようなことで年度工事でございますので、最終年度工事でございますので、その分につ

いて一部の工事が執行できなかったということでそれぞれの対するいわゆる不用額、予算に対す

る精算額との差額その分が２路線につきまして４千９００万円発生したというような理由として

考えられるところでございます。 

それから２１１ページをお開きくださいませ。河川総務費としまして、県管理河川の清掃業務委

託料１９４万５千円がございます。これは県から委託を受けて補助金１００％で実施するもので

ございます。 
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それから２１０ページから２１３ページにかけましてが住宅管理費でございます。２１３ペー

ジの工事請負費としまして、資料の１７ページにありますとおりに柏田住宅の浴室改修工事と桜

ヶ丘住宅の解体撤去工事を実施したものでございます。 

続きまして２１２ページから２１３ページに住宅建設費がございます。設計委託料といたしま

して３９０万１千８６２円につきましては、倉原住宅の建設工事に伴います実施設計委託料でご

ざいます。 

続きまして２５６ページをお開きくださいませ。農地災害復旧費でございます。工事請負費と

しまして農地災害復旧工事を実施したものでございます。繰越工事としまして、４件の工事を実

施しております。また２５８ページには土木施設災害復旧費がございます。資料のほうでは１８

ページ、２０ページにございますとおり、８件の道路災害復旧工事を実施したものでございます。 

続きまして２６０ページをお開きくださいませ。特別会計繰出金としまして、農業集落排水事

業特別会計繰出金 7 千２４９万４千円がございます。支出については概略ですが、以上でござい

ます。 

続きまして、歳入の主なものについて御説明をさせていただきます。 

戻りまして２２ページをお開きくださいませ。２２ページから２５ページにかけましてが農業

費分担金と林業費分担金でございます。各種工事に係る受益者負担金でございます。建設課は上

から２つめの単県農業農村整備事業分担金９万円からになっております。 

続きまして２６ページをお開きくださいませ。農林水産使用料と土木使用料でございます。上

のほうの５万３千３２１円の道路占用料は農道と林道に係るもので、下のほうの１１９万８千７

０円の道路占用料は町道にかかる占用料でございます。公営住宅使用料につきましては、平成２

６年度末におきまして３０４戸の入居者にかかる使用料になっております。 

続きまして３５ページをお開きくださいませ。公共土木施設災害復旧費国庫負担金としまして

３１２万７千円がございます。国の負担率６６.７％の歳入でございます。 

次のページ、３７ページをお開きくださいませ。衛生費補助金としまして循環型社会形成推進

交付金１７６万８千円がございます。個人設置型の合併処理浄化槽に対する３分の１の補助金で

ございます。同じページに社会資本整備総合交付金としまして９千６４２万６千円がございます。

道路改良住宅建設浴室改修工事、住宅解体撤去工事にかかる５０％あるいは６５％の補助率での

交付金でございます。 

次に４６ページでございます。県の補助金としまして浄化槽設置整備事業補助金１７６万７千

円がございます。個人設置型の合併処理浄化槽に対する３分の１の補助金でございます。 

次に４９ページをお開きくださいませ。農業農村整備事業交付金９９０万円につきましては、

水路工事にかかる５０％の補助金でございます。 

続きまして５１ページをお願いいたします。単県林道事業補助金６４０万円につきましては、
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林道岩ノ上線の舗装並びに作業道高花線の改良に係る４０％の補助金でございます。その下の単

県治山事業補助金５２０万円につきましては、２地区の工事に係る２分の１の補助金でございま

す。 

それでは５３ページをお願いいたします。中段にあります電源立地地域対策交付金６３５万６

千円でございます。この交付金は町道対岸線の改良工事に活用させていただいているものでござ

います。同ページの下方のほうには農地災害復旧事業補助金４９４万１千３９０円がございます。 

５７ページをお願いいたします。土木費委託金としまして、県管理河川清掃業務委託金１９４

万５千円がございます。これは県からの清掃受託に対する委託金でございます。町内の団体で実

施しています県河川の草刈りや清掃活動に対する県のほうの委託金でございます。  

続きまして６９ページをお願いいたします。雑入としまして下段のほうに柏田第１期浄化槽負

担金１７万５千２６４円がございます。これにつきましては、柏田住宅に隣接して浄化槽を設置

している警察住宅並びに公立病院住宅にかかるそれぞれの負担収入でございます。以上で簡単で

ございますけれども、建設課所管の分の説明を終わらせていただきます。 

情報課長（藍澤誠也君） 決算におきまして、ちょっと説明が漏れておりましたので追加をしたい

と思います。決算書の１９５ページを御覧いただきたいと思います。商工振興費の中で１９５ペ

ージの中ほど繰越額としまして３千６０６万１千円が出ております。これは３月議会で補正をさ

せていただきまして、翌年度へ繰り越したものでございます。この時に地方創生関係で国の先行

型の交付金、それから消費喚起型の交付金という形で交付をされております。そちらの分プレミ

アム商品券関係が２千２００万円、おもてなしほかの事業が１千２０万円、それから先ほど申し

ましたゆうステーションの繰越額が３８６万１千円ということで、合計の３千６０６万１千円の

繰越をしているところでございます。以上説明を終わります。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時からお願いいたします。  

（午前１０時４９分） 

議長（渡邉誠次君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時００分） 

議長（渡邉誠次君） それぞれのページを追って進めていきます。よろしくお願いします。議員各

位におかれましては、別紙平成２６年度一般会計決算及び特別会計決算歳出科目別分掌事務一覧

表を御参照ください。本日は、この表の緑色に塗られた部分の協議になります。 

まず最初に歳出からまいります。では８８ページから始めます。 

８８ページ、文書広報費の中の旅費、印刷製本費、通信運搬費について質疑ございませんか。

８８ページ、８９ページです。 

それではページ飛んで１００ページになります。防災情報施設費、情報課の担当所管でござい

ます。１００ページ、１０１ページ、それから１０２、１０３ページの上段、エフエム小国主調
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整室機器更新工事まで。よろしいですか。それから電算施設費の中の１３委託料、ホームページ

保守管理委託料、この１つが情報課の所管になります。よろしいですか。 

それでは１０４ページ、１０５ページになります。目の１３地域情報基盤管理運営費、１０４

ページ、１０５ページよろしいですか。 

続きまして１０６ページ、１０７ページ、これ全部でございます。よろしいですか。 

１０８ページ、１０９ページ、日本ケーブルテレビ連盟負担金までが情報課の所管でございま

す。質疑ございませんでしょうか。 

それではページを飛びます。１６４ページ、１６５ページの下のほうですね、負担金補助及び

交付金の中の浄化槽補助金、その下の浄化槽普及促進協議会負担金、この２つが建設課の担当所

管でございます。質疑ございませんでしょうか。 

それでは１６６ページの農林水産業費に入ります。まずは目の農業委員会費、１６６ページ、

１６７ページ、質疑ございませんか。 

それでは次のページ、１６８ページ、１６９ページ、こちらも全部でございます。よろしいで

すか。 

続きまして１７０ページ、１７１ページ、通信運搬費から小国町有害鳥獣防除柵設置事業まで、 

質疑ございませんでしょうか。 

９番（熊谷博行君） １７１ページの小国町有害鳥獣防除柵設置事業。要するに電柵の補助金だと

思いますが、小国町は電柵なのですが津江や日田管轄、九重町もだったのですが、２メートルぐ

らいのワイヤーメッシュ等で作っているのがありますが、そういう計画は小国町はないんですか

ね。 

産業課長（澁谷洋典君） この電気牧柵の補助事業でございますけれども、今年で５年目を迎えて

一応５年計画ということでやっております。今後は中山間あたりの直接支払い等でも検討してい

ただきたいというような説明を農家の皆さんにもしているところでございますが、今言われた鋼

製の柵防除柵についてはですね、現在のところ小国町としては計画はしておりません。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

それでは次ページ、１７２ページ、１７３ページ、水田農業構造改革対策事業費まで。１７２

ページ、１７３ページ、質疑ございませんか。 

それでは１７４ページ、１７５ページ。中山間地域等直接支払推進事業費、下の畜産業費。１

７４ページ、１７５ページ、質疑ございませんでしょうか。 

それでは１７６ページ、１７７ページ、担い手育成推進事業費。 

５番（児玉智博君） 担い手育成事業の認定農業者の会負担金というのが出ております。後継者育

成とかそういったものを目的として新たに人・農地プランというのもできているわけですが、そ

の認定農業者制度というのも残ってある程度の２つの制度の整合性も図られているんだと思いま
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すが、まずこの認定農業者の会ですね、この制度が作られたこの意味、どういったことがあって

作られた制度なのかちょっと簡単に御説明いただければと思います。 

農政係長（宮崎智幸君） 今質問のありました認定農業者の会負担金、これにつきましては現在小

国町では認定農業者が７６名おります。認定は５年後の改善計画を町のほうに出してそれが認め

られれば、認定農業者になれるという制度になっております。特に一定水準以上の経営規模であ

ったり、農業による所得あたりが一定水準以上ということで審査をして認定を行っております。

認定農業者の会につきましては、阿蘇郡の認定農業者の会、それから熊本県の認定農業者の会が

ありまして、そちらのほうで各種研修であったり情報交換あたりを行うということで、この負担

金につきましても、県の認定農業者の会のほうに支払う負担金となっております。以上です。 

５番（児玉智博君） 要するにそれとこの小国町にも認定農業者の会があって、７６人小国町では

認定されているということでした。つまり要はいかに持続可能な農業、稼げる農業にしていくか

というような意味合いだと思うのですが、これは非常に大事なことだと思うのですよね。そうい

った中で、これは県の認定農業者の会への負担金だということであったのですが、果たして町内

の認定農業者の会が、どれほどその県のほうに行っていろいろ研修はされているらしいですが、

それでもやっぱり町内の認定農業者同士の交流というか、いろんなその情報交換なんかもきちん

と図られていくことが大事だと思うのです。例えば小国町のこの認定農業者の会というのは年１

回の総会なんかがきちんと開かれているのかとか、まずこの点について確認したいのですが。 

農政係長（宮崎智幸君） 実はですね、小国町の農業認定者の会につきましてはここ数年ちょっと

活動のほうが停滞しておりまして、実は今年度役員あたりとちょっとした協議を行いまして、今

後の町の認定農業者の会のあり方について協議を行うということで考えております。一応役員３

名の方にはそういった話を行いまして、今後の活動につなげていければというふうに考えており

ます。もう１つ若手の認定農業者と同じように、若手の担い手の方がおられますけれども、それ

につきましては農友会という形で昨年度より活動を始めまして、毎月の定例会をはじめとして各

種事業に現在取り組んでいるようなところです。そういった部分も連携しながら、今後の認定農

業者の会の小国町の会のあり方については今年度中に方針をまた固めていきたいというふうに考

えております。以上です。 

５番（児玉智博君） やはり活動が停滞したのが、やはり今までいろんな要因はあると思うのです

が、この町のしっかりとした援助がなされていなかったという点については、是非ちょっとその

辺は総括というか反省するべきじゃないかなと思います。特に大津町や菊陽町とかあの辺に行く

と認定農業者の会の会としての活動もしっかりとしているそうなんですよね。今後やはりこうい

う失敗を繰り返さないように、しっかりそういう支援体制なんかも強めていっていただきたいな

と思います。 

農政係長（宮崎智幸君） 今御指摘のあったことにつきましては、これまでは一方的な情報の発信
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という形でいろんな情報提供のほうは行っていましたけれども、定期的な会合あたりを開くとか

いうことも考えながらですね、会を発展させるように頑張っていきたいと思います。以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。１７７ページの１９負担金補助及び交付金ですね、約９２

０万円ありますが、補助金の調書を見ればほとんど交付先がＪＡ阿蘇になっているのですが、小

国町の畜産家にすべてのお金が下りているのですか。 

産業課長（澁谷洋典君） 畜産業費の負担金補助でございますかね。これはＪＡのほうに経由して

生産者のほうの費用負担の補助に充てられるという形になります。 

９番（熊谷博行君） すべてですか。 

産業課長（澁谷洋典君） はい。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

それでは次のページに行きます。１７８ページ、１７９ページ、全ページの手づくりの館施設

費、悠工房施設費。質疑ございませんでしょうか。１７８ページ、１７９ページ、よろしいです

か。 

１８０ページ、１８１ページ。団体営土地改良事業費、建設課の担当所管になります。農道維

持費。質疑ございませんか。 

それでは１８２ページ、１８３ページ。全般です。特定中山間保全整備事業費、農地・水・環

境保全向上対策費、農地・水保全管理支払事業費、循環型農業推進費。１８２ページ、１８３ペ

ージ、質疑ございませんか。 

それでは次のページにまいります。１８４ページ、１８５ページ、上段に続いて林業費１億１

千７４５万８千７円です。１８４ページ、１８５ページ、質疑ございませんか。 

では続いて１８６ページ、１８７ページ。 

６番（時松唯一君）６番、時松です。１８７ページの負担金補助及び交付金の備考の欄で野生動物

生息数適正管理助成金、有害鳥獣被害防止協議会負担金、それから鳥獣被害防止緊急捕獲等対策

事業補助金、今年はちょっと不幸なこともありましたけれども、猟友会それから捕獲隊等々の話

がしっかりできているのかが１点と、それから今９番議員がおっしゃった、多分ですね電牧外に

フェンスがあるのはあれはシカ対策だと思うのです。シカがかなり今増えている。私どもの里に

もシカが入ってきているということで、そのシカ対策についても考える時に来ているのかなとい

うところで、今までのその頭数の状況、今後どうするのか等をちょっとお聞きいたします。 

林政係長（穴井 徹君） それでは現在の猟友会と駆除隊のまずの人数のほうから御報告させてい

ただきます。猟友会のほうは現在総数で５８名が猟友会に所属されております。種別からいきま

すと、銃器が１９名、罠が４３名、網が１名、重複して免許を持たれている方がおりますので免

許の数からいきますと６３ですが実数でいくと５８名になっております。それから駆除隊のほう
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ですが、罠と銃器で参加されている方が５名、銃器の方が１２名、罠の方が２８名、計の４５名

の方が駆除隊に参加していただいております。銃器の方については、要件を満たしております方

はほぼ参加していただいている状況になります。それから捕獲の状況ですが、昨年度の有害鳥獣

ほか駆除隊のほうが、イノシシが１８１頭、シカが４９頭、計の２３０頭。野生動物、猟期期間

中に狩猟者登録された方がイノシシ、ニホンジカを捕獲された場合の助成金です。こちらがイノ

シシが４３２頭、ニホンジカが７９頭、計５１１頭。平成２５年度と比較しますとイノシシ、シ

カ合わせまして９６頭の増となっております。先ほどお話にありましたシカ対策のフェンスです

が、いろいろ検討しておりますが、フェンスの延長が延びますと、大体フェンスの前後２メート

ルの草をずっと切りまして、草や花木等を切って維持管理しないとかえってそこに寄せるような

状況になりますし、イノシシのほうもなかなかフェンスを設置しても下を掘ったり、あと２メー

トル５０センチ以上設置しないとシカも上を越えるという状況がありますので、維持管理の面等

も考えてですね、今のところは先ほど産業課長のほうからも話がありましたが、小国町では導入

を見合わせているような状況になっております。あとはシカに対する駆除としましては、やはり

今のところ銃器が１番になっております。それから箱罠ですとシカ用もありますが、なかなか捕

獲が難しいので、くくり罠等も現在導入されておりますので、そういったところで罠で様子を見

ているところです。補足ですが、シカネットのほうについては森林組合のほうの造林事業として、

昨年度は新規に植林された地域についてはシカネットを設置しております。以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんでしょうか。 

それでは次のページにまいります。１８８ページ、１８９ページ、引き続き林業振興費７千４

６４万２４４円。１８８ページ、１８９ページ、質疑ございませんか。 

それでは次のページ、１９０ページ、１９１ページ、林業振興費に続きまして林道費、治山事

業費。１９０ページ１９１ページございませんか。 

それでは次のページにまいります。１９２ページ、１９３ページ、水産業費は情報課の担当所

管でございます。１９２ページ、１９３ページ、商工総務費にまいります。１千８４０万３千２

１６円。１９２ページ、１９３ページよろしいですか。 

それでは次のページにまいります。商工総務費に引き続きまして商工振興費１千６６６万２千

４８４円です。１９４ページ、１９５ページ。 

６番（時松唯一君） ６番、時松です。１９５ページの下から３番目ですね、小国町商店街空き家

対策事業補助金等に対しての各戸のやった結果等が出ているかどうかお尋ねいたします。 

情報課審議員（時松洋順君） 小国町空き家対策事業補助金につきましては、年間で１０件の方か

ら申請がございまして、それぞれ家賃が違いますけれども５万円から１万円未満の家賃について

補助させていただいております。その業種につきましては、飲食店等が８件、あと老人ホーム、

音楽活動の方という内訳になっております。以上です。 
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６番（時松唯一君） ６番です。ちょっと私消化できないんですが、年間１０件で１万円から５万

円で借りられている方がいるということなのか、その空き家が今対策事業の中で何軒あったかと

その中で今後どうするのかとそういう事業の補助金じゃないのかなと私は思いますけれども。 

情報課審議員（時松洋順君） お答えします。補助対象になる方は小国町へ出店をされる新規出店

者の方々に対しまして、町内の商店街で積極的かつ継続して事業を営む方ということになってお

ります。また商工会の会員であると。それから原則として店舗ということになっておりまして商

工会のほうで審査をし、そちらで認められた方について家賃を補助しております。補助金の金額

といたしましては、賃借料の２分の１で限度額が月５万円ということになっております。空店舗

数というのが、すみません、今私のほうでは把握いたしてはおりません。以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

９番（熊谷博行君） １９５ページの１３委託料で、ゆうステーション施設等整備設計業務委託料、

話は聞いていますがどういう形でできるのかを御説明ください。 

町長（北里耕亮君） この部分のいきさつを少しお話させていただきたいと思いますが、今現在あ

るゆうステーションのところがありますけれども、実は大分交通のバスが以前走っておりました。

それが諸事情により止まるという部分で実は車庫が空きまして、そこを有効利用しようと。元来

からゆうステーションとの意見交換の中では、非常に連休時や行楽シーズンにおいては駐車場が

不足をしているという部分でございました。そこでバス会社の車庫のあとを町で購入をいたしま

して、そして議会にもそれを報告いたしましたところ、議会の中の御意見もありまして、河川側

に実は町有地がまだ残っているところがあります。今現在駐車場になっているところから少し河

川側に町有地が残っているところがありますので、そこを埋めて造成してスペースを確保しよう

という計画を今ちょうどしているところであります。併せてトイレや様々な部分もこれを機に誘

道路を、あそこは一方通行になっておりますけれども、スムーズに入りやすくしたいというよう

なところの様々な検討を今しております。このあたりについてはまた今後いろいろな部分で常任

委員会等でも話題にしていただきながら、推移を議会にも報告をいたしますので、またいろいろ

ご意見をいただければというふうに思っております。以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

それでは１９６ページ、１９７ページ、観光費に移ります。質疑ございませんでしょうか。よ

ろしいですか。 

それでは１９８ページ、１９９ページ。 

３番（北里勝義君） １９９ページの１９の負担金補助及び交付金の中で、これはちょっと前にも

話題になったこともあるかと思いますけれども、鉱泉浴場所在地地域活性化事業交付金がありま

す９５０万円、それからその次のページに同じく観光振興補助金というのが出てまいっておりま

す。頂いた資料によりますと、活性化事業交付金については観光施設の整備を図ることを目的に
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補助金を出すと、それから観光振興補助金については活性化推進のための補助金ということにな

っているようですが、ハード面とソフト面という考えで理解してよろしいですか。 

情報課長（藍澤誠也君） 事業の中身としては、そのように御理解していただいて結構かと思いま

す。 

３番（北里勝義君） それとこの中で観光施設の整備ということで補助金がありますけれども、平

成２６年度はどういった施設を整備されたのか、実績がわかればちょっと教えていただきたいと。 

情報課長（藍澤誠也君） 平成２６年度におきましては一般施設関係としまして元湯、足湯の修理

等、それから看板の設置と、敷地代等そういうものになっております。それは施設費として計上

されております。あと環境整備事業としまして公衆トイレ関係の清掃、街路灯の整備等が出てお

ります。 

３番（北里勝義君） 私がこれをお尋ねしたのは、そういう施設の整備に対する区分というか採択

要綱、どういった施設までやれるのかと。例えば私が記憶している中で、防災ですね、杖立の各

旅館に屋内消火栓を以前入れたことがあります、防災関係でですね。その時に町からの交付金を

充てたというような話を聞いておりますし、今後またそういった防災関係でそういった各旅館が

整備をしていきたいと言った時に、あるかどうかわかりませんけれども、そういった公金が充て

られていいのかどうか、その辺の区分は補助金交付要綱あたりを決めてやっているのかちょっと

お尋ねいたしたいと思います。 

情報課長（藍澤誠也君） 鉱泉浴場所在地地域活性化事業補助金交付要綱の中では、目的としまし

ては、鉱泉浴場所在地の活性化と併せて観光施設の整備を図ることを目的として交付金を交付す

るということになっております。今の要綱の中におきましては、観光振興と観光施設整備とを行

うことを交付の対象とするというふうになっておりまして、防災もそれに入るのかどうかという

のをちょっと検討しなければならないかと思いますが、お話にあった防災関係等につきましては、

ちょっと総務課と協議しながらどういうふうに防災関係について考えるかも必要かと思います。

今の交付要綱としましては、観光振興というふうな形の要綱でございます。 

６番（時松唯一君） ６番、時松です。ちょっと確認です。一番最上段の阿蘇の火まつり事業補助

金４０万円ですけれども、これはちょっと確認でお伺いします。来年度あたりのは事業主体が変

わりますけれども、これは阿蘇市が継続してやるようにしているのか、やるとすればやはり補助

金を出さなければいけないのか。どういう話までやっているか。 

情報課長（藍澤誠也君） 阿蘇の火まつり事業補助金につきましては、阿蘇の事務組合のほうから

基金事業として交付されておりました。その基金のほうが消防施設関係で基金を崩しておりまし

てこの事業に充てた基金財源等がなくなるということで聞いております。平成２６年までの交付

で確か終わるということで私どもは聞いているところでございます。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 
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８番（松﨑俊一君） ８番です。この決算書に直接的には出てきていないかもしれませんが、観光

における例えばホームページの整備や修正、情報のアップとかその辺がどのようにされているか、

同じく看板類もどのようにされているか。 

情報課長（藍澤誠也君） 先ほどの予算書の中で、電算施設費の中の１０３ページになりますが、

ホームページ保守管理委託料というものがございまして、こちらのほうでホームページのほうは

管理をさせていただいております。ホームページの更新の手続と申しますのは、各課から新しい

情報をこういうものを載せたいということで各課から決裁が回ってきます。うちが最終的な主管

課になりますので、そこで決裁をしたところで担当課からホームページを管理する事業者へメー

ルが流れていって、そのデータがそのまま更新されていくというような形になっております。 

情報係長（小野寿宏君） ホームページの修正作業については、新規追加が去年６８件で、修正編

集作業が３３件あっていますが、それはほかの部分も全部入っていまして、観光については観光

情報があれば、担当者から要望があれば掲載していくのですが、フェイスブックを別に立ち上げ

ておりまして予告とかあるいは当日の状況とか、そういうところを担当のほうがリアルタイムで

出したりしておるところです。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんでしょうか。 

次の地域エネルギー費は政策課の所管でございますので、飛びまして目の５学びやの里費１千

３１４万５千５１０円。２００ページ、２０１ページ。２０２ページ、２０３ページの上段まで

が学びやの里費でございます。よろしいでしょうか。 

それでは、款の７土木費に移ります。２０２ページ、２０３ページ建設課の担当所管でござい

ます。まず、目の土木総務費７千８３６万９千５８７円でございます、質疑ございませんでしょ

うか。 

それでは続きまして２０４ページ、２０５ページ。 

１１番（松本明雄君） １１番です。金額的にはそんなにかかっていないからいいんですけれども、

いつも一般質問で僕が質問している国道の件ですね。ここで期成会にいくつも行っておられます

けれども、今後大分県側がほとんど２１２号線も改良工事が終わっていませんので、そのあたり

の話をこの前も２１２号線の期成会があったと思われますので、どの辺の進捗状況なのか。それ

からこの前選挙があって、日田市長は道路網の整備を掲げて、それが当選の１つの要因になって

おりますので、日田市は中だけをするのか、それからその大山の先の部分の拡張工事をするのか。

４年前に聞いた時にはもうトンネル工事に入るような話だったんですけれども、その兆候も全然

見られませんので、そのあたりが出ていましたら町長のほうから報告をお願いしたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 決算とは少し、現在の状況を少しお話をさせていただきますが、先日来の２

１２号線の期成会において説明を受けました。今議員がおっしゃいましたひびきトンネルは、計

画は進んでおりまして今用地の買収をしているということでございました。それから一部大山エ
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リアの歩道整備の話題も若干ありました。それから松原ダムからこれは小国に一番関係あるとこ

ろなのですが、杖立の県境までの部分を、これは私が意見を言ったんですが、落石等の話もさせ

ていただいて、そういうことがないように引き続き維持管理等、そして実は大分県庁へ要望に行

った時にも、大分エリアの土木事務所にも話をしたんですが、治山砂防と併せてしっかり維持管

理をお願いしたいという旨も言いました。その時もあったんですが、道路側溝の蓋をかぶせてい

くというような計画を大分県側はしていただいているようでございます。これについても、私の

ほうから大分県内の道路幅を拡幅というのは技術的になかなか難しいのですが、少しでもという

部分で蓋をかぶせていただくようなお願いをさせていただきました。それと期成会の時あわせて

でございますが、大観峰が冬場凍結するという部分もありまして、その時には県の振興局も熊本

県側もおいででございましたので、トンネルの話などもさせていただいて、２１２号線の道路の

状況はほぼ完了に近くなってきておりますけれども、新たな課題ということで話題にさせていた

だいたそういう現状でございます。以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

２０４ページ、２０５ページですが、質疑はございませんでしょうか。 

それでは続きまして水道総務費、その下の欄の道路橋りょう費の中の道路維持費、２０６ペー

ジ、２０７ページでございます。 

３番（北里勝義君） ３番、北里です。２０７ページの委託料ですね、測量設計委託料１千４９３

万９千５２８円。建設課で頂いた資料の中で橋りょうの補修、架け替えの業務委託だろうと思い

ます。補修については神原橋ですかね、それと多分倉本橋だろうと思います。それからもう１件

は、福坂橋ですね。これは架け替え測量設計業務委託ということで出ております。今後こういっ

た設計委託に伴って、補修だとか架け替え整備はどのような計画を持っておられるか、またこの

整備に対しての財源をどのように考えておられるかをお尋ねしたいと思います。 

公共建設係長（秋吉祥志君） お答えしたいと思います。委託３件の橋りょうにつきましては、以

前町内全域に遠望目視という方法で橋りょうの点検をすべて行っております。その点検を行った

結果、この３橋が非常に損傷が激しいということで、早いうちに維持補修をしなければならない

という結果に基づきまして、測量設計委託をさせていただきました。まず財源としましては、社

会資本整備交付金事業を基に整備をしていきたいというふうに考えておりますが、近年、非常に

公共施設の老朽化による災害等が発生しております。これに伴いまして、国としても道路ストッ

ク点検ということで方針を決めまして、昨年度の平成２６年７月１日付で橋りょうにつきまして

は、全橋りょうを５年間のうちに点検をしなければならないと、５年に１回は必ず点検をしなけ

ればならないというふうな法的義務が課せられました。これに伴いまして、前回は遠望目視とい

う遠くはなれて状況がどうかということを調査するということになっていたんですが、今回から

は近傍目視ということで実際橋りょうがどうなっているのかというものを橋りょうの状況を確認
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しながら調査をするというふうな形に変わってきております。この橋りょうの点検を行った結果

に基づきまして、社会資本整備交付金事業の対象事業となるというのが要件になっておりますの

で、今後は要点検、要修繕なり架け替えをしていく橋りょうを中心にですね、そういう点検結果

に基づいて順位を決めていきながら順次公金事業に乗せていきながら、修繕のほうを進めていき

たいというふうに考えているわけでございます。以上です。 

３番（北里勝義君） 社会資本整備事業の中でやっていくということで理解したいと思います。そ

れから今答弁の中にありましたが橋りょう調査を確かに小国町のをずっと行ってきております。

今年の初めに国交省からその調査の結果報告みたいなのが報道で出ておりまして、全部で７０万

橋の調査をやったと。その中で、４割が建設年度が不明だということで出ておりました。またそ

の４割のうちの８割が市町村管理の橋だということで出ておりまして、このことは建設年度が不

明というのは今後橋りょうの維持だとか、それから災害、人命救助、こういった中で大きな支障

が出てくるのではないかなというふうに専門家の先生方が言っておられます。わかる範囲で結構

なのですが、小国町にそういった建設年度不明の橋があるのかどうか、そこをちょっとお尋ねし

たいと思います。 

公共建設係長（秋吉祥志君） 現在遠望目視を行ったときに、そういう橋りょうの架けた年数あた

りも調査をしておりますが、今現在のところ町としては全くの不明という橋りょうはございませ

ん。ただしやはり中には橋脚の部分に架けた年数あたりがはっきりわからないという橋りょうも

ございます。それにつきましては、橋りょうのタイプであったりとかコンクリートの劣化状況と

かそういったもので判断いたしまして、後は近隣の方たちに架けた時期がいつ頃だろうかという

ような聞き取り調査等も行いまして、推定の部分になるんですけれども小国町としては今のとこ

ろ架けた橋の年数というのは、すべて把握している状況にはなっております。 

建設課長（佐藤彰治君） ちょっと補足ですけれども、先ほど係長がお話しましたとおり橋りょう

点検を毎年度進めてまいっているところございますけれども、先ほど議員からありました３橋の

倉本橋、それから福坂橋、蓬莱の神原橋というようなところが非常に劣化が進んでいるという結

果が現在出ているところでございまして、今年福坂橋につきましては、現在予算を頂いて架け替

え工事の発注をいたしております。その橋りょうにつきましては順次そうしたことで最も優先順

位の危険度の高い橋りょうから、予算の許す限りでございますけれども、その中で順次補修なり

架け替えなりを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございま

す。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

６番（時松唯一君） ６番、時松です。ちょっと関連になるかと思うのですが。今町道にファーム

ロードはなっていますけれども、その２、３年前だったと思うのですが、国のほうの国交省あた

りと経緯の説明をして県道に格上げができないかという質問をしたかと思うのです。その後どう
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なっているのかですね。今の佐藤課長ではなかったかと思うのですが。ファームロードの格上げ

をもう１回検討して国のほうと、という話をした時に、国のほうも多分２、３年で何かいろんな

方策が、政策等が変わるかもしれないというようなことをお答えしていただいたと思っています

けれども。 

建設課長（佐藤彰治君） 確かにそういったお話も承っております。その後に熊本県のほうとそう

いったお話もちょっと時折させていただいております。ただし県のほうとしましては、やはり県

の財政難もございますし、なかなか即話が進むというようなことではなさそうな状況でございま

す。なかなか橋りょう等もかなり長大橋がございますし、延長もかなり延長がございます。そう

した中で県のほうにそうした県道昇格の要望等はした経緯がございますけれども、その後の返事

等はなかなかはっきりしたものは今のところちょっと頂いておりません。ただし引き続きそうし

た話も建設課としても非常に維持管理に苦慮している路線でもございますので、そうした中で県

道に昇格していただければ、小国町には維持管理費の節減にもなるかなというふうに考えますの

で、引き続きそうした話を県のほうと交渉を重ねていきたいというふうに思っております。以上

でございます。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

それでは続きまして、２０８ページ、２０９ページ、道路維持費に引き続きまして目の道路新

設改良費１億７千１５２万８２６円。質疑ございませんか。 

２番（大塚英博君） ２番、大塚です。町道沿線立木安全対策事業補助金ということでありますけ

れども、これはあくまで前も聞きましたけれども、申請者の要望があってそれを切っていくとい

うことですよね、実際、そこのところを。枝打ちとかいう道路掃除の中で、例えばその枝を打つ

ことによってそこの道路が要するに大きな車が上をずっと非常に通りやすくなるという、本人の

依頼がなくても客観的に見たときに、この木がなければとてもスムーズにいくということもある

のではないかなと思いますけれども、これは枝打ちとかそういうものに対する補助ではないんで

すね。 

公共建設係長（秋吉祥志君） この事業につきましては、町道にこの前台風が来ましたけれども、

そういった場合に風倒木あたりで緊急車両が通行できないとか、住民の方たちが避難できないと

かそういったものを未然に防ごうということで、そういうことを目的に作られた補助金でござい

ます。今議員のおっしゃったような支障になるような枝ですね、そういったものにつきましては

もう通行上の支障になる部分につきましては、町のほうでまずは山主さんのほうに除去依頼をす

るんですが、どうしてもなかなかできないということであれば、もう町のほうで対応させていた

だくというような形で枝打ちあたりについてはそういった対応をして、この事業につきましては、

あくまでも支障となるであろう木をすべて伐採していただくということに限定を今させていただ

いているところです。 
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２番（大塚英博君） 冬場の非常に凍結のときに対して、道路が凍結して通行がとても困ると。こ

の枝がなければ枝というかこの木がなければ、非常にここの便利がいいのではないかなという箇

所というのがあるかもしれませんけれども、あくまでそれは申請者の持ち主が、その切らないと

言えばそれで終わるんですけれども、そこのところの入り込んだところというのはどうなんです

か。 

建設課長（佐藤彰治君） 事業そのものの趣旨等につきましては、先ほど係長がお話しましたとお

りでございます。ただし立木につきましては持ち主がいらっしゃるわけですので、こちらで勝手

に邪魔になるからというようなお話も、改良等の局部改良とかそうした道路の四境を確保する上

で、必要な部分については町のほうで買収や立木補助とかいうような形で進めていく、改良事業

の一環として進めていくことはございますけれども、例えばただ単にそこの１本が邪魔になると

いうような話の中では、まずはもって持ち主のほうに、そうした住民からのお話があればこちら

のほうから御相談に上がることは可能かと思います。その上でこの事業を利用していただけると

いうことであれば、２分の１補助で町のほうから支障木の補助をさせていただいて、伐採すると

いうようなことで対応ができるかとは思います。以上でございます。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩いたします。再開は１時からです。 

（午後１２時００分） 

議長（渡邉誠次君） では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

議長（渡邉誠次君） 質疑を続けます。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。２０９ページの町道沿線立木安全対策事業補助金ですね。

これに似たようなのが総務課にもあると思いますが、よろしかったら条件というかそういうのを

示していただきますと、要望があった人たちにも説明ができますので、できるできないというの

は決まっていると思いますので、どういう条件でするのかをちょっと説明してください。 

公共建設係長（秋吉祥志君） 町道沿線の立木安全対策事業につきましては、これは名前のとおり

町道沿線の立木についてそういう被害、災害時に支障となるような立木を伐採するという目的で

設置された補助金でございます。総務課のほうの事業ですが、こちらは家に対する危険木という

ことで、隣接する立木が例えば台風であったり災害であったりで、家屋に倒れて家屋が災害を受

けるというような状況が発生する前に、その危険な立木を除去しようということで始められた補

助金です。町道沿線は山林所有者本人が申請して、森林組合のほうで見積りをいたしまして、森

林組合が窓口になって役場のほうに申請手続を行って、作業を行うという形になっております。

総務課のほうの事業につきましては、これは山林所有者と家屋の所有者が別でないと対象にはな

らないという形になっておりますので、自分の家の裏山の木が倒れそうなので除去してもらいた

いということについては、これは対象にならないと。あくまでも山林所有者と家屋の所有者は別
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な方でないと、この総務課のほうの事業は対象にならないという形になっております。それと町

道沿線につきましては、伐採した以降はそこに決して木はもう植えてはならないという条件が付

いております。これは双方の事業の中身になっております。以上です。 

９番（熊谷博行君） 大体わかったんですが、総務課だから本当は関係ないんでしょうが。私が今

認識している分では、そこの家の人の裏にある本人の木は駄目で、その横の家の人が申請すれば

いいわけですかね。 

町長（北里耕亮君） この部分は総務課になりますので、また後日というか別の時にでも総務課か

ら議員のほうにお伝えをさせていただきたいと思います。もし、ほかの議員の方もということで

あればまた別な時にお伝えができるものと思います。基本的にはこの林地安全対策事業という名

前でございますけれども、もともとはやはり台風とかそういう部分において自宅があり、そして

よその方の所有する木があると。その木が倒れてきてその損害賠償といいましょうか、その責任

の所管がどちらかという部分が非常に微妙なときがございました。そういう部分について、あく

まで防災の観点から町も一部分だけ助成をして双方に協力するような形でなっております。また

詳しい話は、必要があれば総務課のほうにお願いを申し上げたいと思います。以上です。 

９番（熊谷博行君） わかりました。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

４番（髙村祝次君） 先ほどから道路沿線の話が出ておりますけれども、今回ちょうど台風が来た

わけですけれども、６番議員が前期の時に一般質問で出しましたけれども、岳の湯線ですね、土

地はおそらく町道ならば町の路肩になると思いますけれども、そういう場合は結局誰が申請しま

すか。今課長は地権者が申請する、しないとできないというようなことでしたけれども、実際台

風の時に停電になって、特に酪農家などは迷惑をした、大変だったという話を聞きましてわざわ

ざ電話がかかりまして、やはり道路沿線の木はもうはやく木を切られるのは切ってもらわないと

困るというような話をされましたけれども、ああいうところの木は誰が申請しますかね。岳の湯

地区の人がしますか、町が率先して切らせますか。どういう判断をしますが。 

建設課長（佐藤彰治君） 事業の趣旨は先ほど係長がお話したようなことでございます。安全対策

というのは防災と通行の安全対策というような２つの観点がございます中で、そうした通行に支

障があるような枝類とかいうものについては、先ほどのような事業で対応ができるというような

ことで、あくまで所有者の申請に基づくものであるという事業の説明があったかと思いますが、

特に岳の湯線につきましては一部道路敷のほうにそうした樹木等も植わっておるのは確かでござ

います。そちらについては、一応温泉組合のほうで管理をしていただくという、以前同じような

お話があった際に、組合長のほうにお話してそうした話があるけれどもということで、御相談を

申し上げた経緯がございます。その際に組合のほうで管理をしますというお話をいただいている

ものですから、その組合が植えた部分につきましては、そちらのほうの管理にゆだねるというよ
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うな判断をいたしているところでございます。その他の支障木につきましては、基本は所有者等

が申し出ていただくことが主旨ですけれども、午前中にお話がありましたとおり、それでもなか

なか手が出ないというようなものにつきましては、枝等の伐採等も含めて町のほうである程度は

管理をしていきたいというふうに思っているところでございます。以上です。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩をします。 

（午後１時０８分） 

議長（渡邉誠次君） では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時０９分） 

４番（髙村祝次君） そういうことだったら、ほかの町民の方に迷惑がかからないように課長しっ

かり指導をしてください。町民の方からわざわざそういう電話が私にありましたので、是非岳の

湯地区には指導して、ほかの人の迷惑にならないようにやってもらうように指導をお願いします。 

建設課長（佐藤彰治君） そういったお話をちょっと口頭等でさせていただいているわけですが、

再度確認の意味でもう一度組合あたりとお話をさせていただきたいというふうに思います。以上

でございます。 

１番（穴井帝史君） 先ほど建設課長のほうから組合が管理といいましたけれども、あそこは町道

を作った最初にイチョウとモミジとケヤキを町のほうが植栽しているんですよね。そしてコナラ

のほうはある程度現在も手入れはしていますので、電線や光ケーブルに対しては支障がないよう

な形はとっております。その辺はちょっと勘違いしなしようにお願いいたします。 

建設課長（佐藤彰治君） ちょっと私の勘違いがございました、大変申し訳ございません。先ほど

の樹種３品目については、町のほうの管理ということで、何らか対応をしていきたいと思います。

以上です。 

１０番（時松昭弘君） 今、道路沿線立木安全対策の事業補助金ということで２４１万円ほど上が

っていますけれども、今の岳の湯線あたりにしても、やはり町が植えたなら一応この際台風等の

被害があって、そういった支障木等があれば思い切って全部切るという形にしたほうがいいので

はないですか。そうするとこういった問題もなくなるし、できるだけこの沿線木あたりも金額的

にしますと、なかなか赤字になって木を伐採しないという方もおられるわけですよ。ですからこ

ういったことについて先ほどの危険木と沿線木の分についても、これも総務課の予算と建設課の

予算と二通り一応予算を計上しておりますけれども、これを一括してやるとかいう形にしたほう

がもう少し使い勝手がいいのではないかというふうに思います。そしてこの金額あたりにしても

もう少し予算を増やすという形にできるだけしたときには、こういった沿線木あたりがなくなっ

てくるとすれば、当然先ほどの雪のときの融雪剤等の金額等も少なくなってくる、６００万円ほ

どの金額が上がっていますけれども、こちらのほうは毎年雪が降ればそれだけのお金がかさむわ

けですけれども、もう少しここあたりを工夫すればお互い片一方の予算を増やしても融雪剤が将
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来的にはなくなるというようなゼロとまでは言いませんけれども、半分ぐらいになるというよう

な形になりますから、できるだけそういうことも工夫をする必要があるのではないかというふう

に思います。 

町長（北里耕亮君） この町道沿線もですね、施行させていただいてからまだそう年月もたってお

りません。ただ一定の効果は行政としてはあるものと思っております。予算の範囲内でできるだ

けやっていきたいという考えを持っております。それと今御意見の総務課の林地安全対策事業と

一括してという御意見もありましたけれも、そもそものちょっと意味合いが違いますものですか

ら、その防災の面でのこの林地安全と、町道沿いではありませんのでその分はまた活かさせてい

ただいて、こちらの林地安全も大変好評を得ております。今まではなかなかそれぞれの所在の責

任という部分がなくて話が進まないのに、行政の一部助成金があることによってその損害も回避

できるという部分において、一定の効果があるものというふうに思っておりますので、一括とい

うのはちょっと行政としてはまた少し御意見とちょっと違う部分があります。それから特に岳の

湯線の部分については再度私も含めまして担当課とよく協議をさせていただいて、私自身も把握

が足りない部分が、町がそもそも植えた樹木があるという部分について少し把握が足りませんで

したので、そういう部分と、あとから組合のほうで植えた部分があるという部分を把握させてい

ただいて、また考えたいというふうに思っております。以上でございます。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

それでは続きまして２１０ページ、２１１ページに移ります。河川費それから住宅費の住宅管

理費に移ります。２１０ページ、２１１ページ質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。 

では引き続き２１２ページ、２１３ページ。住宅建設費、危険住宅移転費。 

５番（児玉智博君） それでは危険住宅移転費について質問します。当初予算８０万円に対して執

行額がゼロということなんですけれども、全額不用額となっている。この危険住宅という捉え方

がされるような住宅はもうないということですか。 

公共建設係長（秋吉祥志君） お答えいたします。当初予算８０万円計上させていただいておりま

して、今回不用額でそのまま８０万円という形にしておりますが、実際１件ほど掛金としまして

危険住宅として取り壊しの費用をお願いしたいということで町のほうに申請が上がっておりまし

た。手続をする中で県のほうから実行する段階におきまして、今回の取り壊す住宅については補

助金の要件を満たしていないということで県のほうから補助対象にならないということを言われ

たものですから、今回取り下げるということしかできなくて今回不用額として計上させていただ

いたという経緯がございます。以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

それではページが飛びます。続きまして２５６ページ、２５７ページ、災害復旧費。建設課の

担当所管でございます。２５６、２５７ページの下のほうになります。農地災害復旧費６５６万
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２千３３０円以降ですね、質疑ございませんか。 

それでは２５８ページ、２５９ページ、農業用施設災害復旧費、それから公共土木施設災害復

旧費の中の土木施設災害復旧費でございます。立木補償費までが建設課の担当所管でございます。

質疑はございませんでしょうか。 

それでは産業課、情報課、建設課の歳出の質疑は終了いたしましたが、質疑等の漏れがござい

ましたらお願いします。質疑ございませんか。 

それではないようでしたら、歳入に移ります。 

それでは２２ページ、款の分担金及び負担金からお願いします。以下歳入明細書の緑色の項目

をページを追って進めてください。２２ページ、２３ページの農業費分担金はすべてでございま

す。阿蘇区域農用地整備公団事業分担金から国有地貸付分担金まで。よろしいでしょうか。 

続きまして２４ページ、２５ページ、単県林道事業分担金、単県治山事業分担金、光ファイバ

ー加入分担金までが担当所管でございます。質疑ございませんでしょうか。 

それでは続きまして２６ページ、２７ページの使用料及び手数料の中で、光ファイバー使用料、

光ファイバー使用料の現年度分と滞納繰越分が情報課の担当所管でございます。２６ページ、２

７ページ。その後は２つ飛んで農産物等加工試作施設使用料、地域農産物処理加工施設使用料、

産業課の担当所管でございます。質疑ございませんか。 

では次のページにいきます。２８ページ、２９ページ、冷蔵倉庫使用料、道路占用料が産業課

担当所管です。その次の公営住宅使用料、現年度分と滞納繰越分。それからその次の道路使用料

が建設課の担当所管です。質疑ございませんでしょうか。一番下の鍋ヶ滝公園直販所使用料も情

報課の担当所管です。よろしいですか。 

次のページ、３０ページ、３１ページ、下のほうにあります農地等証明手数料、産業課の所管

です。その次の光ファイバー休止・再開手数料、情報課の担当所管です。質疑ございませんか。 

それでは次のページ、３２ページ、３３ページ、上段の中ほどにありますその他手数料が建設

課の担当所管ですね。土木手数料です。よろしいですか。 

では次の３４ページ、３５ページ、一番上の段です。公共土木施設災害復旧費国庫負担金、建

設課です。質疑ございませんでしょうか。 

それでは続きまして３６ページ、３７ページ、目の２衛生費国庫補助金の中の循環型社会形成

推進交付金、それから飛びまして社会資本整備総合交付金、この２つが担当所管です。よろしい

でしょうか。 

では続きましてページ飛びまして４６ページ、４７ページ、一番上にあります浄化槽設置整備

事業補助金、こちらが建設課の担当所管です。それから４つ飛びまして、農林水産業費県補助金

で農業委員会交付金、国有農地等管理処分事業事務取扱交付金、以下産業課の担当所管です。４

６ページ、４７ページ、質疑ございませんか。 
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次の４８ページ、４９ページは、産業課及び建設課の担当所管になります。質疑ございません

か。 

では５０ページ、５１ページ、商工費県補助金までが担当所管です。 

５番（児玉智博君） この単県治山事業補助金についてですが、平成２６年度は２地区が行われた

ということでありました。実際そういう危険な箇所について申請があっても、その手の付いてい

ないところがどのくらい残されているのでしょうか。 

建設課長（佐藤彰治君） 単県治山事業につきましては、基本的に災害復旧の分類となります。実

際家の裏が壊れてとか、崩壊した、それで家屋に影響があるというようなところに対して手当を

するというような基本事業でございます。そのほか壊れる危険があるというような箇所について

は、また単県事業の別メニューでございますけれども、いずれにしても事業費等が３００万円を

超えるような事業費がかかってまいりますし、その要件となってまいります。なおかつ単県事業

につきましては、申請事業ですけれども、本人負担が１０％いるというようなこともありまして、

実際上がってくる件数というのは、よっぽど身に迫るような災害であれば別ですけれども比較的

少ない件数ではございます。しかし予防的に申請される方は、ちょっと私の記憶では５件ほどあ

っているかなというふうに思っております。以上でございます。 

５番（児玉智博君） 小国町内で、これは県が進めている危険箇所指定が大体実地調査なんかも済

んで、地図上に落とされたものが各地区で説明会なんかも開かれて、今後市町村長が意見を言う

機会なんかも出てくるかと思うのですが、ただ実際自分のご自宅なんかがそういう黄色や赤いエ

リアに指定されたところでは、おそらくそれを機にこういう何とかしたいというところで、たと

え自己負担はかかっても、家に住めなくなるならというような気持ちで申請も増えていくのでは

ないかと思うのですが、そうなった場合、大体平成２６年度は２地区でまだ後５カ所ほどご記憶

ではあるということだったんですけれども、この数そのものは増やすことはできるんですか。 

建設課長（佐藤彰治君） 工事を増やすという意味でしょうか。実は、これは名称にもありますよ

うに県の単独費でございます。それで一部町負担と地元負担という構成で財源は確保して実施さ

れる事業でございまして、いずれにしましてもそうした個人負担、いわゆる県負担がございます

ので県の要件といいますか、現場状況等も含めて要件に合わなければ事業採択とならないという

ことでございますので、そこら辺については今後増える可能性はあるかもしれませんけれども、

すべてが単県の事業に乗るというようなことでもございませんので、なおかつ先ほど申しました

ように御自身の負担金も事業費に対して１０％は必要になってくるというようなこともございま

すので、そこらあたりで必ずしも急激に増えるというようなことは、ちょっと予想できませんけ

れども、いずれにしても減ることはないかなというふうに感じております。以上です。 

５番（児玉智博君） 要するに今の答弁を聞いていると、個人負担とかは別として、要は県のそれ

はよくわかっていますけれども、これは小国町だけじゃなくてほかの市町村からもその要求が上
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がってくるから、そういう県費の問題でその事業採択とかいろいろ言われましたけれども、そこ

の問題があるのかなと県の予算の範囲という部分がですね。だけれどもやはりそういう防災に対

して、そういう町民の安心した暮らしを確保していくという意味では、やはりそのあたりは町村

会なんかもありますので、そういうところを通してでも県に予算要求していくべきじゃないかな

と思うのですが、いかかでしょうか。 

町長（北里耕亮君） 単県治山だけでなくて、県道改良、県に関わる案件は意外と多いです。頻繁

に小国町単独でも要望をいたすこともありますし、阿蘇郡町村会で要望いたすこともあります。

その部分については具体的に県道の場合は路線、それから危険というかそういうエリア治山関係

ではエリア、そういう部分を明記しながら出していくケースも多ございますので、そこはしっか

り要望はしていきたいと思います。ただ建設課長が今言いましたように、県の予算の枠のハード

ルはやはりたこうございまして、絞りというか厳しい状況は向こうは発言の中ではありますけれ

ども、そこはこちらの緊急性や順位などそういう部分もありますので、しっかり要望していきた

いというふうに思っております。以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。町長は、今年度から治山林道協会の副会長に就任なさって

いると思いますので、大いに力を発揮していただいて事業を持ってきていただきたいと思います。 

町長（北里耕亮君） 場所優先でありまして、役についたからという部分ではこの公の場ではなか

なか明確には言えないのですが、意見を言う機会は多くなると、それは役員になればその会合に

頻繁に出ますので意見を言う機会は多くなると思います。一般論として非常に県内で治山関係の

部分、林道関係の部分、話題にしていきたいというふうに思っておりますので頑張りたいという

ふうに思います。以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

それでは５０ページ、５１ページよろしいですか。 

続きまして５２ページ、５３ページの中ほどの電源立地地域対策交付金、それからその下の農

地災害復旧事業補助金、こちらは建設課の担当所管になります。 

３番（北里勝義君） それでは中ほどにあります電源立地地域対策交付金ですね。この交付金はい

ろんな事業に充当してきた経緯があるかと思いますけれども、平成２６年度は町道対岸線の改良

工事に充当したということですけれども、この町道対岸線の改良工事については何年くらいこの

対策交付金を充当していくのか、そのほかに交付金の活用計画がほかの事業あたりであるのかど

うか、ちょっとお尋ねいたしたいと思います。 

建設課長（佐藤彰治君） ここ２年ほど対岸線の道路改良工事を継続して実施してまいりました。

その財源としてこの電源立地交付金を使って実施されたものでございます。これはダム所在地に

交付されます経産省からの交付金でございまして、昨年度で一応対岸線の工事については一通り
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のめどがついたと。しかしながらもう１カ所ほど残ってはおります。これにつきましてはまだ用

地買収等がございますので、その部分につきましては、それが済み次第また利用できるものであ

ればこの交付金を利用して完了させたいというふうに思っております。なお今年度につきまして

は、この電源立地交付金対岸線の一応めどがついたということで今回は岳の湯線の舗装の打ち替

え工事を予定しておるところでございます。以上でございます。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

それでは次のページ、下の段になります。５４ページ、５５ページの農地中間管理機構の特例

事業等業務委託費、県有公園施設清掃管理委託金５６ページ、５７ページになります。その下の

県管理河川清掃業務委託金、こちらまでがそれぞれ産業課、情報課、建設課の担当所管になりま

す。この３項目質疑ございませんか。５４、５５、５６、５７ページです。よろしいですか。 

それでは５８ページ、５９ページ、一番上の中山間ふるさと水と土保全対策基金積立金利子収

入、それから一番下になりますその他財産運用収入でＪ―ＶＥＲクレジット売払収入、この２つ

が建設課と産業課の担当所管になります。質疑ございませんでしょうか。 

それではページが飛びます６６ページ、６７ページ、目の農業費受託事業収入、農業者年金業

務委託料、産業課の担当所管です。この１項目ですね。よろしいでしょうか。 

続きまして、目の雑入に入ります。７０ページ、７１ページ、上から２段目阿蘇ふるさと市町

村圏地域振興助成金、それから２つ飛ばしまして阿蘇の火まつり事業補助金、情報課です。３つ

飛びまして伝送路利用収入、ＩＲＵ利用収入、番組配信利用収入、この３つも情報課の担当所管

です。質疑ございませんか。よろしいですか。 

では次のページ、７２ページ、７３ページ、上から２段目です。中山間地域等直接支払交付金

事業返還金、産業課の担当所管です。１つ飛んで光ファイバー引込工事費収入、それからもう１

つ飛んで光ファイバーケーブル保守費用負担金、こちらが情報課の担当所管です。質疑ございま

せんか。 

７４ページ、７５ページに入ります。一番上２つですね、農地・水保全管理支払交付金事業返

還金、それと物品汚損料、この２つが本日の担当の所管になります。質疑ございませんでしょう

か。 

ないようでしたら、歳入並びに歳出に関しまして、全般質疑等の漏れがあればお願いをします。

歳入歳出、本日の担当所管どちらでも結構です。ご質疑漏れがあればお願いします。よろしいで

すか。 

次に、別冊平成２６年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算及び平成２６年度小国町農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算並びに平成２６年度小国町水道事業会計歳入歳出決算について、

所管課より御説明ください。 

建設課長（佐藤彰治君） それでは、まず特別会計のほうから御説明させていただきます。特別会
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計の決算書を御用意いただきたいと思います。それでは建設課所管の特別会計及び水道事業会計

の決算について概略を説明させていただきます。 

まず、小国町簡易水道特別会計から説明させていただきます。施設としましては、杖立水道、

小薮水道、それから市井野水道、上滴水水道の４施設の会計になります。特別会計決算書の１２

４ページをお開きくださいませ。総括表としましてのまず歳入でございます。使用料及び手数料

と繰越金で７５１万８千９３０円でございます。使用料及び手数料の対前年度比は約９５.３％と

なっているところでございます。 

次の１２５ページの総括表歳出でございます。総務費と公債費の合計で７２８万８千９３０円

でございます。 

続いて１３０ページをお開きくださいませ。歳入から歳出を差し引いた残りの２３万円を繰り

越しさせていただいたものです。 

まず特別会計歳入歳出決算書の１３２ページをお開きくださいませ。歳入の明細でございます。

今年の３月末までの給水戸数は、杖立水道が１８５戸、小薮水道が２１戸、市井野水道が１１戸、

上滴水水道が１３戸で昨年度から杖立水道のほうが３戸の減となっております。 

それから次のページ、１３４ページでございます。こちらは歳出の明細でございます。水道組

合ごとの一般管理費でございます。 

続いて右のページ１３５ページの中ほどに１３委託料としまして、維持管理委託料５３８万４

千８４２円とございます。この金額は収支として残った金額を水道組合の維持管理費として支出

しているものでございます。他の３組合水道につきましても、実質的な維持管理は各水道組合で

実施している関係で、同様にこのように支出をされております。 

最後の１３９ページが公債費になっております。 

以上、小国町簡易水道特別会計の決算について簡単ではございますけれども、説明を終わらせ

ていただきます。 

引き続き、小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について御説明させていただきます。

ページ１４２ページをお開きくださいませ。総括表としての歳入でございます。分担金及び負担

金それから使用料及び手数料、財産収入、繰入金、諸収入、町債、繰越金の合計が１億４千４９

１万３千２３１円で、対前年度比としては１０２.１％となっております。 

次の１４３ページが歳出でございます。総務費と公債費の合計で１億４千１５３万８千９０６

円でございます。 

続いて１４８ページをお開きくださいませ。歳入から歳出を差し引きました３３７万４千３２

５円を翌年度へ繰り越しさせていただいたものです。 

続いて１５０ページをお開きくださいませ。このページからが歳入の明細になります。農業集

落排水事業分担金として９０万円が納入されています。内容につきましては、新規加入１０件の
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加入金の合計でございます。今年３月末までの加入状況は、田原地区につきましては４４戸、西

里地区につきましては１５８戸、黒渕地区につきましては２９６戸でございます。３地区あわせ

まして４９８戸で加入率は８１.２７％になっております。加入金の次に各地区の使用料がござい

ます。 

それから続きまして１５２ページをお開きくださいませ。１５２ページ、１５３ページに一般

会計繰入金、それから１５４ページに基金繰入金、町債等がございます。 

続きまして１５８ページを御覧ください。ここから歳出の明細でございます。施設の維持管理

に関する一般管理費等の決算でございます。 

以上、小国町農業集落排水事業特別会計の決算について説明を終わらせていただきます。 

続きまして、小国町水道事業会計について説明させていただきます。別冊の小国町水道事業会

計決算書をお開きくださいませ。 

小国町水道事業会計決算書のまず１ページを御覧ください。総括事項を掲げてございます。給

水戸数が平成２６年度におきまして、２千６５９戸でございまして、前年度より１８１戸の減と

なっております。総配水量につきましては、１０万７千１１７立米でありまして、前年度から４

万３千２６５立米の減でございます。それから有収水量は７１万５千３４２立米で前年度から８

千２８２立米の減でございます。有収率につきましては６５.８％で１.８％の増となっております。 

次に３ページ、４ページをお開きください。３ページから４ページにかけましては、建設工事

の概要でございます。平成２６年度は５件の工事を実施いたしております。 

５ページには業務量及び供給単価、給水原価を掲載しております。 

６ページでございます。６ページは事業収入に関する事項でございます。平成２６年度におき

ましては、営業収益それから営業外収益の合計としまして、１億３千１９８万１千２３１円の収

益がありました。対前年度比で８０１万３千８３３円の収益増となりました。これは地方公営企

業会計制度の改正に伴い、平成２６年度決算より新たに長期前受金戻入額が計上されることにな

ったことによるものです。 

７ページを御覧ください。事業費に関する事項でございます。営業費用、営業外費用の合計と

しまして、１億２千３６９万９千１０８円になっております。 

続いて８ページには性質別支出状況、そして次の９ページには重要な契約の要旨としての９件

の委託並びに工事の契約内容を掲載しております。 

それから１０ページでございます。水道事業の決算報告書でございます。収益的収入及び支出

でございます。１０ページの収益的収入につきましては、１億４千６１万７千６５５円、それか

ら１１ページの支出につきましては、１億２千６４９万４千２２６円となっております。 

次の１２、１３ページにつきましては、資本的収入及び支出でございます。１２ページの資本

的収入としまして５千６６８万８千７６０円、１３ページの支出としまして１億２千６５２万１
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千６４４円となっております。１３ページの下のほうに記載しております事柄ですが、収入が支

出に対して不足する額６千９８３万２千８８４円に対しまして、消費税資本的収支調整額５７３

万４千７９８円及び減債積立金１千１４７万６千５４８円、建設改良積立金１千５００万円、過

年度損益勘定留保資金３千７６２万１千５３８円で補填しているところでございます。 

次の１４ページからは損益計算書を添付し、１９ページからは貸借対照表を添付しております。

２４ページからは付属の明細書を３４ページに固定資産明細書を添付しております。 

最後になりますが、３５ページ、３６ページをお開きください。企業債の明細書でございます。

上水道と簡易水道別に示しております。合計が３６ページの一番下にございまして、上水、簡水

合計４０件、６億９千７３万４千８１４円が平成２６年度末の起債残高となっておるところでご

ざいます。以上、水道事業会計決算についての概略説明をさせていただきました。以上でござい

ます。 

議長（渡邉誠次君） ここで暫時休憩いたします。再開を２時５分からお願いいたします。 

（午後１時５５分） 

議長（渡邉誠次君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時０５分） 

議長（渡邉誠次君） ただいま所管課より説明が終わりましたので、質疑に入ります。各小国町簡

易水道特別会計、それから小国町農業集落排水事業特別会計、それから小国町水道事業会計の決

算について、歳入歳出どちらでも結構です。質疑をお願いいたします。 

１１番（松本明雄君） 全部いいんですね。では毎年質問していますけれども、水道事業のほうに

ついてお聞きします。本管工事はほとんど終わったと思うのですけれども、その割にはこの有収

率のほうがあまり上がっていませんけれども、その辺の説明と、今水源地がある小学校の下の水

が相当減っていますので、その辺ももう考えていかないと大丈夫かなあと思っています。もしも

大規模な地震が起きた場合は、地殻変動によってあそこがかれる可能性もありますので、その辺

も考えていかなければならないと思いますけれどもどうでしょうか。 

建設課審議員（北里慎治君） それではお答えいたしたいと思います。平成２０年度から大きな工

事を行ってきております。平成２６年度までにできました大体１万２千メートルほど配水管の敷

設替えを行いました。総延長が７４キロぐらいありますので大体率にして１７％ぐらいというよ

うな率になっております。有収率の向上につきまして、私どもにおいてはこれが唯一のバロメー

ターになります。はっきり申しまして水道の職員といたしましては、これを向上させるというの

が最大の目標でございますが、いかんせんなかなかこう有収率が上がらないというのが現状でご

ざいます。ちょっと１つの例で申しますと、昨年度におきましては、上水道におきましては２６

件で約２０７万円ほど漏水修理を行っております。なおかつ簡易水道におきましては２３件の２

３０万円ほど漏水修理を行っておりますが、やはりなにぶんその瞬間私たちの机の横に毎日の有
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収、今の状況というのがわかるようになっています。そのようなのを見ましても瞬間瞬間は上が

ってきていますが、やはり長くなってくると落ち着いてまた元の数字になってしまうというよう

なことが多々あります。ただ近年、昨年夜間水量を大体私ども２時、３時を推移していますと、

上水道の夜間水量で大体３０トンぐらい時間でですね。３０トンくらいのペースでいっていたの

が、最近でございますけれどもそれを切ってまいりました。２７、８トンになってきております。

そして昨年度、今年の３月末に竣工しました北里簡易水道の桑鶴辺りを去年工事しましたが、そ

こにつきましても夜間が１２、３トンいっていたのが今は３トンぐらいで落ち着いています。そ

ういったふうに老朽管の敷設替えを今どんどんしていっておりまして、毎年起債を４、５千万円

借りてやる事業としましては、一応平成２６年度で終了しますが、今後平成２７年、平成２８年

これをやめずに、今ＶＰ管といって昔使った何ていいますかちょっとこういった壁の色みたいな

感じのパイプの古いのがございまして、それがもう既に４０年過ぎて耐用年数を過ぎてきたとい

うケースがございますので、その辺につきましては重点的に今後も進めていきたいと。大体の概

数でいきますと後１０キロぐらいございます。それがですね。ですのでそれを後１０年ぐらいに

分けてやるのか、５年でやってしまうのかというのも、少しこちらの経営状況を見ながら徐々に

そのへんは踏んでいきたいというふうに思っております。それとやはりもう１つの手としては、

まずその本管を終わってこの次は少し枝管といいますか、メーターまでの管というのがあります

が、そのあたりのことも考えながらやっていかなければならないのかなと。とりあえずは本管か

ら進めようというふうには思っております。 

それと先ほどもう１つありました水源池の問題ですが、昭和４４年ですか上水道の認可が出ま

して、ずっと今まで活用していましてもう５０年ぐらい近くなっておりますが、今のところ順調

でございますが、おっしゃるとおり近年のいろんな気象状況の変化等でどういうことになるかわ

からないということで、いろいろ水源のことについてはこの課の中、あるいはそういった関係で

いろいろ論議されているところです。何分大きな問題ですのでどういうふうに持っていこうかと

いうのも最大の懸案でございますので、その辺はもう少し論議を深めながら、いろんなことの情

報を入手しながら、またどの時期なら、例えば今なら補助金とかがどういうふうにあるよという

のを調査しながらですね、いろんなことを考えながら検討していきたいと思っております。以上

でございます。 

１１番（松本明雄君） 毎年北里君の答弁を聞くといつも何か騙されたような気持ちになるんです

けれども、福岡市や北九州市とか大都市でも有収率が８０％を超えていますので、今後言葉通り

に北里君には頑張っていただきたいと思います。期待をしておきますのでこれで終わります。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

１０番（時松昭弘君） 水道事業には直接は関係ないのですが、この前から上田地区のほうで道路

工事があり、その地下に水道の埋設管が埋設していると、その工事のほかにマンホールがあるん
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ですね、マンホールの上にトラックあたりが夜間に通ると、その振動が近隣の家にまで振動がし

てそれが夜も眠れないというような苦情が、５月の１４日におそらく町のほうにも伝えてありま

すけれども、その後いろいろ調査をしてみたところが、担当者と県との話合いがうまい具合いっ

ていないというような振興局のほうから答えが来ておりましたが、その後、町のほうから担当者

が一応その家のほうに行って事情を説明したという経緯があります。この問題についても早急に

解決しないと道路工事をし、その後に水道の埋設管が中に入っているということは大体原因がわ

かっているわけですから、これは早急に対応していただきたい。これは一般質問でしようかと思

いましたけれども、この全員協議会の中で一応話をしておきましたが、それでもなおかつしない

ということであれば、また次の機会にでも一般質問等をやっていきます。早急に相手方が毎日の

ことで振動が家のほうにもあるわけですから、そのことについては担当課の所管のほうが、早急

に対応していただきたいというふうに思います。 

建設課審議員（北里慎治君） その件につきまして、私どもも４月の段階で住民の方から要望があ

りまして、直ちに県のほうへ写真、そして現場の状況など踏まえまして担当のほうに送ったとこ

ろでございます。私どももやはり県に報告して終わりというような形にとっていたのかなという

ふうに思っております。再三その後ご指摘がありましたとおり、何回も催促してようやくこの前

早急に対応しますという返事はいただきました。この件につきましては、私が今担当の窓口にな

っておりますけれども、即座に対応して県に確認し、返事をもらうように今後もしていきたいと

いうふう思っております。どうもありがとうございました 

１０番（時松昭弘君） 一応道路工事関係でそういったことが発生しているわけですから、町の水

道会計のほうから負担をするということではなくて、まずもって県のほうにそういったことを強

く要望するということがまず１つであるというふうに思います。それでなおかつ埋設工事等の中

にそういう原因があるとすれば、また水道会計のほうで対応すると。ですからいくつものことを

考えながら是非とも早急に進めていただきたいと。今でも音がしているわけですからそういうこ

とに対して町が進捗状況等を先方のほうに連絡をすると、これも何回も担当者にも言いましたけ

れども、動かないから私のほうがこの前から県のほうにも行って、担当の方と話をしてやっと動

いたというような経緯があります。是非ともそのことについては、早急に前向きに取り扱ってい

ただきたいというように思います。以上です。 

議長（渡邉誠次君） ほかに質疑ございませんか。 

なければ、これをもって本日の全員協議会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

なお、この３日間で審議いたしました事項につきましては、９月１７日の午前１０時から、本

会議にて平成２６年度小国町一般会計歳入歳出決算及び平成２６年度小国町特別会計歳入歳出決

算それぞれを採決いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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（午後２時１６分） 
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